
 

 

 

 

 

福知山市火災予防条例 

運 用 基 準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市消防本部 

 
 



福知山市火災予防条例運用基準 

目次 

 

第１章   総則（第１条） 

第１条  （目的）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第２章   削除 

第２条   削除 

第３章   火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 

第１節  火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造 

及び管理の基準（第３条～第１７条の３） 

第３条（炉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第３条の２（ふろがま）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

第３条の３（温風暖房機）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

第３条の４（厨房設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

第４条（ボイラー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

第５条（ストーブ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

第６条（壁付暖炉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

第７条（乾燥設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

第７条の２（サウナ設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

第８条（簡易湯沸設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

第８条の２（給湯湯沸設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

第８条の３（燃料電池発電設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

第９条（堀ごたつ及びいろり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

第９条の２（ヒートポンプ冷暖房機）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

第１０条（火花を生ずる設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

第１０条の２（放電加工機）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

第１１条（変電設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

第１１条の２（急速充電設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

第１２条（内燃機関を原動力とする発電設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

第１３条（蓄電池設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

第１４条（ネオン管灯設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

第１５条（舞台装置等の電気設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８ 

第１６条（避雷設備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９ 

第１７条（水素ガスを充塡する気球）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０ 

第１７条の２（火を使用する設備に附属する煙突）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３ 

第１７条の３（基準の特例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

第２節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱の基準 

（第１８条～第２２条の２） 

第１８条（液体燃料を使用する器具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

第１９条（固体燃料を使用する器具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

第２０条（気体燃料を使用する器具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 



第２１条（電気を熱源とする器具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 

第２２条（使用に際し火災の発生のおそれのある器具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

第２２条の２（基準の特例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

第３節 火の使用に関する制限等（第２３条～第２８条） 

第２３条（喫煙等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 

第２４条（空地及び空家の管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ 

第２５条（たき火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ 

第２６条（がん具用煙火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ 

第２７条（化学実験室等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 

第２８条（作業中の防火管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ 

第４節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限（第２９条） 

第２９条（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限）・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ 

第３章の２   住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 

 （第２９条の２～第２９条の７） 

  第２９条の２（住宅用防災機器）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２ 

  第２９条の３（住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準）・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３ 

  第２９条の４（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準）・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ 

  第２９条の５（設置の免除）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７ 

第２９条の６（基準の特例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７ 

第２９条の７（住宅における火災の予防の推進）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２８ 

第４章   指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱の技術上の基準 

第１節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準（第３０条から第３２条） 

第３０条（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２９ 

第３１条（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・・・１３１ 

第３１条の２（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１３５ 

第３１条の３（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１４５ 

第３１条の３の２（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・１４６ 

第３１条の４（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１５２ 

第３１条の５（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１５５ 

第３１条の６（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１５８ 

第３１条の７（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１６４ 

第３１条の８（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１６７ 

第３１条の９（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）・・・・・・１６７ 

第３２条（品名又は指定数量を異にする危険物）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７ 

第２節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準（第３１条から第３４条） 

第３３条（可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等）・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８ 

第３４条（綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３ 

第３４条の２（綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８０ 

第３節 基準の特例（第３４条の３） 

第３４条の３（基準の特例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８１ 

第５章   避難管理（第３５条から第４２条） 

第３５条（劇場等の客席）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８２ 



第３６条（劇場等の客席）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７ 

第３６条の２（基準の特例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８８ 

第３７条（キャバレー等の避難通路）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９ 

第３７条の２（ディスコ等の避難管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８９ 

第３７条の３（個室型店舗の避難管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０ 

第３８条（百貨店等の避難通路等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９１ 

第３９条（劇場等の定員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２ 

第４０条（避難施設の管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４ 

第４１条（防火設備の管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６ 

第４２条（準用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６ 

第５章の２   屋外催しに係る防火管理（第４２条の２から第４２条の３） 

第４２条の２（指定催しの指定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７ 

第４２条の３（屋外催しに係る防火管理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８ 

第６章   雑則（第４３条から第４８条） 

第４３条（防火対象物の使用開始の届出等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９９ 

第４４条（火を使用する設備等の設置の届出）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００ 

第４５条（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出）・・・・・・・・・・・・・２０２ 

第４５条の２（指定洞道等の届出）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０３ 

第４６条（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等）・・・・・・・・・・・・・・・・・２０６ 

第４７条（タンクの水張検査等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７ 

第４７条の２（防火対象物の消防用設備等の状況の公表）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７ 

第４８条（委任）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８ 

第７章   罰則（第４９条から第５０条） 

第４９条（罰則）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９ 

第５０条（罰則）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０９ 

 

参考資料 

資料１ 別表第３ 

資料２ 火気設備、器具設置例 

資料３ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年３月６日消防庁告示第１号） 

資料４ 単位の目安換算表 

 

凡例 

法・・・・・・・消防法 

施行令・・・・・消防法施行令 

施行規則・・・・消防法施行規則 

危険物政令・・・危険物の規制に関する政令 

危険物省令・・・危険物の規制に関する規則 

 

 



1 

 

第１条 （目的） 

 

第１章  総則 

 

第１条 （目的） 

 (目的) 

第１条 この条例は、消防法(昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。)第９条の規定に

基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第９条の２の規定に基づ

き住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第９条の４の規定に基づき指定

数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について並びに法第２２条第４項の規定に基

づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、福知山市に

おける火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。 

【解釈及び運用】 

本条は、法規の一般の例に従い、この条例の目的を明らかにしたものである。 

第一に、法第９条の規定に基づき、①火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生の

おそれのある設備の位置、構造及び管理の基準、②火を使用する器具及びその使用に際し、火

災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準、③火の使用に関する制限その他火の使用に関し

火災の予防のために必要な事項について規定すること。 

第二に、法第９条の２の規定に基づき、①住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準、②

住宅における火災予防の推進について規定すること。 

第三に、法第９条の４の規定に基づき、指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵及び取扱

いの基準について規定すること。 

第四に、法第２２条第４項の規定に基づき、火災に関する警報の発令中における火の使用の

制限について規定すること。 

第五に、その他火災予防上必要な事項を規定すること。 

「その他火災予防上必要な事項」として規定された第５章の避難管理及び第６章の雑則は委

任条例事項としての第２章から第４章までの規定と異なり、地方自治法第１４条の規定に基づ

く行政事務条例としての性格を有するものである。 

 

 

 

第２章 削除 

 

第２条 削除 

 

 

 

第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 

第１節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及

び管理の基準 

 

【解釈及び運用】 

本章は、法第９条の規定に基づき「火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のお

それのある設備の位置、構造及び管理の基準」について、「火を使用する器具及びその使用に際

し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準」について、及び「火の使用に関する制限

等」について、並びに法第２２条第４項の規定に基づき、「火災に関する警報の発令中における

火の使用の制限」について規定したものである。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

第３条（炉） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備（以下「火

気設備」という）のうち炉について規制したものである。 

  なお、設備とは、使用形態上容易に移動できないものをいう。 

第３条の２から第９条の２までに規定されている火気設備の位置、構造及び管理の基準につ

いてはおおむね本条が準用されており、基本となる。 

ここで逐次解説に入る前に、本節でいう火を使用する設備についての基本的事項を説明する

ことにする。 

   まず火を使用する設備をその燃料別により区別すると、「液体燃料を使用するもの」、「気

体燃料を使用するもの」、「電気を熱源とするもの」、「固体燃料を使用するもの」に分類さ

れる。さらに、設備の給排気方式により区別すると次のとおりである。 

 

（１）開放式 

燃焼に必要な空気を室内から取り入れ、燃焼排ガスをそのまま室内へ排出するもの。 

ア 自然通気形            イ 強制通気形 

      
図１ 開放式機器の例 

（２）半密閉式 

燃焼に必要な空気を室内から取り入れ、燃焼排ガスを屋外排出する方式。自然通気力による自

然排気式と排気用送風機を用いる強制排気式とがある。 

ア 自然排気式（ＣＦ式）           イ 強制排気式（ＦＥ式） 

              
 

 

「ＣＦ」とは Conventional Flue 、「ＦＥ」とは Forced Exhaust の略である。 

   「排気筒」とは火災予防条例中の煙突をさすものである。（以下同じ。） 

図２ 半密閉式の例 
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第３条 （炉） 

 

（３）密閉式 

屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に燃焼排ガス

を排出する方式の機器。給排気を自然通気力により行う自然給排気式と給排気用送風機により給

排気を行う強制給排気式がある。 

ア 自然給排気式（ＢＦ式）      イ 強制給排気式（ＦＦ式） 

      
「ＢＦ」とは Balanced Flue 、「ＦＦ」とは Forced Draught  Balanced Flueの略

である。 

図３ 密閉式機器の例 

 

（４）屋外用 

屋外に設置するように設計された機器。建物外壁やベランダ等に設置される壁掛型及び据置型

並びにスラブにつり下げて設置されるつり下形のほか、パイプシャフトに設置されるＰＳ設置形

及び外壁を貫通して設置される壁面貫通型等がある。 

 なお、屋外用には、自然排気と強制排気の２つの排気方法がある。 

 

 

  ア ＰＳ設置型               イ 据置型 

               
「ＰＳ」とは Pipe Shaft の略である。 

図４ 屋外用機器の例 

  以上のように排気方式により分けられるが、これらの方式に用いられる給排気設備には次のも

のがある。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（５）開放式に必要なもの（給気、排気、換気口） 

方      式 要      点 

機械 

換気式 

 

・換気扇と給気口を付ける。ただし、窓、ドア等外

気又は、換気上有効な玄関等に通ずるすき間を給気

口として算入できる。 

・小型の給湯器を換気扇等の操作が容易に行えない

場所や、特に換気を確実に行う必要がある気密性の

高い室に設置する場合、換気扇等は給湯器使用時に

自動的に作動するようにすること。 

自然 

換気式 

 

・天井に近い位置に容易に開閉できる給気口を付け

ること。 

・部屋の気密性が高いときは、上部換気口の他の下

部給気口を付けること。 

・窓、ドア等外気又は、換気上有効な玄関等に通ず

るすき間を給気口又は換気口として算入できる。 

（注）① 小型の給湯器用の換気扇は、調理用の換気扇と兼用させることができる。 

② 換気用小窓サッシ、又は外壁に設けられたガラリ等は、自然換気式の換気口又は、機械

換気式の給気口として有効なものとする。 
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第３条 （炉） 

 

（６）半密閉式に必要なもの 

方      式 要      点 

強制排気式 

強制排気シ

ステム及び

ＦＥ式の排

気設備 

 
・燃焼排ガスの排出の状況により、適切な風圧及

び風量の送風機を選定すること。 

・この方式では通常天井面の横引が長くなるので

天井の長さ、材料などあらかじめ設計に組み込ん

でおくこと。 

チャンバ式 

(ＣＦ-Ｃ式) 

 

・外気に面した燃焼排ガスの滞留しない場所に、

チャンバスペースを確保すること。 

・チャンバと居室は機密にすること。 

・チャンバ及び排気口周囲は、不燃材料で構成す

ること。 

自然排気式 

 

・建物計画時に排気筒トップが容易に風圧帯外に

出せるように配慮し、排気筒貫通穴（めがね石）、

換気口を準備しておくこと。 

・排気筒は適切な高さを有し、屋根上まで立ち上

げること。 

[設置制限] 

① 浴室内に設置する給湯器は、密閉式のものとする。 

② 浴室内に給湯付ふろがまを設置する場合は、できるだけ密閉式のものとすること。 

③ 換気扇等を設置した調理室等にＣＦ式を設置すると、換気扇等運転時に燃焼排ガスが室内へ逆

流する恐れがあるので、できるだけ密閉式のものとするか、強制排気式とすること。 

  

強
制
排
気
シ
ス
テ
ム 

Ｆ
Ｅ
式 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 
 

（７）密閉式に必要なもの 

方      式 要      点 

自 

然 

給 

排 

気 

式 

（
Ｂ
Ｆ-

Ｗ
式
） 

外 

壁 

式 

 

・給排気筒トップ周囲の条件に注意すること。 

・給排気筒トップの取り付け可能寸法と壁厚

の関係に注意すること。 

・積雪、凍結対策に注意すること。 

（
Ｂ
Ｆ-

Ｃ
式
） 

チ
ャ
ン
バ
式 

 

・廊下の開放条件に注意する。 

・ＢＦ－Ｃ式用の排気筒トップを使用し、トッ

プは給排気面から必ず突き出すこと。 

・排気筒の立ち上りをできるだけ高くする。 

ダ
ク
ト
式
（
Ｂ
Ｆ-

Ｄ
式
） 

Ｕダクト式 

 

・給排気ダクトの断面積を確保し、内部に突出

物等のないこと。 

・機器の排気口はダクト内へ必ず４０～５０

㎜突き出すこと。 

・空気よりも重いガス用として使用する場合

には、ガス漏れの安全対策を講ずること。 

ＳＥダクト式 

 

・Ｕダクトの３つのポイントのほか 

・ダクト頂部を風圧帯外へ出すこと。 

・水平ダクト、給気口の配置に注意すること。 

強
制
給
排
気
式 

（
Ｆ
Ｆ-

Ｗ
式
） 

外 

壁 

式 

 

・給排気筒の延長は各機器の取扱（設置・工事）

説明書にきめられている範囲内とする。 

・給排気筒トップ周囲の条件に注意すること。 

Ｐ
Ｓ
設
置
式 

 

・排気筒の施工に際してはドレンの対策を考

慮する必要がある。 

・ガス機器と配管類は接しないよう留意する

こと。 
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第３条 （炉） 

 

（８）屋外用 

 （屋外用は、安全性も高く、また燃焼も屋外で行われているため、換気設備は設けなくてもよい。） 

方      式 要      点 

据置型 

 
 

壁掛型     つり下形 

 

・排気吹出し口周囲の開放条件に注意すること。 

・建物開口部（窓等）との隔離距離に注意するこ

と。 

・積雪、凍結対策に注意すること。 

Ｐ
Ｓ
設
置
式 

 

・外気に面した燃焼排ガスの滞留しない場所に

ＰＳを確保すること。 

・ＰＳと住戸は区画すること。 

・ＰＳと排気口周囲は不燃材料で構成すること。 

（
Ｒ
Ｆ
‐
Ｃ
式
） 

チ
ャ
ン
バ
式 

 

・外気に面した燃焼排ガスの滞留しない場所に

チャンバスペースを確保すること。 

・チャンバと住戸とは機密にすること。 

・チャンバ及び排気吹出し口周囲は不燃材料で

構成すること。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

２ 本条の「炉」には、火気設備のうち、第３条の２から第９条の２までに規定されているもの以

外のものの多くが含まれるものであり、工場等に設けられている焼成炉、加熱炉、溶融炉等の工

業炉（表１参照）から熱風炉、せんべい焼炉、パン焼き炉等の営業炉、業務用風呂がま等を含む

ものである。 

 

 表１ 工業炉の種別 

鉄鋼用炉 

製銑・製鋼及 

び鋳造用炉 

①高炉・熱風炉 ②転炉 ③焼結炉 ④混銑車・混銑炉 

⑤アーク炉 ⑥キュポラ ⑦誘導溶解炉 

圧延・鋳造用 

炉 

①均熱炉 ②圧延用加熱炉 ③鍛造用加熱炉 ④誘導加熱炉 

 

熱処理炉 

①焼なまし炉 ②調質炉 ③焼ばめ炉 ④ろう付け炉 ⑤浸炭炉 

⑥浸炭窒化炉 ⑦軟窒化炉 ⑧粉末金属焼結炉 ⑨誘導熱処理炉 

⑩メッキ炉 

非鉄金属 

用  炉 

製錬炉及び溶 

解炉 

①焼結炉 ②溶焼炉 ③製錬炉（a溶鉱炉 b自溶炉 c反射炉  

d転炉 e連続製銅炉 f電解炉 g反応炉 h蒸留炉） 

④溶解炉（a反射炉（アルミニューム溶解炉・保材炉、銅溶解炉） 

bるつぼ炉 c誘導溶解炉） 

圧延・鍛造用 

加熱炉 

①燃焼加熱炉 ②誘導加熱炉 

熱処理炉 
①焼きなまし炉 ②調質炉 ③ろう付け炉 ④拡散炉  

⑤粉末金属焼結炉 

窯業用炉 

溶解炉 ガラス溶解炉（aるつぼ窯 bタンク窯 c電気溶解炉） 

焼成炉 

①セメント焼成炉 ②耐火物焼成炉 ③石灰焼成炉  

④カーボン焼成炉 ⑤黒鉛化炉 ⑥陶磁器・タイル・瓦焼成炉  

⑦ニューセラミック焼成炉 ⑧窯業原料焼成炉  

⑨研削材砥石焼成炉 ⑩ほうろう焼成炉 

ガラス熱処理 

炉 

 

化学工業 

用  炉 

石灰化学用炉  

石油（天然ガ 

ス）化学用炉 

 

乾燥炉   

産業廃棄 

物焼却炉 

  

その他の 

工 業 炉 

  

 

 

３ 各温水機器の条例上の取扱いは、第８条（簡易給湯設備）の【解釈及び運用】２によること。 
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第３条 （炉） 

 

（炉） 

第３条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃材料（建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第９号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で有効に仕上げをし

た建築物等（消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）第５条第１項

第１号に規定する建築物等をいう。以下同じ。）の部分の構造が耐火構造（建築基準法第２

条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であって、間柱、下地その他主要な部分

を準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第５号に規定する準

不燃材料をいう。以下同じ。）で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐

火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に

遮熱できるものに限る。）である場合をいう。以下同じ。）を除き、建築物等及び可燃性の

物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以

上の距離を保つこと。 

ア 別表第３の炉の項に掲げる距離 

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年消防庁告示第

１号）により得られる距離 

 

【解釈及び運用】 

４ 第１項第１号には、炉の使用に際して、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を

除き、付近の可燃物を発火せしめないよう、建築物等及び可燃性の物品との間に十分な距離を

とることを規定している。「火災予防上安全な距離」は、炉の形状、材料、構造、燃料、燃焼方

式等によって異なるものであって、この場合、熱の伝導、放射によって可燃物が発火する恐れ

のある危険温度に加熱されることがなく、また、はね火、落下等によって可燃物に着火するお

それのないことが安全であることの要件である。 

   「火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合」には、設備の点検及び整備に必要な空

間として、設備本体に設けられている安全装置（対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに

対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令

第２４号）第１５条に規定する安全を確保する装置等をいう。）、燃焼装置、燃料配管、排気筒

等の点検及び整備を要する部分から６０センチメートル以上の空間を確保すること。 

 

【解釈及び運用】 

５ 第１項第１号の「不燃材」については、下記に示すものである。 

（１）別表第３に掲げる離隔距離 

ア 条例別表第３（備考欄を含む。）の用語の意味は、次に掲げる(ア)から(エ)による。 

（ア）「不燃材料」とは、建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。 

建築基準法第２条第９号 

不燃材料 建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の

政令で定める性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定

めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

 

建築基準法施行令第１０８条の２ 

法第２条第９号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱

が加えられた場合に、加熱開始後２０分間次の各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあって

は、同条第１号及び第２号）に掲げる要件を満たしていることとする。 

１ 燃焼しないものであること。 

２ 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 

３ 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 



10 

 

第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

不燃材料を定める件（平成１２年５月３０日建設省告示第１４００号） 

建築基準法第２条第９号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。 

建築基準法施行令第１０８条の２各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第１

号及び第２号）に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。 

１ コンクリート 

２ れんが 

３ 瓦 

４ 陶磁器質タイル 

５ 繊維強化セメント板 

６ 厚さが３mm以上のガラス繊維混入セメント板 

７ 厚さが５mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

８ 鉄鋼 

９ アルミニウム 

10 金属板 

11 ガラス 

12 モルタル 

13 しっくい 

14 石 

15 厚さが 12mm以上のせっこうボード（ボード用原紙の厚さが 0.6mm以下のものに限る。） 

16 ロックウール 

17 グラスウール板 

 

なお、平成１６年１０月１日より前に製造され、又は輸入された石綿スレートについては、

同日以後も、なお不燃材料とみなされるが、新規に設置する材料としては不適当である。 

また、ガラスについては熱等により破損することがあるので可燃性の部分を有効に防護する

材料として不適当である。 
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第３条 （炉） 

 

６ 「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分」とは、防火構造（平成１２年５月２４日建

設省告示第１３５９号「防火構造の構造方法を定める件」）と同等以上の防火性能を有するもの

をいう。 

   また、「不燃材料」とは、建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。 

「不燃材料で有効に仕上げをした部分」 

１ 間柱及び下地を不燃材料で造った壁又は根太及び下地を不燃材料で造った床にあっては、次

の（１）から（３）での一に該当するもの 

（１）鉄網モルタル塗で塗厚さが１．５cm以上のもの 

（２）木毛セメント板張又は石膏ボード張の上に厚さ１cm以上のモルタル又はしっくいを塗った

もの 

（３）木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの 

２ 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った壁、根太若しくは下地を不燃材料以外の材

料で造った床又は軒裏にあっては、次の（１）から（８）までの一に該当するもの 

（１）鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが２cm以上のもの 

（２）木毛セメント板張又は石膏ボード張の上に厚さ１．５cm以上モルタル又はしっくいを塗っ

たもの 

（３）モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が２．５cm以上のもの 

（４）セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が２．５cm以上のも  

の 

（５）土蔵造 

（６）土塗真壁造で裏返塗りをしたもの 

（７）厚さが１．２cm以上の石膏ボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

（８）厚さが２．５cm以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

７ 別表第３の「不燃」欄は、対象火気設備、器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物

等の部分又は防熱板までの距離をいうものである。防熱板及びその施行方法については以下の

とおりである。 

（１）防熱板とは、次のものをいう。 

  ア 金属以外の不燃材料の防熱板は、厚さ０．３センチメートル以上の石綿スレート板若し

くは石綿パーライト板又はこれらと同等以上の防熱性を有するものをいい、可燃物と当該

防熱板との間に通気性の良い１センチメートル以上の空間を設ける。なお、スペーサーは

熱伝導率の小さい不燃材料を使用し、熱影響の少ない部分に設置されているものであるこ

と。 

   イ 金属製の防熱板は、熱及び衝撃等によって、変形しないように補強された厚さ０．５ミ

リメートル以上の普通鋼板（ステンレス鋼板は０．３ミリメートル以上）をいい、可燃物

と当該防熱板との間に通気性の良い１センチメートル以上の空間を設ける。なお、スペー

サーは熱伝導率の小さい不燃材料を使用し、熱影響の少ない部分に設置されているもので

あること。 

 

不燃材料で有効に仕上げをした部分の例 

可
燃
材
料
・
難
燃
材
料
・ 

準
不
燃
材
料 

（同等の例） 

石コウボード 12ｍｍ 化粧ケイ酸カルシウム板(不燃材料) 

可
燃
材
料
・
難
燃
材
料
・ 

準
不
燃
材
料 

20ｍｍ以上 

鉄網モルタル 
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① 金属以外の不燃材料の防熱板  ② 金属製の防熱板   ③ ①を金属板で覆ったもの 

       
 

図５ 防熱板の例 

 

 

（２）防熱板の施工方法等については、次の図のとおりである。 

① 側方又は後方の防熱板の範囲       ② 上方の防熱板の範囲 

        
      ａ：別表第３の不燃以外欄に         ａ：別表第３の不燃以外欄に 

       示す当該機器の側方又は後          示す当該機器の側方の離隔 

       方の離隔距離                距離 

      ｂ：別表第３の不燃欄に示す         ｂ：別表第３の不燃欄に示す 

       当該機器の側方又は後方の          当該機器の上方の離隔距離 

       離隔距離 

図６ 施工例 

 

８ 別表第３の離隔距離の基準は、すべての燃焼機器に対して適用するのでなく、適用できる火

気使用設備器具の対象は、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）に定められた「ガス用品」

又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）

に定められた「第一種液化石油ガス器具等」に該当するものにあっては当該法律に基づき表示

の付されているもの、これら以外のものにあっては産業標準化法に基づく日本産業規格に適合

する製品及び（一財）日本ガス機器検査協会、（一財）日本燃焼機器検査協会等の第三者機関の

行う検査に合格したものである。 

別表第３の離隔距離が適用できる燃焼機器には次の表示がなされている。 

なお、日本産業規格（JIS）又はこれと同等以上の基準に適合しないものは、火災予防上問題

があり、個々の機器について、安全性の確認をする必要がある。 
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規格や基準への適合表示の例 
日
本
産
業
規 

格
に
適
合
し 

た
も
の 

ＪＩＳ表示 

 平成１７年１０月１日から   平成２０年９月３０日まで 

火
災
予
防
上
安
全
な
規
格
に
適
合
し
た
も
の 

気
体
燃
料
を
用
い
る
も
の 

特定ガス用品の技術上の基準に適合したもの 特定以外のガス用品の技術上の基準に適合したもの 

 

 

特定液化石油ガス器具等の技術上の基準に適

合したもの 

特定以外の液化石油ガス器具等の技術上の基準に適

合したもの 

 

 

第三者機関※1の検査基準に適合したもの（例） 
平成７年４月１目から 

 

平成７年３月３１日まで 

             
（検定品目以外） （都市ガス検定品目用） （液化石油ガス検定品目用） 

液
体
燃
料
を
用
い
る
も
の 

第三者機関※1の検査基準に適合したもの（例） 

 
平成１３年３月３１日まで    昭和６０年１２月３１日まで 

１ 日本産業規格に適合したもの 

ア ＪＩＳがあり、指定品目となって 

いるもので、ＪＩＳ表示許可工場で 

生産される機器 

イ ＪＩＳがあり、指定品目となって 

いるが、ＪＩＳ表示許可工場以外で 

生産される機器及び指定品目でない 

もの 

２ ＪＩＳ品目以外で（財）日本燃焼器 

具検査協会の検査に合格したもの 
電
気
を
用 

い
る
も
の 

特定電気用品＊２（例） 特定電気用品以外＊３（例） 

       

 

 

備考 

※１ 特定ガス用品、特定液化石油ガス器具、石油燃焼機器等の適合性検査を実施することができる経済産

業大臣が認定・承認する認定・承認検査機関である第三者機関が行う検査をいう。 

※２ 特定電気用品には、電熱器具として、電気便座・水道凍結防止器・電気温水器・家庭用温熱治療器・

電気サウナバス・観賞魚用ヒーター・電熱式おもちゃなど（１０ｋＷ以下）があります。 

※３ 特定電気用品以外には、電熱器具として、電気毛布・電気こたつ・電気ストーブ・電気トースター・

電気がま・電気湯沸器・電磁誘導加熱式調理器・電気髪ごて・タオル蒸し器・電気消毒器・電熱ボード・

電気アイロンなど（１０ｋＷ以下）があります。  

Ｓ－００００（ＪＩＳ商品） 

Ｎ－００００（ＪＩＳ商品） 

平成１３年４月１日から 

            

            

            

+ 

+ 

+ 
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９ 第１項第１号イに該当するものとして、一般財団法人日本ガス機器検査協会及び一般財団法

人日本燃焼機器検査協会が当該告示に基づき試験を実施したガス及び石油燃焼機器等があり、

これらの機器には次のような表示がなされている。 

 

（ガス機器）              （石油燃焼機器） 

 

ガス機器防火性能評定品  石油燃焼機器防火性能認証 

可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 

上方 側方 前方 後方 上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 

一般財団法人 

日本ガス機器検査協会 

一般財団法人 

日本燃焼機器検査協会 

 

ガス機器防火性能評定品  石油燃焼機器防火性能認証 

可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 

本体 

周囲 

上方 側方 前方 後方 本体 

周囲 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 

本体 

上方 

周囲 

上方 側方 前方 後方 本体 

上方 

周囲 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 一般財団法人日本燃焼機器検査協会 

 

なお、第１７条の３（基準の特例）のところで詳しく述べることとするが、当該告示施行（平

成１５年１月１日）以前は、「火災予防上安全な距離」については、関係者により組織された燃

焼機器に係る「防火性能評定委員会」で当該火気設備等についての評定を行い、「火災予防上安

全な距離」を設備本体に表示していたものであり、評定合格品にあっては、別表に掲げる距離

によらないものとして特例を認めていたものである。よって、既設火気設備等の中には第１項

第１号イに該当せず、特例扱いとなるものがある。 

                     

10 入力値の計算方法 

 （１）例として、液体燃料を使用する火気設備の入力値の計算方法は、次のとおりである 

          燃料の低発熱量（ｋＪ／ℓ）×燃料消費量（ℓ／ｈ） 

３，６００ＫＪ（１ｋｗ） 

例えば、燃料消費量が １．２ℓ／ｈ と表示されていれば、灯油の場合の１ℓ当たりの低

発熱量は、 ３４，５００ｋＪ／ℓ であるので 

     ３４，５００ｋＪ／ℓ × １．２ℓ ／ｈ 

３，６００ｋＪ 

が入力となる。 

  低発熱量について参考として、次に示す。 

  

＝ １１．５ｋｗ 

入力（ｋＷ）＝ 
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  表２                                （Ｒ４．１２現在） 

       低発熱量

燃料種別 
ｋＪ／ｋｇ ｋＪ／ℓ ｋＪ／Ｎ㎥ 

液
体
燃
料 

灯       油 ４３，１００ ３４，５００  

軽       油 ４２，７００ ３５，２００  

重
油 

Ａ  重  油 ４２，３００ ３７，３００  

Ｂ  重  油 ４１，４００ ３８，１００  

Ｃ  重  油 ４０，６００ ３８，２００  

気
体
燃
料 

都
市
ガ
ス 

福知山市ガス 

（１３Ａ使用） 
  

４０，６００ 

（９，７００ｋｃａｌ／Ｎ㎥） 

長田野ガス 

（１３Ａ使用） 
  

    ４０，６００ 

（９，７００ｋｃａｌ／Ｎ㎥） 

プ ロ パ ン ガ ス ５０，２００  １０１，７００ 

固
体
燃
料 

薪 １８，８００   

木       炭 ３３，５００   

石       炭 ３１，４００   

１ 各燃料は、本来発熱量に幅があるものであり、この表の数値は、代表的なものである。 

２ １ｋｗ＝３，６００ｋＪ 

１ｋｗ＝８６０ｋｃａｌ／ｈ 

１ｋｃａ１＝４．２ｋＪ  とする。 

 

（２）ガス機器によっては、福知山市以外で使用されている気体燃料（東京ガス等）の低発熱量

により入力値が算定されている場合がある。なお、気体燃料の低発熱量が異なっても機器の

入力値（能力）は変わらず、燃料消費量に変更を生じることとなる。 

 

（２）可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 
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（３）可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

11 第１項第３号は、炉が可燃性のガス（当初よりの気体）又は蒸気（固体又は液体から発生し

た気体）の引火源とならないように規制したものである。 

「可燃性のガス又は蒸気」とは、例えば都市ガス、プロパンガス、水素ガス、ガソリン蒸気

等のガス又は蒸気であって、その濃度が、燃焼範囲の下限の濃度に近いか、又はそれ以上であ

るガス又は蒸気を意味する。「発生し，又は滞留するおそれのない位置」とは、ガソリン、シン

ナーその他の引火性の高い危険物の蒸発、噴霧、塗布等により可燃性のガス、蒸気が発生する

場所又はこれらのガス、蒸気若しくは都市ガス、液化石油ガス、水素ガスその他の可燃性ガス

が漏れたりした場合に滞留するおそれのある場所以外の位置をいう。 

したがって、室内に設ける場合にあっては、有効な強制換気装置が設置されていても、ガス

又は蒸気が発生する場所には炉の設置は避けるべきである。 

 

（４）階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。 

【解釈及び運用】 

12 第１項第４号は、炉から出火した場合、万一避難上の障害とならないよう階段、避難口施設

等から有効な距離を確保するため、次のとおり設置するよう規定している。 

（１）階段及び避難口の周辺は、緊急避難用の通路であることから、次のようなことが要求される。 

  ア 避難のための通路が確保されており、障害物がないこと。 

  イ 燃焼機器が災害の発生源とならないよう、安全性に十分配慮されたものであること。 

   ウ 避難者に危険又は恐怖を感じさせないよう、炎又は煙が見えないように設置すること。 

（２）戸建住宅及び共同住宅の住居部分に火気設備を設置する場合を除き、湯沸器等の火気設備は、

階段、避難口の施設から水平距離５メートル以内には設置しないことが望ましい。 

    しかし、共同住宅等では、設計上避難施設近傍だけプランを変更することが難しい場合が

あるので、気体燃料を使用する火気設備でこれらによらないことができる例を次に示す。 

    なお、この他に第１８号の３の【解釈及び運用】26の「漏れた燃料が滞留するおそれのあ

る場所」の取扱いによること。 

ア 気体燃料を使用する火気設備が以下に示す条件を共に満足する場合は、屋外階段（建築

基準法施行令第１２１条の２参照）を出た正面や、屋外避難階段（建築基準法施行令第１

２２条第１項参照）の周囲２メートルを避けた位置に設置することができる（図８） 

（ア）設置するガス機器の条件 

    ａ ＰＳに設置する場合 

     （ａ）ガス消費量が７０キロワット（５キログラム毎時）以下のガス機器であること。 

     （ｂ）１住戸の用に供するものであること。 

（ｃ） 密閉式又はこれに準ずるガス機器でバーナーが隠ぺいされているものであること。 

     （ｄ）圧力調整器が備えられており、バーナーガス圧に変動がないものであること。 

     （ｅ）過熱防止装置及び立消え安全装置が備えられていること。 

     （ｆ）ガス用品等の基準により安全性が確認されたものであること。 

     ｂ 壁に組込んで設置する場合 

     （ａ）ガス消費量が７０キロワット（５キログラム毎時）以下のガス機器であること。 

     （ｂ）１住戸の用に供するものであること。 

（ｃ）密閉構造又はこれに準ずるガス機器でバーナーが隠ぺいされているものであるこ

と。 

     （ｄ）圧力調整器が備えられており、バーナーガス圧に変動がないものであること。 

     （ｅ）過熟防止装置及び立消え安全装置が備えられていること。 

     （ｆ）空だきを生じない構造であること。 

     （ｇ）ガス用品等の基準により安全性が確認されたものであること。 
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     ｃ 屋外壁掛型を設置する場合 

（ａ）ガス消費量が７０キロワット（５キログラム毎時）以下のガス機器であること。 

     （ｂ）１住戸の用に供するものであること。 

（ｃ）密閉構造又はこれに準ずるガス機器でバーナーが隠ぺいされているものであるこ

と。 

     （ｄ）圧力調整器が備えられており、バーナーガス圧に変動がないものであること。 

     （ｅ）過熱防止装置及び立消え安全装置が備えられていること。 

（ｆ）空だきを生じない構造であること。 

     （ｇ）ガス用品等の基準により安全性が確認されたものであること。 

（イ）設置場所に対する条件 

ａ ＰＳに設置する場合 

    （ａ）設置場所周囲に延焼のおそれのある「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による

仕上げをした建築物の部分等」がないこと。 

    （ｂ）避難通路としての有効幅員が確保されていること。 

ｂ 壁に組込んで設置する場合 

（ａ）壁組込設置式ガス機器に用いる専用ボックスと「可燃材料、難燃材料又は準不燃

材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離は、第三者機関等が行う試

験により、防火性能が確認された離隔距離で設置すること。 

     （ｂ）外壁は、防火上及び構造耐力上問題がないこと。 

     （ｃ）避難通路としての有効幅員が確保されていること。 

ｃ 屋外壁掛型を設置する場合 

     （ａ）不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部

分と防火性能評定による離隔距離が保たれていること。 

     （ｂ）外壁は防火上問題がないこと。 

     （ｃ）避難通路としての有効幅員が確保されていること。 

（注）有効幅員とは、避難に際し有効に使用することのできる部分の幅をいい、床面にお       

ける幅が有効幅員以上であってもその上方に障害物が突出しているような場合には、       

当該突出部分の幅は、有効幅員には含まれない（図７）。 

 

 

 

 

  図７ 

 

なお、有効幅員は建築基準法施行令第１１９条により定められており、共同住宅に

ついては下表のとおりである。同条の規定を受けない廊下の幅員についての制限はな

い。 

 

表３ 

廊下の用途 

廊下の幅 

両側に居室が 

ある場合 
その他の場合 

共同住宅（住戸又は住室の床面積合計）      

＞１ ０ ０㎡の階の共用のもの 
≧１．６ｍ ≧１．２ｍ 
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図８ 階段、避難口付近へのガス機器の設置例 

           

屋外階段の正面又は屋外避難階段の周囲２ｍの 

範囲を避けた位置に設置する場合に適用する。 

（ＰＳ設置式、壁組込設置は同一基準） 

 

 

     

(屋外階段の例)             (屋外避難階段の例) 
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イ （２）アの①、②の条件に次の条件を加えた場合は、屋外階段を出た正面や、屋外避難

階段の周囲２メートルの範囲にも設置することができる（図９）。 

（ア）ＰＳに設置する場合 

湯沸器等の前面（給排気口の部分を除く。）を板厚０．８ミリメートル以上の鋼製（メ

ーター検針窓の部分は網入ガラス）の扉で覆ってあること。 

（イ）壁に組み込んで設置する場合 

ａ 外壁が防火構造であること。 

ｂ 湯沸器等の前面（給排気口の部分を除く。）を板厚０．８ミリメートル以上の鋼製の

扉で覆ってあること。 

              
図９ 屋外階段を出た正面又は屋外避難 

階段の周囲２ｍの範囲内への設置例 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（５）燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に

設けること。 

【解釈及び運用】 

13 第１項第５号は、炉の燃焼に必要な空気が不足し、不完全燃焼を起こさないよう燃焼に必要な
空気が十分得られるほか、換気が行える位置に設置しなければならない旨を規定している。これ

らの規制については、建築基準法施行令第２０条の３及び「換気設備の衛生上有効な換気を確保

するための構造」等に定められており、これらの規定を満足していれば、この号の規定は満足す

るものである。 

また、建築関係法令が適用されない場合の燃焼に必要な空気（以下「燃焼空気」という。）を
取り入れる開口部の面積等は、その取入方法及び燃焼種別に応じ、次の式により求めた数値以上

とすることが必要である。 

（１）開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部（以下「燃焼空気取入口」という。）の必

要面積。ただし、求めた数値が２００平方センチメートル未満となる場合は、２００平方セン

チメートル以上とする。 

Ａ＝Ｖ×ａ×１／ｄ 

Ａは、燃焼空気取入口の必要面積（単位 平方センチメール） 
Ｖは、炉の最大消費熱量（単位 キロワット） 

ａは、１キロワット当たりの必要面積（単位  平方センチメートル）で燃料種別に応じ表
４に示す。 

   表４ 

燃 料 種 別 ａ 

気     体 ８．６０ 

液     体 ９．４６ 

固     体 １１．１８ 

 

ｄは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた表５の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合

は、１．０とする。 
表５ 

ガラリ等の種別 ｄ 

スチールガラリ ０．５ 

木  製  ガ ラ リ  ０．４ 

パンチングパネル ０．３ 

 
（２）給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量 

Ｑ＝Ｖ×ｑ 

Ｑは、必要空気量（単位 立法メートル毎時） 

Ｖは、炉の最大消熱量（単位 キロワット） 

ｑは、１キロワット当たりの必要空気量（単位 立法メートル毎時）で燃料種別に応じた表
６に示す数値 

表６ 

燃 料 種 別 ｑ 

気     体 １．２０４ 

液     体 １．２０４ 

固     体 １．８９２ 
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第３条 （炉） 

 

（３）燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に
設ける場合にあっては、この限りではない。 

（４）燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込

まない位置に設けること。 

（５）有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。これは、

火気設備の点火直後は、煙突があっても冷却しているため、十分なドラフトがなく、排ガスの
全てを煙突から排出できず、排ガスが火気設備設置室内にあふれ出ること等があるため煙突

とは別に排気口を設けることを規定しており、大きさは、空気取入口と同等以上とすることを

原則として、少なくとも２００平方センチメートル以上のものを設ける必要がある。また、排

気を換気扇等による強制排気とした場合、容量や静圧が大きすぎると室内が負圧となり、不完

全燃焼や吹き返し等の原因となるので、原則として自然排気口とする必要がある。 
（６）給気口及び排気口に引火防止網及び防虫網を設置する場合は、ほこり等で目づまりのない様

適切に管理すること。 

 

（６）屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設

けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講

じたときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

14 第１項第６号は、炉の底面が接する部分の材質、構造に関する規制であって、炉は土間又は金

属以外の不燃材料で造った床上に設けることを原則としている。床の材料を不燃材料のうちで

も金属以外のものに限定しているのは、金属が熱の良導体であって使用時に伝熱等により火

災等の危険が生ずるからである。ただ、同号のただし書において、底面通気を図る等の防火

上有効な措置を講じた場合には、金属の不燃材料で造った床上又は金属を含む不燃材料で造っ

た台上に設けることを許している。 

「床」の範囲ついては，床面上の火気設備から「条例別表第１に掲げる離隔距離」又は「対象

火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られた距離」に示された保有

距離内の床面を指すものである。 

 

（７）使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。 

 【解釈及び運用】 
15 第１項第７号の規制は、炉の本体的部分については、その機能上むしろ当然のことと考えられ
るが、炉の扉の握手等の小部分で、炭化、着火等の恐れのない部分については、本号の規定によ
り、必ずしも不燃材料でなくてもよいことになる。 

 

（８）地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により安易に転倒し、亀裂し、又は

破損しない構造とすること。 

【解釈及び運用】 

16 第１項第８号は、地震等により安易に転倒、亀裂又は破損が生ずると、炎又は熱気流が漏

れて火災予防上危険となるので、これについて規制したものである。地震、衝撃、振動のほか、

転倒、亀裂又は破損の原因としては、使用に伴う材質の変化、加重、膨張、収縮等があげられる。

固定方法としては、アンカーボルト等による方法が考えられる。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（９）表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 

【解釈及び運用】 

17 第１項第９号は、原則的には炉の表面温度を可燃物が接触しても発火しない温度を保つこと

を要求したものである。しかし、特に工業用炉においては、炉の性格上このような温度に保つこ

とが困難な場合がありうる。この場合においては、通例可能な限度の温度以上にならないように、

炉の表面又は内面をけいそう土、石綿、煉瓦等で被覆する等の措置を講ずれば、本号の違反とは

ならないものと解する。ただ、この場合、火災発生を防止するよう管理を厳重に行うことが必要

である。 

温度が上昇するおそれがある場合は、過熱防止等の安全装置の設置が義務づけられる。 

 

（10）屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措

置を講ずること。ただし、第１８号の２アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限り

でない。 

【解釈及び運用】 

18 第１項第１０号は、ガス用品の検定等に関する省令（昭和４６年通産省令第２７号）及び液化

石油器具等の検定に関する省令（昭和４３年通産省令第２３号）に定める基準と整合をとったも

のである。 

 

（11）開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不

燃性の天蓋及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長に

より火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。 

【解釈及び運用】 

19 第１項第１１号の「開放炉」とは、鋳物工場、焼入れ工場その他でみられるように、炉の上

面が開放されており、かつ燃焼ガス等の高温気体、火粉等を屋外に導出する煙突又は煙道を有

しない構造の炉をいう。本号は、高温気体、可燃性のガス又は蒸気が放出されることによる火

災危険を排除しようとするものであって、このために、炉の上方に傘状の天蓋を設けて高温気

体及び火粉の飛散を妨げるとともに、これを屋外に導くための煙突状の排気筒を設けるよう規

制している。 

「防火上有効な遮へい」とは、この場合、例えば、不燃材料で造った衝立等が考えられる。 
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  第３条 （炉） 

 

（12）溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する

装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

20 第１項第１２号は、溶鉱炉、鋳物用の溶融炉等金属の溶融炉、固体の油脂の溶融炉等に関する

規制であって、溶融中又は溶融物の取出し等の場合、溶融物があふれることにより、溶融物自体

が着火し、又は周囲の可燃物へ着火する等の危険を排除する目的を有するものである。「安全に

誘導する装置」とは、例えば周囲に溝を掘るか、又は誘導する囲いを設ける等次に示す措置をい

うものである。 

 

（１）容量は、炉外に流出するおそれのある溶湯の全量を収容できること。したがって、予想され

る流出状況に応じて適当な数のためますを設けること。 

（２）ためますの形式は、工場の地盤の状態、炉の配置状況がそれぞれ異なるので形式を統一する

ことはできないが、一般的な例は次のとおりである。 

 

ア ピット型 

地下に丸坑又は角坑を掘り下げ、この中に形成したためますを設置するか、坑そのものを

補強したためますとする。一般にコンクリート製とし、溶湯の種類に応じた耐火物の内張り

を施すことを原則とし、場合によっては底部に乾燥したけい砂を敷く（図１０）。 

 

 
図 10 ピット型の設置例 

 

イ 槽型 

坑の深さに制限のある場合においては、縁を高くして溶湯があふれ出さないようにして、半

地下式の槽をピット型に準じて設ける（図１１）。 

 

 
図 11 槽型の設置例 

 

ウ 砂床型 

炉の周辺にコンクリート床、土間等の広い平面が利用できる場合は、溶湯の量を考慮して、

十分な広さをもつ外周にコンクリートその他の耐火材料で堤を設け、その内部に乾燥したけ

い砂を敷きつめ、いわゆる砂床とする（図１２）。 

 

 
図 12 砂床型設置の例 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

エ 堰堤型 

炉の周辺にコンクリート又は耐火レンガその他の耐火材料で堰を設けるものとする 

（図１３）。 

 
図 13 堰堤型設置の例 

 

（３）樋又は溝の形式は、ピット型、槽型、砂床型及び堰堤型のいずれの場合も、炉周からためま

すへ溶融物を完全に誘導するため、樋又は溝を設ける。炉の形状、配置状況に応じて溶湯が凝

固して、樋又は溝の流出を阻害することのないよう適切な位置、勾配、大きさを定めるものと

する。 

（４）ふく射熱に対する対策は、ためます上部には、収容した溶融物のふく射熱を考慮して、可燃

物を置いてはならない。また、必要に応じ、適当な遮熱装置を設けることが望ましい。 

（５）水蒸気爆発の防止のため、ためます等は常に乾燥した状態でなければならない。もし、水分

が存在すると溶融物が流出した時に水蒸気爆発を起こして大きい被害を出す危険がある。 

 

（13）削除 

 

（14）熱風炉に附属する風道については、次によること。 

ア 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分

に防火ダンパーを設けること。 

イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから２メートル以内の部分

は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に１５センチメートル以上の距離を

保つこと。ただし、厚さ１０センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分に

ついては、この限りでない。 

ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。 

【解釈及び運用】 

21 第１項第１４号は、熱風炉について、その風道、すなわち加熱された空気等の伝送管につい

て規制するものである。熱風炉には、間接式のものと直接式のものとがあり、間接式のものは、

燃焼ガスが直接必要とする室等に流入しないで、燃焼のために使用される空気とは別個に導入

された空気を熱交換によって暖め、この熱風を必要とする室等に伝送する方式のものである。

直接式のものは、熱源により暖められた空気をその排気ガスとともに直接必要とする室等に伝

送する方式のものである。 

熱源としては、都市ガス、プロパンガス、ガソリン、灯油、重油等が通常使用されるが、電

気を熱源とするものは少ないと考えられる。 

アの「防火ダンパー」とは、通常延焼を防止するために、熱風又は火粉を遮断する金属製の

閉鎖装置であり、構造については、次のとおりである。 

（１）火災等により温度が上昇した場合において、自動的に閉鎖する構造とすること。この場

合、自動閉鎖の作動温度設定値は周囲温度を考慮し、誤作動を生じない範囲でできる限り

低い値とすべきものであること。 
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 第３条 （炉） 

 

（２）防火ダンパーは、厚さ１．５ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等以上の耐熱性及び

耐食性を有する不燃材料で造られたものであること。 

（３）閉鎖した場合に防火上支障のあるすき間が生じないものであること。  

イは、煙突の規定の内容（第１７条の２第１項第５号）と同様であるが、防火ダンパー

の設置規制があるので、可燃物との距離については、煙突の場合に比べてやや緩和し、防

火ダンパーの２メートル先までに限定している。 

ウは、給気口すなわち熱交換部分において加熱されて、熱風となる空気の取入口からじ

んあい等が吸入され、加熱発火し、又は火粉等となって、暖房される室内に流入すること

を防止するための規定である。したがって、給気口の向きを考慮するとか、金網を張る等

によって趣旨に沿うことになる。金網の網目の大きさとしては、少なくとも５メッシュ程

度より細目の網が適当と考えられる。 

 

（15）薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造

とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料

以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又

は防火上有効な底面通気をはかること。 

【解釈及び運用】 

22 第１項第１５号は、薪、石炭、炭、たどん、練炭等の取灰による火災発生の危険を排除するた

めの規定である。「底面通気」とは、取灰入れの底面から床等への熱の伝わりを空間におくこと

によって小さくするとともに、空気の流通により取灰入れの底面及び床等の冷却を促進すること

をいう。 

この底面通気をはかるための床との間隔は、取灰入れの材質、大きさ、取灰の種類等により一

律に決めにくいが、金属製の取灰入れの場合は、少なくとも約５センチメートルは必要と考えら

れる。 

 

（16）削除 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（17）灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。 

ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。 

イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。 

ウ 燃料タンクとたき口との間には、２メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効

な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあって

は、この限りでない。 

エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の９０パーセントの量をいう。以下同じ。)に

応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造る

こと。 

タンクの容量 板厚 

５リットル以下 ０．６ミリメートル以上 

５リットルを超え２０リットル以下 ０．８ミリメートル以上 

２０リットルを超え４０リットル以下 １．０ミリメートル以上 

４０リットルを超え１００リットル以下 １．２ミリメートル以上 

１００リットルを超え２５０リットル以下 １．６ミリメートル以上 

２５０リットルを超え５００リットル以下 ２．０ミリメートル以上 

５００リットルを超え１，０００リットル以下 ２．３ミリメートル以上 

１，０００リットルを超え２，０００リットル以下 ２．６ミリメートル以上 

２，０００リットルを超えるもの ３．２ミリメートル以上 

オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。 

カ 燃料タンクの架台は不燃材料で造ること。 

キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。た

だし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。 

ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられ

た炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。 

ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設け

ること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全

に保護すること。 

コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。 

サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンク

を屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口先端から雨水が浸入しない構造とするこ

と。 

シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合

金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでな

い。 

ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための

減圧装置を設けること。 

セ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とす

るとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。 
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第３条 （炉） 

 

【解釈及び運用】 

23 第１項第１７号は、軽油、重油、灯油、ガソリン等の液体燃料を使用する炉に燃料タンクを

設ける場合についての規定である。この液体燃料は現状ではすべて危険物等に該当するもので

あるから、その貯蔵し又は取り扱う数量が、指定数量以上の場合は、危険物政令、危険物省令

の規制を受けることとなり、また、指定数量の５分の１以上指定数量未満の場合は、第４章第

１節第３０から第３２条までの規定に適合しなければならない。 

炉に付属する燃料タンクのうち、少量危険物を貯蔵するものについては、第３１条の４第１

項及び第２項の規定の適用があるものである。したがって、それらの燃料タンクは第３１条の

適用を受けて、ウは、燃料タンクとたき口との間に保有すべき距離についての規定であるが、

この距離は、水平距離で測定しなければならない。水平距離２メートル以内に接近していても、

例えば、不燃材料で造られた衝立等により有効に遮へいすれば差し支えない。ただし書の「油

温が著しく上昇するおそれのない燃料タンク」とは、燃料タンクを石綿、モルタル等で十分に

被覆することにより、構造的に措置される場合と、炉の下方、側方等で熱の放射をほとんど受

けない状態により、位置的に措置される場合とがある。 

   アの「使用中の燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造」とは、地震その他の振動による

燃料液面の揺動があっても、通気口や通気管から燃料が流出したりすることのない構造をいう。 

   イの「地震等により容易に転倒又は落下しない構造」とは、燃料タンクを床・壁等に固定す

ることをいう。 

   ウは、燃料タンクとたき口との間に保有すべき距離についての規定であるが、この距離は、

水平距離で測定しなければならない。水平距離２メートル以内で接近していても、例えば、不

燃材料で造られて衝立等により有効に遮へいすれば差し支えない。ただし書の「油音が著しく

上昇するおそれのない燃料タンク」とは、燃料タンクを石綿、モルタル等で十分に被覆するこ

とにより、構造的に措置される場合と、炉の下方、側方等で熱の放射をほとんど受けない状態

により、位置的に措置される場合とがある。 

エは、燃料タンクの容量に応じた厚さについての規制である。なお、燃料タンクが、少量危

険物を収納するタンクに該当する場合には、前述したとおり、その厚さは、第３１条の４第２

項第１号の規定によることになるので、水張又は水圧試験を行い、漏れ、又は変形しないもの

でなければならない。「同等以上の強度を有する金属板」には、ステンレス、アルミニウム、銅、

その他でそれぞれの強度に応じた厚さのものがありうるが、現実的にはほとんど鋼板が使用さ

れることとなろう。 

オの「不燃材料で造った床」については、土間を含めて運用して差し支えない。 

キの「開閉弁」は、燃料タンクの配管に設けるもので、速やかに操作できるならば手動式で

も差し支えない。 

クの「ろ過装置」は、燃料中に含まれるかす等の異物がバーナー等燃焼部分まで達すると異

常燃焼を生ずるので、これを予防するためである。 

スの「減圧装置」とは、例えば、安全弁（リリーフバルブ）を設け、バイパスパイプ、リタ

ーンパイプ等により燃焼装置にかかる圧力を減圧する装置をいう。 

セの「予熱する方式」の炉とは、粘度又は引火点の高い重油等のように、燃焼させるために

あらかじめ加熱することが必要な場合、電熱、スチーム等により加熱する方式の炉をいう。 

「直火で予熱しない構造」とは、赤熱体又は炎で直接加熱しないで、銅管、ステンレス管、

鉄管等の密閉管に加熱源を収納して加熱する構造のものである。また、「過度の予熱を防止する

措置」には、電熱の場合は、サーモスタットにより一定温度で電源を断つ方法、スチームの場

合は、蒸気圧又は可溶金属を使用してコックを開閉する方法等がある。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（18）液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未

燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管に

ついては、次によること。 

ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用す

ることが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用す

ることができる。 

イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を

接続する場合にあっては、さし込み接続とすることができる。 

ウ イのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。 

【解釈及び運用】 

24 第１項第１８号は、液体燃料又は気体燃料の蒸気又はガスの滞留による爆発危険を排除する

ために、炉に多量の未燃ガス又は蒸気が滞留するようなくぼみの部分のない構造を要求すると

ともに、開閉の可能な金属製の小さな窓、耐熱性ガラスののぞき窓等を設けることによって、

燃焼状況を確認できる構造とすることを規定している。また、「配管」については、原則的には

金属管でなければならないとしている。したがって、やむを得ず移動又は曲がりを必要とする

場合で、配管に熱の影響を受けるおそれのないものであっても、機械的強度、耐熱性等の弱い

ゴム、ビニール等は使用せず、可とう性金属管を使用するようにする方が安全である。 

 

 

（18）の２ 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けるこ

と。 

ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置 

イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを

排出できる装置 

ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合にお

いて自動的に燃焼を停止できる装置 

エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時に

おいて自動的に燃焼を停止できる装置 

【解釈及び運用】 

25 第１項第１８号の２柱書きの「必要に応じ」とは、炉の形態や燃焼方式等によっては、必ず

しもこれらの安全装置を設ける必要がないものもあるため、個々の設備に応じた安全装置を設

けるべきことをいうものである。 

なお、安全装置が設けられていない設備にあっても、一般財団法人日本燃焼器具検査協会、

一般財団法人日本ガス機器検査協会、一般財団法人日本安全環境研究所又は財団法人機械電子

検査検定協会の検査合格品については、これらの安全装置が設けられたものと同等の安全性を

有するとみなして差し支えないものである。 

（１）第１８号の２アの「炎が立ち消えた場合等において安全が確保できる装置」とは、点火時、

再点火時の普天化、立ち消え等によるトラブルを未然に防止する装置またはシステムで、日

本産業規格（産業標準化法 第２０条第１項に規定する日本産業規格をいう。以下「ＪＩＳ」

という。）Ｓ２０９１家庭用燃焼機器用語に示す「点火安全装置」又は「立消え安全装置」を

指すものであり、具体的には次に示すものと同等以上の防火安全性を有すると認められる構

造のものであることが必要である。 

ア 「点火安全装置」とは、液体燃料を使用する火気使用設備に設けるもので、ＪＩＳ Ｓ

３０３０石油燃焼機器の構造通則に示すとおり、バルブの開閉操作、送風機の運転及び電

気点火操作の順序にかかわらず、点火装置の通電前に燃料の流出がなく、安全に点火でき

る構造のものであるか、又は通電前に燃料流出があるものについては、自動的に、かつ、

安全に点火できる構造のものであること。 
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 第３条 （炉） 

 

イ 「立消え安全装置」とは、気体燃料を使用する火気使用設備に設けるもので、ＪＩＳ Ｓ

２０９２家庭用ガス燃焼機器の構造通則に示すとおり、パイロットバーナーなどが点火し

ない場合及び立消え、吹消えなどによって燃焼しない場合に、バーナーへのガス通路を自

動的に閉ざし、また、炎検出部が損傷した場合には、自動的にバーナーへのガス通路を閉

ざすものであり、さらに、炎検出部は、パイロットバーナーなどとの関係位置が通常の使

用状態で変化すること のないように保持されている構造のものであること。 

ウ ＪＩＳの適用設備以外の設備に設ける点火安全装置及び立消え安全装置についても、前

記のものと同等以上の安全性を確保できる構造のものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 立消え安全装置の例（熱電対によるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 点火安全装置の例（フレームアイによるもの） 

 

（２）第１８号の２イの「点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置」とは、未燃

ガスが炉内に滞留した場合、再点火の際に爆燃等の事故をひき起こすおそれがあるため、点

火前及び消火後に炉内に滞留している未燃ガスを炉外に排出させ、事故を未然に防止する装

置で、ＪＩＳ Ｓ２０９１に示す「プレパージ」及び「ポストパージ」を指すものである。  

また、ＪＩＳの適用設備以外の設備に設ける場合においても、前記と同様な機能を有する

装置でなければならない。 

（３）第１８号の２ウの「温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置」

とは、燃焼機器本体又は周辺の壁・床等の温度が、規定温度以上の温度になることを防止す

る装置又はシステムでＪＩＳ Ｓ２０９１に示す「過熱防止装置」を指すものであり、具体

的には次に示すものと同等以上の防火安全性を有すると認められる構造のものであることが

必要である。 

ア 液体燃料を使用する火気使用設備に設ける過熱防止装置は、ＪＩＳ Ｓ３０３０に示す

とおり、規定温度以上に温度が上昇したとき自動的に燃焼を停止し、自動的に復帰しない

構造のものであること。また、パイロット燃焼となるものにあっては、燃焼を継続しても

よいが危険な状態になってはならないものであること。 

イ 気体燃料を使用する火気使用設備に設ける過熱防止装置は、ＪＩＳ Ｓ２０９２に示すと

おり、機器本体又は機器周辺が過熱する以前に自動的にバーナーへのガス通路を閉ざし、

また、温度が平常に戻っても自動的にバーナーへのガス通路が再開しない構造のものであ

ること。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

ウ 電気を熱源とする設備に設ける過熱防止装置（第１９号イ）及びＪＩＳの適用設備以外

の設備に設ける過熱防止装置についても、規定温度以上に温度が上昇したときに自動的に

熱源を停止し、自動的に復帰しない構造のものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 過熱防止装置の例（バイメタルによるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 過熱防止装置の例（温度ヒューズによるもの） 

 

（４）第１８号の２エの「停電時において自動的に燃焼を停止できる装置」とは、燃焼中停電し

た場合及び再通電した場合のトラブルを未然に防止する装置又はシステムでＪＩＳ Ｓ２０

９１に示す「停電安全装置」を指すものであり、具体的には次に示すものと同等以上の防火

安全性を有する構造のものであることが必要である。 

ア 液体燃料を使用する火気使用設備の停電安全装置は、ＪＩＳ Ｓ３０３０に示すとおり、

使用中停電した場合、燃焼を停止し、停電時間の長短にかかわらず、再通電した場合でも

危険がない構造のものであること。ただし、停電時の危険を防止できる構造のものは、燃

焼を停止しなくてもよいものであること。 

イ ＪＩＳの適用設備以外の設備に設ける停電安全装置についても、前記のものと同等以上

の安全性を確保できる構造のものであること。 
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（18）の３ 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電

気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのあ

る場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合において

は、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

26 第１項第１８号の３の規定は、スペースの効率を生かすためガス配管、計量器等と電気配線

等の電気設備が同一のパイプシャフトやピット内等の隠ぺい場所に設置することが多くなり、

経年変化や地震等によって万一燃料が漏れて滞留した場合に電気設備の開閉器、過電流遮断器、

コンセント等の火花により出火するおそれがあるため、原則として、気体燃料を使用する炉の

配管、計量器等の付属設備は火花の発生するおそれのある電気設備が設けられているパイプシ

ャフト等の隠ぺい場所に設けないよう規定したものである。 

なお、次の条件を満足した場合、「パイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するお

それのある場所」に該当しない場所として取扱うことができる。 

（１）パイプシャフト等が直接外気（開放廊下を含む。）に面していること。 

（２）パイプシャフト等の前面の上部及び下部に有効な換気口が設けられていること。なお、有

効な換気口とは、上部及び下部にそれぞれ１００平方センチメートル以上の開口面積を確保

することである（図１８）。また、地震対策の必要な地域にあっては、換気口のそれぞれの開

口面積は、パイプシャフト等前面の５パーセント以上とし、かつ、５００平方センチメート

ル以上としている市町村もある（図１９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 パイプシャフト等の扉に設ける開口部の例 
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図 19 地震対策の必要な地域のパイプシャフト等の扉に設ける開口部の例 

 

「電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合」とは、開閉器、コンセント等にあっては、

安全増防爆構造（正常な運転状態にあれば、火花若しくはアークを発せず又は高温とならない

部分について、異状を生じて火花若しくはアークを発し、又は高温となることを防止するため

構造上特に安全度を増した構造をいう。）にすることをいい、また、配線にあっては、電気設備

技術基準１９４条の金属管工事又は電気設備技術基準第２０１条のケーブル工事としたうえさ

らに次の措置を講じた場合をいう。 

（１）金属管工事による場合 

ア 金属管相互及び金属管とボックスその他の附属品等とは、５山以上ねじ合わせて接続

するか、これと同等以上の効力のある方法により堅ろうに接続すること。 

イ 電線を接続する場合は、安全増防爆構造以上の防爆性能を有する接続箱を用いるか、

これと同等以上の方法によること。 

（２）ケーブル工事による場合ケーブルを接続する場合は、安全増防爆構造以上の防爆性能を

有する接続箱を設け、通線部分は防じんパッキン方式又は防じん固着式により処理するか、

これと同等以上の方法によること。 
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（19）電気を熱源とする炉にあっては、次によること。 

ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措

置すること。 

イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇

した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

27 第１項第１９号の電気を熱源とする炉には、ニクロム線等の発熱体を利用するもの、加熱さ

れるべき物質に直接電流を通じて加熱するもの及び高周波電流を利用して、加熱されるべき物

質に過電流又は誘電体損失による発熱を発生せしめるものがある。 

同号アの「電線の耐熱性を有するもの」とは、石綿等不燃材料で被覆したものに限らず、一

般に用いられている裸電線であっても炉から受ける熱に耐える場合は差し支えない。また、「接

続器具の耐熱性を有するもの」とは、陶磁器製のものが一般的である。 

「短絡を生じない措置」としては、電線を碍管に納めること、電線間の距離をとるとともに

電線の支持点の間隔を狭くしてたるみのないようにすること等がある。 

同号イの「温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置」とは、前第

１８号の２ウの過熱防止装置と同等のものである。 

 

２ 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置し

ないこと。 

 

（２）炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。 

【解釈及び運用】 

28 第２項第２号の「点検」は、炉の位置、構造、使用燃料等に応じて行うべきである。点検

に当たっては、特に火災予防上亀裂、破損、摩耗及び漏れについて留意するとともに、外部

点検は、毎日の始業時及び終業時はもちろんのこと日常随時行うのが望ましい。この点検の

結果、不良な箇所を発見したときは、直ちに補修整備しなければならない。 

 

（３）液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検及び整備を必要な

知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。 

【解釈及び運用】 

29 第２項第３号は、設置時点においては安全性が確保されていた炉であっても、設置後の保守

管理のいかんによっては、火災発生につながることから、当該設備の点検及び整備を、十分な

知識及び技能を有する者に行わせるべきことを定めたものである。 

この点検及び整備は、従来「熟練者」に行わせることと規定されていたところであるが、

点検及び整備を行うべき者の明確化及び一般への周知を図るため、平成３年９月３０日の準

則改正により、「必要な知識及び技能を有する者」に該当する者を消防長が指定し、この指定

を受けた資格を有する者に必要な点検及び整備を行わせるべきことが規定された。 

「必要な知識及び技能を有する者」については、本号の規定に基づき、平成４年７月１０

日消防本部告示第１号「火気使用設備等の点検及び整備にかかる必要な知識及び技能を有す

る者」により指定されており、（１）から（３）のとおりである。 

（１）炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウ

ナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・燃料電池発電設備・ヒートポンプ冷暖房機 

ア 液体燃料を使用する設備の場合 

（ア）一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を

受けた者（以下「石油機器技術管理士」という。） 
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（イ）ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）に基づく特級ボイラ

ー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を

有する者（ボイラー、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備に限る。） 

（ウ）当該設備の点検及び整備に関し①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有す

る者 

イ 電気を熱源とする設備の場合 

（ア）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）に基づく電気主任技術者の資格を有する者 

（イ）電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）に基づく電気工事士の資格を有する者 

（ウ）当該設備の点検及び整備に関し①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有す

る者 

（２）変電設備・急速充電設備・内燃機関を原動力とする発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設

備・舞台装置等の電気設備・避雷設備 

ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者 

イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者 

ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した

者（自家用発電設備専門技術者）（発電設備に限る。） 

エ 一般社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者 

（蓄電池設備整備資格者）（蓄電池設備に限る。） 

オ 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者 

（ネオン工事技術者）（ネオン管灯設備に限る。） 

カ 当該設備の点検及び整備に関し①から⑤までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有

する者 

（３）液体燃料を使用する器具 

ア 石油機器技術管理士 

イ 当該器具の点検及び整備に関し①に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者これ

らの者のうち、「当該設備（器具）の点検及び整備に関し同等以上の知識及び技能を有する

者」については、メーカーの技術部門、サービス会社の修理部門等に所属する職員で点検

及び整備に関し相当の知識及び技能を有している者等が該当する。もちろん、これに該当

する場合においても、右に資格名が列挙されている資格を取得するよう指導することが適

当である。 

また、「必要な知識及び技能を有する者」が行うべき点検及び整備の範囲については、使

用者が行うべき日常的なものをいうものではなく、一般の使用者が行うことが安全上好ま

しくないと考えられるものが該当するものであり、液体燃料を使用する炉等の設備にあっ

ては、おおむね表７に掲げる点検及び整備がこれに当たるものと考えられる。 
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表７ 液体燃料を使用する炉等に係る「必要な知識及び技能を有する者」が行うべき 

点検・整備の範囲 

大 分 類 小 分 類 

１ 送風に関するもの 
１ 

２ 

燃焼用送風機（フィルターを除く。） 

温風用送風機（ガードを除く。） 

２ 点火・燃焼に関するもの 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

油量調節器 

油ポンプ 

ノズル 

バーナー（しん式を除く。） 

点火変圧器 

点火電極 

点火ヒーター（乾電池を電源とするものを除

く。） 

熱交換器 

３ 安全装置に関するもの 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

炎監視装置 

制御機構 

温度調節器 

点火安全装置 

プレパージ、ポストパージ 

過熱防止装置 

停電時安全装置 

空たき防止装置 

対震自動消火装置 

４ 
油タンク、燃料配管に関するも 

の 

１ 

２ 

３ 

４ 

油タンク（しん式及びカートリッジ式を除く。） 

電磁弁 

燃料配管 

燃料バルブ 

５ 電装品類 

１ 

２ 

３ 

４ 

スイッチ類 

ランプ類 

タイマー類 

ヒューズ類 

６ その他 １ 消音器 
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（４）本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

30 第２項第４号は、構造上、機能上使用することが予定されている燃料を使用すべきことを命

じたものであって、使用することによって火災危険を生じない燃料までを禁止する意図ではな

い。例えば、薪かまどに灯油バーナーを使用すること、灯油バーナーのかまどにガソリンを使

用すること等は不適当であるが、石炭かまどに薪を使用することは差し支えない。 

 

（５）燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置く  

こと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

31 第２項第５号は、本来的性質として水分の多い重油又はスラッジ（かす）の多い重油等を使

用するため、燃焼が均一に行われず、常に調節を必要とする場合、その他燃焼装置の機能が劣

化した場合等に対処して、使用中監視人を置くことを命じたものである。ただし書の「異常燃

焼を防止するために必要な措置」には、例えば、温度測定装置により、異常な温度になった場

合に警報を発する装置、異常燃焼のおそれのある場合自動的に燃料を止める装置等が考えられ

る。 

 

（６）燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必

要な措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

32 第２項第６号は、燃料槽又は燃料容器よりの燃料の噴出又は溢出を防止するための規定であ

る。 

「遮光」は、特にプロパンガス容器等に対するものである。なお、「遮光」とは、日光の直射

を遮ぎることと解すべきである。したがって、この趣旨から考えて、遮光を要するものについ

ては、同時に、熱源より十分な距離を保つべきことは当然なことである。 

 

３ 入力３５０キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のな

い場合にあっては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第２

条第９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。    

ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、こ

の限りでない。 

【解釈及び運用】 

33 第３項は、多量の火気を使用する設備から出火した際の延焼拡大を防止する対策として入力

３５０キロワット以上の炉について不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、開口部

に防火戸を設けた室内（以下「不燃区画室」という。）に設けるべきこととしたものである。な

お、この規定は、第３条の２から第７条の２まで及び第８条の２に掲げる設備について準用さ

れている。 
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＜参考＞ 

建築基準法 

 第２条第９号の２口 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令

で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設

備に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣

が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。 

建築基準法施行令 

第１０９号 法第２条第９号の２ロ及び法第６４条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレン  

チャーその他火炎を遮る設備とする。 

第１０９条の２ 法第２条第９号の２ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災

によ  る火熱が加えられた場合に、加熱開始後２０分間当該加熱面以外の面に火炎を出

さないものであることとする。 

 

＜防火設備の概念イメージ＞ 

（従前）                        （改正後） 

甲種防火戸 

乙種防火戸 

 

 

（１）「窓及び出入口等に防火戸を設けた室内に設けること」とは、窓及び出入口等の開口部に、常

時閉鎖状態を保持して直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する防火戸を設けた専用

の室に設けることをいうものであり、使用形態上常時閉鎖が困難な場合においては、火災によ

り煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉

鎖する構造のものを設けることとして取り扱って支障ない。 

なお、「窓及び出入口等」とは、窓、出入口のほか、給排気ダクト、ガラリ等をいい、これら

の部分にも、火災等により温度が上昇した場合において、自動的に閉鎖する構造の防火ダンパ

ーを設けること。ただし、炉の排気ガスを屋外に導くための煙突状の排気筒にあっては、この

限りでない。 

（２）「不燃区画室」のガラリ等の防火ダンパーの設置について 

ア 不燃区画室のガラリ、換気扇、火気設備設置室用の給排気ダクト等（以下ガラリ等）に設

置する温度ヒューズ付ダンパーについて、次の（ア）から（ウ）に該当せず、ガラリ等を設

置した部分の周囲３メートル以内（下方は除く）に開口部等がなく、外壁等が不燃材料で有

効に造られガラリ等からの延焼拡大の恐れのない場合は、温度ヒューズ付のダンパーの設置

を免除できる。 

（自動閉鎖式及び、はめ殺しの防火戸は開口部のないものとして運用する。） 

（ア）耐火構造としなければならない壁等に設置する場合。 

（イ）不燃区画室と他の部分を区画する不燃材料で造った壁等に設置する場合。（他用途との区

画） 

（ウ）延焼の恐れのある外壁に設置する場合。（建築基準法による。） 

  

 

 

 

防火設備 

（２０分） 

特定防火設備 

（１時間） 
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イ 出入口及び、搬入口の防火戸にガラリを設置する場合は温度ヒューズ付ダンパーの設置を

指示する。 

ウ 既設の炉等の交換により不燃区画室が遡及適用となる場合も前記ア、イにより指導する。 

（３）「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置」の例としては、 

ア 屋内において、当該炉の周囲に５メートル以上、上方に１０メートル以上の空間を有する

場合。 

イ 屋外において、当該炉の周囲に３メートル以上、上方５メートル以上の空間を有する場合、

不燃材料の外壁（窓及び出入口等の開口部には防火戸を設けたもの）等に面する場合、防火

上有効な遮へいを設けた場合等が該当する（図２０）。 

ウ 炉を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消

火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。）

第１２条、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、第１７条若しくは第１８条に定める

技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。 

 

            
             ３ｍ未満 

図 20 屋外において防火上有効な遮へいを設ける場合 

 

（４）第３項の規定の適用に当たっては各炉単体の入力について判定するものであるが同一場所

に２以上の炉を相互の距離５メートル以内（屋外においては３メートル以内）に近接して設

置する場合にあっては、同時使用がない場合を除き、各炉の入力の合計により、必要に応じ、

不燃区画室に設置するか、前記の「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措

置」と同様な措置を講ずることが望ましいこと（図２１）。なお、各炉の入力合計については、

設備の間に不燃材料による防火上有効な遮へいを行う等の措置をとった場合の各設備にあっ

ては、入力の合計に含めないものとして取り扱って支障ない（図２２）。 

 

  

 

 

 

 

ｃ 

ｂ 
 

ｂ＞ａ 

かつ 

ｃ≧３ｍ 
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図 21 同一場所に２以上の設備を相互の距離５ｍ以内（屋外においては３ｍ以内）に

近接して設置する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           a 

              

 

 

 

 

 

図 22 防火上有効な遮へいを設けることにより入力を合算しない場合 

  

 

 

炉Ｂ 

 

炉Ａ 

 
 

 

ｃ＞ｂ、ｄ 

ａ≦屋内５ｍ（屋外３ｍ） 

e＞屋内５ｍ（屋外３ｍ） 

ｆ・ｇ～ｈ・ｉ≦Ｌ 

 

自立する不燃材料の遮へい 
炉Ａ 

炉Ｂ 

炉Ｃ   

ａ 

 

自立する不燃材料

の遮へい（長さ L）  

ｇ  

ｆ 

（ ）内は屋外設置の例 

５（３）ｍ以下 

１５０ｋＷ 

炉 

２００ｋＷ 

炉 

炉 炉 

不燃区画室に設置する例 

炉 炉 

５（３）ｍ以上 

５（３）ｍ以上 

周囲に有効な空間を保有する例 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

４ 前３項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準について

は、第３０条及び第３１条の２から第３１条の５まで(第３１条の４第２項第１号から第３号

まで及び第８号を除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

34 第４項は、液体燃料を使用する炉等は、第１７号で述べているように指定数量の５分の１以

上指定数量未満の危険物を使用する場合には第３０条及び第３１条の２から第３１条の５まで

の適用を受けるのは当然であるが、指定数量の５分の１未満であっても準用されることを規定

しているものである。ただし第３１条の４第１号から第３号まで及び第８号の規定については

準用から除かれているので、当該事項については本条第１項第１７号イ、エ、キ及びシによる

ことになる。 

 

 

第３条の２ （ふろがま） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、気体燃料又は液体燃料を使用する一般家庭用の小型ふろがまを対象としており、公

衆浴場等のふろがまは、「炉」としての規制を受ける。  

構造としては、主として浴槽水を加熱するための熱交換器（かま本体）とバーナーからなっ

ており、かまの区別による種類は、次のとおりである。 

（１）「内がま」とは、ふろがま本体と浴槽との取り付け方法による分類であって、ふろがま本体

を浴槽内に取り付けるような構造となっているものをいい、上がり湯付のものと上がり湯な

しのものがあるが、いずれも半密閉式のものだけである。 

 

                   
図１  内がまの例  

 

（２）「外がま」とは、ふろがま本体と浴槽との取り付け方法による分類であって、ふろがま本体

を浴槽外におき、循環管によりふろがま本体と浴槽とを接続し、自然循環又は強制循環によ

って浴槽の水を加熱するような構造となっているものをいい、半密閉式、密閉式及び屋外用

があり、最近ではこの外がまが主流になっている。 

なお、最近は給湯付又は給湯兼用のものも多くなり、給湯又はシャワーにも使用すること

ができるものが多い。 
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 第３条の２ （ふろがま） 

 

① 自然循環（半密閉式）       ② 自然循環（密閉式） 

      
 

      ③  強制循環（屋外用給湯機能付） 

        
図２ 外がまの例 

 

（ふろがま） 

第３条の２ ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。 

 

（２）気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止

できる装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項第２号の規定は、ふろがまの空だきによる火災が非常に多いことから設けられた規定

で、「空だき防止装置」は浴槽の水位が一定の値以下になると作動するものでふろがまや循環パ

イプの過熱により、出火するのを防止する目的のものである（図３参照）。 

 

（１）バイメタル式空だき防止装置の例 

 

熱交換部分に設置され、空だきによる温度上昇によっ

てバイメタルが作動し、電気回路が開となり流が流れな

い。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（２）圧力スイッチ式空だき防止装置の例 

      
 

（３）電極式空だき防止装置の例 

           

                    缶体内に設けた電極によって、水があるとき 

                   は微弱電流により水位を検知する。水がないと 

                   微弱電流は流れない。 

 

 

 

図３ 空だき防止装置の例 

 

 

２ 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条（第１ 

 項第１１号及び第１２号を除く。）の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第１１号及び第１

２号を除いて、ふろがまに準用されることを規定している。 
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第３条の３ （温風暖房機） 

 

第３条の３ （温風暖房機） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、燃焼室又は発熱体を有し、液体、気体燃料又は電気により温風を発生させるもので、

燃焼ガス及び燃焼生成物が温風に混入しない半密閉式、密閉式等の暖房機について規定したも

のであり、送風機により温風を吹き出す点で半密閉式及び密閉式ストーブと区別しているので

注意する必要がある。 

 

温風暖房機の種類 

型  式 内 容 

直 接 吹 出 形 
暖房する部屋に設置し、温風を直接室内に吹き出す形式で温風用送

風機は本体に組込まれているもの。 

ダクト 

接続形 

送風機組込 
温風をダクトにより暖房する部屋に送る形式で、温風用送風機は本

体に組込まれているもの。 

送風機別置 
温風をダクトにより暖房する部屋に送る形式で、温風用送風機は本

体に組込まず別置としたもの。 

 

(温風暖房機) 

 第３条の３ 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属

材料等で造ること。 

 

（２）温風暖房機に附属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似  

する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によって算

定した数値（入力７０キロワット以上のものに附属する風道にあっては、算定した数値が１

５以下の場合は、１５とする。）以上の距離を保つこと。ただし、厚さ２センチメートル以上

（入力７０キロワット以上のものに附属する風道にあっては、１０センチメートル以上）の

金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。 

 

   

風道からの方向 距離（単位 センチメートル） 

上方 Ｌ×０．７０ 

側方 Ｌ×０．５５ 

下方 Ｌ×０．４５ 

この表においてＬは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さ 

とする。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

【解釈及び運用】 

２ 第２号において、不燃材料による仕上げ又はグラスウール、ロックウール等の不燃材料で被

覆する部分以外においては、次により離隔距離を確保しなければならないとされている。建築

物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から保たなければならない風道の距離は、風道の種別、

風道の径及び風道の周囲の区分に応じ、次式により求めた数値とすること。 

 

        
Ｌは、可燃物から保たなければならない距離 

Ｄは、風道の径（円形以外の風道にあっては、長辺の長さをいう。） 

ａは、常数で表１に示す数値 

図１ 

 

表１ 

ａ 

風道の周囲の区分 

 

風道の種別 

上方 側方 下方 

温風暖房機に附属する風道 ０．７０ ０．５５ ０．４５ 

 

以下煙突の設置については、第１７条の２の【解釈及び運用】を参考のこと。 

 

２ 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第 

１項第１１号及び第１２号を除く。）の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第１１号及び第１

２号を除いて、温風暖房機に準用されることを規定している。 
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第３条の４ （厨房設備） 

 

第３条の４ （厨房設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、気体燃料、液体燃料又は電気を熱源とする調理を目的として使用するレンジ、フラ

イヤー、オーブン等の火気設備と排気ダクト、天蓋等の付属設備について規定したものである。 

厨房設備の項に掲げる組み込み型こんろ、据置型レンジ及びキャビネット型グリル付こんろ

とは次のものをいう。 

              
①組み込み型こんろ      ②据置型レンジ       ③キャビネット型 

                                   グリル付二口こんろ 

 

 

 

 

  

 

                   図１ こんろの例  

 

（厨房設備） 

第３条の４ 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備（以下「厨房設備」 

という。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋（以下「排気ダクト等」という。）は、次によるこ

と。 

ア 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不 

燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支

障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 

イ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。 

ウ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に１０センチメート 

ル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、

この限りでない。 

エ 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。 

オ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。 

カ 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項第１号について 第１項第１号及び第２号は、ダクト火災の出火及び延焼を防止するた

めの規定であり、第１号では、特に排気ダクト及び天蓋（以下「排気ダクト等」という。）の構

造を規制したものである。 

（１）第１号アは排気ダクト等の材質を規定したもので、厨房設備に設ける排気ダクト等は使用

に際して発生する燃焼廃ガスのほかに調理に伴う油脂、水蒸気、じんあい等に耐えられるよ

う、また、万一ダクト火災が発生した際にも容易に破壊しないよう一定の耐食性及び強度が

要求されるものである。 

 

グリル付こんろ

を専用キャビネ

ット（台）の上に

取り付けたもの 

オーブンとこん

ろを組み合わせ

て台又は床面に

据置いたもの 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

「耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料」とは、

排気ダクト等の材質については、ステンレス鋼板又は亜鉛鉄板若しくはこれと同等以上の

不燃材料をいうものとし、板厚については、当該厨房設備の入力（同一厨房室内に複数の

厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の入力の合計。以下同じ。）が２１キロワットを

超える厨房設備に附属する排気ダクト等にあっては表１及び表２、２１キロワット以下の

厨房設備に附属する排気ダクト等にあっては表３及び表４のとおりとする。 

また、同号アのただし書中「当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上

支障がないと認められるもの」とは、当該厨房設備の入力が２１キロワット以下であって、

かつ、当該厨房設備の使用頻度が低いと認められる場合をいうものであり、この場合には、

天蓋として上記の基準に適合しない金属製のレンジフードファンを設置することができる。

なお、一般の家庭において通常行われている程度の使用頻度が該当する。 

 

表１ 天蓋の板厚 

（入力が２１キロワットを超える） 

天 蓋 の 長 辺 

（単位 ｍｍ） 

板厚（単位 mm） 

ステンレス鋼板 亜鉛鉄板 

４５０以下 ０．５以上 ０．６以上 

４５０を超え１，２００以下 ０．６以上 ０．８以上 

１，２００を超え１，８００以下 ０．８以上 １．０以上 

１，８００を超えるもの １．０以上 １．２以上 

 

表２ 排気ダクトの板厚 

（入力が２１キロワットを超える） 

ダ ク ト の 長 辺 

（単位 ｍｍ） 

板厚（単位 mm） 

ステンレス鋼板 亜鉛鉄板 

４５０以下 ０．５以上 ０．６以上 

４５０を超え１，２００以下 ０．６以上 ０．８以上 

１，２００を超え１，８００以下 ０．８以上 １．０以上 

１，８００を超えるもの ０．８以上 １．２以上 

 

表３ 天蓋の板厚 

（入力が２１キロワット以下） 

天 蓋 の 長 辺 

（単位 ｍｍ） 

板厚（単位 mm） 

ステンレス鋼板 亜鉛鉄板 

８００以下 ０．５以上 ０．６以上 

８００を超え１，２００以下 ０．６以上 ０．８以上 

１，２００を超え１，８００以下 ０．８以上 １．０以上 

１，８００を超えるもの １．０以上 １．２以上 
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第３条の４ （厨房設備） 

 

表４ 排気ダクトの板厚 

（入力が２１キロワット以下） 

ダ ク ト の 長 辺  

  （単位 ｍｍ） 

板厚（単位 mm） 

ステンレス鋼板 亜鉛鉄板 

３００以下 ０．５以上 ０．５以上 

３００を超え ４５０以下 ０．５以上 ０．６以上 

４５０を超え１，２００以下 ０．６以上 ０．８以上 

１，２００を超え１，８００以下 ０．８以上 １．０以上 

１，８００を超えるもの ０．８以上 １．２以上 

 

（２）第１号イの「フランジ接続、溶接等」には、排気ダクトを差込み、リベットで止めてさらに

耐熱テープで巻くものも含むものである。 

（３）第１号ウの「金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。」と

は、排気ダクト等にロックウール保温材（ＪＩＳ Ａ９５０４に示すもの）、けい酸カルシウ

ム保温材（ＪＩＳ Ａ９５１０に示すもの）若しくはこれらと同等以上の不燃材料で、厚さ５

０ミリメートル以上被覆した場合又はこれらと同等以上の安全性を確保できる措置を講じた

場合には、当該部分と建築物等の可燃性の部分又は可燃性の物品との間の距離を１０センチ

メートル未満とすることができるものである。 

（４）第１号エの「十分に排気を行うことができるもの」とは、「換気設備の衛生上有効な換気を

確保するための構造」（昭和４５年建設省告示１８２６号）に適合する排気能力を有するもの

をいうものである。 

（５）第１号オの「他の用途のダクト等」とは、一般空調用のダクト、給湯湯沸設備等の煙突等を

指すものである。ただし、給湯湯沸設備等の煙突のうち建築基準法施行令第２０条の４第２項

第５号ただし書に該当するものにあっては、火災予防上十分な安全性を確保できる措置を講

じた場合に限り、厨房設備に附属する排気ダクトとの接続を認めて差し支えない。 

 

（２）油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。 

ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、

グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただ

し、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限り

でない。 

イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する

不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断

して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 

ウ 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設け

ること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気

ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障が

ないと認められるものにあっては、この限りでない。 

エ 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。 

（ア）令別表第１(１)項から(４)項まで、(５)項イ、(６)項、(９)項イ、(１６)項イ、(１６

の２)項及び(１６の３)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備

の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５０キロワット以上の

もの 

（イ）(ア)に掲げるもののほか、高さ３１メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該

厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５０キロワッ

ト以上のもの 
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【解釈及び運用】 

３ 第１項第２号について 第２号は、油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋

について規定したものである。 

（１）第２号柱書きの「油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備」とは、天ぷら、炒

めものその他排気ダクトにおける火災の原因となる油脂を含む蒸気が発生する調理に使用す

る厨房設備をいうものである。 

（２）第２号アの「グリス除去装置」とは、排気中に含まれる油脂及びじんあい等を排気ダクト

に入る前に除去又は分離するもので排気フード内部に設けられる媒介物をいう。また、「排気

ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの」とは、天蓋が建築物外部に面す

る壁に接して設けられており、この接続部に存する排気口から屋外へ直接排気を行うものを

いうものである。 

（３）第２号イの「耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料

で造られたもの」とは、ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃

材料で造られたものをいうものである。 

また、「当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められ

るもの」とは、本条の【解釈及び運用】２（１）と同様であり、このような場合には、前記

の構造によらない金属製のグリスフィルターとすることができるものである。 

（４）第２号ウの「火炎伝送防止装置」とは、防火ダンパー又は自動消火装置を指すものである。

また、「排気ダクトの長さから判断して火災予防上支障がないと認められるもの」とは、厨房

設備から５メートル以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨の表示が行われてい

る場合であって、以下のア又はイに該当するものをいうものであり、この条件を満たす場合

には、火炎伝送防止装置を設置しないことができるものであること。 

ア 厨房室から直接屋外に出る水平部分の長さが４メートル以下の排気ダクトで、厨房室内

に露出して設置されているもの 

イ 耐火構造の共用排気ダクトに接続されている水平部分の長さが２メートル以下の排気ダ

クトで、厨房室内に露出して設置されているもの なお、「排気ダクトを用いず天蓋から屋

外へ直接排気を行うもの」については、前（２）、「当該厨房設備の入力及び使用状況から

判断して火災予防支障がないと認められるもの」については、前２（１）とそれぞれ同様

であり、これらの場合には、火炎伝送防止装置を設置しないことができる。 

（５）第２号ウの「火炎伝送防止装置」として防火ダンパーを設ける場合は、次によること。 

ア 火災等により温度が上昇した場合において、自動的に閉鎖する構造とすること。この場

合、自動閉鎖の作動温度設定値は周囲温度を考慮し、誤作動を生じない範囲でできる限り

低い値とすべきであること。 

イ 防火ダンパーは、厚さ１．５ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等以上の耐熱性及び

耐食性を有する不燃材料で造られたものであること。 

ウ 閉鎖した場合に防火上支障のあるすき間が生じないものであること。 

（６）第２号エの「自動消火装置」の性能及び設置基準については、「フード・ダクト用、レンジ

用又はフライヤー用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」（平成５年１２月１０

日付け消防予第３３１号消防庁予防課長通知）によること。 

 

（３）天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。 

 

（４）天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないよう

に維持管理すること。 
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第４条 （ボイラー） 

 

２ 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条(第１

項第１１号から第１４号までを除く。)の規定を準用する。この場合において第３条第３項の

規定中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力

の合計が」と読み替えるものとする。 

【解釈及び運用】 

４ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が第１項第１１号から第１４号

までを除いて、厨房設備に準用されることを規定している。また、この場合において第３条第

３項の規定中「入力」を「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の

合計が」と読み替えるのは、厨房設備の場合、その使用形態上、同一室内において複数の設備

が一体として同時に使用される場合が多いため、同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計

によることとしたものである。 

 

 

第４条 （ボイラー） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、文理上はすべての種類及び大きさのボイラーを対象とするが、労働基準法に基づく 

ボイラー及び圧力容器安全規則によって規制を受けるものについては、同規則の規定との関係

から、本条による規定は適用されない結果となることに注意すべきである。したがって、本条

の適用となるのは小型ボイラー及び簡易ボイラーである。 

ボイラーとは、水、その他の熱媒を加熱し、これを液体又は気体の状態で他の部分に供給す

る設備であり、その型式にはランカシャボイラー、コルニッシュボイラー、水管ボイラー等が

ある。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

表１ 小型及び簡易ボイラーの規格 

  項目 

範囲 

使用圧力 

（Ｍｐａ） 

Ｐ 

伝熱面積 

（㎡） 

ＨＳ 

胴内径 

（ｍｍ） 

Ｄ 

胴長さ 

（ｍｍ） 

Ｌ 

大気開放管 

内径 

（ｍｍ） 

ゲージ圧力 

（Ｍｐａ） 

［水頭圧］  

［ｍ］ 

Ｈ 

Ｕ型立管 

内径 

（ｍｍ） 

内容積 

（㎥） 

Ｖ 

気水分離器 

内径 

（ｍｍ） 

ｄｓ 

気水分離器  

内容積 

（ｍ３） 

Ｖｓ 

圧力×内容積 

小
型
ボ
イ
ラ
ー 

蒸 

気 

ボ 

イ 

ラ
ー 

Ｐ≦０．１ 
０．５＜ＨＳ 

 ≦１ 
         

Ｐ≦０．１  
２００＜Ｄ 

≦３００ 

４００＜Ｌ 

≦６００ 

 

       

 
２＜ＨＳ 

≦３．５ 
  Æ≧２５       

 
２＜ＨＳ 

≦３．５ 
   

H≦０．０５ 

［Ｈ≦５］ 
Æ≧２５     

温 水 

ボイラー 

 
４＜ＨＳ 

≦８ 
   

H≦０．１ 

［Ｈ≦１

０］ 

     

 ＨＳ≦２    H≦０．２      

貫 流 

ボイラー 

Ｐ≦１ 
５＜ＨＳ 

≦１０ 
         

※１ 

Ｐ≦１ 

５＜ＨＳ 

≦１０ 
      ds≦３００ Vs≦０．０７  

簡
易
ボ
イ
ラ
ー 

 

Ｐ≦０．１ ＨＳ≦０．５          

Ｐ≦０．１  Ｄ≦２００ Ｌ≦４００        

 ＨＳ≦２   Æ≧２５       

 ＨＳ≦２    
H≦０．０５ 

［H≦５］ 
Æ≧２５     

※２ 

Ｐ≦０．３ 
      V≦0.00３    

温 水 

ボイラー 
 ＨＳ≦４    

H≦０．１ 

［H≦１０］ 
     

貫 流 

ボイラー 

Ｐ≦１ ＨＳ≦ ５          

※１ 

Ｐ≦１ 
ＨＳ≦ ５       ds≦２００ Vs≦０．０２  

※３       Ｖ＝０．００４   
Ｐ×Ｖ 

≦０．０２ 

［ ］内は、旧規格の値である。 
※１ 気水分離機を有する場合 

※２ 電熱面積にかかわらないもの 

※３ 管寄せ及び気水分離器のいずれも有しないもの 

ボ
イ
ラ
ー
の
区
分 

蒸気ボイラー 

最高使用圧力と伝熱面積による区分 胴の内径と長さによる区分 開放管又はゲージ圧力０．０５Ｍｐａ以下

のＬ型立管を蒸気部に取付けたもの 

温水ボイラー 貫流ボイラー 

  

0.5 

ゲ
ー
ジ
圧
力
（
Ｍ
ｐ
ａ
）
 

簡易ボイラー 小型ボイラー ボイラー 

0.1 

0 

伝熱面積（㎡） 
1.0 400 

胴
の
内
径
（
ｍ
ｍ
）
 

簡易ボイラー 小型ボイラー ボイラー 

0.1 

0 

胴の長さ（ｍｍ） 
600 

ボイラー 小型ボイラー 簡易ボイラー 

伝熱面積（㎡） 

2.0 3.5 

2 4 

ゲ
ー
ジ
圧
力
（
Ｍ
ｐ
ａ
）
 

簡易ボイラー 小型ボイラー 

ボイラー 

0.1 

0 

伝熱面積（㎡） 

8 

小型ボイラー 

5 

最
高
使
用
圧
力
（
Ｍ
ｐ
ａ
）
 

簡易ボイラー 小型ボイラー ボイラー 

1 

0 

伝熱面積（㎡） 
10 
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第５条 （ストーブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ボイラー） 

第４条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）蒸気管は、可燃性の壁・床・天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそ

う土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項第１号の「遮熱材料」は、使用される熱媒の蒸気の温度に耐えうる材料をいい、「有効

に被覆する」とは、遮熱材料の耐熱性及び遮熱性と蒸気温度とを勘案して遮熱効果が防火上有

効であるように被覆することをいう。例記以外の遮熱材料としては、モルタル、粘土等がある。 

 

（２）蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設ける

こと。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項第２号の「安全装置」とは、熱媒又はその蒸気が、異常に温度上昇し、又は圧力上昇

を起こした場合、熱媒又はその蒸気を放出する装置である。一般には、一定圧力に達すると作

動する安全弁又は破壊板を設けているもの等がある。安全装置を設ける位置については、安全

装置の作動によって、ボイラー及び付近の従業者に災害を与えない場所及び方向を選んで決定

すべきものであり、安全な場所に導くよう設けるべきであることを規定している。安全装置の

構造については、労働基準法に基づく安全装置に関する規格を参考とし、ボイラーの種類、大

きさに応じて適当に考慮すべきである。 

 

２ 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第３条(第

１項第１１号及び第１２号を除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

４ 第２項は、第３条の炉の位置・構造及び管理についての規定が同条第１項第１１号及び第１

２号を除いて、ボイラーに準用されることを規定している。 

 

 

第５条 （ストーブ） 

【解釈及び運用】 

１ 移動式ストーブは、第１８条の火を使用する器具の規定の適用を受けるが、本条は、移動式

以外のもの、すなわち固定式ストーブに対する規定である。したがって、屋外に通ずる煙突を

設けたものは固定式のものになると解すべきであろう。現在では、石油又はガスを燃料とする

ものが主流を占めている。 

 （ストーブ） 

第５条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用す

るものにあっては、不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設しなければならない。 

【解釈及び運用】 

２ 本条のたき殻受けは、落火を受け、取り出すときに落ちるたき殻を受けるために、通常、ス

トーブ本体の底部又は前部に設けられているが、それは必ず不燃材料で造られたものでなけれ

ばならないことを規定している。 

        ボイラー（通称「労基ボイラー」） 

                             設置所轄労働 

                         基準監督署長 

ボイラー    小形ボイラー 

                             設置所轄署長 

        簡易ボイラー 
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２ 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第３条(第１

項第１１号から第１４号まで及び第１７号オを除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が、同条第１項第１１号から第

１４号まで及び第１７号オを除いて、ストーブに準用されることを規定している。暖房用等の

ストーブの場合、第３条第１項第６号の台の規制については、ブリキ、石綿板等で台を被覆し、

かつ、ストーブとの間に有効な底面通気の距離を保つときは、可燃性の部分があっても同号に

適合するものとして運用すべきである。この場合、台上に落ちた落火、灰等を直ちに取り除く

等第３条第２項第１号の規定を特に遵守する必要がある。また、第３条第１項第９号について

も、異常にストーブが赤熱しない場合は、ストーブ本来の目的からみて過度に温度が上昇しな

いものとして差し支えない。 

 

 

第６条 （壁付暖炉） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、建築物と一体をなす壁付暖炉に対して規制したものである。 

２ 壁付暖炉は、燃料として薪を使用するものが多く、かつ、洋風の建築物においてしばしば見

受けられるものである。しかし、最近では、単に装飾の目的で造られるもの、移動式のストー

ブを入れて利用するもの等特に煙突を設けることを必要としない模造壁付暖炉が多く見受けら

れる。 

これら模造的なものは本条の対象とはならず、第１８条の規制を受ける。 

 

（壁付暖炉） 

第６条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）背面及び側面と壁等との間に１０センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が

耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあって

は、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項第１号は、壁付暖炉の背面及び側面は、伝熱による火災危険を少なくするため、壁、

柱その他建築物の部分から１０センチメートル以上の間隔を保たなければならないことを規定

している。ただ、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造っ

たものの場合は、火災発生危険がないので、これを免除している。 

 

（２）厚さ２０センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石

造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とする

こと。 

【解釈及び運用】 

４ 第１項第２号は、壁付暖炉の耐火性について、その構造を規定し、目地のゆるみその他の亀

裂等を発見し易いように、背面の点検ができる構造とすることとしている。しかし、前号ただ

し書の規定により間隔を保つことを要しない場合には、前号の趣旨からみて、特に背面の状況

を点検できる構造としなくてもよいように運用することが適当である。 

 

２ 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第３条(第１

項第１号、第７号及び第９号から第１２号までを除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

５ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第１号、第７号及

び第９号から第１２号までを除いて、壁付暖炉に準用されることを規定している。 
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第７条 （乾燥設備） 

 

第７条 （乾燥設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、労働安全衛生規則第２編第４章第５節の乾燥室の規制対象とならない場所に設けら

れる乾燥設備の位置、構造及び管理の基準について規定したものである。 

「乾燥設備」には、自動車車体の塗装の乾燥用の大きなものから、金属製の塗装部品、薬品、

木工素材、下駄、繊維、染色品、成型した陶土等の小さいものの乾燥を行うものまで種々の大

きさの設備があり、また、熱源としては、赤外線ランプ、スチーム等による比較的複雑なもの

から炭火、練炭等のごく簡単なものまで広く使用されている。 

 

表１ 乾燥設備の種類 

形  式 加熱方法 用   途   例 

固 定 式 

直接加熱 
塗装焼付乾燥、水切り乾燥、油焼鋳型乾燥、染料顔料乾燥、 
食品乾燥、ホーロー下地乾燥 

間接加熱 
高級焼付乾燥、医療薬品、容器の消毒滅菌、 
燃焼生成物の影響を避ける乾燥 

熱風加熱 
粉末乾燥、石けん乾燥、洗たく物乾燥、木材乾燥、 
引火しやすい揮発分の多い塗装乾燥 

蒸気加熱 高級品乾燥、引火しやすい揮発分の多い塗料乾燥 

運 行 式 

（ バ ン ド 型 ） 
直接加熱 

量産、塗装焼付乾燥、ブリキ印刷乾燥、印刷紙乾燥、 
繊維幅出し乾燥、青写真乾燥、ホーロー下地乾燥 

（トンネル型） 
間接加熱 織布のドラム乾燥、燃焼生成物の影響を避ける乾燥 

（ 気 流 型 ） 

（ 回 転 型 ） 
熱風加熱 繊維幅出乾燥、石けん乾燥、紙乾燥 

（ 真 空 式 ） 

赤 外 線 加 熱 
鋳型乾燥、樹脂鋳型焼成、塗装焼付乾燥、ビニール艶出乾燥、 
紙印刷物乾燥、幅出し乾燥、水切り乾燥、糊付乾燥 

  ※真空式冷凍乾燥設備については、熱媒体により低温で乾燥させるものであり、対象外とする。 

 

（乾燥設備） 

第７条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項第１号は、乾燥物品が、乾燥するための熱源、すなわち蒸気管、熱媒管、電気による

発熱体、裸火等に接触することにより発火することを防止するための規定である。したがって、

全く接触するおそれのない場合まで特に被覆又は遮へいすることは必要でない。スチームパイ

プのように比較的低温で安全であると考えられているものであっても、繊維、綿等に接触する

と発火する危険性があるので、乾燥物品が熱源のパイプに接触しないように、金網、鉄板等で

遮へい又は囲いをしなければならない。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

  

（２）室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の

自動停止装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項第２号は、乾燥する室内の温度が異常上昇することにより、乾燥物品等室内の可燃物

が発火することを防止するための規定である。 

「非常警報装置」は、本号の対象となる設備は、突発的に過度に温度が上昇するおそれのあ

るものであるから、自動式でなければならない。なお、非常警報装置は、常時人の居る場所で

明瞭に聞えるよう設置することが必要である。自動式の非常警報装置としては、サーモスタッ

トその他温度測定装置により連動する警報装置がある。 

「熱源の自動停止装置」は、一般には、自動的に燃料の供給、蒸気等の供給を断つこと等に

よって燃焼を停止させ、電気を熱源とするものについては電源を切る等の装置である。例えば、

液体若しくは気体の燃料又は熱媒の自動停止装置には、一定温度で溶ける金属等を用いてコッ

クを閉じる方法があり、電気を熱源とする場合はサーモスタットで電路を断つ方法等がある。 

 

（３）火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあって

は、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１項第３号は、乾燥物品に着火しないよう、火粉が混入するおそれのある燃焼排気によっ

て、裸火等が直接乾燥物品に接触することを防止するための規定である。 

 

２ 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条(第１

項第１１号及び第１２号を除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

５ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第１１号及び第１

２号を除いて、乾燥設備に準用されることを規定している。 

 

 

第７条の２ （サウナ設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、電気、ガス等を熱源とし、高温低湿の空気を作る設備に係る位置、構造及び管理の

基準について規定したものである。サウナは、蒸気で身体を蒸す特殊浴場とは違って、室全体

が熱気室となっているもので、サウナ室内の使用温度は摂氏９０度～１２０度程度、湿度５～

１５パーセント程度となっている。 

 

（サウナ設備） 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

（１）火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から

火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準

により得られる距離以上の距離を保つこと。 
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第８条 （簡易湯沸設備） 

 

（２）サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及

び自動の装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項第２号は、電気又はガス等の熱源の供給を万一温度が異常に上昇した場合に遮断する

ことができる装置について規定したもので、炎検出装置と遮断弁を合わせたものや過熱防止装

置等がこれらに該当する。 

 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条(第 

１項第１号及び第１０号から第１２号までを除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第１号及び第１０

号から第１２号までを除いて、サウナ設備に準用されることを規定している。 

 

 

第８条 （簡易湯沸設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、瞬間ガス湯沸器と称せられるものを主とするガス湯沸設備についての規定である。 

２ 本条及び次条の湯沸設備は、貯湯部が大気に開放されており、大気圧以上の圧力がかからな

い構造の設備をいう。なお、簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分は、①入力が１２キロワット

以下の湯沸設備を簡易湯沸設備とし、②入力が１２キロワットを越える湯沸設備を給湯湯沸設

備と区別する。  

各温水機器の条例上の取扱いは表１によること。 

 

表１ 

温水機器の名称 入力１２キロワット以下 入力が１２キロワットを超えるもの 

冷温水発生装置 炉 炉 

瞬間湯沸器 簡易湯沸設備 給湯湯沸設備 

貯湯式温水機 ボイラー ボイラー 

常圧貯蔵式温水機 簡易湯沸設備 給湯湯沸設備 

大気圧式温水機 簡易湯沸設備 給湯湯沸設備 

真空式温水機 簡易湯沸設備 給湯湯沸設備 

温  水  缶 簡易湯沸設備 給湯湯沸設備 

ふろがま付給湯機 簡易湯沸設備、ふろがま 給湯湯沸設備、ふろがま 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

  

 

        
図１ 簡易湯沸設備の構造と各部の名称 

 

 （１）元止め式 

          
水せん閉の状態             水せん開の状態 

 

（２）先止め式 

          
湯せん閉の状態              湯せん開の状態  

図２ ガス瞬間湯沸器の作動原理の例 

 

（簡易湯沸設備） 

第８条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第６号及び第

１０号から第１５号まで、第２項第５号並びに第３項を除く。）の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

３ 本条は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第６号及び第１０号

から第１５号まで、第２項第５号並びに第３項を除いて、簡易湯沸設備に準用されることを規

定している。このうち、第３条第１項第１８号の準用については、内部の燃焼状況が見えるよ

うにすることは必要であるが、配管については熱の伝導その他による火災危険のおそれのない

場合においては、必ずしも金属管によることを要しないものとする。 
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第８条の２ （給湯湯沸設備） 

 

第８条の２ （給湯湯沸設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、入力が１２キロワットを越える湯沸設備のうち、貯湯部が大気に開放されており、

大気圧以上の圧力がかからない構造の湯沸設備について規定したものである。構造及び種類に

ついては、簡易湯沸設備とほぼ同じである。 

２ 各温水機器の条例上の取扱いは、第８条（簡易湯沸設備）の【解釈及び運用】２によること。 

 

（給湯湯沸設備） 

第８条の２ 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１１号か

ら第１４号までを除く。）の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

３ 第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定のうち、同条第１項第１１号から第１４号

までを除いて、同条の規定が準用されることを規定している。 

前条で述べたとおり、入力が１２キロワットを超える湯沸設備のうち、貯湯部が大気に開放

されており、大気圧以上の圧力がかからない構造の湯沸設備について規定したものである。構

造及び種類については、簡易湯沸設備とほぼ同じである。 

なお、真空ボイラーは、本条の規制対象となる。 

 

 

 第８条の３ （燃料電池発電設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条の適用を受ける「燃料電池発電設備」とは、固体高分子型燃料電池、りん酸型燃料電池、

溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備のうち火を使用するものに限

る。 

本条は、燃料電池発電設備を、都市ガス、ＬＰガス、灯油等から水素を取り出す装置（以下

「改質装置」という。）に火を使用することから火を使用する設備と位置づけて、その位置、構

造及び管理の基準について規定したものである。 

 （１）燃料電池発電設備の種類 

 固体高分子型 りん酸型 溶融炭酸塩型 固体酸化物型 

運転温度 

（℃） 
室温～100 170～200 600～700 900～1000 

燃料 都市ｶﾞｽ、LPG 都市ｶﾞｽ、LPG 
都市ｶﾞｽ、LPG、石

炭等 
都市ガス、LPG等 

火を使用する 

部分の有無 

（機器内部） 

有 

（改質装置） 

有 

（改質装置） 

一部有（改質装置

排ガス燃焼室をも

つものがある。） 

一部有（改質装置加熱

用バーナー、排ガス燃

焼機能（室）、起動用

バーナーなどをもつも

のがある。） 

出力規模 

（kw） 
12～50 50～1万 数千～数十万 数千～数十万 

用途例 家庭用 自家発電 大規模電源 中規模電源 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（２）関係法令等 

ア 電気事業法（昭和３９年７月１１日法律第１７０号） 

イ 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年３月２７日通商産業省令第５２号） 

ウ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年３月２７日通商産業省令第５１ 

号） 

エ 電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和３７年８月１４日通商産業省令第８５号） 

オ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年３月６日消防庁

告示第１号） 

 

 （燃料電池発電設備） 

第８条の３ 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融

炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限

る。第３項及び第５項、第１７条の２並びに第４４条第１１号において同じ。)の位置、構造及

び管理の基準については、第３条第１項第１号(アを除く。)、第２号、第４号、第５号、第７

号、第９号、第１７号(ウ、ス及びセを除く。)、第１８号及び第１８号の３並びに第２項第１

号、第１条第１項(第７号を除く。)並びに第１２条第１項(第２号を除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項については、屋内に設ける燃料電池発電設備の基準であり、その位置、構造及び管理

の基準については、第３条（炉）、第１１条（変電設備）第１２条（内燃機関を原動力とする発

電設備）の基準のうち必要なものを準用するものである。 

第３条第１項第１号について、燃料電池発電設備は、改質装置等の部分にバーナーを有する

ことから当該基準を準用するものである。 

なお、準用に当たっては、第３条第１項第１号アに規定する条例別表第３の区分に燃料電池

発電設備がないため、同号イにより得られる距離以上の距離を建築物等及び可燃性の物品から

保つこととなる。 

また、ガス機器防火性能評定品として認められた燃料電池発電設備で、貼付されているガス

機器防火性能評定品の表示銘板に可燃物からの離隔距離が表示されている場合にあっては、当

該銘板に表示された距離とすることができる。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固

体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第４

項において同じ。)であって出力１０キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に

上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動

的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準について

は、第３条第１項第１号(アを除く。)、第２号、第４号、第５号、第７号、第９号、第１７

号(ウ、ス及びセを除く。)、第１８号及び第１８号の３並びに第２項第１号及び第４号、第

１１条第１項第１号、第２号、第４号、第８号及び第１０号並びに第１２条第１項第３号及

び第４号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

 ３ 「出力１０キロワット未満」の燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型

燃料電池によるものに限る。）は、一般家庭に普及することが予想される設備である。 

「改質装置の温度が過度に上昇し、若しくは低下したとき、又は外箱の換気装置に異常が生

じたときに当該燃料電池発電設備を自動的に停止する装置」とは、改質装置の温度が過度に上

昇又は低下したときと外箱の換気装置に異常が生じたときのどちらの場合においても、当該燃

料電池発電設備を自動的に停止する装置である。 
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第９条 （掘りごたつ及びいろり） 

 

３ 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条第１項第１

号(アを除く。)、第２号、第４号、第５号、第７号、第９号、第１０号、第１７号(ウ、ス及び

セを除く。)、第１８号及び第１８号の３並びに第２項第１号並びに第１１条第１項第３号の

２及び第５号から第１０号まで(第７号を除く。)並びに第２項並びに第１２条第１項第１号、

第３号及び第４号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

 ４ 屋外に設ける燃料電池発電設備の基準であり、その位置、構造及び管理の基準について、条

例第３条（炉）、第１１条（変電設備）、第１２条（内燃機関を原動力とする発電設備）の基準

のうち必要なものを準用するものである。 

建築物等からの離隔距離については、第３条第１項第１号イによる距離又は第１１条第２項

による距離のどちらか大なる距離をもって足りるものである。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力１０キロワット未満

のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換

気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位

置、構造及び管理の基準については、第３条第１項第１号(アを除く。)、第２号、第４号、第

５号、第７号、第９号、第１０号、第１７号(ウ、ス及びセを除く。)、第１８号及び第１８号

の３並びに第２項第１号及び第４号、第１１条第１項第８号及び第１０号並びに第１２条第１

項第３号及び第４号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

 ５ 本条の【解釈及び運用】３に準ずる。なお、出力１０キロワット未満の設備で安全装置が設

けられているものについては、建物から３メートルの距離を保有すること等を要しないものと

規定している。 

 

５ 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令(平成９年通商産業省令第５１号)第３０条及び第３４条の規

定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成９年通商産業省令第５２号)第４４条

の規定の例による。 

 

 

第９条 （掘りごたつ及びいろり） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、掘りごたつ及びいろりについて規制したものである。「掘りごたつ」には、「切り

ごたつ」と称するものを含むが、「置きごたつ」は、移動的なものであるから、器具として、

第１９条第１項第２号に規定されていることに注意する。 

 

（掘りごたつ及びいろり） 

第９条 掘りごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならな

い。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項の「火床」は、通常灰及び炭火を入れるための部分をいう。本項の「不燃材料」は、

金属を含むが、不燃材料の材質に応じ、熱伝導等により周囲の可燃物へ着火するおそれのない

よう適当な厚み及び構造とするよう配慮することが必要である。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

２ 掘りごたつ及びいろりの管理の基準については、第３条第２項第１号及び第４号の規定を準

用する。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項は、管理について、第３条第２項第１号及び第４号の規定が準用されることを規定し

ている。第４号の準用については、炭用の掘りごたつにガス又は電気こんろを用いることは禁

止されるが、こたつ用電熱器を用いることは差し支えない。 

 

 

第９条の２ （ヒートポンプ冷暖房機） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、ヒートポンプ冷暖房機（液体燃料及び気体燃料を使用する内燃機関により、冷媒用

コンプレッサーを駆動し、冷媒のヒートポンプサイクルにより冷暖房を行う設備）の内燃機関

の位置、構造及び管理の基準を定めたものである。 

 

（ヒートポンプ冷暖房機） 

第９条の２ ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。 

（１）容易に点検することができる位置に設けること。 

 

（２）防振のための措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

２ 「防振のための措置」とは、内燃機関の存する床又は台を建築物その他の部分と切り離すか、

又はスプリング、ゴム、砂、コルク等により振動を吸収する構造とすることをいう。 

 

（３）排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。 

【解釈及び運用】 

３ 「排気筒」とは、内燃機関の排気ガスを排出するための筒をいう。「防火上有効な構造」とは、

排気筒の遮熱材を不燃材料にすることの他に排気筒を可燃物と接触させないこと及び排気ガス

の熱により燃焼するおそれのある可燃物の付近に排気口を設けないようにすることが含まれる。 

 

２ 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準

については、第３条(第１項第１０号から第１５号まで、第１８号、第１８号の２及び第１９

号、第２項第５号並びに第３項を除く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

４ 第２項は、第３条の炉の位置、構造及び管理についての規定が同条第１項第１０号から第１

５号まで、第１８号、第１８号の２及び第１９号、第２項第５号並びに第３項を除いて、ヒー

トポンプ冷暖房機に準用されることを規定している。 
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第１０条 （火花を生ずる設備） 

 

第１０条 （火花を生ずる設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、火花を発生し、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備について、規制したも

のである。 

２ 操作に際し、静電気の放電による火花、機械的火花等を発生し、他方その火花発生部分にお

いて可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備は、引火又は着火の危険性がきわめて大きく、かつ、

取り扱われる可燃性の原材料に延焼して、火災を拡大し易いものである。 

３ 「ゴムスプレッダー」は、主として布等にゴムを引く設備、「起毛機」は生地を毛ばだてる設

備、「反毛機」は原毛、ぼろ等をたたいて綿にほぐす設備である。これらの設備は、グラビヤ印

刷機とともにローラーを使用するものが多く、ローラーと紙、ゴム、生地等との摩擦によって、

静電気が異常に発生して放電する結果火花を出す危険があり、さらに、反毛機においては、原

毛、ぼろ等に含まれる金属、石等の異物をたたくことが多く、このため機械的火花を生ずるこ

とになる。 

一方これらの設備による作業中においては、印刷インク、ゴムの溶剤である可燃性の蒸気又

は繊維の微粉を火花発生部に放出するので、火花によりこれに着火する危険がある。火花を生

ずる設備で例示したもの以外の一例としては、製綿機、カード機がある。 

 

（火花を生ずる設備） 

第１０条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を

生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕

上げを準不燃材料でした室内に設けること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１号は、本条が対象とする設備が前述したように火災を拡大する危険性を含むものであり、

設置する室の設備に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料に規制することにより、延

焼を防ぐためのものである。なお、不燃材料については、第３条第１項第６号を参照されたい。 

なお、取り扱われる可燃性の材料等が、危険物であり、取り扱う数量が指定数量以上であれ

ば、危険物政令、危険物省令が、指定数量未満であれば第４章第１節の該当する規定の適用を

受けることになる。それらが指定可燃物であれば、同章第２節の該当する規定の適用を受ける。 

 

（２）静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずるこ

と。 

【解釈及び運用】 

５ 第２号の「静電気を有効に除去する措置」については、現在、静電気発生現象については、

未だ十分に理論的な定説がなく、静電気除去方法についても、必ずしも十分とはいえない現状

である。一般的に用いられている静電気除去の方法としては、室内の空気の湿度を高くするか、

又は放射性物質（Ｒ・Ｉ）を用いて空気をイオン化することにより静電気を徐々に放電させて、

静電気の過度の蓄積による火花放電を避ける方法である。また、このほかに、静電気を発生す

る金属を接地するのも１つの方法であるが、この方法では、紙、ゴム、繊維等電気の不良導体

中に存在する電荷を取り去ることは困難である。したがって、現在の段階としては、これらの

方法を併用して、湿度の低い時には、湿度を高めるようにするとともに、金属部の接地を行う

ことが普通の方法である。 

なお、「静電気を除去する」とは、これらの設備の機能上静電気の発生自体を除去することは

できないから、静電気が過度に蓄積されることのないようにするという趣旨であることはいう

までもない。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（３）可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

６ 第３号は、室内に可燃性の蒸気又は微粉が充満して一定の量に達すると、火花により室全体

が爆発的に燃焼する危険があり、また、室の空間の一部においても同様に急激な燃焼をするこ

とになるので、十分に換気をよくして、このような事故を防止しようとするものである。本号

の「換気装置」としては、強制換気装置のほかに、外気に接する十分な大きさの開口部が含ま

れる。 

７ 例示された設備からみて判断できるように、本条の対象となる設備は、可燃性の蒸気又は微

粉の発生する部分において火花を発生する設備である。したがって、小麦粉等の製粉設備のよ

うに、微粉を放出し、かつ、モーター等から火花を発生するものであっても、火花発生部と微

粉放出部とが離れているものは、本条の対象とは考えない。 

 

（４）火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだり

に火気を使用しないこと。 

 

 

第１０条の２  （放電加工機） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、危険物を加工液として使用する放電加工機について、加工液に引火することによる

火災の発生を防止するために必要な位置、構造及び管理についての基準を定めたものである。 

           
図１ 放電加工機の構成 

 

 ２ 放電加工機とは、加工液中において工具電極と加工対象物との間に放電をさせ、加工する機

械をいい、用いられる工具電極の形態により型彫り放電加工機及びワイヤ放電加工機に区分さ

れる。 

３ 加工液は、放電加工における加工部の冷却及び加工屑の排出のために使用される液体であり、

成分は油系のものと水系のものに大きく区分される。水系の加工液を用いる放電加工機は、本

条の規制の対象とはならない。 
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第１０条の２ （放電加工機） 

 

（放電加工機） 

第１０条の２ 放電加工機(加工液として法第２条第７項に規定する危険物を用いるものに限

る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。  

【解釈及び運用】 

４ 第１項は、構造に関する基準について規定したものである。 

５ 危険物保安技術協会では、第１項各号に規定する構造も含め、放電加工機の安全確認のため

の試験を行っており、これに合格した製品には「放電加工機型式試験確認済証」が貼付されて

いるので、構造等の確認に際して活用することが適切である。 

                
                   図２ 

「加工液」とは、放電加工における加工部の冷却並びに加工くずの除去及び排出を行うため

に使用される液体であり、成分は油系のものと水系のものに大きく区分される。 

なお、危険物に該当しない水系の加工液を用いる放電加工機は、本条の規制対象とはならな

い。 

 

（１）加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合にお

いて、自動的に加工を停止できる装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

６ 長時間連続加工を行うと加工液の温度が上昇し引火の危険性が増大することから、第１号は

加工液の温度が、あらかじめ設定した温度を超えた場合に自動的に加工を停止する自動停止装

置の設置を義務づけたものである。設定温度は、６０度以下とすべきこととされている。 

 

（２）加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために

設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設ける

こと。 

【解釈及び運用】 

７ 液面付近で放電すると、気化した加工液に引火する可能性が非常に高い。したがって、第２

号は加工中に何らかの理由により加工液の液面が、設定した液面高さより低下した場合に自動

的に加工を停止する自動停止装置の設置を義務づけたものである。あらかじめ設定する液面高

さは、加工対象物の上面から液面までの間隔が５０ミリメートル以上となるよう設定すべきこ

ととされている。 

 

（３）工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合におい

て、自動的に加工を停止できる装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

８ 放電加工中には加工屑が発生するが、これらをうまく除去できない場合、異常放電を起こし、

加工対象物と工具電極の間に炭化物が付着し成長する。これが液面に露出することもあり引火

する危険性があるため、第３号はこれらの炭化生成物を検出した場合に自動的に加工を停止す

る自動停止装置の設置を義務づけている。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（４）加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

９ 第４号は、放電加工機が、通常、自動で運転されることから、加工液に引火した場合にすみ

やかに火災を感知し消火が行われるように自動消火装置の設置を義務づけている。 

 

２ 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）引火点７０度未満の加工液を使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

10 第２項は、管理について規定したものである。 

 

（２）吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。 

【解釈及び運用】 

11 第２号の「吹きかけ加工」とは、加工液中に没しきらない大きな加工対象物等について加工

液を噴流により吹きかけながら加工を行うことをいう。この方法は、加工液への引火の危険性

が極めて高いため禁止するものである。 

12 「その他火災の発生するおそれのある方法による加工」とは、加工液のタンクが空の状態の

時に加工位置を決めるために行う空放電や、各種安全装置を取り外した状態で放電加工を行う

ことなどが含まれる。 

 

（３）工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。 

【解釈及び運用】 

13 工具電極の取り付けが悪い場合は、固定金具と工具電極の間に放電を起こし引火することも

考えられるため、取り付けは確実に行い、使用前には必ず確認を行うこととしたものである。 

 

（４）必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。 

【解釈及び運用】 

14 第４号の点検については、自動停止装置、自動消火装置等が正常に作動するか定期的に点検

を実施するとともに、その結果を記録しておくことが必要である。また、不良個所が発見され

た場合は整備を行ってから使用しなければならない。 

 

３ 前２項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条（第

２号を除く。）の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

15 第３項は、放電加工機について、火災予防上必要な事項について前条の規定（第２号を除く。）

を準用するものである。なお、加工液の量が指定数量の５分の１以上の場合は、少量危険物施

設あるいは一般取扱所に該当するためそれぞれの規定が適応されることはいうまでもない。 
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第１１条 （変電設備） 

 

第１１条  （変電設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、屋内及び屋外の変電設備について、その設備自体からの電気火災の発生を予防すると

ともに、特に他からの延焼をも防ぐために必要な規制を定めたものである。 

２ 「変電設備」とは、使用しようとする電圧に変圧して電力を供給する設備の一体をいう。変電

設備は、電気的な制御により、事故の発生頻度を抑制しているが、なおかつ、火災事故を起こし

ており、また、最近では不燃化(オイルレス化）、密閉化等の設備が普及してきているが、依然

として油入方式のものが多く、電気火災から油火災になるおそれも多分にある。一方、屋内消火

栓設備、スプリンクラー設備等の消火設備、警報設備、誘導灯等は、電力を利用するのが一般的

であり、変電設備の安全確保は、消防上きわめて重要なものである。この趣旨から、全出力２０

キロワットを超えるものにつき規制することとしている。 

「全出力｣とは、変電設備の設計上の供給許容電力であり、｢電圧×電流」の式で表わされる。

２０キロワットの変電設備とは、例えば、電圧１００ボルトの場合２００アンペアの電流を流し

うるものである。 

なお、供給許容電力（ワット）は、電力会社との契約設備電力ではなく、変電設備の負荷設備

容量（キロボルトアンペア）に表１に基づく係数を乗じて算定したものとして差し支えない（計

算例参照）。 

 

表１ 

変圧器の定格容量の合計（ＫＶＡ） 係数 

５００未満 ０．８０ 

５００以上 １，０００未満 ０．７５ 

１，０００以上 ０．７０ 

 

＜計算例＞ 

変電室内に変圧器 ３００ＫＶＡが１基、５０ＫＶＡが３基あった場合は 

３００ＫＶＡ×１基＋５０ＫＶＡ×３基 

＝４５０ＫＶＡ×０．８（４５０ＫＶＡ＜５００ＫＶＡ）＝３６０ＫＷ 

となり、全出力は３６０ＫＷとなる。（注）単相、三相の区別はなし。 

 

（変電設備）  

第１１条 屋内に設ける変電設備(全出力２０キロワット以下のもの及び次条に掲げるものを除

く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項第１号は、水は電気設備全般に対して、絶縁劣化を招来して火災発生につながる大き

な要素となるほか感電事故の発生につながるので、屋外用として特に設計された変電設備でな

い限り、屋内への水の浸入又は浸透を避けなければならないことを規定したものである。 

「浸透するおそれのない位置」とは、建築物の構造と関連して判断すべきである。したがっ

て、水の浸入又は浸透に対して良好な構造のビルの地下室に設けても差し支えない。 

なお、地下室に設ける場合、火災時の放水又は大雨による洪水等による水流が上階から流れ

込まないような配慮をすることが好ましいものといえよう。また、変電設備のある室内に、水

管、蒸気管を設けることは、避けること。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（２）可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１項第２号は、変電設備は、可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生する場所はもちろん、

これらが滞留するおそれのある地下室、くぼみ等の場所には設けてはならないものとしている。

通常の変電設備は、火花やアークを発生するおそれが非常に多く、したがって、可燃性の蒸気又

はガスのある場合はきわめて危険であり、また、硫酸、塩酸、腐食性の蒸気又はガスは、それ自

体、電気絶縁材料を腐食して、絶縁劣化を招来するので好ましくないからである。 

なお、可燃性の蒸気又はガスとは、燃焼範囲にある状態又はこれに近い状態の蒸気又はガスを

対象として運用すべきである。変電設備は、不燃性液を使用するものもあるが、多くは第３石油

類に属する油（変圧器油）を使用するものである。しかし本号は、この蒸気が少量発生すること

等を禁止する趣旨ではない。 

 

（３）変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを

除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋

根以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける屋内に設けること。ただ

し、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合において

は、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

５ 第１項第３号は、変電設備を設置する室の構造条件について、他の設備の場合に比してやや

強化されているが、これは、前述したように、消防用設備等の電源確保等のために、建築物の

他の部分からの延焼に対しても有効に防護しようとするためである。 

「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」については、

近年、キュービクル式の変電設備の設置が多くなっており、また、キュービクル式の外箱等が

一定の構造を有していれば、従前の変電設備が不燃材料で区画された室に設置された場合と火

災予防上同等と考えられることにより、第１項第３号で規制する変電設備から除外したもので

ある。 

消防長が火災予防上支障がないと認める場合の判断の基準は次による。 

（１）キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱（以下「外箱」と

いう。）に収納したものをいうものであること。 

（２）キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するも

のとし、その板厚は１．６ミリメートル（屋外用のものは、２．３ミリメートル）以上とす

ること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの

床面部分については、この限りでない。 

（３）外箱の開口部（換気口又は換気設備の部分を除く。）には、防火戸を設けるものとし、網入

りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。 

（４）外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。 

（５）電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から１０センチメートル

以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものに

あっては、この限りでない。 

（６）外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の

浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものを外部に露出して設けないこと。 

   ア 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。） 

   イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 

   ウ ヒューズ等に保護された電圧計 

   エ 計器用変成器を介した電流計 

   オ 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。） 
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第１１条 （変電設備） 

 

カ 配線の引込み口及び引出し口 

キ（９）に規定する換気口及び換気装置 

（７）電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定す

ること。 

（８）配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管

を容易に接続できるものであること。 

（９）キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。 

ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるもので

あること。 

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の３分の１

以下であること。 

ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けら

れていること。 

エ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられてい

ること。 

（10）外箱には、直径１０ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配

線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。可燃材料については、第３条第１項第

６号を参照されたい。 

 

６ 「天井（天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。）」とあるが、「はり又は屋根」

とは、はりがある場合ははり及び屋根、はりのない場合は屋根という意味である。 

ただし書きの運用については、防火上有効な空間がある場合、区画に関する構造は緩和され

るけれども、少なくとも壁、柱、天井及び床の表面は、不燃材料又は準不燃材料で仕上げるこ

とが好ましい。「有効な空間を保有する等」の例としては、不燃性ガス消火設備等の消火設備を

有効に設けた場合や、第３条第３項「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措

置」（第３条（炉）の【解釈及び運用】32を参照。）に準じて、当該設備の周囲に５メートル以

上、上方に１０メートル以上の空間を有する場合（図１参照）等が考えられる。 

 

 

 

   
 

           立  面                 平  面 

   

       図１ 周囲に５ｍ以上、上方に１０ｍ以上の空間を有する場合    
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

７ 設置した室内に換気扇及びガラリを設けた場合の防火ダンパーの設置について 

（１）窓及び出入口は防火設備とし、ドアチェック等常閉装置を指導する。 

（２）換気扇、ガラリ等が隣接する建築物等の延焼ライン内となった場合は、設置指導する。 

（３）当該設備の設置箇所と他の部分を区画する壁面にガラリ、換気扇が設けられている場合に

は防火ダンパーの設置を指示する。 

（４）当該設備が燃焼空気を必要とする設備の場合、防火ダンパーの作動により燃焼不良を起こ

すおそれがあるため、防火ダンパーは要さない。 

 

（３）の２ 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。 

【解釈及び運用】 

８ 変電設備の設置における基本的な安全対策を目的とした規定である。 

従前、規制対象は、キュービクル式のみであったが、令和５年９月の改正により、適用され

る対象をキュービクル式でない変電設備にも拡大した。 

「換気、点検及び整備に支障のない距離」とは、表２に掲げる距離をいうものである。 

 

表２ 

保有距離を確保すべき部分 保有距離 

前面又は操作面 １．０メートル以上 

点検面 ０．６メートル以上 

換気面（注） ０．２メートル以上 

（注）：前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。 
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第１１条 （変電設備） 

 

（３）の３ 第３号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋め 

る等火災予防上有効な措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

９ 第１項第３号の３は、不燃材料で区画された室からの延焼防止等を図るため、不燃材料の壁

等をダクト、ケーブル等が貫通する部分の火災予防上有効な措置について明確にしたものであ

る。 

不燃区画等の貫通部分のすき間を埋める不燃材料には、ロックウール、モルタル、耐熱シー

ル材、防火充填材等がある。 

また、ケーブルが貫通する部分の措置には、ケーブル火災により延焼しないものとするため

の（一財）日本建築センターの「ケーブル配線の防火区画貫通部の防火措置工法」があるので、

これらを参考として適切な措置を講じるべきものである。 

なお、性能評定マーク(ＢＣＪ）マーク（図２参照）、工法表示ラベル（図３参照）などを施

工場所が容易にわかる位置に貼ることができることとされている。性能評定工法の例（図４参

照） 

        

図２ ＢＣＪマーク（例）       図３ 工法表示ラベル（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（不燃材料として金属管を用いた例）   （合成樹脂可とう管を用いた防火区画） 

図４ 性能評定工法の例 

ケーブル貫通部の防火措置工法 

 

評定取得会社 ○○○○株式会 

施 工 会 社 ○○○○株式会社 

施 工 年 月 ○○年  ○○月 

評定番号  ＢＣＪ－防災－○○○ 

赤

色

ま

た

は

朱

色 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（４）屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。 

【解釈及び運用】 

10 第１項第４号に「換気設備」の規定を設けたのは、元来変電設備は、供給する電流により発

熱し、温度が上昇するため、換気が悪い場合は、室温が上昇して、ますます設備の温度を上昇

せしめ、絶縁材料を劣化させて、火災に至らしめるおそれがあることによるものである。この

趣旨から考えて、強制換気のほか、室の開口部が屋外に面し、かつ、その開口部が換気に十分

な大きさであれば本号の規定を満足するものと解してよい。 

 

（５）見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。 

【解釈及び運用】 

11 標識については、福知山市消防法等施行細則に規定されており次のようなものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。 

【解釈及び運用】 

12 第１項第６号は、本来変電設備のある室は、なるべく専用室が望ましいが、専用室とするこ

とができない場合においても、みだりに第三者が出入りしないよう注意しなければならないこ

とを規定したものである。 

 

（７）変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物を

みだりに放置しないこと。 

【解釈及び運用】 

13 第１項第７号は、変電設備の火災事故として、ねずみによる高圧線間の短絡事故が時々発生

するので、ねずみが巣をつくる材料となるような物をみだりに放置しないこと、及び延焼拡大

を助長し、また、消火活動に際して支障をきたすことのないよう整理、整頓することについて

規定している。 

 

（８）定格電流の範囲内で使用すること。 

【解釈及び運用】 

14 第１項第８号は、変電設備はその構造により全出力が決まっており、使用しうる電流も決ま

っているので、その安全な許容電流の範囲内で使用しなければならないことを規定している。

この定格電流以上の電流を使用すると、当然過負荷となり、変電設備の温度が過度に上昇して、

絶縁を劣化する等の支障をきたすことになるからである。 

 

  

標識の区分 
大きさ 色 

幅 長さ 地 文字 

変電設備、急速充電設備、燃料電池

発電設備、内燃機関を原動力とする

発電設備又は蓄電池設備である旨を 

表示した標識 

１５セン

チメール

以上 

３０セン

チメール

以上 

白 黒 
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不燃材料で 
造った外壁 

第１１条 （変電設備） 

 

（９）必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の

点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとと

もに、その結果を記録し、かつ、保存すること。 

【解釈及び運用】 

15 第１項第９号は、変電設備の火災予防上の保守規定である。各部分の点検対象としては、端

子、ネジ類の緩みの有無、導電部の接触の良否、漏油の有無、バインド線のはずれの有無、温

度の上昇程度、碍子の汚損の有無、さびの有無、計器の指示の良否等がその主なものである。

絶縁抵抗試験としては、高圧回路、低圧回路、変流器の二次回路等につき、線間又は対大地間

の測定が主なものである。その他の測定試験としては、接地抵抗測定試験がある。 

なお、「必要な知識及び技能を有する者」は、平成４年７月１０日消防本部告示第１号「火気

使用設備等の点検に及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者」で指定しており、この解

説については、第３条（炉）の【解釈及び運用】28を参照すること。 

 

（10）変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

 

２ 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予

防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物か

ら３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた

外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

16 第２項は、屋外に設ける変電設備については、元来屋外用として製作されているので、雨水

に対する保護はなされているという前提のもとに規定している。なお、「消防長が火災予防上支

障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」は、本条の【解釈及び運用】５で述べ

た構造となっており、外箱には、雨水等の浸入防止措置が講じられている。また「柱上及び道

路上に設けるもの」については、実態を考慮して本項の対象から除外することとしている。 

また、「建築物から３メートル以上の距離を保つ」とは、当該設備の周囲及び上方に３メート

ル以上の空間を有する場合をいう（図６参照）。 

ただし書きにおいて「開口部のないもの」とあるが、防火設備の場合は、開口部のないもの

と して取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５ 屋外に設ける変電設備の設置例 

 

  

建 

築 

物 

建 築 物 

変電設備 

建 

築 

物 

建 築 物 

変電設備 

３ｍ以上 

３ｍ以上 
３ｍ以上 

３ｍ以上未満 
でもよい 

３ｍ 



72 

 

  

 

 

 

第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

立  面                平  面 

図６ 周囲及び上方に３ｍ以上の空間を有する場合 

 

 

３ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用

のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第１項第３号の２及び第５号から第

１０号までの規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

17 第３項については、屋外に設置する変電設備についても、設置する場所及び換気等を除いて

屋内に設置する変電設備の規定を準用することを規定している。 
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第１１条の２ （急速充電設備） 

 

第１１条の２ （急速充電設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、屋内及び屋外の電気自動車等に短時間で充電を行う急速充電設備について、使用者

の安全を確保するために、使用の際の電気事故及び電気火災を予防するのに必要な規制を定め

たものである。 

 

（急速充電設備） 

第１１条の２ 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自 

動車等（電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの

をいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをい

う。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力 20キロワット以下のものを除く。）をいい、分

離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブル

を収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるものを

いう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次

に掲げる基準によらなければならない。 

【解釈及び運用】 

 ２ 本条の適用を受ける「急速充電設備」とは、電気を設備内部で変圧して電気を動力源とする 

自動車等に充電する設備で，そのうち全出力が２０ｋＷ以下のものについては規制の対象外と

している。全出力が２０ｋＷ以下のものについては、本条の施行以前に急速充電設備に適用し

ていた「変電設備」の基準と同様に除外したものである。 

 

３ 「電気を設備内部で変圧して」とは、急速充電設備内部で変圧器を使用して変圧するものの

ほか、変圧器以外の電子機器を使用して急速充電設備内部で変圧するものも含むものであるこ

と。 

 

４ 「分離型」とは、急速充電設備のうち、変圧する機能を有する設備本体と充電ポストで構成

されるものである。 

    
 

（１）急速充電設備(全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するため

の措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から３メー

トル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 

  ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

【解釈及び運用】 

 ５ 第１項第１号は、令和２年９月２４日 消防予第３１０号及び第１１条（変電設備）の【解

釈及び運用】16による。  

   なお、充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する付属物）に対しては、建築物

からの離隔距離を設ける必要はない。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

 

（２）その筐（きょう）体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポス

トにあっては、この限りでない。 

 

（３）堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

 

（４）その筐（きょう）体は雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

 ６ 第１項第４号の「雨水等の浸入を防止する措置」とは、筐体が日本産業規格（ＪＩＳ Ｃ０

９２０「電気機械器具の外郭による保護等級」）に規定するＩＰ３３以上の保護等級であること。 

 

（５）充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行

い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

 ７ 第１項第５号の「絶縁状態の確認」については、充電回路－接地線間及び充電回路の正負極

間が正常であるかを確認すること。 

 

（６）コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を

講ずること。 

 

（７）コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクター

が当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

 ８ 第１項第７号の「外れないようにする措置」について、充電コネクターに電磁ロック等の機

構が設けられていること。 

 

（８）漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 

（９）電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 

（10）異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的

に停止させる措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

 ９ 第１項第１０号の「異常な高温」とは、過電流等による発熱を温度センサーが検知し、急速

充電設備が充電を停止する温度のこと。 

 

（11）急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が

異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。 

 

（12）急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

 10 第１項第１２号の「自動車等の衝突を防止する措置」とは、「樹脂製ポール」や「鉄製パイプ」

のほか、「車止め」等が含まれる。また、これらの措置については、使用又は点検の妨げになら

ないように設けること。 
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第１１条の２ （急速充電設備） 

 

（13）コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネ

クターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

 11 第１項第１３号の「不時の落下を防止する措置」とは、充電用ケーブル部を保持する補助器

具や、車両付近にコネクターを保持できる補助器具を設置する等の措置のこと。 

また、ただし書きの「十分な強度」とは、操作に伴う不時の落下等による衝撃に十分耐えう

る強度のことであり、具体的には、急速充電設備のコネクターに係る規格（ＣＨＡｄｅＭＯ（チ

ャデモ）規格、ＵＬ規格等）に適合しているもののこと。 

 

（14）充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、

漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを

冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の

流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずる

こと。 

【解釈及び運用】 

 12 第１項第１４号の「漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造」とは、絶縁性を

有する冷却液を用いたものや、液冷機構を内部基板等より低い位置に配置したもの等のことを

いう。 

「流量の異常」とは、冷却液が漏れること等により、流量が減少した状態のこと。 

「温度の異常」とは、冷却液が漏れること等により、充電用ケーブルが過熱し、冷却液の温

度が上昇した状態のこと。 

 

（15）複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものに

あっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異

常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 

（16）急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池（主として保安の

ために設けるものを除く。）について次に掲げる措置を講ずること。 

ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、

急速充電設備を自動的に停止させること。 

イ 異常な高温とならないこと。 

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させること。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急

速充電設備を自動的に停止させること。 

【解釈及び運用】 

 13 蓄電池の基準について 

リチウムイオン蓄電池であり、かつ、日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年法律第１８

５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）ＪＩＳ Ｃ８７１５－２（産業用リチウム二次

電池の単電池及び電池システム第２部：安全性要求事項）に適合するものであること。 

「蓄電池を内蔵している」とは、急速充電設備の筐体内に蓄電池が収納されているものを指

す。なお、内蔵している蓄電池の定格容量と電槽数の積の合計が４，８００Ａｈ・セル以上で

あっても、急速充電設備の基準に適合するものにあっては、第１３条の規程は適用しないもの

である。 
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「異常な低温」とは、低温下において、蓄電池の充電を行った場合、蓄電池の電極に析出す

る金属リチウムにより蓄電池内部で短絡が発生するおそれがあることから、「蓄電池の仕様書等

に記載された使用温度範囲を下回る温度」のこと。 

「制御機能」とは、蓄電池が過充電、過電流、過放電、温度異常等の際に電流を制御する電

子システム（ＢＭＳ：バッテリーマネージメントシステム）のこと。 

 

（17）急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主として保安のため

に設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

 

（18）急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。 

 

（19）急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物を

みだりに放置しないこと。 

 

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第

１項第２号、第５号、第８号及び第９号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

 13 第２項は、第１１条の変電設備の位置、構造及び管理の基準を準用されることを規定してい

る。 

   なお、急速充電設備を設置する際の届出については、第４４条第１０号による。 
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第１２条 （内燃機関を原動力とする発電設備） 

 

第１２条 （内燃機関を原動力とする発電設備）    

【解釈及び運用】 

１ 本条は、内燃機関を原動力とする固定された発電設備について規制したものである。 

２ 「内燃機関を原動力とする発電設備」は、発電機を主体とする設備の一体をいうものである

が、危険性が高いことから、ガソリン、軽油、重油等の液体燃料による出火及び延焼危険を排

除するとともに、電気的原因による出火危険も排除しようとしたものである。 

なお、本条の発電設備としては、常時発電するものと補助用又は非常用に発電するものとが

ある。 

 また、最近では、熱需要の増大に対応する新しいエネルギー供給形態の一つとして常時発電

を行う一方、その排熱を利用して給湯等の熱供給等を行うことのできるコージェネレーション

システムの普及が見られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 発電室配電図例 

 

３ 火力による発電設備は、内燃機関と蒸気機関とに分けられる。「内燃機関を原動力とする発

電設備」とは、ガソリン、軽油、重油等の液体燃料の爆発燃焼を、直接機械的エネルギーに

交換して発電機を回転させ発電するものをいい、石炭、重油等の燃焼により、水を蒸気に換

えて発電する蒸気機関による発電設備とは異なる。 

４ 発電設備の危険物の消費数量の算定について 

（１）発電設備の危険物の消費について 

１日における計画、または実績消費量のうちいずれか大なる数量をもって算定する。 

なお、潤滑油を使用する場合には、算定にあたって合算するものである。 

（２）非常用発電設備等について 

ア 消防用設備等の非常電源としての自家発電設備については、１日の取扱時間を２時間

として算定すること（消防用設備等専用に限る）。 

イ 危険物施設（少危を含む）の非常用については、業態、用途、貯蔵量や当該発電設備

等の時間当たりの燃料消費量、事業所の営業時間等を総合的に判断して算定する（消防

用設備等以外）。 
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（内燃機関を原動力とする発電設備） 

第１２条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準に

よらなければならない。 

（１）容易に点検することができる位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

５ 第１項第１号は、当然のことを規定したものであるが、特に常時使用しない発電設備の場合

においては、平素管理がおろそかにされがちであるので、点検が容易にできるために、人が十

分に通れるよう壁から距離をとる等その位置に留意すべきことを規定したものである。 

 

（２）防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。 

【解釈及び運用】 

６ 第１項第２号の「防振のための措置」は、発電設備の運転に際しては相当大きな振動を生じ、

電気配線の接続部等電気工作物の損傷から火災を発生するおそれもあるので、その振動を吸収

するための措置を指しているのである。その措置としては、発電機及びエンジンの存する床又

は台を建築物のその他の部分と切り離すか、又はスプリング、砂、コルク等により振動を吸収

する方法が適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）排気筒は、防火上有効な構造とすること。 

【解釈及び運用】 

７ 第１項第３号の「排気筒」とは、内燃機関の燃焼排ガスを排気するためのものである。「防火

上有効な構造」とは、それ自体が不燃性のものでなければならないことはもちろんであるが、

そのほかに、その取り付けについて、できるだけ可燃物に接近しないようにし、もし接近する

場合は、遮熱材により可燃物を保護し、又は高温の排気ガスが可燃物に吹きつけることのない

よう措置をとること等を含むものである。 

 

（４）発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定する。 

 

２ 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及

び管理の基準については、第３条第１項第１７号及び第１８号の３並びに第１１条第１項の規

定を準用する。この場合において、第３条第１項第１７号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機

関」と読み替えるものとする。 

【解釈及び運用】 

８ 屋内に設ける発電設備に対しては、前記のほかに、第２項の規定により、屋内に設ける変電

設備に関する規定が準用され、さらに内燃機関として、第３条の炉に関する規定のうち軽油、

重油その他の液体燃料を使用するものに関する附属設備の規定及び配管の場所に関する規定が

準用される。 

しかし、第１１条第１項第３号ただし書の規定を準用する場合においても、壁及び天井の内

燃機関に面する部分の仕上げは、不燃材料又は準不燃材料で施工する。 
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第１２条 （内燃機関を原動力とする発電設備） 

 

キュービクル式発電設備については、キュービクル式変電設備に関する規定が準用されてお

り、消防長が火災予防上支障がないと認める場合の判断基準は次のとおりである。 

（１）キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転

に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。 

（２）キュービクル式発電設備の外箱の材料は、綱板又はこれと同等以上の防火性能を有するも

のとし、その板厚は１．６ミリメートル（屋外用のものは２．３ミリメートル）以上とする

こと。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床

面部分については、この限りでない。 

（３）外箱の開口部（換気口又は換気設備の部分を除く。）には、防火戸を設けるものとし、網入

りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。 

（４）外箱は、床に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。 

（５）内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から１０センチメートル以上離して収

納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、こ

の限りでない。 

（６）外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の

浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものを外部に露出して設けないこと。 

ア 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。） 

イ 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管 

ウ 燃料の出し入れ口 

エ 配線の引出し口 

オ （12）に規定する換気口及び換気装置 

カ 内燃機関の排気筒及び排気消音器 

キ 内燃機関の息抜き管 

ク 始動用空気管の出し入れ口 

（７）屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。 

（８）内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものである

こと。 

（９）内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。 

（10）電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定

すること。 

（11）配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管

を容易に接続できるものであること。 

（12）キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。 

ア 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるもので

あること。 

イ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の３分の１

以下であること。 

ウ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けら

れていること。 

   エ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられてい

ること。 

（13）外箱には、直径１０ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配

線の引出し口、換気口等も同様とする。 

９ 設置した室内に換気扇及びガラリを設けた場合の防火ダンパーの設置については、第１１条

（変電設備）の【解釈及び運用】７によること。 
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10 第１１条第１項第９号の規定の準用に当たっては、「必要な知識及び技能を有する者」として

は、平成４年７月１０日消防本部告示第１号「火気使用設備等の点検に及び整備に係る必要な

知識及び技能を有する者」で指定しており、電気主任技術者、電気工事士のほか、一般社団法

人日本内燃力発電設備協会が実施する「自家用発電設備専門技術者試験」に合格した「自家用

発電設備専門技術者」等である（第３条（炉）の【解釈及び運用】28の解説を参照すること。）。 

 11 コージェネレーションシステムの採用により、気体燃料を使用するものが増加しているが、

気体燃料を使用する内燃機関にあっては、第３条第１項第１８号及び第１８号の２が準用され

ることとなる。 

 

３ 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第

３条第１項第１７号及び第１８号の３、第１１条第１項第３号の２及び第５号から第１０号ま

で並びに第２項並びに本条第１項の規定を準用する。この場合において、第３条第１項第１７

号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。 

【解釈及び運用】 

12 第３項は、従来発電設備は屋内に設けるのが一般的であったが、土地事情等により屋外（屋

上）に設ける発電設備が増加してきたことから、新らたに規定したものであり、変電設備に関

する規定、屋内に設ける発電設備に関する規定のほか、第３条の炉に関する規定が準用されて

いる。 

 13 気体燃料を使用する発電設備について、本条の【解釈及び運用】11による。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力と

する発電設備であって出力１０キロワット未満のもののうち、次の各号に掲げる基準に適合す

る鋼板(板厚が０．８ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、

構造及び管理の基準については、第３条第１項第１号(アを除く。)及び第１８号の３、第１１

条第１項第７号、第８号及び第１０号並びに本条第１項第２号から第４号までの規定を準用す

る。 

（１）断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。 

（２）換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるも

のとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。 

【解釈及び運用】 

14 第４項は、気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力１

０キロワット未満のものについては、第１１条第２項に規定する保有距離、点検、標識の設置

等について緩和しているが、第３条第１項第１号に規定する離隔距離を保つ必要がある。 

なお、本項の規定に該当する発電設備については、当該設備の設置届を必要としない。 

 

５ 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第２７条の規定の例による。 
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第１３条（蓄電池設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワット時を超

え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する

基準（令和５年５月３１日消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く蓄電池設備について規

制したものである。   

蓄電池容量（キロワット時） 火災予防条例の規制 

１０キロワット時 以下 対象外 

１０キロワット時 超 

２０キロワット時 以下 

出火防止措置

※ 

あり 対象外 

なし 対象 

２０キロワット時 超 対象 

※ 「出火防止措置」とは蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和

５年５月３１日 消防庁告示第７号）第２に定めるものをさす。 

 

（蓄電池設備） 

第１３条 蓄電池設備（蓄電池容量が 10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が 10キロワッ

ト時を超え 20 キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置

に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等

により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛

蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。 

【解釈及び運用】 

２ 「蓄電池設備」とは、蓄電池を主体としてこれに充電する装置等を含む設備の一体をいう。 

   なお、蓄電池設備の充電装置及び逆変換装置に内蔵される変圧器については、出力が２０キ

ロワットを超える場合であっても、独立の変電設備としてとらえるのではなく、蓄電池設備の

一部分として取り扱うものとされたい。 

蓄電池は、希硫酸及び水酸化カリウムを内蔵するものがほとんどを占め、水素ガスを発生す

るものが多い。したがって、希硫酸による可燃物の酸化、水素ガスの異常発生による燃焼の危

険、さらに、電気的出火危険をもあわせて防止するために、必要な規制をしようとするもので

ある。 

３ 「蓄電池」は、放電及び充電をくり返すことができる電池であり、その種類としては、鉛蓄

電池とアルカリ蓄電池とがある。前者が圧倒的に広く使用されている。鉛蓄電池は、希硫酸を

電解液とし、充電の末期において、陰極から水素ガスを、陽極から酸素を発生する。 

第１項において、耐酸性の床上又は台上に設けるべき旨の規定があるが、これから考えても

分かるように、本条は、主として鉛蓄電池設備を対象として規定されたものである。 

「耐酸性」の床又は台としては、陶磁器、鉛、アスファルト、プラスチック、耐酸性モルタ

ル等で造られ、又は被覆されたものがある。「電槽」とは、電解液及び一対の電極（最小単位）

を入れた容器で、電圧は鉛蓄電池は２ボルト、アルカリ蓄電池は１．２ボルトのものをいう。 

４ 蓄電池の「定格容量」は、当該蓄電池が保有する電気エネルギーの大きさを表すもので、定

格容量と電槽数の積の合計であるアンペアアワー・セルの値と蓄電池種別に応じて定められて

いる電圧の値との積により算出されたもの。単位は、「キロワット時」で表されている。 

 （計算式） 「蓄電池容量（キロワット時）＝「アンペアアワー・セル」×「電圧」 

  なお、主な蓄電池の蓄電池種別に応じて定められている電圧は以下のとおりである。 

   鉛蓄電池      ：２．０Ｖ  

   ニッケル水素蓄電池 ：１．２Ｖ 

   リチウムイオン蓄電池：３．７Ｖ 

  （計算例） 

    鉛蓄電池の場合  4,800アンペアアワー・セル×2.0Ｖ＝ ９．６キロワット時 
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「アンペアアワー・セル」とは、定格容量と単位電槽数の積を合計した値である。 

ここでいう、「定格容量」とは、使用する電流（単位・アンペア）と、その大きさの電流で蓄

電池をその機能を破壊することなしに使用できる時間（単位・アワー）との積によって表わす

のが普通で、設計によってその容量の大きさが決まる。例えば、２００アンペアアワーとは、

２０アンペアの電流を流せば１０時間使用でき、１０アンペアの電流を流せば２０時間使用で

きるものである。厳密にいえば、２０アンペアの電流を流して１０時間使用できるものを、 

１０時間率で２００アンペアアワーと呼ぶ。標準としては、鉛蓄電池は１０時間率のアンペア

アワーを、アルカリ蓄電池は５時間率のアンペアアワーを使用することが適当であろう。 

定格容量と電槽数の積の合計（アンペアアワー・セル）は、「定格容量（アンペアアワー）× 

単位電槽数（セル）」により算定した値を合計した値のことであり、次の計算例による。 

 

例１ 

     
この場合は３セルの蓄電池であり電槽が３個パックされたものと考える。 

したがって 

１００Ａｈ×３セル＝３００Ａｈ・セル 

 

例２ 

     
この場合は１セルの蓄電池であり電槽は１である。 

したがって  

１００Ａｈ×１セル＝１００Ａｈ・セル 

 

例３ 

     
この場合は１つの蓄電池設備室内に１００Ａｈの容量の蓄電池が１２セルあり、１５０Ａｈ

の容量の蓄電池が２５セルある。 

したがって 

（１００Ａｈ×１２セル）＋（１５０Ａｈ×２５セル）＝４，９５０Ａｈ・セル  
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例４ 

     
直列接続  １００Ａｈ×１２セル＝１，２００Ａｈ・セル 

 

     
並列接続  １００Ａｈ×１２セル＝１，２００Ａｈ・セル 

直列・並列とも容量計算は同じである。 

 

 

２ 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準について

は、第１０条第４号並びに第１１条第１項第１号、第３号から第６号まで及び第９号の規定を

準用する。 

【解釈及び運用】 

５ 第１１条第１項第４号を準用する目的は、蓄電池設備から発生する水素及び腐食性ガスを排

出するためである。 

キュービクル式蓄電池設備については、キュービクル式変電設備に関する規定が準用され、

消防長が火災予防上支障がないと認める場合の判断基準は次のとおりである。 

（１）キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断

器及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。 

（２）キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有すも

のとし、その板厚は１．６ミリメートル（屋外用のものは、２．３ミリメートル）以上とす

ること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの

床面部分については、この限りでない。 

（３）外箱の開口部（換気口又は換気設備の部分を除く。）には、防火戸を設けるものとし、網入

りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。 

（４）外箱は、床に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。 

（５）蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から１０センチメートル以上離して収納できるも

のとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでな

い。 
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（６）外箱には、次に掲げるもの（屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等

浸入防止措置が講じられているものに限る。）以外のものを外部に露出して設けないこと。 

   ア 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。） 

   イ 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 

   ウ 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。） 

   エ 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計 

   オ （11）に規定する換気口及び換気装置 

   カ 配線の引込み口及び引出し口 

（７）鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部

に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあ

っては、この限りでない。 

（８）キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画する

こと。 

（９）充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。 

（10）蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。 

（11）キュ－ビクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置

を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りで

ない。 

   ア 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分に

あっては当該面の面積の３分の１以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面

積の３分の２以下であること。 

   イ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けら

れていること。 

   ウ 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられてい

ること。 

（12）外箱には、直径１０ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配

線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。 

６ 設置した室内に換気扇及びガラリを設けた場合の防火ダンパーの設置については、第１１条

（変電設備）の【解釈及び運用】７によること。 

７ 第１１条第１項第９号の準用にあたって、「必要な知識及び技能を有する者」としては、平成

４年７月１０日消防本部告示第１号「火気使用設備等の点検に及び整備に係る必要な知識及び

技能を有する者」で指定しており、電気主任技術者、電気工事士のほか、社団法人日本蓄電池

工業会で実施する「蓄電池設備整備資格者講習」を修了したもの等である（第３条(炉)の【解

釈及び運用】28の解説を参照すること。）。これは、充電装置及び逆変換装置がエレクトロニク

ス化されつつあり、点検及び整備に当たって高度な知識・技術を必要とするようになってきた

ことからである。 

８ リチウムイオン蓄電池については、本条で定めた準用する規定のほか、その発火危険性から、

安全措置を設けることとされているが、リチウムイオン蓄電池に係る安全基準等（平成２３年

１２月２７日消防危第３０３号）を満たす機器であれば、安全措置を講ずる必要はないもので

ある。 

  ただし、本条の規定により準用する第１１条第１項第５号に定める標識に、「リチウムイオン

蓄電池」等の、当該機器を収容している旨の表示を付記すること。 
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第１４条 （ネオン管灯設備） 

 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業

者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並び

に消防長（消防署長）が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを

除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃

材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

９ 第３項は、屋外に設ける蓄電池設備の建築物からの離隔距離について規定しているもので、

「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの」とは、当該告

示第３で示される「出火防止措置が講じられた蓄電池設備」を指す。また、同告示第３の「こ

れらと同等以上の延焼防止措置が講じられたもの」の例として、標準規格に該当するものであ

る。 （ＪＩＳ Ｃ ４４１２－１ 他） 

 

４ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準について

は、第１０条第４号、第１１条第１項第３号の２、第５号、第６号及び第９号並びに第１１条

の２第１項第４号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

10 第４項は、屋外に設ける場合について、蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準を新たに整

備したものであり、変電設備に関する規定、屋内に設ける蓄電池設備に関する規定等を準用す

ることとしているものである。 

 

 

第１４条 （ネオン管灯設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、ネオン管灯設備すなわちいわゆるネオンサイン設備について規制したものである。 

２ 「ネオン管灯設備」は、高圧を使用しているために、その充電部が２点においてアーク放電

を生じ、火災となる危険性があり、さらに雨水の浸った木材等の可燃物に接するときは、低圧

の場合に比して、大きな電流（数ミリアンペア程度）が流れて木材等を発熱させ、これを燃焼

させることとなる危険性がある。本条は、主としてこのような危険性を排除するために設けら

れた規定である。 

３ 「ネオン管灯設備」とは、放電灯設備の一つであって、その管灯回路の使用電圧が１，００

０ボルトを超えるものを対象として考えている。一般には、この色模様をネオンサインと呼ん

でいる。ここで「ネオン管灯」という表現を用いているが、必ずしもネオン（Ｎｅ）のみでな

く、その他種々の気体を用いたものも含まれる。管灯の光色は、管の色にも左右されるけれど

も、封入された気体によって決まり、ネオンは橙赤、アルゴン（Ａ）は紫、ヘリウム（Ｈｅ）

は赤紫を帯びた白、窒素（Ｎ２）は黄、炭酸ガス（ＣＯ２）は白、アルゴンと水銀蒸気の混合

したものは青となる。 

一般に、ネオン管灯設備の無負荷状態における高圧側の端子電圧は、容量３５０ＶＡ（ボル

トアンペア）以上のものは１５，０００ボルトで、ネオン管灯の長さが十数メートルのもので

は、十数ミリアンペア程度の電流が流れる。また、容量３００ＶＡ程度のものは１２，０００

ボルト、１００ＶＡのものは３，０００ボルトである。しかし、負荷が加わって通電状態にな

ると、その電圧はそれぞれ約２分の１となる。なお、ネオンの変圧器は、漏洩変圧器（リーケ

ージトランスホーマー）に属し、高圧側が短絡しても最高電流は通常２０ミリアンペア程度に

抑えられている構造のものである。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（ネオン管灯設備） 

第１４条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに不燃材料で造った覆いを設

けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

４ 第１号の「点滅装置」とは、単純な点滅のためのスイッチではなく、ネオン管灯設備が、人々

の注視を得るために、一定の周期をもって明滅するようになっている場合の明滅のための付属

装置をいうものである。点滅装置は、ドラムを電動機で回転する方式のものとＩＣ（集積回路）

を使用した電子式のものなどがあり、最近のものはほとんど電子式のものが採用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ネオン管灯設備の設置例 

 

「低圧側」とは、ネオン管灯設備の変圧器の低圧の方の回路のことであり、その電圧は通常

１００ボルトである。高圧側で点滅すれば、アークが長くのびて好ましくないし、その他電気

絶縁の困難性に関連して好ましくない。また、点滅装置は、露出することは好ましくないので、

不燃材料で造った覆いを設けるよう規定している。 

  

（２）変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部

が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じ

たときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

５ 第２号は、変圧器の設置場所について規定したものであるが、屋内、屋外を問わず、雨がか

かる可能性のある場所に変圧器を設けるときは、雨水に耐えるように設計された屋外用のもの

を用いなければならないものとしている。屋外用、屋内用の区別は、通常それぞれの変圧器の

外面に表示されており、前者は円形、後者は角形のものが多いようである。 

また、変圧器の導線引出部を上向き又は横向きにして取り付けると、屋外用のものでもブッ

シング取付部等から内部に浸水のおそれがあって好ましくないので、下向きにしなければなら

ないものとしている。 

ただし書の「雨水の浸透を防止するために有効な措置」としては、変圧器のケースを防水箱

内にブッシングごと納めるなどの措置が考えられるが、変圧器を下向きにするよう注意すれば

よいのであるから、ただし書の適用の必要は比較的少ないものである。 
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第１４条 （ネオン管灯設備） 

 

（３）支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不

燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。 

【解釈及び運用】 

６ 第３号は、木材等の可燃物に漏洩電流が流れた場合、その熱で発熱し、発火するおそれがあ

ることから、この規定を設けたものである。したがって、当該設備の高圧の充電部が接するお

それのある支わく、文字板等が本号の対象になる。 

 

（４）壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。 

【解釈及び運用】 

７ 第４号は壁等の貫通部分に設けられた碍管が雨雪、振動等により壁等からはずれ、配線の保

護ができなくなることをさけるため規定されたものである。 

 

（５）電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

８ 第５号は、ネオン管灯設備の事故が発生した場合等を考慮し、容易に電源を遮断できるよう

開閉器を操作し易い位置に設けることを規定したものである。 

 

２ ネオン管灯設備の管理の基準については、第１１条第１項第９号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

９ 第２項は、第１１条第９号の規定を準用したものである。この点検に当たっては、高圧側の

配線について特に留意し、配線の被覆の破れ、高圧がかかっている金属の露出部と支わく等と

の接触のないように十分に点検しなければならない。 

「必要な知識及び技能を有する者」としては、平成４年７月１０日消防本部告示第１号「火

気使用設備等の点検に及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者」で指定しており、ネオ

ン管灯設備については高電圧で使用される設備であることに加え、室内装飾としての設置が増

えていることから、電気主任技術者、電気工事士のほか、公益社団法人全日本ネオン協会が実

施している「ネオン工事技術者試験」に合格した「ネオン工事技術者」等である（第３条（炉）

の【解釈及び運用】28の解説を参照すること。）。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

第１５条 （舞台装置等の電気設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、舞台装置、展示装飾のために使用する電気設備及び工事、農事等で一時的に使用す

る電気設備について規制したものである。 

２ 「舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備」とは、必ずしも一時的に使用するもの

のみを対象とするものではなく、恒久的な設備についても適用がある。しかし、特に一時的に

使用する設備について、安易な気持から生ずる工事上、管理上の不備に基づく火災の発生が多

いので、これを防止するための実益が大きいと考えられる。 

 

（舞台装置等の電気設備） 

第１５条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時

的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲

げる基準によらなければならない。 

（１）舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。 

ア 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。 

イ 電灯の充電部分は、露出させないこと。 

ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取付けること。 

エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。 

オ １の電線を２以上の分岐回路に使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項第１号アの電灯の位置については、電球にカーテン、どん帳、板等が接しないような

位置でなければならないこととしている。 

イの「充電部分」とは、わかり易くいえば電気が来ている部分であり、電圧がかかっている

金属部分である。電灯の充電部分を露出させないためには、電球をソケットへ接続するか、絶

縁物で被覆することが必要である。露出部分があれば、漏電、短絡、感電のおそれがあるから

である。 

ウの「電灯又は配線」は、動揺したり脱落したりするおそれがないように取り付けるととも

に過度の荷重、張力が加わらないようにすること。 

エの「アークを発生する設備」の例としては、舞台でいなづまを発生する場合の設備が考え

られる。「アーク」は、炭素棒等を電極として放電されると生ずるもので、炭素の微粒子状の集

まりが電流の通路となって、ジュール熱で数千度の温度となり、光を発するものである。した

がって、火災予防上この設備のケース等は不燃材料で造ったものでなければならない。 

オの規定は、一つの電線が、二つの回路に共有されるような配線をすることを原則として禁

止するものである。この場合、共有された部分の電線には、二つの回路の負荷電流が重畳して

流れ、当該電線が過負荷になる可能性がある。したがって、舞台等で一時的に使用する場合に

は、一本の配線を簡略しがちであるが、これは原則として好ましくない。しかし、特別に負荷

電流に応じた設計をして配線の太さの大きいものを設けた場合には、この禁止規定を適用しな

いよう運用しても差し支えない。 

 

（２）工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。 

ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。 

イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措

置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１項第２号アの「分電盤、電動機等」の「等」には、電灯、接続器等がある。また、「雨雪、 
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第１６条 （避雷設備） 

 

土砂等」の「等」には、工事用機械器具を考えており、振動、衝撃等による絶縁劣下、機能障

害等の障害を考慮しなければならない。イの「残置灯設備」とは、工事等の際夜間において工

事現場等を照明するために設ける電灯設備である。「自動遮断の措置」とは、その回路において、

短絡、過電流が生じた場合、自動的に電流を遮断するための措置であって、ヒューズが最も簡

単なものであるが、このほかヒューズを用いない遮断器いわゆるノーヒューズブレーカーでも

もちろん差し支えない。 

 

２ 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第１１条第１項第７号から第１０号までの 

規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

５ 第２項は、管理の基準について、第１１条第１項第７号から第１０号までの規定を準用して

いる。 

ただし、運用上の問題として、第１１条第９号の点検、試験等の記録保存の規定については、

工事、農事等一時的に使用し、かつ、使用後において電気設備が取り除かれる場合にあっては、

その設備を取り除いた後は、必ずしも必要としないように取り扱って差し支えないと考える。

「必要な知識及び技能を有する者」としては、平成４年７月１０日消防本部告示第１号「火気

使用設備等の点検及び整備に関する必要な知識及び技能を有する者」で指定しており、第３条

（炉）の【解釈及び運用】28を参照すること。 

 

第１６条 （避雷設備） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、避雷設備について、落雷による火災事故を起こさないために必要な事項を規定した

ものである。 

２ 落雷は、静電気の放電現象の大きなものであって、その瞬間的大電流により、その通路とな

った可燃物を燃焼させるとともに、その通路の直近の導体に、瞬間的に静電誘導を起こし、相

当な誘導雷を発生せしめるものである。 

 

 （避雷設備） 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和２４

年法律第１８５号)第２０条第１項の日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしな

ければならない。 

【解釈及び運用】 

３ 落雷時には、避雷針は瞬間的に数百キロボルト程度の電位上昇を生じ、近距離の金属体には

相当な静電誘導電圧を発生させるため、不完全な避雷設備ではかえって災害を起こす場合も予

想されるので、建築基準法、危険物の規制に関する政令等により規定されているもの以外に避

雷設備を設置する場合においても、その安全性を確保するために位置及び構造について規定す

るものである。なお、消防長が指定する日本産業規格については、建築基準法に基づく建設大

臣告示と同じく「ＪＩＳ Ａ４２０１－１９８１（建築物等の避雷設備（避雷針））」とするこ

ととされている。 

 

２ 避雷設備の管理については、第１１条第１項第９号の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

４ 第２項は、避雷設備の管理につき、第１１条第１項第９号を準用する。特に避雷導線の切断

の有無、ひさし等金属部との接触の有無を点検し、接地抵抗の測定試験をしなければならない。

「必要な知識及び技能を有する者」としては、平成４年７月１０日消防本部告示第１号「火気

使用設備等の点検及び整備に関する必要な知識及び技能を有する者」で指定しており、第３条

（炉）の【解釈及び運用】28を参照すること。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

第１７条 （水素ガスを充塡する気球） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、水素ガスを充塡する気球の位置、構造及び管理について規定したものである。 

２ 水素は、きわめて軽い気体（空気約２９に対して水素ガスは２の重さである。）であるため気

球に使用されるが、火災予防上からは、燃焼範囲が広くきわめて危険な気体であり、爆発的に

燃焼する。 

また、点火源エネルギーが小さいので、ちょっとした点火源で着火する。特に、静電気、電

気スパーク等による着火が考えられるので、この点も考慮して本条が設けられたものである。 

 

（水素ガスを充塡する気球） 

第１７条 水素ガスを充塡する気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければな

らない。 

（１）煙突その他火気を使用する施設の附近において掲揚し、又はけい留しないこと。 

【解釈及び運用】 

３ 第１号は、煙突その他火気を使用する施設の附近においては、これらの施設から生ずる火気

が点火源となって着火爆発する危険が生ずるので、掲揚又はけい留を禁止したものである。 

 

（２）建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅

員が気球の直径の２倍以上である場合においては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

４ 第２号は、建築物の屋上で掲揚することは、取扱い上不安定で、事故の原因となり易く、か

つ、爆発した場合操作者等の墜落による事故も生ずるので、原則として禁止することとされて

いるのである。ただし、不燃材料で造った陸屋根であれば、その危険性が少ないので、その最

小幅員が気球の直径の２倍以上の場合は、まず安全上必要な面積が確保されると解し、掲揚し

て差し支えないこととしたものである。 

 

（３）掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離１０メートル以上の

空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を

表示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては

この限りでない。 

【解釈及び運用】 

５ 第３号は、掲揚される気球は、風によって各方向に移動するので、衝突等による爆発を防止

するとともに、爆発時の保安上有効な空間を確保するために、掲揚綱と周囲の建築物又は工作

物との間に、水平距離１０メートル以上の空間を保有すべきことを規定したものである。なお、

掲揚綱の固定箇所には、関係者以外の者による事故を防止するため、さく又はなわ張り等を設

け、かつ、立入禁止の標示をさせることとしている。ただし、前号の陸屋根で掲揚する場合は、

差し支えないこととなっているが、これは、公衆の出入するおそれが少ないため除かれたもの

である。 

立入を禁止する旨を標示する場合には、福知山市火災予防条例施行細則に規定されており次

のようなものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

標識の区分 
大きさ 色 

幅 長さ 地 文字 

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の 

立入りを禁止する旨を表示した標識 

３０センチ 

メートル 

以 上 

６０センチ 

メートル 

以 上 

赤 白 
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第１７条 （水素ガスを充塡する気球） 

 

（４）気球の容積は、１５立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用す

る気球については、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

６ 第４号は、気球の容積を１５立方メートル以下に規制している。あまりに大きい気球の掲揚

は、事故防止上好ましくないからである。なお、球の体積は、球の半径をｒとすれば４／３π

ｒ３であるので、本式により計算すると、容積１５立方メートルの場合、直径は約３メートル

となる。 

観測又は実験のために使用する気球については、特に慎重に取り扱われ、かつ、専門的技術

によって管理されることが期待できるので、大きさの制限は加えられていない。 

 

（５）風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。 

【解釈及び運用】 

７ 第５号は、気球はかなりの風圧又は摩擦を受けるので、十分な強度を有する材料で造るよう

規定したものである。なお、通常使用されている気球は、絹、木綿、ナイロン等の布地の両面

をゴム引きしたもの、又は塩化ビニール布（その厚さは、０．１３ミリメートル以上）で造ら

れている。掲揚綱は、麻（その太さは、６ミリメートル以上）が多く使われている。いずれも、

おおむね本号に適合しているものと考えられる。 

 

（６）気球に付設する電飾は、気球から３メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分

が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じた

ときは、気球から１メートル以上離れた位置に取り付けることができる。 

【解釈及び運用】 

８ 第６号は、気球に電飾を付設するときは、電気スパーク等による着火の危険があるので、こ

れを排除するため、電飾を気球から保安上必要な距離を保って取り付けるよう規定し、かつ、

充電部分（第１５条（舞台装置等の電気設備）の【解釈及び運用】３参照）の露出を禁止した

ものである。 

 

（７）前号の電飾に使用する電線は、断面積が０．７５平方ミリメートル以上(文字網の部分に使

用するものにあっては、０．５平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ１メートル以下

(文字網の部分に使用するものにあっては、０．６メートル以下)ごと及び分岐点の付近にお

いて支持すること。 

【解釈及び運用】 

９ 第７号は、電飾に使用する電線は、切断し易い弱いものを使用すれば、気球の移動に伴って

切れたり、被覆がはがれたりすることが起こりうるし、また、長くたるんでいると、重なり合

ったり、触れ合ったりしてスパークを起こしうる。これらの点を考慮して、電線の太さを一定

以上のものとし一定の距離ごとに支持するよう規定したものである。 

 

（８）気球の地表面に対する傾斜角度が４５度以下となるような強風時においては、掲揚しない

こと。 

【解釈及び運用】 

10 第８号は、風速が大きい場合における掲揚は、付近の建築物等に接触して、その結果、衝突

等による爆発又は浮遊、落下による事故を起こし易くなるので、これを禁止したものである。

なお、通常の計算式により１５立方メートルの気球が４５度に傾斜するための風速を計算する

と、約６、７メートル毎秒であるが、実際にはこの値よりもやや大きい風速となると考えられ

る。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（９）水素ガスの充塡又は放出については、次によること。 

ア 屋外の通風のよい場所で行うこと。 

イ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。 

ウ 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと。 

エ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。 

オ 水素ガスの充塡に際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめ

た後減圧器を使用して行うこと。 

【解釈及び運用】 

11 第９号は、水素ガスの充塡又は放出についての基準を規定したものである。 

アは、屋外の通風のよい場所で行うことにより、漏れた水素ガスの速やかな放散を期してい 

る。 

イは、操作者以外の者の近接を禁じ、管理の徹底を期している。 

ウは、電飾を付設する気球のときは、電源を遮断して、通電しない安全な状態で行うよう規

定している。 

エは、粗暴な行為を禁止するよう規定している。 

オは、水素ガスの充塡に際して、水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧

器を使って行うよう規定しているが、これは、水素ガスが爆鳴気を作ったり、あるいは静電着

火を起こし易い状態で充塡することを禁止する趣旨である。 

 

（10）水素ガスが９０容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと。 

【解釈及び運用】 

12 第１０号は、水素ガスが９０容量パーセント以下（水素ガスの燃焼範囲の上限が７５パーセ

ントであるので、この点を考慮して９０パーセントと規定している。）に下った場合は、水素ガ

スが漏れて減少し、混入されている空気との割合が、前号オについて述べたような危険な状態

に近づくことが考えられるから、このような場合は、必ず詰替えを行うべき旨を規定したもの

である。この場合の「詰替え」とは、水素ガスの補充的充てんを含まないものであって、一旦

完全に残存ガスを放出し切った後に新たに充てんすることを意味する。ただし、第９号オの規

定がはたらくからである。 

なお、水素ガスの濃度測定の一つの方法としては、まず、水素ガスが１００パーセントのと

きの上昇力をスプリング秤等で測定し、この値に秤より上部の気球本体及び綱の重量を加えて

水素ガスの浮力を求める。この浮力がその１０パーセントを減少したとき、水素ガスの容量は

９０パーセントとなる。念のため、容量１５立方メートルの気球につき計算すると、水素の浮

力は約１８キログラムとなり、この１０パ－セントの１．８キログラムだけ浮力が減少すると

水素ガスの容量は９０パーセントになるはずである。 

 

（11）掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の

立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

13 第１１号の規定は、掲揚中又はけい留中において、掲揚又はけい留の作業に関係のない公衆

の立入により事故が発生することを防止する趣旨である。 

 

（12）多数の者が集合している場所において、運搬その他の取扱を行わないこと。 

【解釈及び運用】 

14 第１２号は、多数の者（特定人たると不特定人たるとを問わない。）が集合している場所にお

ける運搬その他の取扱いを禁止した規定であって、気球の爆発による災害を、多数の者に及ぼ

さないよう特に配意したものである。 
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第１７条の２ （火を使用する設備に附属する煙突） 

 

第１７条の２ （火を使用する設備に附属する煙突） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、従前、第５条第１項第２号でストーブに附属する煙突についてのみ規定していたも

のを、「建築基準法施行令第１１５条第１項第１号・第２号及び第４号の規定を適用しないこと

につき防火上支障がないと認める場合を指定する件」（昭和５６年建設省告示第１０９８号）の

内容を受けて、廃ガス等の温度が２６０度以下の煙突又はその一部について一定の条件を満た

した場合、垂直距離、水平距離及び可燃材料からの離隔距離に関する緩和規定を設けたもので

ある。 

なお、この規定は、建築基準法施行令第１１５条（建築物に設ける煙突）の規定と矛盾する

ものではない。 

ただし、条例上と建築基準法上で「煙突」に対する取扱いが異なる。 

（１）条例上では、排気筒の区分はなく、すべて煙突の取扱いとなるが、排気温度が２６０度以

下の煙突にあっては、第２項及び第３項で基準を緩和することとしている。 

（２）建築基準法上では、煙突は、燃焼器具等に接続して設けられた排気筒のことを示し、室内

を経由することなく燃焼器具から直接屋外へ排出できるものをいい、排気筒は、排出された

室内の排ガスを室内の空気とともに排出するものをいう。 

 

（火を使用する設備に附属する煙突） 

第１７条の２ 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基

準によらなければならない。 

（１）構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。 

【解釈及び運用】 

２ 第１号は、煙突が風、雪又は衝撃等により脱落、転倒又は破壊等して、火粉等により火災が

発生したり、又は酸欠事故が発生することを防止することを規定したものである。 

 

（２）可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合

は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。 

【解釈及び運用】 

３ 第２号は、離脱又は排気漏れによって熱伝導し、着火すること。また、小屋裏部分、天井裏

部分、床裏部分、押入れ等通常人目に触れにくい部分及び煙突、煙道の存する狭く仕切られた

部分等で、破損、亀裂等の損傷や加熱により、火災を発生する危険が大きいことを考えて、こ

れを排除することを規定したものである。点検口の設置も、維持管理に有効である。 

 

（３）容易に清掃ができる構造とすること。 

【解釈及び運用】 

４ 第３号は、保守管理を目的とした規定である。 

 

（４）火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するため

の有効な装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

５ 第４号は、煙突から火粉が飛び散り、飛火して火災が発生することを防止するための規定で

ある。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

（５）前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第１１５条第１

項第１号から第３号まで及び第２項の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

６ 第５号は、上記基準以外の部分を建築基準法施行令第１１５条第１項第１号から第３号まで

及び第２項の規定を準用するものである。 

  

    建築基準法施行令 抜粋 

(建築物に設ける煙突) 

第１１５条 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。 

 一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を６０センチメートル以上とすること。 

二 煙突の高さは、その先端からの水平距離１メートル以内に建築物がある場合で、そ

の建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から６０センチメートル以上高

くすること。 

三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。 

イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 

(１) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこ

りを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通

大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 

(２) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から１５センチメートル以

上離して設けること。ただし、厚さが１０センチメートル以上の金属以外の不燃

材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物

の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分

は、この限りでない。 

ロ その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙

突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱によ

り燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。 

四 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限

る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。 

五 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が１２０度以内の場合においては、その屈曲部

に掃除口を設けること。 

六 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食

若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措

置を講ずること。 

七 ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの

高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるも

のとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるも

のとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 

２ 前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他

の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合

においては、適用しない。 
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第１７条の２ （火を使用する設備に附属する煙突） 

 

【解釈及び運用】 

７ 建築基準法施行令第１１５条第１項は、煙突から排出される火粉及び熱気による屋根、側壁

等への火災危険を防止するために、屋根から６０センチメートル以上高くすることとしている

（図１参照）。これにより、火粉が消える可能性が高くなること、熱気流が冷えること及び火粉

の分布密度が減少することを期待したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

 

【解釈及び運用】 

８ 建築基準法施行令第１１５条第２項は、前項と同じ趣旨により、図２のように設置すること

を規定したものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ａが１ｍ以内のときは、ｂを６０㎝以上とすること。 

                  図２ 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

【解釈及び運用】 

９ 建築基準法施行令第１１５条第３項の「煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突

の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものと

して国土交通大臣が定めた構造方法」を定める国土交通省告示（平成１６年９月２９日国土交

通省告示第１１６８号）による。 

 

  煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させな

い煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件 

（平成１６年９月２９日国土交通省告示第１１６８号） 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１５条第１項第三号イ⑴の規定に基づ

き、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させな

い煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を次のように定める。 

建築基準法施行令第１１５条第１項第三号イ⑴に規定する煙突の上又は周囲にたまるほこ

りを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等に

ある部分の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。 

一 不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。 

二 金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分（前号に掲げる基準に適合する 

ものを除く。）にあっては、次のイ又はロに掲げる基準に適合していること。 

イ 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効 

に取り入れられる構造で防火上支障がないものとすること。 

ロ 断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。 

 

 

２ 前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由

により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適

用しない。 

【解釈及び運用】 

10 第２項は、排ガス温度の低いことを理由に防火上支障ないものとして、国土交通大臣が定め

る基準に適合する場合において、適用しないことを規定したものである。（次頁による。） 

  



97 

 

第１７条の２ （火を使用する設備に附属する煙突） 

 

 

建築基準法施行令第１１５条第１項第一号から第三号までの規定を適用しないことに 

つき防火上支障がない煙突の基準を定める件 

（昭和５６年６月１日建設省告示第１０９８号） 

（最終改正 平成１２年５月３０日建設省告示第１４０４号） 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１５条第２項の規定に基づき、

同条第１項第一号から第三号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない基準

を次のように定める。 

第１ 建築基準法施行令（以下「令」という。）第１１５条第１項第一号又は第二号の

規定を適用しないことにつき防火上支障がないものとして定める基準は、次に掲

げるものとする。 

一 煙突（ボイラーに設ける煙突を除く。以下同じ。）が，次のイからハまでの一

に該当するものであること。 

イ 換気上有効な換気扇その他これに類するもの（以下「換気扇等」という。）

を有する火を使用する設備又は器具に設けるものであること。 

ロ 換気扇等を有するものであること。 

ハ 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物（以下「廃ガ

ス等」という。）を直接屋外に排出することができる火を使用する設備又は器

具に設けるものであること。 

二 廃ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度（煙道接続口（火を使用

する設備又は器具がバフラーを有する場合においては、その直上部）における

温度をいう。以下同じ。）が、２６０度以下であること。 

三 木材その他の可燃材料（以下「木材等」という。）が、次に掲げる位置にない

こと。 

イ 先端を下向きにした煙突にあっては、その排気のための開口部の各点から

の水平距離が１５㎝以内で、かつ、垂直距離が上方３０㎝、下方６０㎝以内

の位置 

ロ 防風板等を設けて廃ガス等が煙突の全周にわたって吹き出すものとした構 

造 

ハ 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物（以下「廃ガ

ス等」という。）を直接屋外に排出することができる火を使用する設備又は器

具に設けるものであること。 

二 廃ガス等が，火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度（煙道接続口（火を使

用する設備又は器具がバフラーを有する場合においては，その直上部）にお

ける温度をいう。以下同じ。）が、２６０度以下であること。 

第２ 令第１１５条第１項第三号の規定を適用しないことにつき防火上支障がない

ものとして定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 廃ガス等の温度が，２６０度以下であること。 

二 次のイからニまでの一に該当すること。 

イ 煙突が、木材等から当該煙突の半径以上離して設けられること。 

ロ 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の

空気が有効に取り入れられるものとした構造の煙突で防火上支障がないも

のであること。 
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ハ 厚さが２㎝以上の金属以外の不燃材料で有効に断熱された煙突の部分であ

ること。 

ニ 煙突の外壁等の貫通部で不燃材料で造られためがね石等を防火上支障がな

いように設けた部分であること。 

三 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は，金属以外の不燃材料で覆うこ

と。 

第３ 令第１１５条第１項第一号から第三号の規定を適用しないことにつき防火上支

障がないものとして定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 第１第一号に適合するものであること。 

二 廃ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度が、１００度以下である

こと。 

三 煙突が延焼のおそれのある外壁を貫通する場合にあっては、煙突は不燃材料

で造ること。ただし、外壁の開口面積が１００㎠以内で、かつ、外壁の開口部

に鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆いを設ける場

合又は地面からの高さが１ｍ以下の開口部に網目２㎜以下の金網を設ける場合

にあっては、この限りでない。 

 

 

【解釈及び運用】 

 11 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１１５条第２項の規定に基づき、同条第

１項第一号から第三号までの規定を適用しない要件について規定する。緩和規定であり、①廃

ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度が、２６０度以下であること。②換気扇等を

有する強制排気型の火を使用する設備であること、③周囲の可燃材料からの離隔距離を制限する

ことの３つを挙げている。 

   これらの条件は、主として煙突の屋外における設置に対する条件を厳しくしたものである。

このうち③の具体的設置方法は、次のとおりである。 

 

   基準 第一について 

表１ 煙突周囲の可燃材からの離隔距離            （mm以上） 

離隔距離 

吹き出し方向 
上  方 側  方 下  方 前  方 

下向き１方向 ３００ １５０ 
６００ 

（３００） 
１５０ 

水平面全周 ３００ ３００ １５０ ３００ 

鉛直面全周 
６００ 

（３００） 
１５０ １５０ １５０ 

斜め全周 
６００ 

（３００） 
１５０ １５０ ３００ 

斜め下向き ３００ １５０ ３００ ３００ 

水平１方向 ３００ １５０ １５０ 
６００ 

（３００） 

（注）（ ）内は、防熱板を取付けた場合及び「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分等」

との寸法を示す。 



99 

 

第１７条の２ （火を使用する設備に附属する煙突） 

 

表１の煙突周囲の離隔距離を図示する。 

 

①  下向き１方向吹出し 

              
正 面                      側 面 

② 水平面全周吹出し 

           
平 面                    側 面 

③ 鉛直面全周吹出し 

           
平 面                 側 面 

④ 斜め全周吹出し 

          
平 面                  側 面 

⑤ 斜め下向き吹出し 

          
平 面                側 面 
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⑥ 水平１方向吹出し 

          
平 面                   側 面 

 

（注）④⑤のトップのように取付壁面との距離が１５０mm 未満となっているものは、

公的検査機関による温度上昇試験を行い、その安全性が確認されたものである。 

 

   基準 第２について下記に図示する。 

 

 

          
第２二イ 排気筒の開放貫通部に通気性のある空間がある場合 

 

 
第２二ロ 排気筒の外側に筒を設け、排気筒と筒の間に燃焼に必要な空気を屋外

から有効に取り入れられる構造の排気筒（給排気筒）の部分で防火上支

障のない場合 

 

          
第２二ハ 排気筒貫通部を金属以外         厚さ２０mm以上の金属以外の 

の不燃材料で有効に覆った場合      不燃材料で有効に覆った場合 
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第２二ニ 可燃性壁体貫通部にめがね石等を使用する場合の設置例 
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第１７の３条 （基準の特例） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、設備に対する特例基準について規定したものである。 

 

 （基準の特例） 

第１７条の３ この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長が、当該設備の位置、構

造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予

防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定に

よる基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。 

【解釈及び運用】 

２ 本節の基準によらなくても消防長が火災予防上安全であると認めた火気設備については、特

例設置を認める運用ができるように規定したものである。これは、技術進歩に伴って、防火性能

の優れた燃焼機器や全く予想もしない特殊な設備が出現することが考えられるためである。火気

器具についても、第２２条の２で基準の特例の規定を設けている。 

ここで、設備については「認めるとき」、器具については「認めたとき」としているのは、固

定的な設備と移動可能な器具との差異から表現したものであり、大きな違いはない。 

 

３ 具体的な運用として、第３条（炉）の【解釈及び運用】８で概略を述べたが、平成１４年３月

６日 消防庁告示第１号「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」の

施行（平成１５年１月１日）以前は、関係官庁、消防機関、学識経験者、関係団体からなる「防

火性能評定委員会」を組織し、液体又は気体燃料を使用する新しく開発された燃焼機器について

の防火上の有効性を評定し、これらの燃焼機器に対する基準の特例についてシステム的に処理

していたものである。 

これらの機器には、次のような表示がなされていた。 

 

（ガス機器）             （石油燃焼機器） 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ガス機器防火性能評定品 

可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 

一般財団法人 

   日本ガス機器検査協会 

石油燃焼機器防火性能認証 

可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 

一般財団法人 

日本燃焼機器検査協会 

ガス機器防火性能評定品 

可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 

本体 

周囲 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 

本体

上方

周囲 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 

石油燃焼機器防火性能認証 

可燃物からの離隔距離（ｃｍ） 

本体 

周囲 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 

本体

上方

周囲 

上方 側方 前方 後方 

以上 以上 以上 以上 

一般財団法人日本燃焼機器検査協会 
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第１８条 （液体燃料を使用する器具） 

 

第２節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱の基準 

 

 

第１８条 （液体燃料を使用する器具） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、液体燃料を使用する移動式ストーブ、移動式こんろ等の器具の取扱いについて規定

したものである。なお、設備とは、使用形態上容易に移動できないものをいい、移動式こんろ、

移動式ストーブ等については、火を使用する器具として取り扱う。 

 

（液体燃料を使用する器具） 

第１８条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から

次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離

を保つこと。 

ア 別表第３の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離 

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離 

 【解釈及び運用】 

 ２ 第１項第１号は、液体燃料を使用する移動式ストーブ、移動式こんろ等から付近の可燃物へ

の着火を防止するための規定である（第３条（炉）の【解釈及び運用】1～27の解説を参照。）。

なお、本項でいう、移動式ストーブ及び移動式こんろは、日本産業規格（ＪＩＳ）又はこれと

同等以上の基準に適合したものに限られる。これらの器具には次のいずれかの証票が付されて

いる。 

    ＪＩＳ表示 平成 17年 10月 1日から   平成 20年 9月 30日まで 

                          
平成 13 年 4 月 1 日から         平成 13 年 3 月 31 日まで 

              
 

日本産業規格又はこれと同等以上の基準に適合しないものは、火災予防上問題があり、個々 

の器具について、安全性の確認をする必要がある。 

 

（２）可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。 

 【解釈及び運用】 

３ 第１項第２号は、こんろ又は移動式ストーブが、火源となって、可燃性のガス又は蒸気に引

火することを防止するための規定である。この規定の趣旨に基づいて、こんろ又は移動式スト

ーブの使用中に、引火するおそれのある可燃性のガス又は蒸気を出す物品を取り扱うことは避

けるべきである。  

 

（３）地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１項第３号は、平常時のみでなく、地震が発生した場合の可燃物の落下をも含めた規制で

あり、振動により容易に可燃物が落下するおそれがある場合も、当然避けなければならない。 
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（４）地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。 

 

（５）不燃性の床上又は台上で使用すること。 

【解釈及び運用】 

５ 第１項第５号は、移動式ストーブ又は移動式こんろの使用に際し、下部への伝熱等による火

災発生危険を排除しようとする規定である。木造の床上、畳上等で使用するときは、火災発生

危険を排除することのできる不燃性の台の上で使用しなければならない。 

 

（６）故障し、又は破損したものを使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

６ 第１項第６号は、当然の事項を規定したものであるが、火災原因の実態からみれば、故障、

破損のままの使用が相当に多いので、特に明記したものである。 

 

（７）本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。 

【解釈及び運用】 

７ 第１項第７号は、移動式ストーブ又は移動式こんろは、それぞれ炊事、暖房等特定の用途に

使用するよう造られており、通常機能上他の器具の代用として用いることは予想されていない。

したがってそのような予想されていない使用方法をした場合は、当然火災危険が生ずるので、

これを禁止したものである。 

 

（８）本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

 ８ 第１項第８号は、構造上本来予想され、限定された使用燃料以外の燃料を使用することを禁

止し、器具の安全度を超えた使用がなされることを禁止する規定である。灯油を使用すること

を前提とした石油こんろやストーブにガソリンを使用する等は、本号の規定に抵触する。 

  

（９）器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置

しないこと。 

【解釈及び運用】 

 ９ 第１項第９号は、火災予防の第一歩というべき基本的事項であるが、とかく忘れがちであり、

器具が正常であっても、火災発生の危険を生ぜしめる結果になるので、特に規定することとし

たものである。また、万一火災発生の際は、初期消火に支障を来たし、火災の拡大を速やかに

する等の支障を生ずることからも、厳に注意を要するものである。 

 

（９）の２ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する

場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。 

【解釈及び運用】 

10 第１項第９号の２は、多数の者が集まる催しについて、火災発生時、迅速に消火を実施し、

延焼及び被害の拡大を防ぐものである。 

  消火器については、業務用消火器を使用するものとする。 

 

（10）燃料漏れがないことを確認してから点火すること。 
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第１８条 （液体燃料を使用する器具） 

 

（11）使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。 

 【解釈及び運用】 

11 第１項第１１号は、使用中に器具を移動させ、又は液体燃料を補給することを禁止したもの

である。燃料の補給に際しては、注意していても、漏れを生ずることがあり、漏油がこんろ又

は移動式のストーブ自体の熱で蒸発し、燃焼中の炎等によって引火して火災となるおそれがあ

る。特に本号を設けたのは、可燃性液体の火災の消火には、一般に水が使用できないため消火

が困難であるという特性を重視していることによるものである。したがって、燃料の補給に当

たっては、一旦火を消し、消火を確認してから行わなければならない。本号の違反による火災

が多いことからも、特に注意を要する規定である。 

 

（12）漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。 

【解釈及び運用】 

12 第１項第１２号は、液体燃料が、床又は畳等の上に漏出すると、滲透拡大して出火した際、

大きな炎となるので、漏油を他にしみこませたり拡がらせたりしないために皿を設けることを

規定したものである。なお、漏油は、燃料の補給又は器具の移動の際に生ずることが多いが、

皿の上の漏油は、前号の規定の趣旨からも、常にふきとっておくことが必要である。 

 

（13）必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わ

せ、火災予防上有効に保持すること。 

 【解釈及び運用】 

13 第１項第１３号は、点検及び整備は器具の機能等について熟知した者に行わせることとした

ものである。「必要な知識及び技能を有する者」としては、平成４年７月１０日消防本部告示第

１号「火気使用設備等の点検及び整備に関する必要な知識及び技能を有するもの」で指定して

おり、（一財）日本石油燃焼機器保守協会が実施する石油燃焼機器技術講習を修了した者等であ

る（第３条（炉）の【解釈及び運用】28 の解説を参照すること。）。 

  

２ 液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては、前項に規定するもののほか、地震等により

自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなけれ

ばならない。 

【解釈及び運用】 

14 第２項は、移動式のストーブにあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に

燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用することを規定したものである。なお、対震自

動消火装置の設置の義務づけは、ＪＩＳＳ２０１９（石油ストーブ）に基づくものである。 

対震自動消火装置の付いた機器は、一定規模以上の地震動を感知して自動的に消火するもの

であり、ＪＩＳでは、その構造と性能を規定している。その概要は、次のとおりである。 

（１）「周期０．３秒、０．５秒及び０．７秒のそれぞれにおいて」 

ア １００ガル（１００㎝／Ｓ ）で加振したとき１０秒以下で消火装置が作動しないこと。 

イ ２００ガル（２００㎝／Ｓ ）※で加振したとき、１０秒以内で消火するか又は５秒以内

で燃料をしゃ断し、かつ、落下可燃物の着火性試験により、発炎、着火しないこと。 

なお、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。 

（注）※については、半密閉式の石油ストーブで燃料消費量が２，２００グラム毎時を超え 

る機器、油だき温風暖房機、石油小形給湯機、油だき温水ボイラーの振動の加速度を 

１７０ガル（１７０㎝／Ｓ ）としている。 

（２）日常生活で起こる振動により、その都度作動していたのでは、使用上好ましくないので、

１００ガルで作動しない旨の下限を規定している。 
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（３）地震の大きさによっては、人為的に消火操作ができないことがあるので、２００ガル（又

は１７０ガル）で消火することとしている。これは、震度階級のほぼ震度５（強震：８０～

２５０ガルの振動加速度とされている）に相当する。また、震度５で必ず作動するかどうか

については、地盤、建物の構造、使用場所等により、その使用している機器が受ける振動加

速度が違うので、震度５と発表された地域においても作動しない場合があり得る。 

 

 

第１９条 （固体燃料を使用する器具） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、固体燃料を使用する火鉢、置ごたつ等の器具について規制したものである。 

 

（固体燃料を使用する器具） 

第１９条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）火鉢にあっては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。 

【解釈及び運用】 

 ２ 第１項第１号は、固体燃料を使用する火鉢について、底面過熱による火災の発生を防止する

ために規制している。電熱器、ガスバーナー等は、底面過熱が比較的少ないために除外してい

るのである。底面過熱を避ける方法としては、火鉢の規模によって一概にはいえないが、火鉢

の直下の床、畳又は台が手をふれても熱く感じない程度に空間をとり、又は砂、灰等を入れる

ことを目安とすべきであろう。 

 

（２）置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。 

【解釈及び運用】 

 ３ 第１項第２号は、固体燃料を使用する置ごたつについて、火入れ容器から下面への伝熱によ

る火災発生を防止するための規定である。固体燃料に限定したのは、電熱使用のものにあって

は通常下面への伝熱防止がなされているので、これを除外するためである。固体燃料としては、

通例多く用いられる木炭、たどん等を主たるものとして考えている。 

 

２ 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第１

項第１号から第９号の２までの規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

 ４ 第２項は、液体燃料を使用する器具と同様の取扱上の基準について、前条の基準の一部を準

用したものである。 

 

 

第２０条 (気体燃料を使用する器具) 

【解釈及び運用】 

 １ 本条は、都市ガス、プロパンガス等の気体燃料を使用する器具についての規定である。 

 

(気体燃料を使用する器具) 

第２０条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長

さとしなければならない。 

【解釈及び運用】 

 ２ 第１項は、使用する管について、適当な長さのものとすることを規定したものである。例と 

して、ガス用ゴム管が過度に長い場合は、折れ、ねじれが生ずるおそれがあり、短かすぎる場

合は、引張り等の力がかかるおそれがある。これらによる事故を防止するため、器具に応じた

適当な長さとするよう規定したものである。 
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第２１条 （電気を熱源とする器具） 

 

２ 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第１８条

第１項第１号から第１０号までの規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

 ３ 第２項は、液体燃料を使用する器具と同様の取扱い上の基準について、第１８条第１項の基

準の一部を準用したものである。 

なお、第１８条第１項第１号を準用するにあたり、本項でいう調理用器具及び移動式ストー

ブは、日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに限られる。これら

のものには、次のいずれかの証票が付与されている。 

日本産業規格 ＪＩＳ 

 

 
日本ガス機器検査協会 

平成 7 年 5 月 1 日から             平成 7 年 4 月 30 日まで 

              
 

日本産業規格又はこれと同等以上の基準に適合しないものは、火災予防上問題があり、個々

の器具について、安全性の確認をする必要がある。 

 

 

第２１条 （電気を熱源とする器具） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、電気を熱源として使用する器具についての規定である。 

 

（電気を熱源とする器具） 

第２１条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。 

（１）通電した状態でみだりに放置しないこと。 

【解釈及び運用】 

 ２ 第１項第１号の規定については、極めて一般的なところであるが、電源の切り忘れ又は電源

を切ったつもりが切れていなかったなどによる出火例が多いため規定したものである。又、コ

ンセントあるいは開閉器の位置等が不適当、タコ足配線等により出火に至るケースも多いので、

注意する必要がある。 

 

（２）安全装置はみだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項第２号の規定については、温度制御装置、過熱防止装置等の重要性、精密性等を考慮

し、みだりに修理を実施し、別の不適合品、いわゆる特性の異なる部品等と取り替えてはなら

ないと規定したものである。 

実際の例としては、電気こたつの温度制御装置を素人が改造し過熱出火した例、温度ヒュー

ズの代わりに電流ヒューズや銅線を接続し、過熱防止できず出火した例などが多いので、注意

する必要がある。 
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２ 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第１８条第

１項第１号から第７号まで及び第９号の規定（器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物

が発火するおそれのない器具にあっては、同項第２号及び第５号から第７号までの規定に限

る。）を準用する。 

【解釈及び運用】 

４ 第２項の規定については、電気を熱源とする器具の取扱い上の基準を定めたものである。 

なお、「器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具」とは、

電気あんか、電気毛布、電気足温器などをいい、これらは、ふとん、毛布などの可燃物が直接

触れて使用するものである。これらは、使用目的からして、「第１８条第１項第１号から第７号

まで及び第９号」の規定を準用する他の電気器具とは異なり、同項第２号及び第５号から第７

号までの規定を準用することとなる。 

 

 

第２２条 （使用に際し火災の発生のおそれのある器具） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、いわゆる火消つぼについて規制したものである。 

 

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具) 

第２２条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準について

は、第１８条第１項第１号から第７号まで、第９号及び第９号の２の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

２ 「火消つぼ」は、本来密閉することにより、空気の供給を断ち、火を消す器具であるから、

故障、破損したものでは、その目的を達することができないばかりか、かえって火災危険が

生ずる。また、ある程度の温度上昇は生ずるので、可燃物から安全な距離をとること及び可

燃性のガス等に対し引火源となることを避けることが必要である。したがって、第１８条の

規定のうち、第１項第１号から７号まで及び第９号の規定が準用される。 

 

 

第２２条の２ （基準の特例） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、器具に対する特例基準について規定したものである。 

 

(基準の特例) 

第２２条の２ この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長が、当該器具の取扱い及

び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がない

と認めたとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による

場合と同等以上の効力があると認めたときにおいては、適用しない。 

【解釈及び運用】 

２ 第１７条の３と同様に特例の基準は、従来、火を使用する器具及びその使用に際し火災の発

生のおそれのある器具にあってはその取扱い及び周囲の状況からそれぞれ総合的に判断して当

該規定の適用ができることとされていたが、技術開発により出現する特殊の器具についても火

災予防上支障がないものについては同様の扱いができるものとした規定である。 

なお、離隔距離の特例については、第１７条の３（基準の特例）の【解釈及び運用】を参照 

のこと。 
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第２３条 （喫煙等） 

 

第３節 火の使用に関する制限等 

 

 

第２３条 （喫煙等） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、火災が発生した場合に、人命危険が生ずるおそれのある、不特定多数の者が出入り

する場所及びかけがえのない国民の財産である重要文化財等の建造物において、火災発生の防

止と火災発生時における急激な延焼拡大を防止するため、必要な火気及び危険物品の持込み等

の制限に関する規定である。 

 

（喫煙等） 

第２３条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用

し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合

において消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。 

（１）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台

又は客席 

（２）百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)

の売場又は展示部分 

（３）文化財保護法(昭和２５年法律第２１４号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化

財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭

和８年法律第４３号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲 

（４）第１号及び第２号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれ

のある場所 

 【解釈及び運用】 

 ２ 第１項の規定は、不特定多数の者が出入りする場所並びに重要文化財等である建造物の内部

及び周囲での喫煙、裸火使用及び火災予防上危険な物品（以下「危険物品」という。）の持ち込

みを禁止した規定である。 

（１）消防長が指定した場合は、当該場所の関係者にその旨を通知し、当該場所は、本項各号に

掲げる場所であっても、指定されることによりはじめて規制を受けるものである。 

福知山市において「消防長が指定する場所」とは、「喫煙又は裸火の使用を禁止する場所」

（昭和４０年１２月１６日告示第３６号）に指定されているものをいう。 

なお、喫煙、裸火使用又は危険物品持込み禁止場所において、消防長は、業務上やむを得

ない場合に当該行為の解除承認を行うことができる。 

ここでいう承認は、原則としてその都度行うものであるが、承認期間は必要最小限とする

ことはいうまでもない。 

対象については下記のとおり。 

ア 劇場・映画館・演芸場並びに屋内に設ける観覧場の舞台部（舞台並びにこれに接続し設

けられた大道具室及び小道具室をいう。）及び客席 

イ 百貨店の売り場（売場に設けられた喫煙所を除く。） 

ウ 展示場の展示場所（展示場所に設けられた喫煙所を除く。） 

（２）「裸火」とは、赤熱部（酸化反応を伴うもののみをいい、電気による赤熱部を含まない。）

又はこれより発する炎が外部に露出している火をいうが、電気器具類でも、空気中でアーク

を発したり、ニクロム線等の赤熱部が露出しているものも規制するのが妥当である。 

（３）「危険物品」とは、法別表に掲げる危険物、別表第８に掲げる指定可燃物のほか、可燃性ガ

ス、火薬類等が考えられる。 

３ 「重要な文化財」とは、重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡以外の文化財のうち重要

なもので、その所在する地方公共団体が条例で定めるところにより指定したものをいう。 
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２ 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」「火気厳禁」

又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識

の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。 

【解釈及び運用】 

 ４ 第２項の標識は福知山市消防法等施行細則に規定されており次のようなものとすること。 

なお、指定を受ける場所は、暗い場所が多いことから、標識灯等によることが望ましい。 

標識の区分 
大きさ 色 

幅 長さ 地 文字 

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険 

物品持込厳禁」と表示した標識 
２５ｃｍ以上 ５０ｃｍ以上 赤 白 

※ 第１項で重要な文化財として制限された区域には、福知山市消防法等施行細則に規定さ

れている制札を見やすい箇所に掲げるよう指導する。 

 

３ 第１項の消防長が指定する場所(同項第３号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の

関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講じなけ

ればならない。 

（１）当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内にお

いて全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における

全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置 

【解釈及び運用】 

５ 第１号に規定する標識の色は、同条第２項に規定する標識の色と同一のものとする。また、

当該標識に「禁煙」の記載がある場合、同条第２項により設ける標識と兼ねることができる。 

（１）第１号に規定する標識の記載例 

・「全館禁煙」 

・「当百貨店は全館において禁煙です。」 

６ 上記５の標識に併せて図記号による標識を設けること。 

７ 指定場所を有する防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合の火災予防上必 

 要と認める措置の例 

次に掲げる措置をすべて実施することを原則とするが防火対象物個々の状況から判断して、

全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、必ずしもこのすべての措置を実施する

ことを要しない。 

（１）防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が、全面的に喫煙が禁止されている

旨の標識の設置 

（２）定期的な館内巡視 

（３）当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送 

（４）その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置 
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第２３条 （喫煙等） 

 

 

８ 第１号の規定を適用する場合、当該防火対象物の関係者に、上記８に掲げる措置に関する事 

 項を書面等で提出させるか、又はあらかじめその措置を消防法施行規則第３条第１項の消防計

画に明示する等の方法により、消防機関において当該措置について把握し、立入検査等の機会

をとらえ、当該措置が適正に実施されているか確認することが望ましい。 

なお、上記８に掲げる措置に関する事項を書面等で提出させた場合で、当該防火対象物が消

防法第８条の２の２第１項の防火対象物に該当しているときは、当該防火対象物の管理につい

て権原を有するものは、当該書面の写しを防火管理維持台帳に編冊するものとする。（福知山市

においては、消防法施行規則第４条の２の６第１項第９号に基づき市長が喫煙等の制限を定め

ている。） 

 

 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙

所における「喫煙所」と表示した標識の設置(健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 33

条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。) 

【解釈及び運用】 

９ 第２号の喫煙所の表示は福知山市火災予防条例施行細則に規定されており次のようなものと 

する。 

 

標識の区分 
大きさ 色 

幅 長さ 地 文字 

喫煙所である旨を表示した標識 ３０ｃｍ以上 １０ｃｍ以上 白 黒 

 

   

喫煙所の標識 

３０ｃｍ以上  

    

１０㎝以上   喫 煙 所  地 白色 

                   文字 黒色 

 

 

 

 

    喫煙専用室標識 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、「禁煙」

又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定め

た規格第 7010 号又は日本産業規格 Z8210 に適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識

と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第 7001 号又は日本産業規

格 Z8210 に適合するものとしなければならない。 

【解釈及び運用】 

10 第３項から第４項の図記号による標識は、誰もが容易に標識の意味を理解できるようにする  

 ことにより、その実効性を高め、防火安全性の向上を図るため、国際標準化機構が定めた規格 

第 7001 号、第 7010 号及び日本産業規格 Z8210 に適合するものとすること。 

また、図記号の大きさについては、文字による標識の短辺以上のものとすること。 
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第２３条 （喫煙等） 

 

５ 第３項第２号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用

に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階に

おいて全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫

煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階に

おいて喫煙所を設けないことができる。 

【解釈及び運用】 

11 第５項に規定する標識の色は、同条第２項に規定する標識の色と同一のものとする。また、 

当該標識に「禁煙」の記載がある場合、同条第２項により設ける標識と兼ねることができる。 

（１）第５項に規定する標識の記載例 

・「この階は禁煙です。」 

・「当劇場において、この階は禁煙です。喫煙所は○○階にあります。」 

12 上記１１の標識に併せて図記号による標識を設けること。 

13 指定場所を有する劇場等において喫煙所を階ごとに設けないことが出来る場合の火災予防 

上必要と認める措置の例 

次に掲げる措置をすべて実施することを原則とするが、防火対象物個々の状況から判断して、 

当該階が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、必ずしもこのすべての措置を

実施することを要しない。 

（１）喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が、全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 

  の設置 

（２）当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送 

（３）定期的な館内巡視の実施 

（４）その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置 

14 第５項ただし書きの規定を適用する場合は、同条第３項第１号【解釈及び運用】９と同様と

する。 

なお、「第４項第１号」は「第５項」と、「上記８」は「上記１３」と読み替えるものとする。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

６ 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の３０分の１以上としなければな

らない。ただし、消防長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がない

と認めるときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

15 第６項ただし書きについては、近年における国民の喫煙率の低下という状況に鑑み、各防火 

 対象物等の利用状況等に応じ、喫煙所として必要な床面積を減ずることができるものである。

よって、劇場等に設ける喫煙所の床面積の合計を、当該場所の利用人員その他の利用状況等 

から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、客席の床面積の３０分の１以上としな 

くてもよいこととしている。 

 

７ 第１項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、

又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止

しなければならない。 

【解釈及び運用】 

16 第７項は、禁止場所において、禁止されている行為を使用とする場合における関係者の制止 

 義務を規定したものである。なお、本項における関係者とは、所有者、管理者又は占有者のこ 

とである。 

関係者の制止義務は、従業員等を通して行われるのが一般的であるが、従業員等自身には制 

  止義務は課せられておらず、従業員等が制止を怠った場合、自己の制止義務について従業員等

を通して適正に行っていない関係者が、この規定の制約を受ける。なお、ここでいう「制止」

とは、喫煙等の禁止行為を行っている者に対し、喫煙等を行ってはならないこと、又は所定の

場所で喫煙等を行うよう告げることであり、実力により行為を阻止するものではない。制止の

方法は、喫煙等を行っているものに対し、直接に又は放送設備等を通して包括的に行ってもよ

い。 

 

 

第２４条  （空地及び空家の管理） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、空地、空家等からの出火防止を図るため、空地については、枯草の除去等を、空屋

については侵入防止措置等を、それぞれの所有者等に義務付けたものである。 

２ 市町村によっては、草刈り条例を制定しているが、火災予防については、本条が特別法とな

るため、優先適用される。 

 

（空地及び空家の管理） 

第２４条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の

除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 

【解釈及び運用】 

３ 「空地」とは、屋外のすべての土地の空間部分のことである。本条は、火災の発生又は延焼

の危険が大きい市街地等における空地に枯草等の燃焼のおそれのある物件が放置されている場

合に限定して運用することが望ましい。 
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第２５条 （たき火） 

 

４ 「枯草等の燃焼のおそれのある物件」は、次の（１）から（６）に示すものが考えられる。 

（１）枯草（枯れた草であり、青草は含まれない。） 

（２）ダンボール箱等の紙製品 

（３）工作物の除去に伴って生じた可燃性の不要物、廃材等 

（４）木くず、紙くず、繊維くず等容易に着火するおそれのある物件 

（５）廃プラスチック 

（６）ゴムくず 

５ 空地の管理については、その義務を履行させる行政上の手段として、消防法第３条の規定に

基づく屋外における措置命令により担保することができる。したがって「火災予防上必要な措

置」とは、本条が消防法第３条の裏がえしに空地の所有者等に枯草等の除去を義務付けたもの

であるので、消防法第３条第１項各号に掲げる措置が考えられる。 

 

２ 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除

去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 

【解釈及び運用】 

６ 第２項の規定は、空家が出火場所である火災事例が多いことから、放火、火遊び等による火

災を防止するため、空家の所有者又は管理者に対して、当該空家にむやみに人が出入りできな

いよう施錠すること、第一着火物となり易い可燃性の物品を周囲に放置しないこと、ガス及び

電気の確実な遮断、危険物品の除去等空家における火災を防止する上で必要な措置を講ずるこ

とを定めたものである。 

 

 

第２５条（たき火） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、可燃物の近くではたき火をしてはならないこと及びたき火をする際の必要な措置を

規定したものである。なお、平常時の気象時におけるたき火の制限についての一般的な規定で

あり、後述する第２９条は、異常気象時における火気の制限を規定した特別規定である。 

 

（たき火） 

第２５条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。 

【解釈及び運用】 

２ 用語について 

（１）「可燃物」とは、引火性の物品、爆発性の物品を含み、すべての燃えやすいものを総称して

いる。ここで、引火性の物品とは、点火源により発炎燃焼を起こす蒸気を発生するもの（例：

危険物第４類に属する物品）をいい、爆発性の物品とは燃焼速度がきわめて早く、瞬時に燃

焼するもの（例：火薬類、ニトロ化合物等）である。 

（２）「可燃物の近く」とは、たき火の規模、可燃物の性状、気象条件等により実体的に判断する

ものである。 

（３）「たき火」とは、火を使用する設備、器具を用いないで又はこれらの設備、器具による場合

でも、本来の使用方法によらないで火をたくことをいう。また、不要品の廃棄又は採暖のみ

ならず、炊事、作業等の目的で火をたく場合も該当する。 
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第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準 

 

２ たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならな

い。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項の「火災予防上必要な措置」とは、おおむね次の（１）から（４）に示すものである。 

（１）水バケツ、消火器等の準備 

（２）火の粉の飛散防止のため、地面に穴を掘り、その中で燃やすとか、不燃性容器等を使用す

ること。 

（３）気象状況、燃焼状態に対応できるよう責任ある監視人をつけること。 

（４）火災とまぎらわしい煙又は炎を発する場合は、第４５条に基づいてあらかじめ届出ること。 

 

 

第２６条  （がん具用花火） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、一定の場所でのがん具用煙火の消費の禁止及びがん具用煙火の貯蔵及び取扱につい

て規定したものである。 

 

（がん具用花火） 

第２６条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。 

【解釈及び運用】 

２ 用語について 

（１）「がん具用煙火」とは、がん具として用いられる煙火、その他のこれに類する煙火であって、

火薬類取締法施行規則で定めるものをいい、本条の第１項及び第２項は、同規則第９１条第

２号の数量（火薬又は爆薬の合計が、２５キログラム。ただし、クラッカーボールにあって

は５キログラム）以下のがん具用煙火について、第３項は同規則の同号で定める数量の５分

の１以上同号で定める数量以下のがん具用煙火について、適用される。 

   数量について、相互間６．０ｍの離隔を設ける場合は、合算しないことができる。 

なお、社団法人日本煙火協会が自主的に行う検査に合格したがん具用煙火には、安全基準

等に適合していることを証する表示（規格証、図１参照）及び合格を証する表示（合格証、

図２参照）が付されることとなっている。 

 

               
           図１ 規格証            図２ 合格証 

 

この検査は、日本煙火協会がん具煙火検査所で行っているが、検査に合格した花火に、前

記証書が表示される。検査の内容は下記のとおり。 

ア 火薬類取締法に適合しているか否かを見る「基準検査」 

イ 花火の構造、燃焼現象や使い方の表示の確認テストをするとともに、実際に着火して危

険の有無を調べる「安全検査」 

（２）「火災予防上支障のある場所」とは、がん具用花火の種類によっても異なるが、次のアから

ウに示すような場所をいう。 

ア 危険物、指定可燃物、火薬類、高圧ガスその他の可燃物等の近くの場所 

イ 建物の内部、建物と建物の間の狭い場所及び家屋の密集した場所 

ウ 強風注意報等が発令されている区域 
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第２７条 （化学実験室等） 

 

２ がん具用煙火を貯蔵し 、又は取扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けな

ければならない。 

【解釈及び運用】 

３ がん具用煙火の貯蔵、取扱いについて 

（１）第２項に定める規制は、一般的注意事項を規定したものでがん具用煙火の数量に関係なく

（火薬類取締法施行規則第９１条第２号に定める数量を超えるものを除くことはいうまでも

ない。）炎、火花又は高温体との接近を避けるべきことを規定しているものである。 

（２）炎、火花及び高温体との接近防止のための措置は、次のアからエまでの例に示すとおりで

ある。 

ア がん具用煙火の近くで燃焼器具を使用しないこと。 

イ 炊事場、風呂場等で使用する熱源が影響する場所から安全な距離をとるか又は区画する

こと。 

ウ 店頭で陳列する容器には、ふた又は覆いを用い、たばこの吸殻等の火源が入ることを防

止すること。 

エ 裸電球の接近を避けること。 

 

３ 火薬類取締法施行規則(昭和２５年通商産業省令第８８号)第９１条第２号で定める数量の５

分の１以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふ

たのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施したおおいをしなければならない。 

【解釈及び運用】 

４ 第３項は、一定数量以上のまとまった量のがん具用煙火について、より高い安全のための措

置を要求したものであるが、同項に定める「不燃性容器」には難燃性の容器は含まない。 

 

 

第２７条（化学実験室等） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、火災の発生のおそれのある化学実験や操作等を行う場合における遵守事項について

規定したものである。 

例えば、パラフィンのオイルバスを使用して加熱実験を行う場合、パラフィンのような物品

は、一定の温度以上に加熱することにより可燃性の蒸気を発生するため、火災予防上きわめて

危険なものといえる。したがって、このような物品を一定の温度以上に加熱する場合において

は、火粉の飛散、火炎の伸長等引火の誘引をなすことを極力防止するとともに、加熱されてい

る物品そのものが溢流して直接火と接触することを防ぐ措置が講ぜられなければならない。 

 

（化学実験室等） 

第２７条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う 

場合においては、第３０条、第３１条の２第１項第２号から第１６号まで及び第２項第１号並

びに第３１条の４第 1 項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を

講じなければならない。 

【解釈及び運用】 

２ 「化学実験室」とは、学校、研究室、試験室、試験場等の化学実験室など小規模な実験室か

ら、機械を用いて行う大規模な工場実験室も対象となる。 
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３ 「火災予防上必要な措置」とは、次の（１）から（８）までに示すものをいう。 

（１）加熱される可燃性の物品を入れる容器は、口の小さいものを選び、火の粉の侵入を防止す

る。 

（２）熱源と当該容器の間には、目の細い金網を挿入して火炎伸長を防ぐ。 

（３）化学実験等を行う場合、熱源又は加熱される可燃性の物品を入れる容器等の占める面積よ

り十分広い不燃性の台上で行う。 

（４）取扱い位置は、第１８条第１項第１号及び第３号から第５号までの例によること。 

（５）加熱の状況によっては第３条第２項第５号の例による措置を行うこと。 

（６）適切な消火の準備を行うこと。 

（７）実験中である旨の表示を掲出すること。 

（８）危険物等を保存する場合は、整理整頓に努め、地震等の際にも落下、破損等しないような

措置が必要である。 

４ 第３０条、第３１条の２第１号、第１１号から第１９号まで及び第２１号から第２６号まで

並びに第３１条の４第１１号の規定に準じてとは、少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準の一部

を準用するものである。 

 

 

第２８条  （作業中の防火管理） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、可燃物の近くにおいて、火炎が伸長し、又は火花が飛散するような作業を行うこと

を禁止したものである。 

なお、「新築工事中の防火対象物の防火安全対策について」（昭和４８年１０月１７日消防予

第１３９号消防庁予防課長、消防安第４０号安全救急課長通知）及び「工事中の防火対象物に

関する消防計画について」（昭和５２年１０月２４日消防予第２０４号消防庁予防救急課長通知）

により本条の趣旨を徹底させ、火災予防を確立する必要がある。 

 

○新築工事中の防火対象物の防火安全対策について 

１ 新築工事中の大規模な防火対象物の防火管理体制を確保するため、工事施工責任者に

各分担工事者ごとに防火に関する責任者を定めさせるとともに、これを統括する責任者

を定めさせ、火災の発生の防止、火災の発見、消火、通報、避難等に関して消防法（以下

「法」という。）第８条第１項の規定に準じて実効ある消防計画を作成するよう指導する

こと。 

また、消防計画の作成にあたっては、特に工事中使用する引火性爆発性物品の管理に関

する事項、溶接器具、バーナーその他の火気使用設備器具の使用の際の管理に関する事項

及び喫煙その他火気の管理に関する事項並びに火災発生時において当該建物内で作業中

の者全員に対する連絡・避難に関する事項及び消防機関への通報に関する事項について

関係者の任務分担を明確にし、その内容を関係者に周知徹底させること。 

２ 当該防火対象物にかかる工事（消防用設備等の工事を含む。）の完了前においては、装

飾物品、商品等の可燃物の搬入を禁止し、やむをえず搬入する場合にあっては、工事施工

責任者に当該搬入について責任を有する者と防火管理について協議を行わせ、１に準じ

た措置を講じさせるとともに、少なくとも当該搬入を行う部分における消防用設備等を

完備させ、常時作動するよう維持管理させること。 

３ その他消防機関は、法第４条の規定に基づき、工事中においても随時当該防火対象物に

立入調査し、１及び２に関する指導及びその実施状況の把握その他火災予防上必要な措

置を講ずること。 
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○工事中の防火対象物に関する消防計画について 

消防計画の内容とすべき図面又は事項 

１ 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火戸の位置等

の各階平面図 

２ 廊下、階段、出入口その他の避難施設等及び消防用設備等ごとの工事期間、機能の確

保に支障を生ずる避難施設等及び消防用設備等の種類及び箇所、工事に伴う火気の使

用の有無、使用する火気の使用場所、種類及び使用機関、工事の施工中に持ち込む資材

及び機械器具の種類、量、推積方法及び持ち込み期間並びに工事に係る部分の工事完了

後の状況 

３ 工事施工中における使用部分及びその用途、工事により機能の確保に支障の生ずる

避難施設等及び消防用設備等に係る代替措置の概要、使用する火気の管理の方法、持ち

込む資材及び機械器具の管理の方法その他防火上又は避難上の措置 

 

 

（作業中の防火管理） 

第２８条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等によ 

る火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスフアルト等の溶解作業又は鋲打作

業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の附近においてこれをしてはならない。 

【解釈及び運用】 

２ 作業中の火災危険について規定したものである。 

（１）第１項における規制対象は、火炎が伸長するか又は火花が飛散する作業である。家庭で行

う一時的な行為はこれに該当しない。つまり、作業所や工事現場において行う一定の事業目

的に従って反復継続する一連の作業が対象である。 

（２）「火花を発する作業」には、グラインダー等による作業のほか、たがね、ドリル等によるは

つり作業が該当する。 

（３）「加熱作業」には、トーチランプによるもののほか、バーナーによるもの等がある。 

 

２ 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具

の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項の規定は、最近の火災事例等に鑑み、自動車の解体作業における安全管理の徹底を図

るために、規定したものである。 

（１）「燃料等の可燃性物品」とは、ガソリン等の引火性物品のほか、シート等、溶断作業におい

て着火しやすい物品をいうものである。 

（２）燃料等の「適切な管理」とは、抜き取った燃料を鋼製の容器に入れ、所定の場所で保管す

ること等のほか、その量によっては、少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準によるなど、それ

ぞれの物質・物品の性質及び量に応じた適切な管理を行うべきことをいうものである。 
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３ 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散

布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要

な措置を講じなければならない。 

【解釈及び運用】 

４ 第３項の規定は、溶接作業を行う場合に、火花の飛散等による火災の発生の防止を図るため、

施行令第４条の３第４項に定める防炎性能を有する工事用シートを用いることを示したもので

ある。 

５ 第３項及び第４項の「火災予防上必要な措置」とは、次の（１）から（４）に示すものが考

えられる。 

（１）作業の開始前、周囲の安全を確認し、必要な措置を行う。 

（２）点火源となるおそれのある原因を排除する。 

（３）監視人を置く。 

（４）作業中は、関係者以外の者の出入りを禁止する。 

 

４ 令別表第１に掲げる防火対象物(同表(１８)項から(２０)項までに掲げるものを除く。以下第

４０条及び第４１条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建

築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作

業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、

火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければなら

ない。 

【解釈及び運用】 

６ 第４項の規定は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性の蒸気、ガス又は爆発性若

しくは可燃性の粉じんを発生する作業を行う場合の規制であって、十分な換気、除じんを行う

か又は火気の使用を禁止する等の措置を講じ、さらに作業中の監視及び作業終了後の異常の有

無の確認を行うことを義務付けたものである。 

 

 

５ 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫

煙してはならない。 

【解釈及び運用】 

７ 第５項の「作業現場」とは、本条第１項でいう作業を行う場所に限らず、あらゆる作業現場

をいう。ただし、道路の掘削工事等で作業そのものの内容が火災と関係なく、周囲にも可燃物

のない作業を除く。 

８ 第５項の「火災予防上安全な場所」とは、次の（１）から（３）ウに示すとおりであり、当

該場所には、消火の準備又は喫煙場所である旨の標識の掲出等の措置が施してあることが望ま

しい。 

（１）周囲に可燃物がない場所であること。 

（２）適当な広さを有すること。 

（３）付近で危険作業が行われていないこと。 
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第４節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限 

 

 

第２９条（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、消防法第２２条第４項１の規定に基づき、火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限について規定したものであり、第２５条に対して特別規定の関係にあることから、

火災に関する警報の発令中にあっては本条が優先適用される。なお、本条の規制を受ける者は、

本条の制限行為を自ら行おうとする者である。 

なお、本条の規定に違反した者については、法第４４条の罰則（３０万円以下の罰金又は拘

留）が適用される。 

２ 「火災に関する警報」とは、法第２２条第３項の規定に基づき、市長が発するものである。 

（１）市長は火災気象通報を受報し、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは、

火災に関する警報を発表することができる。ただし、火災警報を発表しない場合でも、必要

と認めたときは、乾燥、強風等の気象の状況を住民等に伝達する。 

（２）市長が単独に火災警報を発表する場合の基準は、次の各号の一つに掲げる気象状況で、か

つ、市長が火災の予防上危険であると認める場合とする。 

ア 実効湿度が７０％以下となり、かつ、最小湿度が４０％以下となるとき。 

イ 平均風速が毎秒１２ｍ以上となり、主として強風のため火災の予防上危険であるとき。 

３ 気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）の規定によって、京都府の災害対策課を通じて福 

知山市に対し、京都地方気象台から気象注意報等が発せられるが、これは、ここにいう「火災

に関する警報」とは法律上別のものである。したがって、異常乾燥注意報、強風注意報が発せ

られた場合においても、法第２２条第３項の火災警報が発せられない限り、本条の規制が及ぶ

ものではない。 

４ 消防法第２３条は、気象条件にとらわれない平常時における「たき火」及び「喫煙」の規制

であるが、本条は火災警報発令中において、屋内における裸火の使用から屋外における火入れ

等に至るまで、多岐にわたっており、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用を制限し

ている。 

 

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定める

ところによらなければならない。 

（１）山林、原野等において火入れをしないこと。 

【解釈及び運用】 

５ 第１号の「火入れ」とは、森林法に基づく火入れをはじめ、原野、堤防等において、ある区

域内の草木等を焼却除去しようとする行為のすべてをいう。 

 

（２）煙火を消費しないこと。 

【解釈及び運用】 

６ 第２号の「煙火」は、がん具用煙火も含む。 
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（３）屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

【解釈及び運用】 

７ 第３号及び第４号の「屋外」とは、建築物の外部をいうものであり、敷地内であるか否かを

問わない。 

８ 第３号の「火遊び」とは、火の持つ本来の効用を利用するだけでなく、単に好奇心を満足さ

せるため、火を使い又は漫然と退屈しのぎ等のために火を燃やす行為をもいう。 

９ 第３号の「たき火」については、第２５条（たき火）の【解釈及び運用】２（１）を参照す 

ること。 

 

（４）屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

【解釈及び運用】 

10 第４号の「引火性又は爆発性の物品」については、第２５条（たき火）の【解釈及び運用】

２（２）を参照すること。 

 

（５）山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内

において喫煙をしないこと。 

 

（６）残火（たばこの吸いがらを含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

【解釈及び運用】 

11 第５号の「残火」及び「取灰」は、いずれも何らかの火を使用する行為があった後に残され

たものである。 

 

（７）屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。 

 

 

 

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 

 

 

第２９条の２（住宅用防災機器） 

【解釈及び運用】 

 本条は、住宅用火災警報器が住宅火災における死者発生数の低減に大きな効果があること、

死者増加の危機的な状況を踏まえて検討した結果、効果的な推進方策として住宅用火災警報器

の設置義務化が提言され、新設されたものである。 

 

（住宅用防災機器） 

第２９条の２ 住宅（法第９条の２第１項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。）の

関係者（住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。）は、次条及び第２９条の４に定める基準に

従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。 

（１）住宅用防災警報器（令第５条の６第１号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章

において同じ。） 

（２）住宅用防災報知設備(令第５条の６第２号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下こ

の章において同じ。) 
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第２９条の３ （住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準） 

  

第２９条の３ （住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、住宅用防災警報器の設置に関し、基準を示したものである。 

 

（住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準） 

第２９条の３ 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第２号から第５号までに掲げる住

宅の部分にあっては、令別表第１（５）項ロに掲げる防火対象物又は（１６）項に掲げる防火

対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外

の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その

他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。 

（１）就寝の用に供する居室(建築基準法第２条第４号に規定する居室をいう。第４号及び第５号

において同じ。) 

（２）前号に掲げる住宅の部分が存する階（避難階(建築基準法施行令第１３条第１号に規定する

避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段（屋外に設け

られたものを除く。以下この条において同じ。)の上端 

（３）前２号に掲げるもののほか、第１号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数え

た階数が２以上である階に限る。)から下方に数えた階数が２である階に直上階から通ずる

階段の下端（当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。) 

（４）第１号及び第２号に掲げるもののほか、第１号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する

場合であって、居室が存する最上階（避難階から上方に数えた階数が２以上である階に限

る。）から直下階に通ずる階段の上端 

（５）前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が７平方メ

ートル以上である居室が５以上存する階(以下この号において「当該階」という。)の次に掲

げるいずれかの住宅の部分 

ア 廊下 

イ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端 

ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の

下端 

（６）台所(調理を目的として、コンロその他火気を使用する設備又は器具を主として設けた場所

をいう。ただし、前各号に掲げる住宅の部分内にあるものを除く。) 

【解釈及び運用】 

２ 本条の規定は、住宅用防災警報器の設置場所に関することを明記したものである。 

 

２ 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は

壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。 

（１）壁又ははりから０．６ｍ以上離れた天井の屋内に面する部分 

（２）天井から下方０．１５以上０．５ｍ以内の位置にある壁の屋内に面する部分 

３ 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、１．５ｍ以上離れた位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

３ 本条の規定は、住宅用防災警報器の設置位置に関することを明記したものである。 
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第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 

 

４ 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

種別のものを設けること 

【解釈及び運用】 

４ 本条の規定は、住宅用防災警報器の設置場所における適応する住宅用防災警報器の種別を明

記したものである。 

 

住宅の部分 住宅用防災警報器の種別 

第１項第１号から第４

号まで、第５号イ及びウ

並びに第６号に掲げる

住宅の部分 

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知

設備に係る技術上の規格を定める省令(平成１７年総務省令第１

１号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」とい

う。)第２条第４号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。) 

第１項第５号アに掲げ

る住宅の部分 

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第２

条第３号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器 

 

５ 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するもので

なければならない。 

 

６ 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持

しなければならない。 

（１）電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動で

きる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を

交換すること。 

（２）電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が

供給されていること。 

（３）電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に

開閉器が設けられていない配線からとること。 

（４）電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。 

（５）自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第２条第５号に規定するものをいう。次号に

おいて同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に

住宅用防災警報器を交換すること。 

（６）自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響に

より伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。 

【解釈及び運用】 

５ 第１号において、住宅用火災警報器の交換期限については、出荷時等を起点としておおむね

１０年を目途として「年月」が明示されるものである。 

 

６ 第２号において、「電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあって

は、正常に電力が供給されていること。」とは、通常の商用電力が供給されていれば足りるもの

であり、停電時等においてまで電力の供給を求めるものではない。（非常電源の付置は要しない） 

 

７ 第３号において、分電盤にあるアンペアブレーカー、漏電遮断器、配電用遮断器等は、分電

盤との間の開閉器に該当しない。なお、開閉器とは、いわゆる通常のスイッチ等をいう。 
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第２９条の４ （住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準） 

 

 第２９条の４（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準） 

【解釈及び運用】 

１ 本条の規定は、住宅用防災報知設備（感知器）の設置に関することを明記したものである。 

 

（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準） 

第２９条の４ 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の 

規格を定める省令(昭和５６年自治省令第１７号。以下この章において「感知器等規格省令」と 

いう。)第２条第１号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前

条第１項各号に掲げる住宅の部分に設けること。 

 

２ 感知器は、前条第２項及び第３項に定める位置に設けること。 

【解釈及び運用】 

２ 第２９条の３（住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準）の【解釈及び運用】２及び

３を参照すること。 

 

３ 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のもの

を設けること。 

【解釈及び運用】 

３ 本条の規定は、住宅用防災報知設備の設置場所における適応する感知器の種別を明記したも

のである。 

 

住宅の部分 感知器の種別 

前条第１項第１号から

第４号まで、第５号イ及

びウ並びに第６号に掲

げる住宅の部分 

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第２条第９号に掲げ

るもののうち、感知器等規格省令第１７条第２項で定める１種又

は２種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。) 

前条第１項第５号アに

掲げる住宅の部分 

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第２条第８号に

掲げるもののうち、感知器等規格省令第１６条第２項で定める１

種又は２種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型

感知器 

 

４ 住宅用防災報知設備は、その部分である法第２１条の２第１項の検定対象機械器具等で令第

３７条第４号から第６号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械

器具等について定められた法第２１条の２第２項の技術上の規格に、その部分である補助警報

装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するもの

でなければならない。 
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第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 

 

５ 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維

持しなければならない。 

（１）受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和５６年自治省令第１９号)第２条第７

号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅

の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。 

（２）前条第１項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあって

は、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報

装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１号及び第２号の「住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる」とは、

受信機又は補助警報装置を設ける階の廊下、寝室、リビング等の居室にいる者に有効に火災の

発生を報知できることをいう。 

 

（３）感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあ

っては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されて

いること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が

自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。 

 

（４）感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあ

っては、次によること。 

ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に

感知器及び受信機を設けること。 

イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。 

 

（５）住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換

期限を明示すること。 

【解釈及び運用】 

５ 第５号において、住宅用防災警報設備の感知器の交換期限については、出荷時等を起点とし

ておおむね１０年を目途として「年月」が明示されるものである。 

 

（６）前条第６項第１号、第５号及び第６号の規定は感知器について、同項第２号から第４号ま

での規定は住宅用防災報知設備について準用する。 
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第２９条の５ （設置の免除） 

 

第２９条の５（設置の免除） 

【解釈及び運用】 

 本条の規定は、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置の免除に関する規定を明記

したものである。 

 

（設置の免除） 

第２９条の５ 前３条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める設備の 

有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章にお

いて「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。 

（１）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示

温度が７５度以下で種別が１種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)

を令第１２条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したと

き。 

（２）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第２

１条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

（３）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー

設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備

等に関する省令(平成１７年総務省令第４０号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第３

条第３項第２号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したと

き。 

（４）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設

備を特定共同住宅等省令第３条第３項第３号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上

の基準の例により設置したとき。 

（５）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を

特定共同住宅等省令第３条第３項第４号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基

準の例により設置したとき。 

（６）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災

報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する

設備等に関する省令(平成２０年総務省令第１５６号)第３条第２項及び第３項に定める技術

上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

（７）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設における必

要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成２２年総務省

令第７号)に規定する複合型居住施設用自動火災報知設備を同令第３条第２項に定める技術

上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

（８）前各号に掲げるもののほか、消防長が定める場合によるとき。 

 

 

第２９条の６（基準の特例） 

（基準の特例） 

第２９条の６ 第２９条の２から第２９条の４までの規定は、住宅用防災警報器等について、消

防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報

器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれ

が著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認め

るときにおいては、適用しない。 
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第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 

 

第２９条の７（住宅における火災の予防の推進） 

（住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ 本市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努め

るものとする。 

（１）住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住

宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進。 

【解釈及び運用】 

１ 「住宅」とは、一般住宅（一戸建ての住宅）のほか、長屋、共同住宅、寄宿舎、寮、下宿等が

該当するものであり、店舗併用住宅等の住宅の用途以外の部分は、本条に規定する住宅から除

かれるものである。 

 

（２）住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進。 

【解釈及び運用】 

２ 「自主的な防災組織」とは市民一人ひとりが防火防災意識を高め、自治会等の自主防災組織

の活動を推進させることをいう。 

 

２ 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第２９条の３第１項に定める住宅の部分

のほか、火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の

設置に努めるものとする。 

【解釈及び運用】 

３ 第２項は、住宅防火について、市民が火災予防の必要性について認識を高め、「自らの住宅は

自らの手で守る」という努力義務を規定したものである。 
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第３０条 （指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

第１節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

第３０条 （指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

【解釈及び運用】 

１ 本節（第３０条から第３２条まで）は、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準を規

定している。 

まず、第３０条においては、いかなる類、品名に属するかを問わず、また貯蔵及び取扱いを

通じて、すべての使用状態に共通する基準を規定する。第３１条から第３１条の６までにおい

ては、第３０条の通則以外の少量危険物（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物をい

う。以下同じ。）の貯蔵及び取扱いの具体的な基準を規定する。次に第３１条の７においては、

危険物の類ごとの特殊性を考慮し、類ごとに共通する基準を規定する。また、第３１条の８に

おいては、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備の維持管理について、第３１条の９におい

ては、指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合の特例について規定する。さら

に、第３２条においては、品名を異にする危険物を貯蔵し、又は取扱う場所における危険物の

数量の取扱いについて規定する。 

２ 本条は、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準について

規定したものである。 

３ 危険物には、それ自体引火性又は発火性を有するものと、引火又は発火を促進するものとが

ある。 

さらに、危険物の危険性は、引火や発火等の出火性の問題だけでなく、１度出火したら燃焼

速度が早いこと、また、災害を拡大させ消火を困難とすることが問題である。そこで、危険物

を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、何よりもまず出火を防止することが必要である。 

 ４ 危険物の条例規制の考え方 

   指定数量以上の危険物規制については、法第３章の規定に基づき、その技術上の基準は、危

険物政令、危険物省令に定められており、危険物を製造する施設、貯蔵する施設、取り扱う施

設ごとに、その形態に応じ、明確に技術上の基準が定められている。すなわち、指定数量以上

の危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う場合は、まずその施設ごとの位置、構造及び設備の

技術上の基準を満足する必要がある。これを「対象規制」という｡ 

当然、製造する施設で貯蔵はできないし、取り扱う施設で製造や貯蔵はできないこととなる。

これとは対照的に、指定数量未満の危険物の規制の考え方は、指定数量未満の危険物の貯蔵や

取扱いを行う場合は、本節で定める技術上の基準を満足して行う必要があるという規制になる。

これを「行為規制」という｡ 

このため、指定数量未満の危険物の貯蔵と取扱いの区別は明確でなく、貯蔵と取扱いの行為

を場合によっては、同じ場所等で行うことも可能となる。 

 

  （指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３０条 法第９条の４の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和３４年政令第３０６

号)で定める数量（以下「指定数量」という。）未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に

掲げる技術上の基準によらなければならない。 

（１）危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

５ 第１号において、「みだりに火気を使用しない」とは、火気を使用するときは、安全な場所を

指定して安全な方法でこれを使用すべきこと。すなわち、危険物の性質及び作業工程等を考慮

して、適切に管理された状態でのみ火気を使用すべきである。 

  



130 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（２）危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだ

りに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。 

【解釈及び運用】 

６ 第２号の規定は危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、特にその危険性を考慮して、 

常に整理及び清掃を行い、必要最小限のものをあるべき位置に置き、管理が行き届いている状

態で作業することを要求している。本号の趣旨は、一般的な安全及び衛生の面からも必要なこ

とであるが、火災予防上の見地から特にその必要性が大きいものである。 

「不必要な物件」とは、当該場所の作業工程において、必要でない物件をいうものであり可

燃物に限るものではないが、その具体的適用に当たっては、危険物の性質、数量や危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場所の構造等の実態に応じ、防災的な見地から判断すべきことはいうまで

もない。例えば、原料や製品を置くための台や作業をするための机等は、必要なものであり、

整理されていれば差し支えないが、原料を取出したあとの空箱等不必要なものは、速やかに整

理すべきである。 

 

（３）危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散し

ないように必要な措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

７ 第３号の「必要な措置」とは、貯蔵及び取扱いの形態に応じた密栓、ふた、受け皿、バルブ

等の設置及びこれらの管理等をいうものである。 

 

（４）危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に

適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。 

【解釈及び運用】 

８ 第４号は、危険物の貯蔵、取扱いに容器を用いる場合、当該容器は、危険物の性質に応じた

材質、強度等を有するものを選ぶとともに、破損、腐食、さけめ等がないものを使用すべきこ

とを規定したものである。 

  「当該危険物の性質に適応」とは、危険物の危険等級（危険物の規制に関する規則（以下「危

険物規則」という。）第３９条の２に定める危険物の等級をいう。）に応じた性質の容器を用い

ることが好ましい。なお、容器の種類は、機械により荷役する構造を有するものを除き、危険

物の品名及び危険等級に応じて危険物規則別表第３（固体用のもの）又は第３の２（液体用の

もの）に規定するとおりの運搬容器の基準がある。 

機械により荷役する構造を有する容器については、危険物規則別表第３の３（固体用のもの）

又は第３の４（液体用のもの）に規定されている。 

 

（５）危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下

させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。 

【解釈及び運用】 

９ 第５号は、行為規制として、容器の粗暴な取扱いを禁止したものである。これは、第４号に

適合する容器に危険物を収納して貯蔵し、又は取り扱う場合においても、粗暴な行為によって

取り扱うと火災予防上安全が期待できないからである。 

この号で述べられる「みだりに」とは、必要以上にという意味であり、また「粗暴な行為」

については、貯蔵、取扱いの状況に応じ、具体的な行為ごとに常識的に見て、火災予防上安全

が期待できない行為である場合をいう。 

特に、第１類の危険物及び第５類の危険物については、衝撃を加えないこと、第４類の危険

物については転倒させないこと、また、紙袋、ガラス等破損しやすい容器については、特に粗

暴な行為を禁止することが求められる。 
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（６）危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容

器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ず

ること。 

【解釈及び運用】 

10 第６号は、危険物を収納した容器が地震等により転落又は転倒し、また逆に他の物体の落下

により災害が発生することがないよう措置することが規定されている。 

具体的には、容器が地震等により落下や転倒などしないように、棚を建築物の壁又は床面に

固定し、容器には滑り止めをつけること等が考えられる。また、他の物体が落下するおそれの

ある場所に容器を置かないこと等も考慮しなければならない。 

 

 

第３１条 （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は

取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第３１条の８まで

に定める技術上の基準によらなければならない。 

【解釈及び運用】 

１ 少量危険物の貯蔵及び取扱いについて、貯蔵し、又は取り扱う場所（屋外又は屋内）、タンク

の種類等の貯蔵・取扱形態に応じて第３１条の２から第３１条の８までに定める所定の措置を

講じることとされている。 

２ 指定数量以上の危険物は、法第１０条第１項（ただし書きを除く。）の規定により、貯蔵所以

外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはな

らないこととされている。しかも、製造所、貯蔵所又は取扱所における危険物の貯蔵及び取扱

いの技術上の基準は、危険物の規制に関する政令（以下「危険物政令」という）において、詳

細な規定が設けられており、この基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが要求され

ている。このうち、貯蔵及び取扱いの技術上の基準については、危険物自体の性質に由来する

ものであるから、その数量が指定数量未満の場合においても、少なくとも指定数量の５分の１

程度に達すれば、指定数量以上の場合とほぼ同様の基準によるのが適当と考えられる。 

３ 適用条文について  

指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合に適用する規定条文は、次のとおりであ

る。 

① 指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱基準：第３０条関係 

② 少量危険物の貯蔵、取扱基準：第３１条～第３１条の９関係 

③ 炉、ボイラー等火気使用設備の基準等：第３条、第４条関係等 

（１）少量危険物取扱所であり、かつ、火気使用設備がある場合 

①＋②＋③を適用する。 

（２）少量危険物取扱所であるが、火気使用設備がない場合 

①＋②を適用する。 

（３）微量危険物の貯蔵、取扱場所であり、かつ、火気使用設備がある場合 

①＋③＋第３条第４項において準用される②を適用する。屋内外を問わず炉等の附属設備

は第３条第１項第１７号及び第１８号によるものとする。 

（４）微量危険物の貯蔵、取扱場所であるが、火気使用設備がない場合 

①のみを適用する。 
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４ 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、建築物内に設置する少量危険物（タンクを除く。）

の貯蔵、取扱場所の具体的な範囲は、原則として次のとおりである。 

（１）微量危険物の合計（Ａ＋Ｂ）が少量危険物になれば、当該場所は、一の少量危険物取扱所

とする（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）複数の少量危険物の貯蔵、取扱場所  

一連の貯蔵、取扱場所では、Ｃ及びＤそれぞれの貯蔵、取扱い数量を合算し、一の貯蔵取

扱所とする（図２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）タンクの容量が微量危険物（以下「微量危険物タンク」という。）である場合 

ア ボイラー等燃料消費の少量危険物取扱所であり、サービスタンク等が微量危険物タンク

である場合、当該タンクは危険物の貯蔵量からみると第３１条の４（屋内、屋外の少量危

険物タンクの基準）の基準は適用されないが、危険物の通過量、すなわち取扱量が少量危

険物となるため、第３１条の４の基準が適用されることになる（図３参照）。 

 

 

 

 

 

 

イ ボイラー等とサービスタンク等の微量危険物タンクがそれぞれ複数設置されている少量

危険物取扱所で、微量危険物タンクの取扱量が少量危険物にならない場合にあっては、ボ

イラー等の基準から当該タンクはボイラー等の付属設備として認められるため、第３条の

液体燃料タンクの基準を適用する（当該タンクは少量危険物タンクと同等の基準となる。）

（図４参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

微量危険物 

Ａ 

微量危険物 

Ｂ 

図１ 

少量危険物 

Ｃ 

少量危険物 

Ｄ 

図２ 

全体で指定数量を合算 

ボイラー等 微量危険物タンク 

図３ 

ボイラー等 

ボイラー等 微量危険物タンク 

図４ 

微量危険物タンク 

微量危険物タンク ボイラー等 
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ウ 調合、詰替等の少量危険物取扱所において、複数の微量危険物タンクが設置してある場

合、取扱量が少量危険物にならない場合においては、単独の微量危険物タンクとして第３

０条のみの適用となるが、タンクについては、下記（ア）から（ク）を満たすよう留意す

ること。（図５参照）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

（ア）タンク板厚は、第３条第１７号の液体燃料タンクの板厚とすること。 

（イ）さび止めをすること。 

（ウ）注入口の位置は、火災予防上安全な場所とすること。 

（エ）通気管は、引火点が４０℃未満の危険物（引火点以上の温度に加温されている危険物

を含む。以下同じ。）について、設けること。 

なお、引火点が４０℃以上の危険物については、通気口を設けること。 

（オ）液面計を設けること。引火点が７０℃以上の危険物については、金属管で保護したガ

ラス管を設けることで差し支えないこと。 

（カ）微量危険物地下タンクにあっては、防食措置、漏えい検査管の設置等の少量危険物地

下タンクの基準に準じること。 

（キ）微量危険物移動タンクにあっては、タンクの固定、安全装置の設置等少量危険物移動

タンクの基準に準じること。 

（ク）その他貯蔵し、取り扱う危険物に応じ、必要と認められる措置を講じること。 

エ 微量危険物移動タンクが複数設置してある少量危険物取扱所にあっては、ウ（キ）によ

ること（図６参照）。 
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５ リチウムイオン蓄電池を貯蔵又は取り扱う場合 

第４類の危険物を電解液として収納するリチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いは、一定の

安全対策が講じられ発火危険性が低減されている蓄電池に限り、次のとおり取り扱う。（平成２

３年１２月２７日付消防危第３０３号「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用に

ついて」） 

（１）対象となるリチウムイオン蓄電池 

ア 電気用品安全法第８条第１項に基づく電気用品の技術上の基準を定める省令別表第９に

規定する技術基準に適合している蓄電池。 

イ 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める技術基準に適合している蓄

電池。（電気用品安全法の適用を受けない蓄電池に限る。） 

（２）指定数量未満の危険物を取り扱う自家発電設備の付近に電解液量の総量が指定数量未満の

リチウムイオン蓄電池を設置する場合の取扱いについて 

ア 取扱い基準 

下記（ア）から（ウ）に適合する場合、自家発電設備とリチウムイオン蓄電池の指定数

量の倍数は合算せず、それぞれを指定数量未満の危険物を取り扱う場所として扱う。箱を

複数設置する場合は、全ての箱の電解液量を合算し、当該液量を指定数量未満とする必要

がある。なお、自家発電設備と箱、箱同士の離隔距離は不要である。 

（ア）リチウムイオン蓄電池は、出入口以外の開口部を有しない厚さ１．６ｍｍ以上の鋼板

又はこれと同等以上の性能を有する材料（以下、本号において「１．６ｍｍ鋼板同等材

料」という。）で造られた箱（以下、本号において「箱」という。）に収納すること。 

（イ）箱の出入口は、１．６ｍｍ鋼板同等材料で造られたものであること。 

（ウ）箱には標識及び掲示板の設置に加え、リチウムイオン蓄電池を収納している旨を表示

すること。 

イ 箱の開口部について 

箱には出入口以外の開口部は原則認められないが，機能上開口部を設ける必要がある場

合は、下記（ア）及び（イ）の措置を全て講じる場合、必要最小限の開口部に限り設ける

ことができるものとする。 

（ア）箱内部及び外部からの延焼を確実に防止するものであること。 

（イ）開口部には、外部からの可燃性蒸気の流入を確実に防止することができる防火措置が

講じられていること。 

（３）電解液の総量が指定数量未満のリチウムイオン蓄電池を箱に収納して貯蔵する場合の取扱

いについて 

（２）ア(ア)から (ウ)に適合する箱に電解液量の総量が指定数量未満のリチウムイオン蓄

電池を収納し、当該箱を複数置く場合にあっては、箱ごとの指定数量の倍数を合算せず、そ

れぞれを指定数量未満の危険物を貯蔵する場所として扱うものであること。箱ごとの離隔距

離は不要である。 
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第３１条の２ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準を規定したものであ

る。 

 

 （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共

通する技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。 

【解釈及び運用】 

２ 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所における設備、機器についての基準に適合していて

も、当該場所における危険物の貯蔵及び取り扱いが適正に行われていなければ、危険物の保安

を確保することは難しい。そこで、第１号から第１７号までは、危険物政令の貯蔵及び取扱い

の基準に対応する規定を定め、これを遵守することにより、より一層の危険物の保安の確保を

図ろうとするものである。 

３ 第１号に記載されたためますや油分離装置にたまった危険物に対する措置の他にも、ゴミや

砂などの除去についても留意すべきものである。 

 

（２）危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所

において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。 

【解釈及び運用】 

４ 第２号は、危険物又は危険物のくず、かす等の廃棄の場所及び方法についての規定である。

例えば、可燃性の危険物等は、少量ずつ安全な場所で焼却したり、水溶性の塩類又は酸類であ

る危険物は、水で希釈した後処理したり、その他埋没したりして、他に危害を与えないよう危

険物の性質に応じて廃棄しなければならない。 

 

（３）危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行う

こと。 

【解釈及び運用】 

５ 第３号に「遮光」を規定したのは、黄りん、エーテル、二硫化炭素、コロジオンその他揮発

性の大きい液体等の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所において、適切な遮光をはかる必要が

あるからである。また、「換気」を規定したのは、危険な濃度の可燃性蒸気又は微粉が滞留する

おそれのある場合は、強制換気をはかることはもちろん、それ以外の場合でも適切な換気をは

かる必要があるためである。 

 

（４）危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた

適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。 

【解釈及び運用】 

 ６ 第４号は、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、第２項第３号で規定されている温度測定

装置、同項第５号で規定されている圧力計等の計器を監視し、当該危険物の性質に応じた適正

な温度、湿度及び圧力等を保って貯蔵し、又は取り扱うべき旨の規定である。 

「その他の計器」には、液面計、流量計、回転計、電流計等がある。 
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（５）危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当

該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

７ 第５号は、危険物の危険性が増大するような危険物の変質、異物の混入自体を防止するため、

適当な措置を講ずべきこと、さらにやむを得ず変質したり、異物が混入した場合には、危険性

が増大しないよう措置を講ずべきことを規定したものである。自然発火の危険性のある危険物

又は混合接触により発火したりする危険物については、あらかじめその性質を把握して、本号

の適切な運用に努めなければならない。 

 

（６）危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合

は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。 

【解釈及び運用】 

８ 第６号では、危険物を取り扱う設備、機械器具、容器等を修理する場合には、残存危険物に

よる災害が起こる可能性があることから、これらの修理については、危険物を完全に除去した

後に行うこと、及びその修理の場所は安全な場所に限ることを規定したものである。 

 

（７）可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのあ

る場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全

に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

９ 第７号は、可燃性の蒸気、ガス等の滞留のおそれのある場所での、火気の発生のおそれのあ

るものの使用制限について規定したものである。 

「電線と電気器具との完全な接続」については、第２項第７号の規定と一体となることによ 

  って、危険物の保安が確保されているものである。また、「火花を発しない工具」として、ゴム 

製ハンマーや防爆用安全工具（ベリリウム銅合金製）が通常使用されている。 

 

（８）危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。 

【解釈及び運用】 

10 第８項は、危険物を保護液中に保存する場合における規定で、当該危険物が保護液から露出

してしまっては、危険物の安全確保のために用いる保護液の目的が、滅失してしまうことにな

る。 

「保護液」とは、空気に接触させると著しく危険となる危険物を保護するための液であり、

例えば、金属ナトリウムの場合のパラフィン、灯油、軽油あるいは、ニトロセルロースの場合

の水等がこれに該当する。 

 

（９）接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接し

て置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

11 第９号は、接触及び混合による発火危険のあるそれぞれの危険物と危険物又は危険物と非危

険物とを同一場所で貯蔵した場合において、地震動等による相互の物品の接触混合又は転落に

よる危険物の流出等によって災害が発生することが容易に考えられるので、これらの危険物又

は物品は、そのおそれのないよう貯蔵・保管すべきことを定めたものである。 
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（10）危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこ

と。 

【解釈及び運用】 

12 第１０号は、危険物を加熱又は乾燥するときの局部的熱上昇を防止する規定である。例えば、

塗料製造工程において、合成樹脂、顔料等を前練作業中、局部的温度上昇で火災が発生した例

があるが、この種の事故を予防するための規定である。 

 

（11）危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。 

【解釈及び運用】 

13 第１１号では、詰め替えを行う場合、不燃材料で区画された場所等防火上安全な場所で行わ

れなければならない。これは、例えば、シンナー、ガソリン、灯油、軽油等の可燃性液体の詰

替えが、コンロや石油ストーブ等の付近で行われて火災が発生する例が多く、この種の事故を

予防するために規制したものである。 

 

（12）吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。 

【解釈及び運用】 

 14 第１２号は、吹付塗装作業は引火点が比較的低い危険物を溶剤として使用するため、その作

業場所は可燃性蒸気の濃度が高くなる危険性があるので、防火上有効な隔壁等で区画された安

全な場所で行うべき旨の規定である。 

 

（13）焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。 

【解釈及び運用】 

 15 第１３号は、焼入れ作業における焼入油（通常第３石油類又は第４石油類が使用される。）の

温度管理についての規定である。これは、比較的引火点の高い焼入油であっても、長時間の連

続作業等により温度制御が適切に行われない場合には危険な状態になるからである。 

「危険物が危険な温度に達しない」ようにする方法としては、焼入油の容量を十分に取る、

循環冷却装置を用いる、攪拌装置を用いる等の方法がある。 

 

（14）染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放

置しないで安全に処置すること。 

【解釈及び運用】 

 16 第１４号では、危険物を使用する染色又は洗浄作業においては、吹付作業と同様可燃性蒸気

が滞留するおそれがあるため、ベンチレーター又は換気設備等を設置して換気をよくするとと

もに、当該作業により生じる廃液についても容器に収容して貯蔵する等安全に処置する旨が規

定されている。 

 

（15）バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれない

ようにすること。 

【解釈及び運用】 

 17 第１５号は、バーナーの逆火防止及び燃料危険物の流出防止についての規定である。 逆火防

止の方法としては、バーナーに点火する際、事前に燃焼室内に送風し、未燃焼ガス等を除去す

る方法（プレパージ）、バーナーの燃焼を止めた後、ある一定時間送風を継続して、燃焼室内の

未燃焼ガス等を除去する方法（ポストパージ）等がある。 

また、流出防止の方法としては、燃料のポンプで供給している場合の戻り管の設置、炎監視

装置によりバーナーの不着火時における燃料供給停止装置等による方法がある。 
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（16）危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。 

ア 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号。以下

「危険物規則」という。)別表第３、液体の危険物にあっては危険物規則別表第３の２の危

険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応する

ものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又

はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)

に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れない

ように容器を密封して収納すること。 

イ アの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第 39 条の 3 第 2 項から第 6 項までの

規定の例による表示をすること。 

【解釈及び運用】 

 18 第１６号は、危険物の運搬以外に、危険物を収納したり、詰め替えしたりする場合の容器に

ついての規定である。 

（１）固体の危険物については、危険物規則別表第３、液体の危険物にあっては、同別表第３の

２に掲げる容器のうち当該危険物に適応したもの又はこれと同等以上であると認められるも

の（以下「内装容器等」という。）に収納し、又は詰め替えなければならない。 

「これと同等以上と認められる容器」とは、総務大臣が貯蔵又は取扱いの安全上これと同

等以上であると認めて告示した容器と同一の意味であり、また、危険物を貯蔵し、又は取り

扱う場所と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、内装容器等以外の容

器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵及び取扱いが火災予防上安全で

あると認められるときは、第３４条の２の基準の特例を適用し、危険物規則第３９条の３第

１項のただし書と同様の扱いとすることができるものである。 

なお、危険物の運搬については、法第１６条に規定されているところであるが、これは、

指定数量未満の危険物についても適用され、危険物政令第２８条から第３０条の基準による

ものとされている。運搬容器については、前述の内容に加え、機械により荷役する構造を有

する容器について、危険物規則別表第３の３（個体用のもの）又は第３の４（液体用のもの）

に規定されている。 

（２）内装容器等には、危険物規則第３９条の３第２項から第６項までの規定による表示、すな

わち、危険物の品名、危険等級（危険物規則第３９条の２に定める危険物の区分）、水溶性の

危険物にあっては「水溶性」及び危険物に応じた注意事項（禁水性物質にあっては「禁水」、

第４類にあっては「火気厳禁」等）を表示しなければならない。また、家庭で最も多く使用

されている灯油用ポリエチレン容器については、危険物保安技術協会がその試験確認を行っ

ており、合格したものに対して認定証を貼付することとしている。 

 

（17）危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ３メートル(第４類の危険物

のうち第３石油類及び第４石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、４メー

トル)を超えて積み重ねないこと。 

【解釈及び運用】 

 19 第１７号では、地震等による転落を防ぐため、危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する

場合の高さの上限を規定している。第３石油類及び第４石油類のみの場合は４メートル、その

他の場合は、３メートルを超えた高さに積み重ねてはならない。 
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２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及

び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っ

ている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタ

ンク(以下「移動タンク」という。)にあっては、０．３メートル平方の地が黒色の板に黄色

の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最

大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設

けること。 

【解釈及び運用】 

 20 第１号は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所に設ける標識及び掲示板について規定し

たものである。これらは、当該場所における危険物の所在を周知させることにより、防災上の

注意を喚起し、また、消火活動における効果を期待するものである。 

（１）移動タンク（危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンクをいう。）

の標識にあっては、０．３メートル平方の地が黒色の板に、黄色の反射塗料その他反射性を

有する材料で「危」と表示し、車両の前後から確認できる見やすい位置に設けること。移動

タンク以外のものにあっては、大きさは、幅０．３メートル以上、長さ０．６メートル以上

の地が白色の板に、黒色の文字で危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示（「少量危険

物貯蔵取扱所」）をする。また、掲示板については、危険物の類、品名、最大数量及び移動タ

ンク以外にあっては、防火に関し必要な事項を掲示するものであること。このうち、防火に

関し必要な事項は、危険物規則第１８条第１項第４号及び第５号の例により、貯蔵し、又は

取り扱う危険物に応じたものとすること。 なお、掲示板の大きさは、移動タンクを除き幅０．

３メートル以上、長さ０．６メートル以上とする。 

 

     掲示板の例について、下記のとおり示す。 
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備考 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有す

る材料を用いるものとする。 

  

種  別 
標識又は 

掲示板の区分 

大きさ 

(ｃｍ以上) 
色 

幅 長さ 地 文字 

少 

量 

危 

険 

物 

貯 

蔵
・ 

取 

扱 

場 

所 

移 

動 

タ 

ン 

ク 

以 

外 

各類共通 

少量危険物を貯蔵し、又は 

取り扱っている旨を記載した標識 
３０ ６０ 白 黒 

類・品名最大数量を記載した掲示板 ３０ ６０ 白 黒 

第２類のうち引火

性固体、第３類のうち

自然発火性物品、第４

類又は第５類 

「火気厳禁」と表示した掲示板 ２５ ５０ 赤 白 

第１類のうちアル

カリ金属の過酸化物

若しくはこれを含有

するもの又は第３類

のうち禁水性物品 

「禁水」と表示した掲示板 ２５ ５０ 青 白 

第２類 

(引火性固体を除く) 
「火気注意」と表示した掲示板 ２５ ５０ 赤 白 

移
動
タ
ン
ク 

 

類・品名・最大数量を記載した 

掲示板 
２５ ３０ 白 黒 

「危」と記載した標識 ３０ ３０ 黒 黄 

指
定
可
燃
物
等
貯
蔵
・
取
扱
場
所 

移
動
タ
ン
ク
以
外 

各品名共通 

指定可燃物を貯蔵し、又は 

取り扱っている旨を記載した標識 
３０ ６０ 白 黒 

品名・最大数量を記載した掲示板 ３０ ６０ 白 黒 

可燃性固体類 

可燃性液体類 
「火気厳禁」と記載した掲示板 ２５ ５０ 赤 白 

上記以外の品名 「火気注意」と記載した掲示板 ２５ ５０ 赤 白 

移
動
タ
ン
ク 

 

品名・最大数量を記載した掲示板 ２５ ３０ 白 黒 

「指定可燃物」と記載した標識 ３０ ３０ 黒 黄 
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（２）「最大数量」とは、通常１日における最大能力数量をいうが、常時貯蔵し、又は取扱ってい

る数量の最大値となる。 

（３）発電設備の危険物の消費数量の算定について 

ア 発電設備の危険物の消費については、１日における計画、または実績消費量のうちいず

れか大なる数量をもって算定する。なお、潤滑油を使用する場合には、算定にあたって合

算する。 

イ 非常用発電設備等について 

（ア）消防用設備等の非常電源としての自家発電設備については、１日の取扱時間を２時間

として算定すること（消防用設備等専用に限る）。 

（イ）危険物施設（少危を含む）の非常用については、業態、用途、貯蔵量や当該発電設備

等の時間当たりの燃料消費量、事業所の営業時間等を総合的に判断して算定する（消防

用設備等以外）。 

 

（２）危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止するこ

とができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害

を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

 21 第２号では、危険物を取り扱う機械器具等は、漏れ、あふれ若しくは飛散を防止できる構造

とし、又は漏れ、あふれ若しくは飛散による災害を防止できる附帯設備を有するものとするこ

とが規定されている。その構造とは、通常の使用条件に対し、十分余裕をもった容量、強度、

性能等を有するもの等が該当し、附帯設備としては、オーバーフロー管、戻り管、二重缶、ブ

ース、受け皿、囲い、逆止弁、飛散防止用の覆い等が該当する。 

 

（３）危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる

設備には、温度測定装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

 22 第３号では、危険物を加熱又は冷却することにより若しくは、混合等の取扱いによって温度

変化が起こる設備には、その温度変化を常に正確に把握し、温度の変化に応じた適切な措置を

講じるための温度測定装置を設けることとされている。 

温度測定装置は、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類、性状、貯蔵取扱形態、設備の種類及

び測定温度範囲等を考慮し、安全、かつ、正確に温度変化を把握できるものでなければならな

い。 

 

（４）危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設

備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設

備を設けたときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

23 第４号では、危険物を加熱し、又は乾燥する設備については、直火を用いると、一般的に温

度調節が難しく、また、直火そのものが引火、発火等の原因となることがあるので、当該設備

が防火上安全な場所に設けられている場合、又は火災を防止するための附帯設備が設けられて

いる場合を除き、直火を使用してはならない。「直火」とは、可燃性の液体やガス等を燃料とす

る火気、露出したニクロム線を用いた電熱器等が該当する。直火以外の方法には、水蒸気、温

湯、熱風等がある。また、「火災を防止する附帯設備」としては、ニクロム線の保護管設備があ

る。 
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（５）危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、

圧力計及び有効な安全装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

24 第５号では、圧力による危険物の噴出、設備の爆発等を防止するために、圧力計及び自動的

に圧力の上昇を停止させる措置や、減圧弁などの有効な安全装置を設けるものとされている。 

なお、安全装置の圧力放出口は、可燃性蒸気等が噴出するおそれがあるため、その設置場所

は、通風や周囲の火気等を考慮して安全な場所を選択すべきである。 

 

（６）引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない

構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全

な場所に導く構造とすること。 

【解釈及び運用】 

25 第６号においては、引火性の熱媒体を使用する設備について、当該熱媒体やその蒸気が漏れ

ない構造とする等の火災予防上の保安措置について規定されている。「熱媒体」としては、水蒸

気や空気が使用されることが多いが、高引火点の危険物が使用されることもある。 

 

（７）電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。 

【解釈及び運用】 

26 第７号における「電気工作物に係る法令の規定」とは、電気事業法に基づく「電気設備に関

する技術基準を定める省令」をいうものである。 

危険物の貯蔵及び取扱いに伴い、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が漏れ、又は滞留するおそ

れのある場所に設ける電気設備については、これが火元とならないようにするために本号が規

定されている。具体的には、防爆性能を有する機器を用いること等である。 

（１）電気設備を設置する場合は、電気設備技術基準によるほか、次によること。 

ア 防爆構造の適用範囲 

（ア）引火点４０℃未満の危険物を貯蔵し、又は取扱うもの 

（イ）引火点４０℃以上の危険物を引火点以上の状態で貯蔵し、又は取扱うもの 

（ウ）可燃性微粉が飛散するおそれのあるもの 

（エ）可燃性気体が漏れ、又は発生するおそれのあるもの（ＬＰガス、水素等の可燃性ガス

含む） 

イ 危険場所の範囲危険物を建築物（当該危険物を取り扱う部分が壁等によって区画されて

おり、当該区画の外部へ可燃性蒸気等が流出しない構造である場合は、当該区画された部

分）内において取り扱う場合にあっては、当該建築物内全体を危険場所として規制するこ

とを原則とすること。 

ただし、建築物の一部分で危険物を取り扱う等建築物内全体を危険場所とすることが著

しく不合理な場合は、取扱い状況に応じて規制すること。 

「可燃性の蒸気・・・おそれのある場所」の取扱いについては、危険物の引火点、貯蔵

取扱形態、換気、通風等を考慮し判断すべきものであり、次に掲げるものをいう。 

（２）定義 

危険物を露出して取り扱う部分を有する設備等通常の危険物の取扱い状態で、可燃性の蒸

気又は、可燃性の微粉を放出する設備が設置されている建築物、危険物を取り扱う設備の保

守、管理等の際、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備が設置されている建築物等が該当す

る。（危険物政令の解説） 
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ア 引火点４０℃未満の危険物を取り扱うもので、蒸気が滞留するおそれのある建築物 

イ 引火点４０℃以上の危険物を取り扱うものであっても、引火点以上に加熱し、蒸気が滞

留するおそれのある建築物 

ウ 硫化りん、微粉状赤りん、粉末硫黄、アルミニウム粉、マグネシウム粉等を取り扱うも

ので、粉末が飛散するおそれのある建築物 

エ 炭化カルシウム又はりん化石灰を取り扱うもので、ガスが滞留するおそれのある建築物 

オ 第５類の危険物を取り扱うもので、粉末が飛散するおそれのある建築物 

（３）運用 

屋内貯蔵等で、密閉容器（封がしてあるもの等）のまま全く危険物が露出しない状態で開

封せずに貯蔵する場合、又はタンク室等のタンクで、通気管が屋外にあり、注入口が配管接

続で、蒸気が漏れるおそれのない場合は、可燃性蒸気、微粉が滞留、飛散するおそれのある

建築物に該当しないものとして取り扱って支障ないものとする。 

 

（８）危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積さ

れる静電気を有効に除去する装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

27 第８号では、危険物の流動摩擦等による静電気の蓄積から、火花放電を起こし、可燃性蒸気

等に引火するおそれがあるため、静電気除去装置を設ける旨定められている。この装置には、

種々のものがあるが、静電気を発生しやすい危険物を取り扱う設備を接地（アース）すること

が最も一般的である。 

静電気による災害が発生するおそれのある危険物としては、特殊引火物、第１石油類、第２

石油類が考えられる。 

 

（９）危険物を取り扱う配管は、次によること。 

ア 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものと

し、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の１．５倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性

の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常が

ないものであること。 

イ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。 

ウ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、

当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置

される場合にあっては、この限りでない。 

エ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置さ

れる条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。 

オ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれ

がないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危

険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。 

カ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからな

いように保護すること。 

【解釈及び運用】 

 28 第９号においては、危険物を取り扱う配管は、危険物に係る設備、装置等を相互に連結して

おり、安全確保の面からも重要なものであるため、その強度（耐圧性）、設置方法、防食等につ

いて規定している。 

 

  



144 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（１）アは、配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するも

のとし、当該配管に係る最大常用圧力の１．５倍の圧力で水圧試験（水以外の不燃性の液体

又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。）を行ったとき漏えい等の異常がないこととされ

ている。 

水以外の不燃性液体には、水系の不凍液等が該当し、不燃性の気体としては、窒素ガスが

一般的に使用されている。 

（２）イは、配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであることを規定

している。 

（３）ウは、金属製以外の強化プラスチック製配管などを使用する場合に、火災等による熱によ

り悪影響を受けるおそれがあることから規定されたものである。 

（４）エの「腐食を防止するための措置」には、電気的腐食のおそれのある場所においては、塗

覆装又はコーティング及び電気防食、それ以外の場所においては、塗覆装又はコーティング

による防食措置が該当する（危険物告示第３条から第４条を参照にされたい。）。 

この場合、強化プラスチック製配管のように耐食性のあるものは除かれている。 

（５）オの地下埋設配管の溶接以外の接合方法の部分については、漏えいの有無を点検するため

の措置が必要である。当該部分は、蓋を有するコンクリートの箱に収納する等の措置が必要

である。 

（６）カは、配管の上部荷重による折損等を防止するため規定されたものである。 

一般的に地下に設置された配管は、コンクリートスラブの中に敷設することとしている。 

 

参考 

配管材料 

規 格 番 号  種 類 記 号 

JIS 

G3131 一般構造用圧延鋼材  ＳＳ 

G3103 
ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブテン

鋼鋼板  

ＳＢ，ＳＢ××Ｍ 

G3106 溶接構造用圧延鋼材  ＳＭ 

G3452 配管用炭素鋼鋼管  ＳＧＰ 

G3454 圧力配管用炭素鋼鋼管  ＳＴＰＧ 

G3455 高圧配管用炭素鋼鋼管  ＳＴＳ 

G3456 高温配管用炭素鋼鋼管  ＳＴＰＴ 

G3457 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管  ＳＴＰＹ 

G3458 配管用合金鋼鋼管  ＳＴＰＡ 

G3459 配管用ステンレス鋼鋼管  ＳＵＳ××××ＴＰ 

G3460 低温配管用鋼管  ＳＴＰＬ 

G4304 熱間圧延ステンレス鋼板  ＳＵＳ 

G4305 冷間圧延ステンレス鋼板  ＳＵＳ 

G4312 耐熱鋼板  ＳＵＨ，ＳＵＳ 

H3300 銅及び銅合金継目無管  Ｃ××××Ｔ，ＴＳ 

H3320 銅及び銅合金溶接管  Ｃ×××× ＴＷ，ＴＷＳ 

H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 
Ａ×××× ＴＥ，ＴＥＳ 

Ａ×××× ＴＤ，ＴＤＳ 

H4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管  Ａ×××× ＴＷ，ＴＷＳ 

H4630 配管用チタン管  ＴＴＰ 

K7013 繊維強化プラスチック管 ＦＲＰ 

JPI 7S-14 石油工業配管用アーク溶接炭素鋼鋼管  ＰＳＷ 

API 
5L ＬＩＮＥ ＰＩＮＴ  ５Ｌ 

5LX ＨＩＧＨ ＴＥＳＴ ＬＩＮＴ ＰＩＰＥ  ５ＬＸ 
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第３１条の３ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の３ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する

場合には、高さ６メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。 

【解釈及び運用】 

 １ 第１項は、危険物を収納した容器を架台に貯蔵する場合の、架台の構造等及び高さを制限し

た規定である。第３１条の２第２０号において容器を積み重ねる場合は、３メートル（第３石

油類及び第４石油類のみの場合は４メートル）以下とされているが、不燃材料で堅固に造られ

た架台を用いる場合は、６メートル以下とすることができる。 

なお、「堅固に造る」とは、架台及び附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等

の荷重によって生じる応力に対して安全であることをいうものであること。 

 

２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の

位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種

類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火

上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第２条第８号に規定

する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りで

ない。 

 

容器等の種類 貯蔵し、又は取り扱う数量 空地の幅 

タンク又は 

金属製容器 
指定数量の２分の１以上指定数量未満 １メートル以上 

その他の場合 
指定数量の５分の１以上２分の１未満 １メートル以上 

指定数量の２分の１以上指定数量未満 ２メートル以上 

 

 

【解釈及び運用】 

 ２ 第２項は、少量危険物を屋外で貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準である。 

 ３ 第１号は、屋外の場所で危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合について、一定の空地の

保有又は防火上有効な塀の設置を義務づけたもので、これにより、火災時における延焼防止を

図るものである。この場合、タンク又は金属製容器によって貯蔵し、又は取り扱っている場合

は、後述第３１条の４又は前述３１条の２第１項第１７号の容器のうち金属製容器によって貯

蔵し、又は取り扱われることとなるので、保有すべき空地の幅を緩和している。 

   ただし書の規定は、耐火構造の壁若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面し、か

つ、これらの壁に開口部がないときは、延焼防止の趣旨から考慮して、空地又は防火上有効な

塀を設けた場合と同等と考えられることに基づくものである。なお、ただし書の規定により空

地の保有又は塀の設置が免除されるのは、当該壁に面する部分に限られることは当然である。 
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（２）液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設

け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるととも

に、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜

及びためます又は油分離装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

 ４ 第２号では、液状の危険物を取り扱う設備（タンクを除く。）には、その周囲に危険物の流出

を防ぐため囲いを設ける等の措置及び地盤面の浸透防止のためコンクリート舗装等の措置を講

じなければならない。また、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けることとされてい

る。これは、屋外において液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備において、液体の危険物

が漏えいした場合は、広範囲に流出拡散する可能性が大きいので、これを防止するための措置

方法について規定したものである。 

傾斜については、円滑にためますに流入する程度の勾配とし、また、ためますの大きさは貯

蔵し、又は取扱う危険物の量に応じたものでなければならないが、最低縦、横及び深さをそれ

ぞれ３０センチメートル以上とすべきであろう。 

本号中、「同等以上の・・・措置」とは、 

・危険物を取り扱う設備の周囲の地盤面に排水溝を設ける方法 

・設備の架台に有効なせき又は囲いを設ける方法 

・パッケージの形態で危険物の流出防止に効果があると認められるもの等がある。 

 

（３）危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。 

【解釈及び運用】 

 ５ 第３号は、不燃材料で堅固に造られた架台を用いることを規定している。 

なお、「堅固に造る」とは、架台及び附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等

の荷重によって生じる応力に対して安全であることをいうものであること。 

 

 

 第３１条の３の２ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の３の２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は

取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。 

（２）窓及び出入口には、防火戸を設けること。 

（３）液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適

当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。 

【解釈及び運用】 

 １ 本条は、屋内において少量危険物を貯蔵し、又は取扱う場合の技術上の基準であり、一定の

構造及び設備を有する室内で行うよう規定している。 

 ２ 第１号では、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物（室）の壁、柱、床及び天井（天井

のない場合は、はり又は屋根）は、不燃材料で造られているか、又は覆われていることと規定

している。 
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第３１条の３の２ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

３ 建築物の面戸部分（壁と屋根の間に生じるすき間）はモルタル、鋼板等の不燃材料で埋める

よう指導すること。 

 ４ 第２号は、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の窓及び出入口には、防火戸を設けなければ

ならないと規定している。従って、ガラスを用いる場合は、網入りガラスを用いなければなら

ない。 

５ 第３号では、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う床について、コンクリート舗装等の浸透防

止措置を講ずるとともに、適当な傾斜及びためますを設ける旨規定している。傾斜及びためま

すについては、前項第２号の解説を参照されたい。 

６ 第１号から第３号に係る特例基準 

  引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場については，「引火性溶剤を用いるドライ

クリーニング工場に係る建築基準法の取扱いを踏まえた火災予防条例（例）の取扱いについて」

（平成２２年９月１０日消防予第４０８号消防危第１９６号）別紙１の別添１「火災安全性の

確保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安全対策に関する技術的基準」

に基づく防火安全対策が講じられる場合は、条例第３２条の３第２項第１号から第３号までに

定める基準によらなくとも同等以上の安全性があり、条例第３５条の３の規定を適用すること

ができるものとする。 

 

（４）架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。 

【解釈及び運用】 

７ 第４号では、危険物を収納した容器を貯蔵するための架台について規定している。屋外にお

いて架台を用いて危険物を貯蔵する場合は高さの制限があるが、屋内における場合は制限が

ない。 

 

（５）危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 

【解釈及び運用】 

 ８ 第５号は、採光、照明及び換気についての規定である。換気の設備は、自然換気又は動力換

気のいずれでもよいが、危険物の種類、貯蔵取扱形態及び貯蔵し、又は取り扱う場所に応じて

その目的が十分達せられるものを設けることが必要である。 

また、第３条第１項第５号の換気設備（燃焼空気取入口）と一の換気設備で兼用することは

可能とし、給気口の大きさについては同号の基準を準用する。給気口の位置については、床面

よりおおむね３０ｃｍ以上、かつ天井高の２分の１以下の高さとする（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、換気設備に付属するダクト及びダンパーについては次号による。 

  

給気口 

おおむね３０ｃｍ以上 

図１ 

天井高の１／２以下 

換気口 

ＦＬ 



148 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（６）可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外

の高所に排出する設備を設けること。 

【解釈及び運用】 

 ９ 第６号においては、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前号の規定により換気の設備

を設けなければならないが、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、

これらの蒸気又は微粉を屋外の高所に強制的に排出する設備を設けることを規定している。こ

の場合、蒸気等を排出する場所については、火気使用設備の有無等も十分考慮しなければなら

ない。 

 10 可燃性蒸気排出設備について 

（１）「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合」とは、第３１条の２（指定

数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）の【解釈及び運用】９

によること。 

（２）換気設備、可燃性蒸気排出設備の設置例 

ア 引火点４０℃未満で可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合 

（ア）換気設備、排出設備併置例 

 

 

・給気口の位置は床面よりおおむね 

３０ｃｍ以上で、ベンチレーター

の相対壁面とすること。 

・給気口の大きさは換気設備の能力

に応じた大きさ、設置数とするこ

と。（ベンチレーターの能力に応じ

た大きさ、設置数とする） 

・ベンチレーターの先端位置は屋根

上等の通風のよい火災予防上安全

な場所とすること。 

・ダクトは不燃材料で気密に造ること。 

・ダクトの口径は換気するに十分な

大きさとすること。 

・排出ダクトはためますの上部約１

５㎝とする。 

 

（イ）排出設備で換気設備も兼ねた設置例 

 

・前記（ア）によるほか下記によるこ

と。 

・ベンチレーターは室内の空気を有

効に置換することができる能力と

すること。 

 

◎強制排出設備（回転式ベンチレー

ター）又は自動強制排出設備（動

力扇等）により、室内の空気を有

効に置換することができ、かつ、

室温が上昇するおそれのない場合

には、換気設備（ルーフファン）を

併設する必要はないものとする。 

おおむね１５㎝ 

給気口 

おおむね３０ｃｍ以上 

図２ 

ベンチレーター 

ためます 

（３００×３００×３００以上） 

ルーフファン（換気） 

おおむね１５㎝ 

給気口 

おおむね３０ｃｍ以上 

図３ 

ベンチレーター 

ためます 

（３００×３００×３００以上） 
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イ 引火点４０℃以上で可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合（換気設備のみでも可） 

（ア）給気口とルーフファンによる場合 

 

 

 

 

・給気口の位置は床面よりおおむね 

３０ｃｍ以上とすること。 

・給気口の大きさは換気設備の能力

に応じた大きさ、設置数とするこ

と。（ルーフファンの能力に応じた

大きさ、設置数とする） 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）給気口とベンチレーターによる場合 

 

                                ・前記イ（ア）によるほか

下記によること。 

・ベンチレーターは室内の

空気を有効に置換するこ

とができる能力とするこ

と。 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給気口 

おおむね３０ｃｍ以上 

図５ 

ベンチレーター 

ためます 

（３００×３００×３００以上） 

給気口 

おおむね３０ｃｍ以上 

図４ 

ルーフファン 

ためます 

（３００×３００×３００以上） 



150 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（ウ）給気口と換気口による場合（自然換気） 

 

・給気口、換気口の位置は床面よりお

おむね３０ｃｍ以上で、相対壁面

とすること。 

・給気口、換気口の大きさは換気能力

に応じた大きさ設置数とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引火点７０℃以上で可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合に限る） 

 

ウ 可燃性蒸気が滞留するおそれのない場合 

     可燃性蒸気が滞留するおそれのない場合の根拠を明確にした場合、給気口及び排気口の

設置を要さないものである。 

 

 11 換気設備、排出設備に接続するダクトに係る防火ダンパーの設置について 

（１）可燃性蒸気排出設備の排出ダクトが次の部分を貫通する場合は当該貫通部分に温度ヒュー

ズ付きのダンパーを設けるか、ダクトを厚さ１．５㎜以上の鋼板で造ること。 

ア 耐火構造としなければならない壁を貫通する場合 

イ 危険物を貯蔵し、取り扱う場所と他の部分を区画する不燃材料で造った壁を貫通する場

合（他用途との区画） 

ウ 延焼の恐れのある外壁を貫通する場合（建築基準法による） 

（２）ダクトに接続されていない給気口及び排気口について、前記（１）ア、イ、ウのいずれか

に該当する場合については当該貫通部分に温度ヒューズ付きのダンパーを設けること。 

   ア 防火ダンパー設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防火ダンパー 

（温度ヒューズ付き） 

給気口 

防火ダンパー 

（温度ヒューズ付） 

図７ 

ベンチレーター 

ためます 

耐火構造の壁等 

給気口 

おおむね３０ｃｍ以上 

図６ 

ためます 

（３００×３００×３００以上） 

換気口 
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イ 他用途がある場合のダンパー設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 他用途部分との区画壁には出入り口以外の開口部を設けないよう指導し、設置場

所がない等やむを得ない場合は上図のとおり防火ダンパーを設置させる。 

 

 

  

他用途部分 

ためます 

給気口 

防火ダンパー 

（温度ヒューズ付） 

不燃材料の壁等 

図８ 

ベンチレーター 
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第３１条の４ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

【解釈及び運用】 

１ 本条では、少量危険物を貯蔵し、又は取扱うタンク（地下タンク（地盤面下に埋没されてい

るタンク）及び移動タンクを除く。）についての技術上の基準について規定している。 

 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の４ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク

（地盤面下に埋没されているタンク（以下「地下タンク」という。）及び移動タンクを除く。以

下この条において同じ。）に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。 

【解釈及び運用】 

２ 第１項は、過剰注入による危険物の漏えいや、地震等による動揺による漏えいを防止するた

めの規定である。 

 

２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造

及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材

料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タン

クにあっては最大常用圧力の１．５倍の圧力で１０分間行う水圧試験において、それぞれ漏

れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク

にあっては、この限りでない。 

 

タ ン ク の 容 量  板 厚 

４０リットル以下 １．０ミリメートル以上 

４０リットルを超え１００リットル以下 １．２ミリメートル以上 

１００リットルを超え２５０リットル以下 １．６ミリメートル以上 

２５０リットルを超え５００リットル以下 ２．０ミリメートル以上 

５００リットルを超え１，０００リットル以下 ２．３ミリメートル以上 

１，０００リットルを超え２，０００リットル以下 ２．６ミリメートル以上 

２，０００リットルを超えるもの ３．２ミリメートル以上 

 

【解釈及び運用】 

３ 第２項第１号では、タンクを作成する場合の材料及び水張試験又は水圧試験について規定さ

れている。 

指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等におけるタンクは厚さ３．２ミリメ

ートル以上の鋼板（一般構造用圧延鋼材・・ＳＳ４００）又はこれと同等以上機械的性質を有

するもので気密に造ることとされているが、少量危険物の場合は、タンク容量に応じて鋼板で

造る場合の最小板厚が規定されており、鋼板以外の材料で造る場合は、この最低板厚と同等以

上の機械的性質を有する材料（金属板）で気密に造らなければならない。 

「同等以上の・・・材料」とは、ステンレス鋼又はアルミニウム等の金属を想定したもので

あり、これらを使用する場合の最低板厚は、次式により算出された数値以上でなければならな

い。 
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第３１条の４ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

ｔ＝√４００

𝜎
×ｔ０  

            ｔ  ・・・使用する金属板の厚さ（㎜） 

σ  ・・・使用する金属の引張強さ（Ｎ／㎟） 

ｔ０  ・・・ＳＳ４００を使用する場合の板厚（㎜） 

 

また、圧力タンク（本条では、最大常用圧力が正圧又は負圧で５キロパスカルを超えるもの

をいう。）以外にあっては水張試験を、圧力タンクにあっては最大常用圧力の１．５倍の圧力で

十分間水圧試験を行い、漏れ又は変形しないものであることとされている。 

なお、本条の規定は製造所等の完成検査前検査と異なり、設置者等の自主検査で支障ないが、

第４７条では、消防長は設置者等の申出によりこれらの検査を行うことが出来ると規定してい

る。また、水張試験又は水圧試験については、危険物保安技術協会が試験確認を行い、これに

合格したものについては試験確認済証を交付している。 

 

（２）地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。 

【解釈及び運用】 

４ 第２号で規定する地震等の影響で転倒又は落下しないようにするため、支柱の強度、タンク

と支柱の接合方法又はタンクと堅固な基礎との固定等について考慮する必要がある。 

 

（３）外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス

鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

５ 第３号の「さび止めのための措置」とは、さび止め塗料を用いた塗装やコーティング等の方

法がある。 

 

（４）圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気

管又は通気口を設けること。 

【解釈及び運用】 

６ 第４号の「安全装置」については、第３１条の２第５号の解釈を参考にされたい。 

「通気管」や「通気口」は、タンク内圧を大気圧と同じ状態にするため常に蒸気を大気に放出

するものと、内圧が一定の圧力になると作動するものとがあり、危険物の性質に応じて取り付

けることが必要である。また、雨水の浸入を防止するため、先端を水平より下に４５度以上曲

げる等の措置が必要である。 

７ タンクに設ける通気管について 

（１）引火点が４０℃未満の危険物を貯蔵し取り扱うタンクには通気管を設置すること。 

（２）引火点が４０℃以上の危険物を貯蔵し取り扱うタンクには通気管又は通気口を設置するこ

と。 

（３）通気管の先端は、原則として屋外の火災予防上安全な場所とすること。  

なお、屋外の火災予防上安全な場所とは、次のアからエに掲げる場所とする。 

ア 地上４ｍ以上、又は建築物の軒以上で通風のよい場所 

イ 建築物の窓、出入口等の開口部から１ｍ以上離れた場所 

ウ 引火点４０℃未満は敷地境界線から１ｍ以上離れた場所 

エ 裸火等から１０ｍ以上離れた場所（防火上有効な塀等を設けた場合はこの限りでない。） 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（４）やむを得ず通気管先端を屋内とする場合（引火点４０℃未満の危険物に限る） 

（例）エチルアルコール等食用に供する危険物、又は精密製品（磁気テープ、コンピュータ

ー部品等）の原料の貯蔵タンク等で、不純物が入る等の理由で、通気管先端を屋外に出

すことが困難な場合（処置）引火点が４０℃未満の危険物の通気管先端を屋内に設置す

る場合は、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場所として扱い、有

効な排出設備（局所排出設備を含む）を設置させること。 

 

（５）引火点が４０度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、

通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

８ 第５号は引火点が４０度未満の危険物のタンクに設ける通気管等の引火防止措置についての

規定である。一般的には、４０メッシュよりも細かい目の銅又はステンレスの網を設けるが、

３０メッシュの網を三層以上に設ける方法もある。 

なお、引火防止装置の設置部は、維持管理上取外しが容易にできる構造にしなければならな

い。 

 

（６）見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を

設けること。 

【解釈及び運用】 

９ 第６号は、計量装置についての規定であるが、これには、フロート式液面計、エアーパージ

式液面計、電気式計量装置等がある。  

なお、ガラス管等を用いるもの（連通管式等）は原則として使用することができないが、硬

質ガラス管を使用し、これを金属管で保護し、かつ、ガラス管が破損した際に自動的に危険物

の流出を停止する装置（ボール入自動停止弁等）を設けた場合は、計量装置として使用するこ

とができる。 

 

（７）注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設

けること。 

【解釈及び運用】 

10 第７号は、注入口の設置場所及び構造の規定である。設置場所は、危険物の性質及び周囲の

状況（火気使用設備の有無、可燃性蒸気の滞留危険性）等を勘案のうえ、火災予防上安全な場

所でなければならない。また、注入口には可燃性蒸気の漏えい、異物の混入等を防止するため

の弁又はふたを設けなければならない。 

 

（８）タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。 

【解釈及び運用】 

11 第８号は危険物の漏えい等の事故が発生した場合、配管による危険物の移送を停止するため

の開閉弁を設ける旨の規定である。 

 

（９）タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設

置すること。 

【解釈及び運用】 

12 第９号の「タンクと配管の結合部に損傷を与えない措置」とは、可とう管継手を使用し緩衝

性をもたせる方法又は配管自体を屈曲（ループ）させる方法がある。 

  なお、可とう管継手については、日本消防設備安全センターにおいて「可とう管継手に関す

る技術上の指針」に基づく型式認定が行われている。 
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第３１条の５ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

（10）液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効

な措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

13 第１０号で定める「有効な措置」とは、危険物政令で定めるもの（屋外貯蔵タンクにおける

防油堤等）と必ずしも同等である必要はないが、屋外にタンクを設置する場合はコンクリート

又は鋼板等不燃材料とし、かつ、危険物が外に流出しない構造とした防油堤を設けなければな

らない。また、屋内のタンクの場合は、タンク室の敷居を高くし、又はタンクの周囲に囲いを

設ける等の方法がある。 

なお、いずれの場合においても次の（１）から（４）までについて留意すること。 

（１）タンク（複数のタンクがある場合は、最大容量のタンク）の容量の全量を収容できるもので

あること。 

（２）防油堤等の内側地盤面は、危険物の浸透を防ぐためコンクリート等の不燃材料で被覆されて

いること。 

（３）防油堤等に水抜口を設ける場合は、弁を設けること。 

（４）第３１条の３第１項第１号の塀又は壁で危険物の流出を有効に防止できるものは、当該塀又

は壁をもって防油堤等にかえることができること。 

 

（11）屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外

面の腐食を防止するための措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

14 第１１号の「腐食を防止するための措置」とは、アスファルトサンドの敷設や底板外面への 

コールタールエナメル塗装等の方法があるが、単なるさび止め塗装はこれに該当するものでは

ない。 

 

 

第３１条の５ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の５ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タン

クに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。 

【解釈及び運用】 

１ 第１項は過剰注入による危険物の漏えいや、地震等による動揺による漏えいを防止するため

の規定である。 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

２ 指定数量５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構

造及び設備の技術上の基準は、前条第２項第３号から第５号まで及び第７号の規定の例による

ほか、次のとおりとする。 

（１）地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止す

ることができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第４類の危険物のタンクで、

その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等

以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られ

ている場合にあっては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

２ 第１号では、埋設の方法を規定している。  

タンク室に設置する場合は、危険物の蒸気の滞留を防止するため、乾燥砂等をタンク室に充填

する必要がある。また、タンク室は厚さ２０センチメートル以上のコンクリート造又はこれと

同等以上の鉄筋コンクリート造とし、雨水や地下水が浸入しないようにしなければならない。 

また、「危険物の漏れを防止することができる構造」とは、コンクリートで被覆された地下タ

ンクをいい、その構造は、危険物規則第２３条に定めるものとする。 

第４類の危険物を、アスファルトルーフィング等により防食措置を施したタンク又はガラス

繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）で造られたタンクで貯蔵し、又は取扱う場合はタンク室を設

ける必要はない。 

なお、アスファルトルーフィング等の防食措置の方法については、危険物規則第２４条によ

るものであるが、この他に、ウレタン樹脂による方法、ポリエステル樹脂による方法等がある。 

 

（２）自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直

接荷重がかからないようにふたを設けること。 

【解釈及び運用】 

３ 第２号において、「直接荷重がかからないように」とは、鉄筋コンクリート造の支柱又は鉄筋

コンクリート管を使用した支柱等によりふたを支えるものであるが、支柱及びふたはその上を

通過する自動車等の荷重に十分耐えるものでなければならない。 

 

（３）タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。 

【解釈及び運用】 

４ 第３号により、地下タンクを基礎に固定する方法は、タンクを直接基礎に固定するのではな

く、締付けバンド及びアンカーボルト等により固定するものとする。この場合、締付けバンド

及びアンカーボルト等についてもさび止め塗装が必要である。 
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第３１条の５ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

（４）タンクは、厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板

若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るととも

に、圧力タンクを除くタンクにあっては７０キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては

最大常用圧力の１．５倍の圧力で、それぞれ１０分間行う水圧試験において、漏れ、又は変

形しないものであること。 

【解釈及び運用】 

５ 第４号は、地下タンクの材質及び板厚等の規定である。  

地下タンクの場合は、少量危険物用のものであっても指定数量以上の地下貯蔵タンクと同様

に３．２ミリメートル以上の鋼板（ＳＳ４００）又はこれと同等以上の強度を有する金属板若

しくはＦＲＰで造ることとされている。ここで「同等以上の・・・金属板」とは、次式により

算出された数値以上の板厚を有すること。 

 

ｔ＝√４００

𝜎
×３．２  

ｔ  ・・・使用する金属板の厚さ（㎜） 

σ ・・・使用する金属の引張強さ（Ｎ／㎟） 

 

   また、前条のタンクとは異なり、圧力タンク以外にあっては７０キロパスカルで、圧力タン

クにあっては最大常用圧力の１．５倍の圧力で水圧試験を行わなければならない。 

なお、本条及び次条において「圧力タンク」とは、最大常用圧力が４６．７キロパスカル以

上のものをいう。 

 

（５）危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口

を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置

を講ずること。 

【解釈及び運用】 

６ 第５号は、自動計量装置又は計量口についての規定であるが、自動計量装置については前条

第６号を参考にされたい。また、計量口を設ける場合の「損傷を防止するための措置」とは、

具体的には、当該部分にタンク本体と同じ材質、板厚のあて板を溶接する措置等をいうもので

ある。 

 

（６）タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。 

【解釈及び運用】 

７ 第６号は、配管の取付部についての規定である。地下タンクの場合は、危険物の漏えいの可

能性を極力小さくするために、当該タンクの配管はすべてタンク本体の頂部に取り付けること

とされている。 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（７）タンクの周囲に２箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏

れを検知する設備を設けること。 

【解釈及び運用】 

８ 第７号では、漏れ検査管の設置について規定されている。漏れ検査管は、地下水位の位置等

を考慮して、適切な位置に２箇所以上設けなければならない。  

なお、２以上の地下タンクを１メートル以上に接近して隣接して設ける場合は、漏れ検査管

を共有してもよいものであること。 

 ９ タンク内部にセンサー等を設置する場合 

   二重殻タンクの漏れを検知する設備は、危険物規則第２４条の２の２の規定の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３１条の６ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の６ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タン

クの技術上の基準は、第３１条の４第１項の規定の例によるほか、次のとおりとする。 

（１）タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、

当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手

動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを

除く。)により注入すること。 

【解釈及び運用】 

１ 第１号は、移動タンクから他のタンクへの注入の方法についての規定である。「他のタンクの

注入口に・・・緊結する」方法とは、ねじ式結合金具、突合せ固定式結合金具等による方法が

ある。 

なお、注入ホースについては、次によること。 

・材質は、取り扱う危険物によって侵されるおそれのないものであること。 

・長さは、必要以上に長いものではないこと。 

・危険物の取扱い中の圧力等に十分耐える強度を有するものであること。 

  

図１ 漏れ検査管設置例 
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第３１条の６ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

（２）タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範

囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が４０度以上の第４類の危険物を容

器に詰め替える場合は、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

２ 第２号は、移動タンクから容器への詰め替えについての規定である。これについては、移動

タンク貯蔵所における取扱いの基準と同様に、引火点が４０度以上の危険物を、先端部に手動

閉鎖装置を備えた注入ノズル（手動開閉装置を解放の状態で固定する装置を備えたものを除く。）

により容器に注入する場合以外は行ってはならない。 

また、「安全な・・・速度」とは、毎分６０リットル以下の速度と考えるべきである。 

 

（３）静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから

出すときは、当該タンクを有効に接地すること。 

【解釈及び運用】 

３ 第３号は、移動タンクにおいて危険物を出し入れする際、静電気による事故防止のための規

定である。ここで、「静電気による・・・危険物」とは、第４類危険物のうち特殊引火物、第１

石油類及び第２石油類をいうものである。 

また、「有効に接地する」とは、先端にクリップを設けたビニル被覆導線等を用い、移動タン

クのタンク本体を接地電極に接続することをいう。 

 

（４）静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入する

ときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。 

【解釈及び運用】 

４ 第１５号は、移動タンクに危険物を注入する際の静電気による事故防止のための規定で、「注

入管」は次図のような例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 注入管の例 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、

構造及び設備の技術上の基準は、第３１条の４第２項第３号の規定の例によるほか、次のとお

りとする。 

（１）火災予防上安全な場所に常置すること。 

【解釈及び運用】 

５ 第２項第１号は移動タンクの常置場所に関する規定であるが、これは、常置場所が把握でき

ないのでは指導も行えないこと、また、軽トラックにタンクが積載されている場合には、車庫

証明すらない（一部地域では車庫証明が必要である）という実態を考慮したものである。  

移動タンク貯蔵所とは異なり、少量危険物の場合は、タンクに危険物を貯蔵したまま常置場

所に置かれる場合もあり、特に火気設備が付近にないか等を考慮しなければならない。  

屋内を常置場所とする場合は、不燃材料で造られた建築物内とし、周囲に不必要な物件等放

置しないようにすること。また、移動タンク貯蔵所と同一場所に常置したい場合は、危険物の

規制に関する政令第１５条第１項第１号を満たすこと。 

 

（２）タンクは、厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する

材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては７０キロパスカルの圧力

で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の１．５倍の圧力で、それぞれ１０分間行う水圧試

験において、漏れ、又は変形しないものであること。 

【解釈及び運用】 

６ 第２号は、移動タンクの材質、板厚及び水圧検査に関する規定である。  

移動タンクは、３．２ミリメートル以上の厚さの鋼材（ＳＳ４００）又はこれと同等以上の

機械的性質を有する材料（金属板）で造らなければならない。 

「同等以上の・・・材料」とは、次式により算出した数値以上の厚さを有する金属板とする

が、最小板厚は、２．８ミリメートル以上とすること。 

 

ｔ＝ √
４００×２１

𝜎×Ａ

３

×３．２  

 

ｔ  ・・・使用する金属板の厚さ（㎜） 

σ ・・・使用する金属の引張強さ（Ｎ／㎟） 

             Ａ ・・・使用する金属板の伸び（％） 

 

   また、地下タンクと同様に圧力検査を行い、漏れ又は変形があってはならない。 

「圧力タンク」とは、地下タンクの場合と同様に、最大常用圧力が４６．７キロパスカル以

上のものをいう。 
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第３１条の６ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

（３）タンクは、Ｕボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定す

ること。 

【解釈及び運用】 

７ 第３号は、タンクと車両との固定の方法についての規定で、Ｕボルトの他に緊結金具を用い

る方法又は溶接による方法があるが、ロープ等で固定する方法は認められない。  

また、シャーシフレームのない車両にあっては、メインフレーム又はこれと一体となってい

るクロスメンバー等に堅固に固定しなければならない。第２号は、移動タンクの材質、板厚及

び水圧検査に関する規定である。  

 

（４）常用圧力が２０キロパスカル以下のタンクにあっては２０キロパスカルを超え２４キロパ

スカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が２０キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧

力の１．１倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。 

【解釈及び運用】 

８ 第４号は、直射日光や気温の上昇によるタンク内圧の上昇防止、危険物払い出し時の大気圧

との平衡保持のために設ける安全装置に関する規定である。（次図参照）  

なお、安全装置の作動圧力は、移動タンクの常用圧力に応じたものを選定しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）タンクは、その内部に４，０００リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ３．２ミリメー

トル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。 

【解釈及び運用】 

９ 第５号では、移動タンクの事故による被害を最小限にとどめるため、４，０００リットル以

下ごとに間仕切りを設けるよう規定されている。間仕切板の材質や板厚はタンク本体の材質や

板厚と同様でなければならない。 

  

図１ 安全装置の構造例 

例１ （複動式①） 例２ （複動式②） 

例３ （単動式） 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（６）前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第４号に規定する安全

装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が２，０００リットル以上

のものにあっては、厚さ１．６ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を

有する材料で造られた防波板を設けること。 

【解釈及び運用】 

10 第６号では、前号の規定により仕切られた部分ごとに、第４号の規定による安全装置を設け

る。また、仕切られた部分の容量が２，０００リットル以上の場合は、厚さ１．６ミリメート

ル以上の鋼板で造った防波板を設けなければならない。ここでいう鋼板とは熱間圧延軟鋼板（Ｓ

ＰＨＣ）であり、「これと同等以上の・・・材料」とは、次式により算出された数値以上の厚さ

を有する金属板とする。 

 

ｔ＝ √２７０

𝜎
×１．６  

 

ｔ  ・・・使用する金属板の厚さ（㎜） 

σ ・・・使用する金属の引張強さ（Ｎ／㎟） 

防波板は、走行中の移動タンクにおける危険物の動揺を減少させ、走行中の車両の安定性を

確保するために設けることであるが、その設置方法は、危険物規則第２３条の２の規定の例に

よるべきである。 

 

（７）マンホール及び注入口のふたは、厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上

の機械的性質を有する材料で造ること。 

【解釈及び運用】 

11 第７号は、マンホール及び注入口のふたの材質及び板厚についての規定である。これは、移

動タンクが転倒等し、マンホールや注入口のふたに荷重がかかることがあっても、これらが容

易に破損しないようにするためのものである。 

なお、マンホールやふたの材質や板厚は前記３の例によること。 

 

（８）マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該

タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。 

【解釈及び運用】 

12 第８号に定める防護枠を設ける場合の留意点は次のとおりである。 

（１）防護枠の高さは、マンホール、注入口、安全装置等の附属設備の高さ以上であること。 

（２）防護枠は、厚さ２．３ミリメートル以上の鋼板（熱間圧延軟鋼板・・ＳＰＨＣ）又は、次

式により算出した数値以上の厚さを有する金属板で造ること。 

 

ｔ＝ √２７０

𝜎
×２．３  

 

ｔ  ・・・使用する金属板の厚さ（㎜） 

σ ・・・使用する金属の引張強さ（Ｎ／㎟） 
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第３１条の６ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

（３）防護枠は、山形又はこれと同等以上の強度を有する形状であること。（次図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖

することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝

撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

13 第９号の「非常の場合直ちに閉鎖することができる弁等」とは、移動タンク貯蔵所と異なり、

必ずしもレバー操作によるものである必要はないが、移動タンクの周囲から容易に閉鎖の操作

が可能なものでなければならない。また、当該装置である旨の表示を見やすい位置に表示しな

ければならない。加えて、当該装置の操作方法も表示すべきである。 

 

（10）タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。 

【解釈及び運用】 

14 第１０号は、配管からの流出防止のために弁等を設ける旨の規定である。 

 

（11）タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるも

のは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。 

【解釈及び運用】 

15 第１１号の「可燃性蒸気の・・・場所」とは、危険物を常温で貯蔵し取り扱う移動タンクに

あっては、タンク内部及び当該危険物の引火点が４０度未満の場合は防護枠内及びポンプユニ

ット等の遮蔽された場所等とする。また、「引火しない構造」とは、防爆性能を有する構造をい

う。 

  

図２ 防護枠の例 二方山形（山形部分接ぎ合せ造り） 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

第３１条の７ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の７ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類

ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）第１類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝

撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっ

ては水との接触を避けること。 

【解釈及び運用】 

１ 本条第１項は、法別表に揚げられた危険物の類別分類に従い、それぞれの類に共通する一般

的性状、危険性を踏まえて、少量危険物の貯蔵及び取扱いにおける原則的な基準を示したもの

である。 

２ 第１号（第１類危険物）第１類の危険物は、酸化性固体であり、その性質は、一般的には不

燃性物質であるが、他の物質を酸化する酸素を分子構造中に含有しており、加熱、衝撃、摩擦

等により分解して酸素を放出するため、周囲の可燃性物質の燃焼を著しく促すことになる。従

って、その貯蔵、取扱いに当たっては、分解を起こす条件を与えないように以下のことに注意

する必要がある。 

・加熱、衝撃、摩擦を避ける。 

・分解を促進する薬品類との接触を避ける。 

・周囲に可燃物を置かない。 

・水と反応して酸素を放出するアルカリ金属の過酸化物及びこれらを含有するものにあって

は、水との接触を避ける。 

 

（２）第２類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は

過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有する

ものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させな

いこと。 

【解釈及び運用】 

３ 第２号（第２類危険物） 

第２類危険物は、比較的低温で着火又は引火しやすい可燃性の固体で、しかも燃焼が速く、

有毒のもの、あるいは燃焼の際有毒ガスを発生するものがある。  

火災予防の留意点は、次のとおりである。 

・酸化剤との接触、混合を避ける。 

・炎、火花又は高温体との接近若しくは、過熱を避ける。 

・鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては、水又

は酸との接触を避ける。 

・引火性固体にあっては、みだりに蒸気を発生させてはならない。 
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第３１条の７ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

 

（３）自然発火性物品(第３類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第１条の５第２項の自

然発火性試験において同条第３項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、ア

ルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は

空気との接触を避け、禁水性物品(第３類の危険物のうち同令第１条の５第５項の水との反

応性試験において同条第６項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルア

ルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。 

【解釈及び運用】 

４ 第３号（第３類危険物）  

第３類危険物は、自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するものであるが、その危険性

は、他の危険物と比較して高いものと評価されており、その指定数量も、１０キログラムから

３００キログラムと比較的少なく定められている。 

第３類の危険物には、黄りんのように自然発火性（空気中での発火の危険性）のみを有して

いる物品、あるいは、リチウムのように禁水性（水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生

する危険性）のみを有している物品もあるが、ほとんどの物品は自然発火性及び禁水性の両方

の危険性を有している。 

第３類危険物の火災予防上の留意点は、次のとおりである。 

・自然発火性物品は、空気と接触させない。 

・自然発火性物品は、炎、火花、高温体との接触、又は過熱を避ける。 

・禁水性物品は、水との接触を避ける。 

・保護液中に保存されている物品は、保護液の減少等に注意し、危険物が保護液から露出し

ないようにする。 

 

（４）第４類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだり

に蒸気を発生させないこと。 

【解釈及び運用】 

５ 第４号（第４類危険物） 

第４類危険物は、引火性液体で、液体の表面から発生する蒸気が空気と混合して、一定の混

合比（燃焼範囲）の可燃性混合ガスを形成した場合に、炎や火花等の火源により引火し、火災、

爆発に至る。可燃性混合ガスは、液体の温度が当該液体の引火点以上になった場合に形成され

るので、引火点が常温以下の第４類危険物にあっては、常に引火危険性が存在することになる。

また、第４類の危険物は、一般に電気の不導体で静電気が蓄積されやすく、静電気の放電火花

により引火する危険性がある。 

第４類危険物を貯蔵し、又は取扱う場合の留意点は次のとおりである。 

・炎、火花、高温体との接近及び過熱を避ける。 

・特に石油類については、静電気による火花についても留意する必要がある。 

・みだりに蒸気を発生させない。蒸気が発生するような取扱いをする場合は、蒸気を排出す

るか、又は十分な通風を行う。 
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（５）第５類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。 

【解釈及び運用】 

６ 第５号（第５類危険物） 

第５類危険物は、自己反応性物質で、爆発、又は激しい加熱分解による多量の発熱の危険性

がある。過熱、衝撃、摩擦又は他の物品との接触により発火し、爆発するものが多く、また、

空気中に長時間放置すると分解が進み、やがて自然発火するものがある。燃焼は爆発的なもの

も多く、また爆発的でなくても激しい燃焼状況を呈するため、消火が困難となる場合が多い。 

火災予防上の留意点は次のとおりである。 

・炎、火花、高温体との接近を避ける。 

・過熱、衝撃、摩擦を避ける。 

・分解しやすいものは特に室温、湿気、通風に注意する。 

 

（６）第６類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避

けること。 

【解釈及び運用】 

７ 第６号（第６類危険物） 

第６類危険物は、酸化性の液体で、自らは不燃性であるが可燃物と混ぜるとこれを酸化し、

着火させることがある。 

第６類を貯蔵取扱う場合は、 

・可燃物との接触や混合 

・分解を促す薬品類との接近 

・過熱 

等を避けなければならない。 

 

２ 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同項の基準によらないことが通

常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、

災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。 

【解釈及び運用】 

８ 第２項では、第１項で規定されている、危険物が有する危険性に応じた貯蔵及び取扱いに関

する原則的な基準による貯蔵及び取扱いが、こうした原則によることを通常としない場合にお

いて、この基準によらないことができることとして規定されているものである。 

しかしながら、この場合は原則に適合しない状況において、危険物の貯蔵又は取扱いを行う

のであるから、火災等の災害の発生を防止するための措置を十分に講じなければならない。す

なわち、原則規定から外れた貯蔵、取扱いをする場合は、それにより発生する可燃性蒸気、化

学反応、発熱等の危険因子に対する換気、冷却等の災害を防止するための十分な措置を講じた

うえで行う必要がある。 
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第３１条の８ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の８ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、

配管その他の設備は、第３１条の２から第３１条の６までの位置、構造及び設備の技術上の基

準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。 

【解釈及び運用】 

 本条は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管等の設備に係る基準維持規定であ

る。 

これは、少量危険物貯蔵取扱所における事故が設備の維持管理面に起因するものが非常に多

いことから規定されているもので、タンクや配管その他の設備を、第３１条の２から第３１条

の６までの技術基準に適合するように、適時点検、補修等を行う必要がある。 

なお、この場合、法で定められた点検記録の保存等許可施設と同様の措置までをとる必要は

ない。 

 

 

第３１条の９ （指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準） 

第３１条の９ 第３０条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第４類の危険物のう

ち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、当該各条の規定は、適用しない。 

【解釈及び運用】 

 本条は、動植物油類についての適用除外規定である。  

動植物油類については、一定の条件のもとで貯蔵されているものは、数量の如何にかかわら

ず危険物から除外され、可燃性液体類とされている（危険物政令別表第４備考第７号）。 

したがって、当該一定の条件により貯蔵されていない、１０，０００リットル未満の動植物

油類については、本来ならば、指定数量未満の危険物として第３０条から第３１条の７までの

規定の適用があるはずであるが、本条では、貯蔵条件により基準の適用が異なることとならな

いよう、規制の統一を図るためにこれらの規定の適用除外を定めている。 

なお、当該動植物油類については、指定可燃物の規制に合わせて第３３条に貯蔵及び取扱い

の基準が定められている。 

 

 

第３２条 （品名又は指定数量を異にする危険物） 

（品名又は指定数量を異にする危険物） 

第３２条 品名又は指定数量を異にする２以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場

合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の５分の１の数

量で除し、その商の和が１以上となるときは、当該場所は指定数量の５分の１以上指定数量未

満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。 

【解釈及び運用】 

 本条は、品名又は指定数量の異なる２以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場

合の危険物の数量と本節の規制の限度たる指定数量の５分の１の量との関係を規定したもので

ある。この場合、品名を異にする危険物には、同じ類の危険物ばかりはでなく、類を異にする

危険物を含むものである。 

１種類の危険物の貯蔵又は取扱数量が指定数量の５分の１未満であっても、貯蔵取扱いに係

る危険物の種類ごとの数量をそれぞれの指定数量の５分の１の数量で除し、その商の和が５分

の１以上となる場合は、指定数量の５分の１以上の危険物を貯蔵し、取り扱っているものとみ

なされ、少量危険物の規定が適用される。 

このことについては、危険物製造所等における貯蔵取扱数量と同様の考え方である（法第１

０条第２項）。 
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第２節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準等 

 

 第３３条 （可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、別表第８で定める数量以上の指定可燃物のうち可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの

基準について、おおむね少量危険物の場合に準じて規定したものである。 

２ 「指定可燃物」は、法第９条の３に定める「火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、

又は消火の活動が著しく困難となるもの」で、平成元年改正前の準危険物の一部と特殊可燃物

等を統合したものである。 

３ 「可燃性液体類等」は、指定可燃物のうち引火性を有する物品である可燃性固体類及び可燃

性液体類、並びに指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物第４類のうち動植物油類の総

称である。このうち、可燃性固体類及び可燃性液体類を総称して「可燃性固体類等」としてい

る。可燃性固体類等は、危険物の第２類可燃性固体及び第４類引火性液体に準じた性質を有し

ている。 

（１）「可燃性固体類」とは、平成元年改正前の準危険物第４類第２種引火物等で、別表第８備考

第５号にある一定の要件（引火点、燃焼熱量、融点等）に該当するものである。その性質と

しては、危険物第２類引火性固体に分類変更となった平成元年改正前の準危険物第４類第１

種引火物等よりは引火しにくいが、加熱により溶融したものは危険物と同様に火災危険性が

大きく、また、燃焼熱量が大きいため火災の際に消火困難となる。これらには、例えば、０

－クレゾール、コールタールピッチ、石油アスファルト、ナフタリン、フェノール、ステア

リン酸メチル等が含まれる。 

（２）「可燃性液体類」とは、別表第８備考第８号にあるように、法別表第一備考第１４号から第

１７号の定めにより危険物規則第１条の３に規定する危険物の第４類引火性液体から除外さ

れるもの である。つまり、第２石油類の除外物品（可燃性液体量が４０パーセント以下で、

引火点が４０度以上、燃焼点が６０度以上のもの）、第３石油類の除外物品（可燃性液体量が

４０パーセント以下のもの）、第４石油類の除外物品（可燃性液体量が４０パーセント以下の

もの）及び動植物油類の除外物品（危険物規則第１条の３第７項に定めるタンク又は容器に

貯蔵保管され ているもの）が該当する。これらには、例えば、塗料、接着剤等が含まれる。 

（３）「動植物油類」とは、法別表第一備考第１０号及び第１７号に定めるものをいうが、（２）

のように一定の貯蔵条件により貯蔵されているものは危険物から除外され、可燃性液体類と

されている。したがって、一定の貯蔵条件により貯蔵されていない指定数量未満の動植物油

類については、本来ならば、第３０条から第３１条の８までの規定が適用されるはずである。

しかし、この場合、まず、一定の貯蔵条件を満たしているかどうかを厳密に判断しないと適

用すべき条項が決まらないので、これによる混乱を防ぐため、一定の貯蔵条件により貯蔵さ

れていないものについても、指定可燃物となる動植物油類と合わせて、本条に基準を規定し

たものである。 
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第３３条 （可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準） 

 

（可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準） 

第３３条 別表第８の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定

可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第６号に規定する可燃性固体類をいう。以下

同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第８号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに

指定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体

類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならな

い。 

（１）可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。 

ア 可燃性固体類(別表第８備考第５号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別

表第３の危険物の類別及び危険等級の別の第２類のⅢの項において、可燃性液体類及び指

定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類にあっては危険

物規則別表第３の２の危険物の類別及び危険等級の別の第４類のⅢの項において、それぞ

れ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、

外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器

等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃

性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。 

イ アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表

示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化

粧品の内装容器等で最大容量が３００ミリリットル以下のものについては、この限りでな

い。 

【解釈及び運用】 

４ 第１項及び第２項は、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準について規定したものである。

本項各号に定める基準以外の事項については、第３項の規定により、指定数量未満の危険物の

貯蔵及び取扱いの基準に関する第３０条から第３１条の８までの規定が準用されるので、本項

の規定は可燃性液体類等についての加重的な基準を定めた特例規定である。 

５ 第１号アは、可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合についての基準を指定数

量以上の危険物に準じて規定したものである。つまり、可燃性固体類にあっては危険物規則別

表第３に掲げる第２類危険等級Ⅲの危険物において、可燃性液体類及び指定数量の５分の１以

上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第３の２に掲げ

る第４類危険等級Ⅲの危険物において適応する容器又はこれと同等以上の容器に収納し、又は

詰め替えるとともに、危険物が漏れないように容器を密封して収納するよう定めている。 

６ 第１号イは、容器には見やすい箇所に、可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示

を明確にし、さらに「火気厳禁」等の防火に関し必要な事項を表示することにより火災予防及

び消火活動における効果を期待したものである。 

なお、ただし書は、収納する可燃性液体類等が化粧品である場合は、その量により基準の緩

和を定めたものである。 

 

（２）可燃性液体類等(別表第８備考第５号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重

ねて貯蔵する場合には、高さ４メートルを超えて積み重ねないこと。 

【解釈及び運用】 

７ 第２号は、可燃性液体類等を収納した容器を貯蔵する場合の積み重ね高さの制限を規定した

ものである。これは、危険物規則第４０条の２で定める指定数量以上の第４類の危険物の容器

の積み重ね高さと同等の基準である。 

 

（３）可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだり

に蒸気を発生させないこと。 
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（４）前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同号の基準によらな

いことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱い

については、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。 

 

２ 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技

術上の基準によらなければならない。 

（１）可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性

液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数

量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第８に定める当該可燃性固体

類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の

空地を、指定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類にあって

は１メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。 

 

容器等の種類 可燃性固体類等の数量の倍数 空地の幅 

タンク又は 

金属製容器 

１以上２０未満 １メートル以上 

２０以上２００未満 ２メートル以上 

２００以上 ３メートル以上 

その他の場合 １以上２０未満 １メートル以上 

２０以上２００未満 ３メートル以上 

２００以上 ５メートル以上 

 

 

【解釈及び運用】 

８ 第２項では、屋内外で可燃性液体類の貯蔵及び取扱いを行う場所の位置、構造及び設備の技

術上の基準を定めたものである。 

９ 第１号は、可燃性液体類等を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場合は、延焼防止の観点か

ら、その屋外の場所の周囲に、可燃性固体類等にあっては容器等の種類及び数量の倍数に応じ

た幅の空地を、指定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類にあ

っては幅１メートル以上の空地を確保するか、又は防火上有効な塀を設けるよう規定したもの

である。 

この場合、防火上有効な塀とは、不燃材料又はこれと同等以上の防火性能を有する材料で造

り、空地を保有することができない部分及び施設全体を遮へいする幅及び高さを有するもので

ある。 

また、本号は、第３１条の３第１項第１号の基準と比較して、数量が多いため同号ただし書

きのような緩和を認めていない。 
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別表第８（第３３条、第３４条、第３４条の２、第４６条関係） 

品 名 数 量 

綿 花 類 ２００キログラム 

木 毛 及 び か ん な く ず ４００キログラム 

ぼ ろ 及 び 紙 く ず １，０００キログラム 

糸 類 １，０００キログラム 

わ ら 類 １，０００キログラム 

再 生 資 源 燃 料  １，０００キログラム 

可 燃 性 固 体 類 ３，０００キログラム 

石 炭 ・ 木 炭 類 １０，０００キログラム 

可 燃 性 液 体 類 ２立方メートル 

 木 材 加 工 品 及 び 木 く ず １０立方メートル 

合成樹脂類 
発泡させたもの ２０立方メートル 

そ の 他 の も の ３，０００キログラム 

備考 

（１）綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 

（２）ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの（動植物油がしみ込んでいる布又は紙

及びこれらの製品を含む。）をいう。 

（３）糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸（糸くずを含む。）及び繭をいう。 

（４）わら類とは、乾燥わら、乾燥藺
い

及びこれらの製品並びに干し草をいう。 

（５）再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)第 2

条第 4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。 

（６）可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの（１気圧にお

いて、温度２０度を超え４０度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエの

いずれかに該当するものを含む。）をいう。 

ア 引火点が４０度以上１００度未満のもの 

イ 引火点が７０度以上１００度未満のもの 

ウ  引火点が１００度以上２００度未満で、かつ、燃焼熱量が３４キロジュール毎グラム

以上であるもの 

エ 引火点が２００度以上で、かつ、燃焼熱量が３４キロジュール毎グラム以上であるも

ので、融点が１００度未満のもの 

（７）石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油

コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。 

（８）可燃性液体類とは、法別表第１備考第１４号の総務省令で定める物品で液体であるもの、

同表備考第１５号及び第１６号の総務省令で定める物品で１気圧において温度２０度で

液状であるもの、同表備考第１７号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている

動植物油で１気圧において温度２０度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有す

る物品（１気圧において、温度２０度で液状であるものに限る。）で１気圧において引火点

が２５０度以上のものをいう。 

（９）合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料

合成樹脂及び合成樹脂くず（不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及

びゴムくずを含む。）をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくず

を除く。 
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（２）別表第８で定める数量の２０倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱

う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周

囲に幅１メートル(別表第８で定める数量の２００倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は

取り扱う場合は、３メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建

築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆った室内において、

貯蔵し、又は取り扱うことができる。 

【解釈及び運用】 

10 第２号は、別表第８で定める数量の２０倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又

は取扱う場合は、その数量に応じた延焼防止を考慮して、壁、柱、床及び天井（第１１条第１

項第３号参照）を不燃材料で造った室内で行うよう規制している。第２項で規定する別表第８

で定める数量の２０倍未満の可燃性固体類等に対する規制の場合と異なり、内装のみを不燃材

料で仕上げて足るとしていない。 

ただし書の規定は、前記の室内で貯蔵し、又は取扱うことができない場合についての救済規

定である。周囲に幅１メートル以上（可燃性固体類等の数量の倍数が２００倍以上の場合は、

３メートル以上）の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁によって、隣接する建築物等と

の間に延焼防止の措置をはかってある建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天

井を不燃材料で造らなくても不燃材料で覆うことにより、可燃性固体類等を貯蔵し、又は取扱

って差し支えないとしたものである。 

この場合、「防火上有効な隔壁」とは、耐火構造、準耐火構造若しくは防火構造で小屋裏まで

完全に区画されていることをいう。 

 

３ 前２項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱

う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第３０条から第３１条の８まで(第

３１条の２第１項第１６号及び第１７号、第３１条の３第２項第１号並びに第３１条の７を除

く。)の規定を準用する。 

【解釈及び運用】 

11 第３項の規定は、第１項及び第２項の基準のほか、別表第８で定める数量以上の可燃性液体

類等の貯蔵及び取扱いの基準については、少量危険物の場合と同様の規制を行おうとするもの

である。本条の【解釈及び運用】４を参照 
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第３４条（綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、別表第８で定める数量以上の指定可燃物のうち綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準を

規定したものである。 

２ 「綿花類等」は、指定可燃物（第３３条（可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準）

の【解釈及び運用】２を参照）のうち前条の可燃性液体類等（第３３条（可燃性液体類等の貯

蔵及び取扱いの技術上の基準）の【解釈及び運用】３を参照）を除くものの総称である。別表

第８においては、綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず、糸類、わら類、再生資源燃

料、石炭及び木炭類、木材加工品及び木くず並びに合成樹脂類が指定されている。また、指定

可燃物の性質上、不燃性又は難燃性のものは除外されている。 

（１）「綿花類」は、別表第８備考第１号に定めるもので、天然繊維、合成繊維の別は問わず、羽

毛もこれに該当する。また、同号の「トップ状の繊維」とは、原綿、原毛を製綿、製毛機に

かけて１本１本の細かい繊維をそろえて帯状に束ねたもので製糸工程前の状態のものをいう。 

なお、難燃性の判断としては、「４５度傾斜バスケット法燃焼試験基準」に適合するものを

難燃性のものとして取り扱うこととする。また、不燃性の繊維として石綿、ガラス等無機質

の繊維が、難燃性の繊維として塩化ビニリデン系のもの等が除外されるものである。 

４５度傾斜バスケット法燃焼試験基準 

１ 燃焼試験装置 

燃焼試験装置は、燃焼試験箱、試験体支持わく及びバスケット、又は試験体支持わく、

試験体支持わくを４５度の傾斜に保つことができる装置及びバスケットであること。 

燃焼試験箱を用いないで行う試験は、湿度６５±５パーセント、温度２０±５℃の静穏

な室内で行うこと。 

２ 試験体 

（１）試験体は、同一試料の中から無作為に採取した重さ１０グラムのもの三体とする。 

（２）試験体は、燃焼試験を行う前に５０±２℃の恒温槽内に２４時間放置した後、シリカ

ゲル入りデシケーター中に２時間放置したものとすること。ただし、熱による影響を受

けるおそれのない試験体にあっては、１０５±２℃の恒温槽内に１時間放置した後シリ

カゲル入りデシケーター中に２時間放置したものとすることができる。 

３ 試験方法 

（１）試験体を、バスケットに均一になるように詰めてふたを固定し、燃焼試験箱内又は４

５度の傾斜に保つことができる装置に装着した試験体支持わくの金網の上に容易に移

動しない方法で支持すること。 

（２）試験体の下辺中央部より４．５センチメートル上方に固形燃料（重さ０．１５グラム、

直径６．４ミリメートル、厚さ４．３ミリメートルのヘキサメチレンテトラミン）を容

易に移動しない方法でおくこと。 

（３）点火は、マッチにより行い、点火後は火源の周囲の空気を静穏な状態に保ち、燃焼が

終了するまで放置すること。 

４ 試験結果の判定基準炭化長は、別図第５により透視的に測定した試験体の炭化部分につ

いて、縦方向の最大の長さとし、３の試験体について、そのうち最大の長さが１２０ミリ

メートル以下で、かつ、その平均値が１００ミリメートル以下であること。 

（２）「木毛」は、木材を細薄なヒモ状に削ったもので、一般に用いられている緩衝材や木綿（も

くめん）、木繊維（しゅろの皮、やしの実の繊維等）等が該当する。 

「かんなくず」は、手動又は電動かんなを使用して木材の表面加工の際に出る木くずの一種

をいう。また、製材所等の製材過程に出る廃材、おがくず及び木端は該当せず、木材加工品

及び木くずの品名に該当する。 

これらは、単位重量に対し表面積が大きいため、綿花類と同様に燃焼しやすい性質がある。 

  



174 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（３）「ぼろ及び紙くず」は、別表第８備考第２号に定めるもので、繊維製品並びに紙及び紙製品

が本来の製品価値を失い、一般需要者の使用目的から離れ廃棄されたものをいう。これらに

は、例えば、古雑誌、古新聞等の紙くずや製本の切れ端、古ダンボール、用いられなくなっ

た衣類等が該当する。 

（４）「糸類」は、別表第８備考第３号に定める紡績工程後の糸及び繭であり、天然、合成の別は

問わない。これらには、例えば、綿糸、毛紡毛糸、麻糸、化学繊維糸、スフ糸等があり、合成

樹脂の釣り糸も該当する。 

なお、不燃性又は難燃性の判断については、（１）と同様の方法によること。 

（５）「わら類」は、別表第８備考第４号に定めるもので、わら製品としては、例えば、俵、こも、

なわ、むしろ等が該当する。また、同号の「乾燥藺（い）」とは、藺草（いぐさ）を乾燥した

ものをいい、畳表、ゴザ等がこれに含まれる。 

なお、乾燥わら、干し草には自然発火性がある。 

（６）「再生資源燃料」に該当するものには、種々のものが考えられるが、製造されたものの一部

が燃料用途以外に使用されるものであっても、これらを含め再生資源燃料に該当するもので

あること。 

再生資源燃料に該当する代表的なものとしては、次のようなものがある。 

ア ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel） 

家庭から出される塵芥ごみ等の一般廃棄物（生ごみ等）を原料として成形、固化され、

製造されたもので、燃料用途に使用される。 

イ ＲＰＦ（Refuse Paper & Plastic Fuel） 

廃プラスチックと古紙、廃材、繊維くず等を原料として成形、固化され、製造されたも

ので、燃料等の用途に使用される。 

ウ 汚泥乾燥・固形燃料 

下水処理場から排出される有機汚泥等を主原料（廃プラスチックを添加する場合あり）

として製造され、燃料等の用途に使用される。 

エ 木質ペレット 

おが粉、樹皮等を原料としてペレット状に圧縮、成形して製造されたもので、燃料等の

用途に使用される。 

なお、原材料に再生資源を一切使用しないもの（間伐材のみを原料とするもの等）は定

義上再生資源燃料に該当しないことから「木材加工品及び木くず」として取扱う。 

（７）「石炭・木炭類」は、別表第８備考第７号に定めるもので、石炭には、無煙炭、瀝青炭、褐

炭、重炭、亜炭、泥炭で天然に産するもの等、木炭には、木を焼いて人為的に製造したもの

等が該当する。これらは、自然発火の危険性があり、燃焼発熱量が大きい等の性質を有して

いる。 

また、平成元年改正により、石炭を乾留して生産するコークスや、粉状の石炭及び木炭を

混合して成形した燃料である豆炭、練炭が該当することとなった。 

なお、天然ガス又は液状炭化水素の不完全燃焼又は熱分解によって得られる黒色の微粉末

（カーボンブラック）は該当しないものである。 

（８）「木材加工品」は、製材した木材、板、柱及びそれらを組み立てた家具類等の木工製品であ

る。 

なお、原木（立ち木を切り出した丸太）や水中に貯蔵している木材は該当しない。ただし、

丸太のままで使用する電柱材、木箱、建築用足場は該当する。 

「木くず」は、製材所等の製材過程において出る廃材、おがくず及び木端である。このう

ち、軽く圧して水分があふれる程度浸潰されたものは該当しない。 
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（９）「合成樹脂類」は、別表第８備考第９号に定めるもので、石油などから化学的に合成される

複雑な高分子物質で樹脂状のものの総称である。これらのうち、同号の除外物品については、

すでに指定可燃物として指定されているため、合成樹脂類から除外されるものである。ただ

し、プラスチックフィルムは、合成樹脂類に該当するものである。また、塗料、接着剤等に

使用される合成樹脂類は一般的に液状であり、法別表に定める危険物又は可燃性液体類に該

当するものもあることから、固体のものに限定したものである。 

別表第８の合成樹脂類は、内部に気泡を有するもの（発泡させたもの）とその他のものと

に分けられているが、その境目は発泡率概ね６以上のものを発泡させたものとしている。 

なお、平成元年改正により、従前別の分類とされていたゴム類が合成樹脂類に含まれるこ

ととなり、別表第８備考第８号かっこ書きに定めている。これらは、天然ゴム、合成ゴムの

別を問わず、廃物ゴムを再利用のために加工した再生ゴムもこれに該当する。ゴムは、不飽

和性が大きいため、空気中の酸素で酸化され発熱して自然発火する危険性を有している。 

合成樹脂類の不燃性又は難燃性の判断は、試験の再現性等を考慮してＪＩＳ「Ｋ７２０１

酸素指数法による高分子材料の燃焼試験方法」（掲載省略）に定める酸素指数法により判断し、

当該試験法に基づく酸素指数２６以上のものを不燃性又は難燃性を有するものとして取扱う

こととする。 

なお、参考までに合成樹脂類として一般的に使用されているもので、酸素指数が２６未満

のものを第１表に、また酸素指数が２６以上のもの及び固体でないものを第２表に示す。 

この場合、第１表に示すものであっても、難燃化を行い、酸素指数が２６以上となる場合

があるので留意すること。 

 

第１表 酸素指数２６未満のもの 

アクリルニトリル・スチレン共重合樹脂（ＡＳ） 

アクリルニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂（ＡＢＳ） 

エポキシ樹脂（ＥＰ）・・・接着剤以外のもの 

不飽和ポリエステル樹脂（ＵＰ） 

ポリアセタール（ＰＯＭ） ポリウレタン（ＰＵＲ）  

ポリエチレン（ＰＥ）  

ポリスチレン（ＰＳ） 

ポリビニルアルコール（ＰＶＡＬ）・・・粉状（原料等）  

ポリプロピレン（ＰＰ）  

ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ、メタクリル樹脂） 

 

第２表 酸素指数２６以上のもの又は液状のもの 

フェノール樹脂（ＰＥ） 

ふっ素樹脂（ＰＦＥ） 

ポリアミド（ＰＡ） 

ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ、塩化ビニリデン樹脂） 

ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ、塩化ビニル樹脂）  

ユリア樹脂（ＵＦ） 

けい素樹脂（ＳＩ） 

ポリカーボネート（ＰＣ） 

メラミン樹脂（ＭＦ）  

アルキド樹脂（ＡＬＫ）・・・液状 

注（  ）書は略号または別名を示す。 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

３ 「貯蔵及び取扱い」とは、一定量以上の指定可燃物を倉庫において貯蔵する場合、工場にお

いて製造、加工する場合等をいうものであり、一定場所に集積することなく日常的に使用され

る事務所のソファー、椅子等、ホテルのベッド類、倉庫の保温保冷のため断熱材として使用し

ているもの等は該当しないものであるが、ビールを貯蔵する倉庫におけるビールケースは該当

するものである。また、販売を目的として展示しているものは、貯蔵及び取扱いに含まれるも

のである。 

４ 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合の数量の算定は棟単位を原則とするが、指定可燃物

を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物に建築基準法施行令第１１２条に規定する防火

区画が存する場合は、それぞれ別々に算定することとして取り扱うものである。指定可燃物の

容積又は重量の算定は、実際の指定可燃物の部分の容積又は重量を算定し、箱型に成形されて

いる場合等の空間部分は算入しないものである。 

 

（綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準） 

第３４条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯

蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。 

（１）綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 

【解釈及び運用】 

５ 第１号は、綿花類等の性質から考慮して、みだりに火を使用することを禁止した規定である。

第３０条（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）の【解釈及び運用】５を参照 

 

（２）綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせな

いこと。 

【解釈及び運用】 

６ 第２号は、日常の業務に従事する係員以外の者をみだりに出入りさせることによって発生す

る、古紙集積所等におけるボヤの事故等を考慮した規定である。この場合、「みだりに」に該当

しないのは、係員以外の者の出入りでも当該貯蔵、取扱い場所の管理者等に正式に連絡がなさ

れ管理者の管理権が十分行使し得る場合が考えられる。 

 

（３）綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場

合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により

容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

７ 第３号の「区分して整理する」とは、綿花類等を危険物と同じ場所に貯蔵し、又は取扱う場

合は、その性質からみて、いっしょに雑然と取扱われることは、危険性が増大することとなる

ので、危険物とは火災予防上安全な距離を保ち、区分して整理すべきことをいうものである。  

また、地震等に対する落下、飛散等防止措置としては、囲い、ロープ掛け等の措置が挙げら

れる。 

第３０条（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）の【解釈及び運用】６を参照 

 

（４）綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、１日１回以上安全な場所におい

て廃棄し、その他適当な措置を講ずること。 

【解釈及び運用】 

８ 第４号は、製造、加工等によって生じた綿花類等のくず、かす等を放置しておくことは火災

予防上危険であるから、その日に生じたくず、かす等はその日のうちに火災予防上安全な場所

で処理すべきである旨を規定したものである。また、大工場等であるため１日でそのすべてを

処理できない場合でも、本号の趣旨から適切な量を処理し、常に安全な状態にしておくように

すべきである。 

「廃棄」としては、埋没し、又は燃焼によって他に危害を及ぼさない方法で焼却すること等

が、「その他適当な措置」としては、安全な方法で回収を行う等が考えられる。 
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第３４条 （綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等） 

 

（５）再生資源燃料(別表第８備考第５号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、

廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以

下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。 

ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。 

イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に

限り受け入れること。 

ウ ３日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やか

な拡大防止の措置を講じることができるよう５メートル以下の適切な集積高さとするこ

と。 

エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形

化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。 

【解釈及び運用】 

９ 第５号は、再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料等の貯蔵取扱い及びその管理方法につい

て規定したものである。 

（１）第５号アでは、適切な水分管理を行うことが規定されている。 

再生資源燃料の中でも、廃棄物固形化燃料等は、その特性から、発酵熱、酸化熱及び分解

熱等によって可燃性ガスが生じ、発火、爆発する恐れがあるため、水分管理を適切に行う必

要がある。 

燃料への水分の含有により、微生物が活動しやすい環境となるため、含有水分量を１０％

以下とする必要があり、できうる限り低い管理値を設け、適切に維持される必要がある。 

 （２）第５号イでは、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限って受け入れるよう規定

されている。 

 （３）第５号ウでは、火災発生の際にその集積高さが著しく高い場合、延焼拡大防止に支障が生

じるため、速やかに拡大を防止するための観点から設けられている。 

    適切な集積高さは、建物の構造、天井高等から総合的に判断すべきであり、５メートル以

下での集積高さであっても、発火時に速やかな拡大防止措置を行うことに支障が無いよう留

意すべきである。 

 （４）第５号エでは、貯蔵している廃棄物固形化燃料等の状態を温度、可燃性ガス濃度の監視に

より発熱の状況を常時監視することを定めされている。 

    貯蔵にあたり、温度監視装置等の設置を指導し、異常を感知した際には迅速、適切に対応

するため、その精度、位置について留意する必要がある。 

 

２ 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の

基準によらなければならない。 

（１）綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を

表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

を設けること。 

【解釈及び運用】 

10 第２項第１号は、貯蔵し、又は取扱っている綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要

な事項を掲示板により明確にすることで、火災予防及び消火活動における効果を期待したもの

である。第３１条の２（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基

準）の【解釈及び運用】20 を参照 

なお、綿花類等を貯蔵し、又は取扱っている旨の標識は、「指定可燃物貯蔵取扱所」とするの

が適当である。 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（２）綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第８備考第９号に規定する合成

樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1 集積単位の面積が２００平方

メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つ

こと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第 7 号に

規定する石炭・木炭類をいう。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄

物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置

した場合は、この限りでない。 

 

区 分 距 離 

（１） 面積が５０平方メートル以下の集積単位相互間 １メートル以上 

（２） 
面積が５０平方メートルを超え２００平方メートル以下

の集積単位相互間 
２メートル以上 

 

 

【解釈及び運用】 

11 第２号は、廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類を除く綿花類等を貯蔵し、又は取扱う場合は、

多量に集積されるとその危険性が増大し、特に消火の困難性が著しくなることに対処した規定

である。集積する場所の面積２００平方メートル以下ごとに区分して集積し、かつ、区分され

た各集積は、相互に２メートル以上（集積面積５０平方メートル以下の場合は１メートル）の

間隔を保つよう規定している。 

ただし書は、石炭・木炭類を製鉄会社や電力会社において貯蔵する場合には、集積単位を規

制することが難しい実態にあるので、温度計等により監視するとともに、適温を超えた場合に

は散水等を行うことにより温度を下げる設備を設置している場合には、火災予防上支障がない

と認めて集積単位の規制を行わないこととしたものである。 

なお、廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類は、本号の対象とせず、第３号、第４号でその集

積単位を定めている。 
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第３４条 （綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等） 

 

（３）綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。 

ア 集積する場合においては、１集積単位の面積が５００平方メートル以下になるように区

分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大

又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでな

い。 

区 分 距 離 

（１） 面積が１００平方メートル以下の集積単位相互間 １メートル以上 

(２) 
面積が１００平方メートルを超え３００平方メートル以下

の集積単位相互間 
２メートル以上 

(３) 
面積が３００平方メートルを超え５００平方メートル以下

の集積単位相互間 
３メートル以上 

イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、１メートル（別表第 8 で定

める数量の２０倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、３メートル）以上の

空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の

壁又は不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置

する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。 

ウ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異な

る取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただ

し、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限

りでない。 

エ 別表第８に定める数量の１００倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁

及び天井を難燃材料（建築基準法施行令第 1 条第 6 号に規定する難燃材料をいう。）で仕

上げた室内において行うこと。 

【解釈及び運用】 

12 第３号アは、本条の【解釈及び運用】11 と同様の趣旨であるが、特に合成樹脂類の製造工程

の実態等を考慮し、合成樹脂類を集積する場合は、５００平方メートル以下ごとに区分して集

積し、集積面積に応じ表のように集積単位相互間の距離を保有することを定めたものである。 

ただし書は、具体的に定めている散水設備に限らず、第３４条の３に定める基準の特例によ

り、不燃材料による区画、ドレンチャー設備又はスプリンクラー設備等の防火上有効な措置を

講ずることで、集積単位の規制をおこなわないこととするものである。 

13 第３号イは、合成樹脂類が多量に集積されると、その危険性が増大し、特に消火の困難性が

著しくなることに対処した規定である。すなわち、集積する場所の面積は５００平方メートル

以下ごとに区分して集積し、かつ、区分された各集積場所は、第３号アに規定される距離以上

の間隔を保つよう規定している。 

ただし書は、耐火構造の壁若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面し、かつ、こ

れらの壁に開口部がないときは、延焼防止の趣旨から考慮して、空地又は防火上有効な塀を設

けた場合と同等と考えられることに基づくものである。また、火災の延焼を防止するための水

幕設備については、本条の【解釈及び運用】12 を参照。 

14 第３号ウは、屋内において合成樹脂類を取扱う場合に、火災が発生したとき、貯蔵場所への

延焼危険等を考慮したものである。この場合、不燃性の材料を用いて区画するとは、不燃材料

又はこれに類する防火性を有する材料を用いて小屋裏に達するまで完全に区画することである。 

ただし書は、本条の【解釈及び運用】12 を参照。 

 15 第３号エは、多量の合成樹脂類を貯蔵し、又は取扱う場合は、特に延焼危険及び消火の困難

を考慮し、延焼媒体となりやすい天井及び壁の材質の規制を定めたものである。 
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第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

 

（４）廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びエ

の規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。 

ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。 

イ 別表第８で定める数量の１００倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵す

る場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を

迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡

大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでな

い。 

【解釈及び運用】 

16 第４号の「前号ア及びエの例による」については、本条の【解釈及び運用】11 と同様の趣旨

であり、廃棄物固形化燃料等の製造工程の実態等を考慮し、集積の方法、区分について第３号

アの規定を、屋内貯蔵を行う場合について第３号エの規定によることと定められている。 

なお、各基準の運用について、第３号アは本条の【解釈及び運用】12、第３号エは本条の【解

釈及び運用】15 を参照。 

 17 第４号アでは、第３４条第１項第５号で規定されている可燃性ガス濃度測定の他、温度測定

装置の設置を義務付けられているものである。設置する温度測定装置は、異常を感知した際に

迅速、適切に対応するため、その精度、位置について留意する必要がある。 

 18 第４号イでは、廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて、別表第８で定める数量の１００倍以

上貯蔵する場合に求められる構造について規定されている。 

廃棄物固形化燃料等は、その特性から、熱暴走による火災が発生するおそれがあり、発熱が

生じた場合にタンクから迅速に排出し、冷却や火災の拡大防止を行う必要があるため、迅速に

排出できる構造を有しているほか、消火活動等に支障のない環境とする必要がある。対象とな

るタンクは、貯蔵槽（サイロ）等が該当する。 

ただし書は、タンク内に廃棄物固形化燃料等の冷却、消火のため散水設備又は不活性ガス封

入設備を設置した場合に、防火上有効な措置として排出設備を設けなくともよいものとして規

定されている。例として、廃棄物固形化燃料等の性状に応じた消火設備のほか、大量放水を必

要とする場合に備え、連結散水設備を設けることが望ましい。また、不活性ガスをタンク内に

封入することで、酸素濃度を低下させ、発熱、発火及び発熱原因である微生物活動を阻害する

ことができるため、散水設備と同等の設備として規定されている。 

 

 

第３４条の２ （綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等） 

（綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等） 

第３４条の２ 別表第８で定める数量の１００倍以上の再生資源燃料（廃棄物固形化燃料等に限

る。）、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵

し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前２条に定めるもののほ

か当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。 

【解釈及び運用】 

自主的な保安対策による事故防止の推進を図るため、別表第８に定める数量の１００倍以上の

再生資源燃料（廃棄物固形化燃料等に限る。）、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯

蔵し、又は取扱う場合は、火災の発生及び拡大の危険要因を自ら把握するとともに、火災予防上

有効な措置を講じなければならない。 

なお、危険要因の把握にあたっては、一般に類似施設の事故・トラブル事例等を参考に対象施

設の火災発生・拡大要因を整理することとなるが、その手法を特に問うものではなく、施設形態、

貯蔵・取扱形態が類型化され得るような施設にあっては、例えばこれまでの経験・知見に基づき

構成設備、取扱工程等ごとに想定事故形態と必要と考える対策とを箇条的に整理するような簡易

な方法も考えられる。 
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第３４条の３（基準の特例） 

 

第３節 基準の特例 

 

第３４条の３ （基準の特例） 

（基準の特例） 

第３４条の３ この章(第３０条、第３１条の７及び第３２条を除く。以下同じ。)の規定は、指

定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて消防長が、その品名及び数量、

貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯

蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらな

くても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少

限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いるこ

とによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及

び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しな

い。 

【解釈及び運用】 

 １ 本条は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準の特例を規

定したものである。 

 ２ 本条の規定により、予期しない貯蔵及び取扱い状況、特殊な設備の開発等に対応できること

となるが、特例基準の適用の前提としては、具体的な環境条件、代替措置等が存在することが

必要であり、また、その運用にあたっては、統一的、客観的な運用に努める必要がある。例え

ば、第３１条の５第１号に定める地下タンクの構造においては、危険物政令第１３条第２項第

２号に定める二重殻タンクの構造が挙げられていないが、当該タンクは、危険物の漏れを常時

検知することができる措置を講じた特殊なタンクであるため、地下タンクの構造と同等以上と

みなし、本条を適用することが可能である。 
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第５章 避難管理 

 

 第５章 避難管理 

 

第３５条 （劇場等の客席） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、劇場等（第２３条第１項参照）の屋内の客席に関し、避難管理上必要ないすの固定

化、いす背の間隔、いす席の間隔及び座席の幅、立見席の位置及び奥行、手すりの設置並びに

避難通路の保有について規定したものである。 

２ 本条及び次条において客席とは、劇場、映画館、演芸場などについては、入口ホール、事務

室、映写室、売店、廊下、階段、便所、舞台部（舞台、楽屋、大道具室、小道具室）等を除いた

催物観覧用の部分をいい、集会場又は公会堂については、集会室がこれに該当する。また、こ

れは一体的な概念であって、座席部分のみならず客席内通路もまた客席の一部分にほかならな

い。 

 

（劇場等の客席） 

第３５条 劇場等の屋内の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。 

（１）いすは、床に固定すること。 

【解釈及び運用】 

３ 客席に設けるいすは、観客の避難に際して転倒し、避難通路の効用を著しく阻害するばかり

でなく、予想外の混乱を招いた例が多いので、本条第１号は、いすを床に固定することを原則

とした。 

 

（２）いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。次条において同

じ。)の間隔は、８０センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前

部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、３５センチメートル以上とし、

座席の幅は、４０センチメートル以上とすること。 

【解釈及び運用】 

４ 第２号の「いす席の間隔」とは、前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいい、自動

的に座面が跳ね上がる方式のものにあっては、座面を跳ね上げた状態で水平距離を測定し、座

面が跳ね上がらないもの又は手動で座面が上がるものについては、座面が下がった状態（座れ

る状態）の水平距離をいう。（図１参照） 

「座席の幅」とは、入場者１人当たりの占有幅を指すものであって、一のいすの幅をいうもの

ではない。長いすの場合、入場者１人の占有幅を４０センチメートル以上確保する必要がある。

（図１参照） 

第２号の規定は、入場者が座るいす席についての規定であって、ます席、立見席等における

入場者１人当たりの占有幅について言及するものではない。 
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第３５条 （劇場等の客席） 

 

ア いす背の間隔と座席の幅 

 

      
 

イ 自動的に座が跳ね上がる方式のもの   ウ 座の跳ね上がらないもの等 

 

          
：いす席の間隔（ℓ）≧３５㎝ 

 

図１ いす背の間隔、いす席の間隔及び座席の幅 

 

 

（３）立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、２．４メートル以下とすること。 

【解釈及び運用】 

５ 第３号の「立見席」には、いわゆる待見席を含む。立見席は、他の客席部分に比べ、入場者

の密集度が最も高く（第３９条の定員の算定方法参照）、一旦災害が発生した場合に避難に支障

を来たすおそれが大きいため、無制限に設置を認めることはできない。 

立見席の位置は、最も避難が容易な客席の後方、かつ、その奥行きは２．４メートル以下で

なければならない。（客席の側方に設ける待見席は認められない。客席の側方の通路の幅が第５

号イで定める幅員を越える場合においても、観客の越境により避難通路の効用を妨げるおそれ

があるため、この部分に入場者を収容することはできない。） 

 

 

（４）客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との

間には高さ７５センチメートル以上の手すりを設けること。 

【解釈及び運用】 

６ 客席の最前部に設ける「手すり」は、避難の際に、混乱によって入場者が階下に墜落するの

を防止するためのものであり、第４号の「最下階」とは、劇場等が一の建築物の２階以上の階

の部分にある場合においては、当該部分における最下階をいう。 
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第５章 避難管理 

 

（５）客席の避難通路は、次によること。 

ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(８席にいす席の間隔

が３５センチメートルを超える１センチメートルごとに１席を加えた席数(２０席を超

える場合にあっては、２０席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、

その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に２分の１を乗じて得た席数(１

席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場

合にあっては、片側のみとすることができる。 

イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大とな

る地点での当該通過人数に０．６センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」

という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、８０センチメートル(片側のみが

いす席に接する縦通路にあっては、６０センチメートル)未満としてはならない。 

ウ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席２０席以下ごと及び当該客席の部

分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の

幅は、１メートル未満としてはならない。 

エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席２ます以下ごとに幅４０センチメ

ートル以上の縦通路を保有すること。 

オ アからエまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通さ

せること。 

【解釈及び運用】 

７ 「横に並んだいす席（ます席）、縦に並んだいす席」等の表現における横又は縦とは、いずれ

も舞台等に面して横又は縦を指す。 

８ 第５号の「いす席の基準席数」とは、いす席の間隔に応じ、次の表のように最大２０席まで認

める。 

表１ いす席の間隔と基準席数の関係 

 

 

 

 

 

９ 各通路の算定幅員の算定の基礎となる「通過人数」については、座席配列、出入口の位置、

階段の位置等により、消防長が適正であるかどうか判断する。原則として、座席の中央から両

側の通路へ均等に避難する設計とすること。 

なお、算定幅員は通路ごとに、通過する人数の最も多い地点での通過人数に０．６センチメ

ートルを乗じた幅員とする。（図２及び図３を参照） 

  

いす席の間隔（㎝） 

Ａ 

基準席数 

（小数点以下切捨て） 

３５以上４７未満 ８＋（Ａ－３５） 

４７以上 ２０ 
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第３５条 （劇場等の客席） 

 

（１）１２席×２０列の座席配列の場合 
舞   台 

 

            出入口←   横通路    ←・→   横通路   →出入口  

                

              片            両            片   

              側   １２×１０列   側   １２×１０列   側 

              縦    １２０席    縦    １２０席    縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

              ↑            ↑            ↑  

 

              ↓            ↓            ↓ 

              片   １２×１０列   両   １２×１０列   片   

              側    １２０席    側    １２０席    側 

              縦            縦            縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

            

            出入口←   横通路    ←・→   横通路    →出入口  

                

              片            両            片   

              側   １２×１０列   側   １２×１０列   側 

              縦    １２０席    縦    １２０席    縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

              ↑            ↑            ↑  

 

              ↓            ↓            ↓ 

              片   １２×１０列   両   １２×１０列   片   

              側    １２０席    側   １２０席     側 

              縦            縦            縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

            

            出入口←   立見席         立見席    →出入口  

                          出入口  

 

・両側縦通路の計算 ６席×１０列×２ブロック×０．６㎝／人＝７２㎝＜８０㎝ 

したがって、両側縦通路の幅員を８０㎝とする。 

・片側縦通路の計算 ６席×１０列×０．６㎝／人＝３６㎝＜６０㎝  

したがって、片側縦通路の幅員を６０㎝とする。 

・横通路の計算 ６席×１０列×２ブロック×０．６㎝／人＝７２㎝＜１００㎝  

したがって、横通路の幅員を１００㎝とする。 

図２ 劇場の座席配列の設計例（その１） 
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第５章 避難管理 

 

（２）２０席×２０列の座席配列の場合 
舞   台 

 

            出入口←   横通路    ←・→   横通路   →出入口  

                

              片            両            片   

              側   ２０×１０列   側   ２０×１０列   側 

              縦    ２００席    縦    ２００席    縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

              ↑            ↑            ↑  

 

              ↓            ↓            ↓ 

              片   ２０×１０列   両   ２０×１０列   片   

              側    ２００席    側    ２００席    側 

              縦            縦            縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

            

            出入口←   横通路    ←・→   横通路    →出入口  

                

              片            両            片   

              側   ２０×１０列   側   ２０×１０列   側 

              縦    ２００席    縦    ２００席    縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

              ↑            ↑            ↑  

 

              ↓            ↓            ↓ 

              片   ２０×１０列   両   ２０×１０列   片   

              側    ２００席    側    ２００席    側 

              縦            縦            縦   

              通            通            通       

              路            路            路        

            

            出入口←   立見席          立見席    →出入口  

                          出入口  

 

・両側縦通路の計算 ２０席×１０列×２ブロック×０．６㎝／人＝１２０㎝≧８０㎝ 

したがって、両側縦通路の幅員を１２０㎝とする。 

・片側縦通路の計算 ２０席×１０列×０．６㎝／人＝６０㎝≧６０㎝  

したがって、片側縦通路の幅員を６０㎝とする。 

・横通路の計算 ２０席×１０列×２ブロック×０．６㎝／人＝１２０㎝≧１００㎝ 

したがって、横通路の幅員を１２０㎝とする。 

図３ 劇場の座席配列の設計例（その２） 

  

10 算定幅員を定めるときに用いる０．６㎝／人という係数については、従来の条例で規定して

いた通路幅員と客席との関係を基に、従来と同等以上の安全性を確保できる数値として定めた

ものである。 

11 通路の幅員については、本条の【解釈及び運用】９により算出された算定幅員又は最低幅員

（片側のみがいす席に接する縦通路にあっては６０センチメートル、それ以外の縦通路にあっ

ては８０センチメートル、横通路にあっては１メートルとする。）のうち大きい方を用いること

となるが、通路のどの部分でも通路ごとに定まる幅員を下まわる幅員としてはならない。 

なお、大劇場等では、通路幅員をかなり広く取る必要があることとなるが、避難計画上劇場

の安全性が十分確認できる場合にあってはこの規定によらなくてもよい。 
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第３６条 （劇場等の客席） 

 

12 第５号オの「避難口（出入口を含む。）」とは、避難に際して使用される出入口をいう。「（出

入口を含む。）」としたのは、火災その他の災害が起こった場合にも使用され、通常の出入には

使用しない非常口のみならず、通常の出入口も、避難に際して使用されるためである。  

「直通」とは、「直接的に通ずる」の意味であって、「直線的に通ずる」ことを要求したもの

ではない。必ずしも、避難通路が直線をなし、その一端に避難口が存することを、必要とする

わけではない。 

 

 

第３６条（劇場等の客席） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、劇場等の屋外の客席に関し、避難管理上必要ないすの固定化、いす背の間隔及び座席

の幅、立見席における手すりの設置並びに避難通路の保有について規定したものである。 

２ 陸上競技場、各種の屋外球技場、屋外プール、競馬場及び屋外音楽堂などの屋外の客席は、屋

内の客席に比して、火災により生ずる火煙が充満する度合は少なく、かつ、場外への避難も比較

的容易であり、また、観客の心理的動揺の度合も少ないのが通常であるので、総体的に避難管理

がより容易であるということができる。この点に着目して、本条による劇場等の屋外の客席に対

する規制は、前条の基準を緩和したものである。 

 

（劇場等の客席） 

第３６条 劇場等の屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。 

（１）いすは、床に固定すること。 

 

（２）いす背の間隔は、７５センチメートル以上とし、座席の幅は、４０センチメートル以上と

すること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の

間隔を７０センチメートル以上とすることができる。 

【解釈及び運用】 

３ 第２号の「いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合」とは、背もたれのない長いすの

ような形のものを指す。 

 

（３）立見席には、奥行３メートル以下ごとに、高さ１．１メートル以上の手すりを設けること。 

【解釈及び運用】 

４ 屋外の客席については、屋内の客席の場合と異なり、立見席の位置又は規模に関する規制は

ない。その一部分に観客が密集することを避けるため、奥行き３ｍ以下ごとに手すりを設ける

必要がある。 
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Ａ 

１０席（いす背がなく、かつ、い 

す座が固定している場合にあって 

は２０席）以下 

Ｂ ８０㎝ 

Ｃ １ｍ 

ａ 各座席から歩行距離１５ｍ以下 

ｂ 各座席から歩行距離４０ｍ以下 

 

第５章 避難管理 

 

（４）客席の避難通路は、次によること。 

ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席１０席(いす背がなく、かつ、いす座

が固定している場合にあっては、２０席)以下ごとに、その両側に幅８０センチメートル

以上の通路を保有すること。ただし、５席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場

合にあっては、１０席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては、片側のみとすること

ができる。 

イ いす席を設ける客席の部分には、幅１メートル以上の通路を、各座席から歩行距離１５

メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離４０メートル以下で避難口に達するように

保有すること。 

ウ ます席を設ける客席の部分には、幅５０センチメートル以上の通路を、各ますがその一

に接するように保有すること。 

エ ます席を設ける客席の部分には、幅１メートル以上の通路を、各ますから歩行距離 

１０メートル以内でその一に達するように保有すること。 

【解釈及び運用】 

５ 第４号アの通路は、屋内の客席における縦通路に、同号イの通路は、屋内の客席における横通

路に、それぞれ相当するものであるが、イの通路の方向は、舞台等に面し横方向であることを要

しない。また、歩行距離４０メートルの起算点は、各座席であって、各座席から当該通路に達し

た地点ではない。（図１参照） 

   
 

 

 

 

 

 

図１ いす席を設ける客席の構造例 

 
６ 本条の【解釈及び運用】５と関連して、第４号アの通路とイの通路（いす席の場合）及びウ

の通路とエの通路（ます席の場合）は、それぞれの要件を満たす場合、共用して差し支えない。 
 

 

第３６条の２（基準の特例） 

（基準の特例） 

第３６条の２ 前２条の規定の全部又は一部は、消防長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、

避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、

適用しない。 

【解釈及び運用】 

 本条は、劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等から総合的に

判断し、避難上支障がなく安全性が十分確保される措置がなされている場合には基準の特例を

設ける。 

なお、基準の特例の判断基準等の例は以下によること。 

（１）基準と同等以上の安全性が確保される場合、可動式の椅子は、必ずしも常に第３５条第２号

及び第３６条第２号のいす背の間隔の基準を満たしていることを要しない。 

（２）避難口の設けられる場所等により、立見席の位置は必ずしも客席の後方であることを要しな

い。 
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第３７条 （キャバレー等の避難通路） 

 

（３）客席（最下階にあるものを除く。）の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間

に安全かつ確実に避難が行える措置等を講じた場合は、高さ７５センチメートル以上の手すり

を設けることを要しない。 

 

 

第３７条（キャバレー等の避難通路） 

（キャバレー等の避難通路） 

第３７条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー

等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が１５０平方メートル以上

の階の客席には、有効幅員１．６メートル(飲食店にあっては、１．２メートル)以上の避難通

路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席７個以上を通過しないで、その一

に達するように保有しなければならない。 

 【解釈及び運用】 

１ 本条は、キャバレー等及び飲食店の客席における避難通路の保有について規定したものであ

る。キャバレー等及び飲食店における座席は、その業務の実態上、劇場等におけるそれと異なり、

列をなした整然たる配置を要求することは困難であるから、避難に際し、有効な避難通路に至る

までの入場者が通過する他の座席の数を基準として、避難通路を保有する必要がある。 

２ 「階のうち当該階」とは、本条例は階ごとにキャバレー等及び飲食店の客席の床面積を合計し

て、規制するかしないかの判断を行うものである。 

３ 「７個」とは、いす席、テーブル席、ボックス席のいずれの場合においても、７個の座席の意

味である。 

４ 「有効幅員」とは、避難に際し有効に使用することができる部分の幅をいい、床面における幅

が１．６メートル（飲食店にあっては１．２メートル）以上であっても、その上方に障害物が突

出しているような場合には、当該突出部分の幅は、有効幅員に含まない。 

 

 

第３７条の２（ディスコ等の避難管理） 

（ディスコ等の避難管理） 

第３７条の２ ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)

の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な

明るさを保たなければならない。 

【解釈及び運用】 
１ 本条は、多数の客が密集状態になりやすく、特殊な照明設備を用い、大音響で演奏を行う等の
状況下において営業しているディスコ等における避難管理を徹底する必要があることから、そ
のような営業形態のディスコ等においては、非常時に入場者への情報伝達、避難誘導等を円滑に
行うことができるようにするため、特殊照明、演奏等を停止する等避難上有効な措置を講ずる必
要があることを定めたものである 

２ 「ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの」とは、ディスコ又はライブハウスと

類似していると認められるもので、特殊照明、音響効果等により火災発生時に避難上支障があ

ると認められるものをいう。 

３ 本条はディスコ等において自動火災報知設備が発報した場合、火災等を覚知した場合などの

非常時においては、特殊照明や音楽の演奏等を停止するとともに避難上有効な明るさを保ち、

適切な情報伝達、避難誘導等を行うことができるようにするための措置をとるべきことを規定

しているものである。 

 なお、ディスコ等においては、店内の特殊照明効果等のために、誘導灯の視認障害や避難施

設の識別不能が生じ、そのために避難方向の特定ができなくなるおそれがあることから、これ

らの施設の関係者に対し、避難口、避難通路等の避難施設を、常に容易に識別できるように保

持しておくよう特に留意すべきことについて、併せて指導する。  
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第５章 避難管理 

 

４ 本条は、第４２条によって、他の防火対象物を一時的にディスコ等の用途に供する場合につ

いても準用される。 

５ 本条と第３７条は選択的適用関係となるものではなく、本条の適用を受ける店舗等にあって

も、第３７条の「キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店」

にも該当する場合には、同条の規定が併せて適用されるものである。 

 

 

第３７条の３（個室型店舗の避難管理） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、遊興の用に供する個室に設ける戸が避難通路を遮る場合の管理対策について規定し

たものである。 

 

（個室型店舗の避難管理） 

第３７条の３ カラオケボックス、インターネットカフェ(消防法施行規則(昭和３６年自治省令

第６号。以下「施行規則」という。)第５条第２項第１号に規定する店舗のうち、インターネッ

トを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、漫画喫茶(施行規則第５条第２項第

１号に規定する店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、テレ

フォンクラブ(施行規則第５条第２項第２号に規定する店舗をいう。)、個室ビデオ(施行規則

第５条第２項第３号に規定する店舗をいう。)その他遊興のための設備又は物品を個室(これに

類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗(以下「個室型店

舗」という。)の関係者は、遊興の用に供する個室の避難通路に面して設ける戸(外開きに限る。)

を自動的に閉鎖するよう管理しなければならない。ただし、避難上支障がないと認められるも

のにあっては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

２ 本条中の、「その他これらに類するもの」とは、消防法施行令別表第１（２）項二に掲げる用

途に類似する個室型店舗を想定しており、消防法施行規則５条第２項第２号に規定する風俗営

業等の規則及び業務の適正化等に関する法律及び同項第３号に規定する風俗営業等の規則及び

業務の適正化等に関する法律施行令に該当しない個室型店舗を含むものを対象とする。 

なお、「その他これらに類するもの」には、消防法施行令別表第 1（２）項二以外の貸し事務

所スペース又は、勉強スペース等の個室、ジョギングのための貸し更衣室又は、シャワー室等

の個室は含まない。 

３ 個室型店舗以外の消防法施行令別表第 1 に掲げる防火対象物であって、個室型店舗に該当す

る部分ではあるが、いわゆる機能従属により他の用途に該当するものについては、本条の適用

を受ける。 

４ 本条中の、「（これに類する施設を含む。）」とは、消防法施行別表第１（２）項二中の「（これ

に類する施設を含む。）」と同意であり、目隠し程度で仕切られたものなど個室相当とみなすこ

とのできる様々な形態の施設を想定している。 

５ 本文中の、「遊興の用に供する個室」には、個室型店舗を利用する客が利用しない事務室、物

品庫、厨房等は含まない。 

また、客が利用するトイレ、洗面所、シャワー室等についても、遊興の用に供する個室には

含まない。 

６ 遊興の用に供する個室の避難通路に面する室の外開き戸について、避難時の支障とならない

よう、措置を講じるものです。具体的には、外開き戸を開放した場合、ドア・クローザー等自

動閉鎖装置を設置することにより、常に閉鎖状態を保ち、外開き戸の開放状態による避難障害

を防止することを目的としている。 
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第３８条 （百貨店等の避難通路等） 

 

７ 「避難上支障がないと認められるもの」とは、個室の外開き戸を開放した場合において自動

的に閉鎖しないものについては、当該避難通路の幅員を狭めないような構造とし、避難上有効

に管理されているものである。また、当該避難通路の有効幅員が広く、避難に支障がないと判

断されるものであり、この場合、片側に個室がある場合の外開き戸と避難通路の有効幅員、ま

た、両側に個室がある場合の外開き戸と外開き戸との有効幅員は、６０センチメートル以上確

保できるものであること。 

※ ６０センチメートルとは、人ひとりが通行するために必要な目安としたものである。 

 

 

 

第３８条（百貨店等の避難通路等） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場などの階で、その売

場又は展示場内における避難通路の保有について規定したもので、さらに百貨店等における屋

上広場を一時避難場所として有効に確保することを定めたものである。 

２ 売場又は展示場とは、販売のための商品を陳列してある部分並びに製品見本その他物品を観

覧の用に供するため陳列している場所であって、事務室、荷さばき室、商品倉庫並びに従業員

休憩所及び従業員食堂等来客の集合しない部分は、本条の適用はない。 

 

（百貨店等の避難通路等） 

第３８条 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が１５０平方メートル

以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅１．２メートル(売

場又は展示場の床面積が３００平方メートル以上のものにあっては、１．６メートル)以上の

主要避難通路を１以上保有しなければならない。 

２ 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が６００平方メートル以上の

売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員１．２メートル以上の補助避難通

路を保有しなければならない。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項の「屋外への避難口又は階段に直通する」とは、避難階に設ける主要避難通路にあっ

ては屋外への避難口に、避難階以外の階にあっては下階（地階の場合は上階）に通ずる階段に

直通する、の意味である。 

なお、「直通」については、第３５条（劇場等の客席）の【解釈及び運用】12を参照するこ

と。 

４ 主要避難通路及び補助避難通路の保有例を次図に示すこととする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図１ 主要避難通路及び補助避難通路の保有例 

 

Ａ 

（主要避難通路） 

幅 
売場又は展示 

部分の床面積 

１．２ｍ以上 １５０㎡以上 

１．６ｍ以上 ３００㎡以上 

Ｂ 

（補助避難通路） 

１．２ｍ以上（売場又は展示部 

分の床面積が６００㎡以上） 
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３ 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効

に維持しなければならない。 

【解釈及び運用】 

５ 屋上広場とは、建築基準法令に基づき、又は任意に設置された避難用屋上広場を避難上有効

に維持することを規定したものである。 

 

 

第３９条（劇場等の定員） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、いわゆる定員管理に関する規定であって、劇場等について、その実態に応じた定員

算定方法を定め、関係者が守らなければならない、定員外の客の入場禁止並びに定員表示板及

び満員札の掲示、避難通路への客の収容禁止及び個々のます席の最大収容人員について規定し

たものである。 

 

（劇場等の定員） 

第３９条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなけれ

ばならない。 

（１）客席の部分ごとに、次のアからウまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)

を超えて客を入場させないこと。 

ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。こ

の場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を４０センチメート

ルで除して得た数(１未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。 

イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を０．２平方メートルで除して得た

数 

ウ その他の部分については、当該部分の床面積を０．５平方メートルで除して得た数 

【解釈及び運用】 

２ 第１号の規定による定員が、入場者１人当たりの占有部分、避難通路の数及び幅員等によっ

て定まる客席の各部分の収容許容人員の合計数を越える場合について、下記により取り扱う。 

   第一に、第３６条の２の規定により移動式のいす席を設ける部分については、第１号の規定

による定員算定の基礎となる数は、当該部分の床面積を０．５平方メートルで除して得た数で

あるが、当該部分の具体的な収容許容人員は、いす背の間隔、いす席の間隔及び座席の幅（第３

５条第２号又は第３６条第２号の規定の適用を受ける。）並びに避難通路の数及び幅員（第３５

条第５号又は第３６条第４号の規定の適用を受ける。）によって定まり、両者は必ずしも一致し

ない。 

第二に、ます席を設ける客席の部分については、一のます席の収容許容人員は、第３号の規

定により６人（９人）以下であるから、当該部分の具体的な収容人員は、個々のます席の面積

の大小（並びに避難通路の配置及び幅員）によって定まり、この数と第１号ウに掲げる数とは

必ずしも一致しないのである。 

このような場合においては、これらの部分を有する劇場等の定員は、第１号の規定にかかわ

らず、 各部分の具体的収容許容人員の合計数を超えて客を入場させることはできない（いずれ

か少ない数による）ものと解する。ただし、移動式のいす席を設ける部分又はます席を設ける

部分のみよりなる客席については、当該超える数の入場者を収容する部分がなく（第２号参照）、

これらの部分と 他の部分とが混在する客席については、当該超える数の入場者の流入によって、

他の部分（固定式 のいす席を設ける部分については生じないが）の入場者の密度が第１号にお

いて予想した適正な密度を超える結果となるからである。 

３ 「その他の部分」とは、移動式のいす席を設ける部分、ます席を設ける部分、大入場を設け

る部分その他固定式のいす席を設ける部分及び立見席を設ける部分以外の客席の部分をいう。 
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第３９条 （劇場等の定員） 

 

（２）客席内の避難通路に客を収容しないこと。 

【解釈及び運用】 

４ 客席内の通路は、すべて第２号の避難通路に該当し、第３５条から前条までに定める避難通

路の基準を上まわる部分についても客を収容することはできない。したがって、この部分を立 

見席、待見席、補助いす席等に使用することはできない。 

 

（３）１のます席には、屋内の客席にあっては７人以上、屋外の客席にあっては１０人以上の客

を収容しないこと。 

 

（４）出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとと

もに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。 

【解釈及び運用】 

５ 定員表示板に表示する数は、本条の【解釈及び運用】２に述べたいずれか少ない数を記載す

べきである。 

  なお、関係者がこの条例の規定により算出される定員を下まわる数を定員と定め、これを表

することを妨げない。 

（１）「その他公衆の見やすい場所」とは、例えば入場券発売窓口、外壁等をいう。また規模の大

きい競技場、野球場等は、出入口も多く、客席別入場券発売窓口も多い場合があるので、そ

の形態、規模に応じ掲出しなければならない。 

（２）「表示板」及び「満員札」は、福知山市消防法等施行細則に規定されており次のものとする

こと。 

標識又は表示板の区分 
大きさ 色 

幅 長さ 地 文字 

定員を記載した表示板 
３０センチ ２５センチ 

白 黒 
メートル以上 メートル以上 

  

満員札 
５０センチ ２５センチ 

赤 白 
メートル以上 メートル以上 
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第５章 避難管理 

 

第４０条（避難施設の管理） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、施行令別表第１に掲げる防火対象物の避難のために使用する施設の管理に関し、床

面の適正な維持及び避難口に設ける戸の管理について規定したものである。 

２ 廊下、階段、出入口（非常口）等については、主として建築基準関係法令に、その設置につ

いての技術上の基準が定められており、特に同法施行令第５章第１節には、特殊建築物等に設

ける廊下、階段、出入口の設置個数、配置方法、幅の合計、構造等に関する具体的な定めが設

けられている。これらの法令の規制の対象とならない防火対象物の構造的規制については建築

基準関係法令にゆだねることとして、その維持についてのみ規定したものである。 

 

（避難施設の管理） 

第４０条 令別表第１に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために

使用する施設は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。 

（１）避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように

常に維持すること。 

【解釈及び運用】 

３ 第１号の「つまずき、すべり等を生じないように」とは、避難のために使用される廊下、階

段、通路の床面について避難に支障となるような凹凸などがなく、かつ、階段、通路をすべり

にくくするため、例えばノンスリップタイルなどのすべり止めを設けることをいう。また、破

損等が生じた場合には速やかに修理することが必要である。 

 

（２）避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員をせば

めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第 1に掲げる防火対象物につい

て避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。 

【解釈及び運用】 

４ 第２号は、施行令別表第１に掲げる防火対象物の避難口に設ける戸は外開きとするよう規定

した。この場合劇場等については、ただし書の適用がないことに注意を要する。 

「廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造」とは、戸が１８０度に開放でき、壁と平 

  行となる構造をいう。「内開き以外の戸」とは、外開き戸のほかには、引違い戸、片引き戸、押 

上げ戸等が考えられる 

 

（３）前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能

を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく、容易に解錠できる構造であるものにあ

っては、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

５ 第３号の規定は、避難上支障ないようにするため、非常時に避難の用に供する出入口の施錠

について定めたものである。 

（１）「非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの」とは、自動火災報知設備等と連動して、

発報した場合には自動的に解錠される構造のものをいう。 

（２）「屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造」とは避難しようとする際に、か

ぎ、ＩＤカード、暗証番号等を用いることなく容易に解錠できる構造のものをいう。 

６ 避難口に設ける戸には、シリンダー錠等の屋内から容易に解錠できない構造のものは、設置

することができないこととなっている。しかし、この規定は本条の【解釈及び運用】２のとお

り、建築基準関係法令どおり設置された戸（設置されていたと思われるものを含む。）に対する

維持管理基準であり、建築基準関係法令で義務のない戸に対しては適用することはできないも

のと考えられる。 
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第４０条 （避難施設の管理） 

     

 

  

【参考】建築基準関係法令抜粋 

 

建築基準法施行令  

第５章 避難施設等 

第２節 廊下、避難階段及び出入口 

（適用の範囲） 

第１１７条 この節の規定は、法別表第１（い）欄（１）項から（４）項までに掲げ用途

に供する特殊建築物、階数が３以上である建築物、前条第１項第１号に該当する窓その

他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が１，０００平方メートルをこえる

建築物に限り適用する。 

２ 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区

画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 

（屋外への出入口等の施錠装置の構造等） 

第１２５条の２ 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規

定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いる

ことなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表

示しなければならない。 

   （１）屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口 

   （２）避難階段から屋外に通ずる出口 

（３）前２号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火

災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの 

２ 前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国

土交通大臣が定める。 

 

建築基準法 別表第１ 

 （い） 

 用  途 

（１） 
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するも

ので政令で定めるもの 

（２） 
病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。）、ホテル、旅館、下宿、

共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 

（３） 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 

（４） 
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バ 

ー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 
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第５章 避難管理 

 

第４１条（防火設備の管理） 

（防火設備の管理） 

第４１条 令別表第１に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の

媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、施行令別表第１に掲げる防火対象物の防火設備に対する管理上の基準を規定したも

のである。 

２ 建築基準法令に基づき設置された防火設備が有効に機能するよう定めたもので、同令第１１

２条第１４項の常時適法な状態に維持することは包括的なもので、本条においては、具体的に

維持管理義務を定めたものである。 

３ 本条は、火煙をしゃ断する目的で設けられた防火区画の防火設備の近くに可燃性の物品を置

くことは目的に反することから、防火設備の近くには、火災の延焼を促進するような可能性の

物品を置いてはならないとしたものである。 

 

 

第４２条（準用） 

（準用） 

第４２条 第３５条から第３６条の２まで及び第３７条の２から前条までの規定は、体育館、講

堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場、ディスコ等又は個室型店舗の用途に供する

場合について準用する。 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、体育館、講堂その他本来は他の用途に使用される防火対象物を、一時的に劇場等又

は展示場の用途に使用する場合においても、劇場等又は展示場の避難管理に関する規定が準用

される旨を規定したものである。 

２ 一時的にとは、本来の用途に使用することを一旦停止して、限られた期間だけ、他の用途に

使用し、その後は再び本来の用途に使用することがあきらかな場合をいう。 

３ 本条は、いわゆる仮設建築物たる劇場等又は展示場について規定したものではない。本条の

防火対象物は、他に本来の用途を有しているものであるのに対し、仮設建築物たる劇場等又は展示

場は、 他に用途を有しないから、劇場等又は展示場自体にほかならず、第３５条、第３６条等にお

いてすでに措置済みであるからである。 

４ 本条による第３５条第１号及び第３６条第１号の規定の準用の結果、一時的に劇場等又は展

示場の用途に供される防火対象物についても、いす席の場合は、原則として床に固定しなけれ

ばならないことになる。しかし、この種の防火対象物は、使用形態が多様なものであることか

ら、第３６条の２（基準の特例）を適用する場合がある。 
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第４２条の２ （指定催しの指定） 

 

第５章の２ 屋外催しに係る防火管理 

 

第４２条の２（指定催しの指定） 

【解釈及び運用】 

１ 本条から第４２条の３までの規定は、平成２５年８月に福知山花火大会において、会場内の

露店で使用していた発電機及びガソリンの不適切な取扱いに起因して、多数の死傷者を伴う火

災が発生した教訓を踏まえ、大規模な屋外催しにおける火災予防対策の充実・強化を目的とし

て、平成２６年７月に新設されたものである。 

本条は、大規模な催しのうち火災予防上必要な業務に関する計画の作成等の対策が必要であ

ると認めるものを消防長が指定し、指定した場合は当該催しに関する事項を市民に対して安心・

安全な情報として公示する旨等を規定したものである。 

 

（指定催しの指定） 

第４２条の２ 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのう

ち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第５

条の２第１項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した

場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして

指定しなければならない。 

【解釈及び運用】 

 ２ 「屋外での催しのうち、大規模なもの」とは、祭礼、縁日、花火大会等の多数の者の集合す 

る屋外での催しうち、次の要件に該当するものをいう。 

（１）開催場所の指定（平成２６年３月２６日 消防本部告示第４号）された場所で行う催し 

（２）（１）の場所で行う催しのうち、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が１００ 

店舗超える規模の催し 

 ３ ２、（２）の「露店等の計画数」には、火気使用器具等を使用しない露店のほか、次のものも 

含まれる。ただし、同一の催しに際して、屋外と屋内それぞれに露店等が出店される場合の屋

内における露店等の数は含まれない。 

 （１）学園祭における模擬店 

 （２）フリーマーケットにおける出店 

 （３）自動車等に施設を搭載し営業を行う移動店舗 

 ４ 「対象火気器具等」とは、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を 

使用する器具又は電気を熱源とする器具をいうものである。 

 

２ 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを

主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めが

あったときは、この限りでない。 

【解釈及び運用】 

５ 第２項は、指定催しを指定する場合は、主催者に意見を聞く旨を規定したものである。 

   意見を聞く場合には、福知山市行政手続条例による弁明の機会を付与するものである。 

 

３ 消防長は、第 1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催し

を主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。 

【解釈及び運用】 

６ 第１項の規定により指定したときは、その旨を露店等管理者に対して書面をもって通知する

とともに、公示することにより、市民及び当該催しの関係者に対して知らせるものである。 
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第５章の２ 屋外催しに係る防火管理 

 

第４２条の３（屋外催しに係る防火管理） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、指定催し（第４２条の２による指定）における火災予防のため、主催者が実施しな

ければならない事項を規定したものである。 

 

（屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防

火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の１４日前までに(当該指定催しを開催する日の

１４日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次

の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく

業務を行わせなければならない。 

（１）防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 

【解釈及び運用】 

２ 指定催しを主催する者が、火災予防上必要な業務に関する計画書を作成する際の項目、業務

について定めたものである。 

 ３ 第１号の「防火担当者」とは、資格の定めはないが、火災予防上必要な業務を行う上で、必

要な指示等を行うことのできる立場の者を防火担当者として選任する必要がある。 

 

（２）対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 

（３）対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第

４５条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 

（４）対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 

（５）火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。 

 【解釈及び運用】 

 ４ 各号は、指定催しに係る計画に最低限定めておくことが必要な事項を揚げているものであり、

その具体的内容は、次のとおりである。 

 （１）火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 

防火担当者及び火災予防上必要な業務に従事するものを定めるとともに、業務の分担、活

動の範囲その他必要に応じて組織の設置を記載する。  

 （２）対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 

指定催しにおける対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いについても、あらかじめ把握

し、当日の確認方法等を記載する。 

 （３）露店等の火災予防上安全な配置に関すること。 

対象火気器具等及び危険物と観衆を近接させない等の火災予防上安全な会場の配置及びに

指定催し当日の配置を確認するための方法を記載する。 

 （４）対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 

対象火気器具等に対し、消火器を配置する。 

 

２ 前条第１項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の１４日前までに(当該

指定催しを開催する日の１４日前の日以後に前条第１項の指定を受けた場合にあっては、消防

長が定める日までに)、前項の規定による計画を消防長に提出しなければならない。 

【解釈及び運用】 

５ 露店等管理者は、指定催しを開催する日の１４日前までに指定催しに係る計画を消防長へ提

出しなければならない。当該計画の届出を受けたときは、指定催しの概要を把握するとともに、

事前に確認し、必要に応じて当該計画を是正するよう指導する必要がある。 
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第４３条 （防火対象物の使用開始の届出等） 

 

第６章 雑則 

 

第４３条（防火対象物の使用開始の届出等） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、施行令別表第１各項（（１９）項及び（２０）項に掲げるものを除く。）に掲げる防

火対象物について、施設と管理の両面から、その実態を的確に把握するために、使用開始の届

出の提出を義務づけたものである。 

 

（防火対象物の使用開始の届出等） 

第４３条 令別表第１に掲げる防火対象物(同表(１９)項及び(２０)項に掲げるものを除く。)を

それぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の７日前までに、その旨を消防長に届

け出なければならない。 

【解釈及び運用】 

２ 本条の届出は、防火対象物の使用開始前において、消防機関が立入検査等を行い、当該防火

対象物の位置、構造及び設備が消防法をはじめ、建築基準法その他の法令の規定で防火に関す

るものに違反しないものであるかどうかを検査し、違反部分について速やかに是正措置を命ず

るための契機としようとするものである。すなわち、建築確認の段階においては、消防機関に

よる同意の制度があるが、建築基準法第７条の規定による使用承認は、この同意の対象に含ま

れないと解せられているため、消防機関は、建築確認の対象となった計画に、竣工した建築物

が合致しているか否かを確かめることができず、別個に立入検査を必要とするのであるが、そ

の時期としては当該建築物の使用開始前が適当である（使用開始後においては、違反部分が存

する場合、改造のために営業停止等を行わなければならず、関係者自身不利益である。）。この

時期を的確に把握することが本条の届出の第一の目的である。 

３ 次に、現在の建築同意制度のもとでは、建築物の計画書（建築確認申請書）は、消防機関で

保管されることはない。したがって、これについての資料提出の必要性が一般的に存在する。

本条の届出書に防火対象物の配置図、各階平面図、消防用設備等設計図書等を添付させること

により、この目的を達することができる。 

４ 防火対象物に設ける消防用設備等（建築設備であるもの）については、建築確認申請書にそ

の種類を記載し、その概要を記載した別紙を添付することとされているが（建築基準法施行規

則別記第１号様式の注意参照）、確認申請の段階においては、その計画は未だ大略にすぎず、建

築工事着手後において、初めてその配置等が具体化する場合が多い。したがって、消防機関と

しては、その段階に達した際に、設計図書の提出を求め、消防法令等に定める基準への適合に

ついて審査し、指導する必要がある。 

届出の期限は使用開始日の７日前であり、それ以前の届出を強制することはできないが、配

置等が具体化した時期に提出させることが望ましい。 

５ 本条の届出義務者は、「それぞれの用途に使用しようとする者」であるが、それは、所有者、

賃貸人その他権原に基づいてそれぞれの用途に使用しようとする者である。この届出は、用途

を単位とするものであるから、従前の用途を変更する場合には、変更後の用途に使用する者は

届出をしなければならないが、用途の変更なしに、使用者のみが変更する場合の届出は要しな

い。 

６ 本条の届出は、同一敷地内の防火対象物（棟）は一括して行うのが適当である。 
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第６章 雑則 

 

第４４条（火を使用する設備等の設置の届出） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、第３章第１節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある設備のうち、火災危険の大きいものの設置の届出について規定したものである。各設

備の概要については、第３章第１節各条の【解釈及び運用】を参照すること。 

２ 本条の規定は、ボイラー及び圧力容器安全規則の規制を受けるボイラー、労働安全衛生規則

に規定する乾燥設備等他の法令が優先的に適用される設備についても適用されるものである。 

３ 給湯湯沸設備等（給湯湯沸設備、温風暖房機、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機）を同一場

所に２以上近接（相互の距離が屋外５メートル以内、屋内３メートル以内）して設置した場合、

個々の入力が７０キロワット未満（乾燥設備については１７キロワット未満）であれば届出を

要しない。ただし、入力合計が３５０キロワット以上となる場合は、条第３条第３項の規制対

象となるものである。 

４ 危険物施設内に設置されるボイラー設備、発電設備等については、当該施設の申請書に添付

される書類と、条例第４４条による届出書に添付される書類が同一のものである。よって、条

例第４４条に基づく届出は不要なものとして取り扱う。 

５ 既設のボイラー等（検査済のもの）のバーナー部又は缶体を分離して交換する場合、入力、

位置等が既設のものと変更がない場合は、新規のボイラー設置届出書は必要ないものとする。  

ただし、入力、位置等に変更を生じる場合は、設置届出書が必要となる。 

 

（火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の

各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出なければなら

ない。 

（１）熱風炉 

 

（２）多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 

 

（３）前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の住居に設けるものを

除く。) 

【解釈及び運用】 

６ 第３号の「据付面積」とは、当該設備を据え付けた場合における水平投影面積をいう。据付

面積を基準に炉の設置届出の対象を定めたのは、炉の規模、さらにその火災危険性は、据付面

積におおむね集約できるためである。 

 

（３）の２ 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５０キ

ロワット以上の厨房設備 

【解釈及び運用】 

７ 厨房設備の場合、その使用形態上、同一室内において複数の設備が一体として同時に使用さ

れる場合が多いため、同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が３５０ｋＷ以上のときに

届出を義務付けたものである。厨房設備の位置及び構造の基準については、第３条第２項の「不

燃区画室」の規定を準用していることから、同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計が３

５０ｋｗ以上となるとき、当該厨房室を不燃材料で区画する必要があるため、届出させること

により適切な指導、助言を行おうとするものである。 
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第４４条 （火を使用する設備等の設置の届出） 

 

（４）入力７０キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキ

ヤバレー等に設けるものに限る。) 

 

（５）ボイラー又は入力７０キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働

安全衛生法施行令(昭和 47年政令第 318号)第１条第３号に定めるものを除く。) 

 

（６）乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。) 

【解釈及び運用】 

８ 乾燥設備の届出については、個人の住居に設けるものを除く他は、全て届出の対象となって

いる。しかしながら、令別表第１に掲げる防火対象物の洗濯室、乾燥室の中にも家庭用規模の

乾燥機を設置している場合がある。 

次に掲げる三つの用件のうち、一つでも該当する場合は届出を要さないものである。 

（１）最大消費熱量が１７キロワット未満のもの 

（２）乾燥物収容室の据付面積が１平方メートル未満のもの 

（３）乾燥物収容室の内部容積が１立方メートル未満のもの 

 

（７）サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。) 

 

（７）の２ 入力７０キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 

 

（８）火花を生ずる設備 

 

（８）の２ 放電加工機 

 

（９）高圧又は特別高圧の変電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

 

（１０）急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

 

（１１）燃料電池発電設備（第８条の３第２項又は第４項に定めるものを除く。） 

 

（１２）内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの（第１２条第４項に定め

るものを除く。） 

 

（１３）蓄電池設備（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除く。） 

 

（１４）設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 

 

（１５）水素ガスを充塡する気球 

【解釈及び運用】 

９ 「水素ガスを充塡する気球の設置」とは、建築物（屋上）、屋外の樹木等の土地の定着物に気

球を固定することをいう。したがって、掲揚のみならずけい留を含み、掲揚前に一定時間けい

留する場合は、けい留前に届け出ることを要する。また、届け出た掲揚又はけい留期間が過ぎ

て掲揚又はけい留を行う場合は、新たに届出を要するものである。 
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第６章 雑則 

 

第４５条（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等火災予防又は消火活動

に重大な支障を生ずるおそれのある６種の行為を掲げ、その届出について規定したものである。 

２ 本章の届出における届出義務者は、すべて行為者であるが、これらの行為につき請負契約又

は委任契約が締結されている場合には、請負人又は受任者が一般に行為者である。したがって、

例えば、第４号の水道の断減水、又は第５号の道路工事については、水道管理者又は道路管理

者自身が行う場合は水道管理者又は道路管理者が、請負契約により行う場合は当該請負人が届

出義務者である。なお、第３号の催物の開催、第６号の露店の開設については、開催者（主催

者）が行為者であって、演技者、参加者等が届出義務者となるものではない。 

 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） 

第４５条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出な

ければならない。 

（１）火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 

【解釈及び運用】 

３ 第１号の行為は、それ自体火災予防上の危険が存するものであるが、さらに、これについて

十分な消火準備がなされている場合でも、消防機関がそれを知らなければ、みずから火災と誤

認し、あるいは一般市民からの誤報によって消防隊が出動し、計画的は消防警備が混乱するお

それがある。第１号の規定は、これを避けるため、行為者に一般的に届出義務を規定したもの

である。 

なお、たき火に類する行為にあっては、行為の規模、場所等を勘案し、第２５条に定める例

により指導すること。 

 

（２）煙火（がん具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け 

【解釈及び運用】 

４ 第２号については、火薬類の消費をしようとする者は、火薬類取締法第２５条第１項（ただ

し書に該当する場合を除く。）の規定により都道府県知事の許可が必要であり、かつ、煙火を消

費する場合には、火薬類取締法施行規則第５６条の４の規定が適用される。 

 

（３）劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催 

【解釈及び運用】 

５ 第３号の行為は、第４２条の場合と同様、本来は劇場等以外の用途に供される防火対象物に

おける一時的な催物開催のみを指すものである。 催物とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演

芸又は観世物を公衆に見せ、又は聞かせるものをいう（興業場法第１条第２項参照）。また、催

物を開催しようとする者は、都道府県知事（保健所を設置する市にあっては、市長）の許可を

受けなければならない（興業場法第２条第１項参照）。 

 

（４）水道の断水又は減水 

【解釈及び運用】 

６ 第４号は、水道工事等によりある区域が、断水又は減水をするような場合をいう。 

 

（５）消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事 

【解釈及び運用】 

７ 第５号の道路工事には、消防自動車が全く通行できない場合に限らず、片側通行止等も含ま

れ、また、道路自体の工事のみならず、水道管、ガス管、電気又は通信用ケーブル等の埋設工

事等消防隊の通行その他消火活動に障害となるような場合をいう。 
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第４５条の２（指定洞道等の届出） 

 

（６）祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開

設（対象火気器具等を使用する場合に限る。） 

【解釈及び運用】 

８ 「多数の者の集合する催し」において対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合に、

届出が必要となる。 

なお、届出の重複を避ける目的から、指定催しにおいて、露店等管理者の管理の下で行われ

る露店等の開設については、本条は適用されない。 

 

 

第４５条の２（指定洞道等の届出） 

【解釈及び運用】 

１ 洞道内で火災が発生すれば地下の密閉空間でるため、高温の濃煙や一酸化炭素等が充満し、

酸欠状態となっている環境下で、かつ、暗やみの極限された空間内で消防活動を行わなければ

ならず、活動が極めて困難なだけでなく、消防隊員の人命危険が大きく、また地上の指揮隊に

よる火災状況の確認や、溝内に進入した消防隊員との連絡が困難であること、直接消火に当た

る人員が限られることなど消防活動上極めて不利な条件にある。 

また、洞道内の主な可燃物は、外装被覆に用いられているポリエチレンであるため、火災が  

  発生すると、消防隊が消火に成功するまでは延焼拡大していく可能性を有している。 

そこで本条は、指定洞道等について消防機関があらかじめ必要な事項を把握するとともに、 

  関係者に対しその火災に対する適切な安全管理対策の指導を行うことにより、洞道等における

防火安全を期することを目的とするものである。 

 

 （指定洞
とう

道等の届出） 

第４５条の２ 通信ケーブル又は電力ケーブル（以下「通信ケーブル等」という。）の敷設を目的

として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物（通信ケーブル等の維持管

理等のため必要に応じ人が出入りする隧すい道に限る。）で、火災が発生した場合に消火活動

に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの（以下「指定洞道等」と

いう。）に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届け出なければならな

い。 

（１）指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置 

（２）指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件 

（３）指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策 

【解釈及び運用】 

２ 本条第１項に定める通信ケーブル等の洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、

火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものには、通信ケーブルの

敷設を目的として設置された洞道、電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道及び通信

ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝が該当すること。ここで「洞道」とは、通信

ケーブル又は電力ケーブルを敷設するために地中に設置された人が立ち入りする鉄筋コンクリ

ート造等の隧道をいうものであり、人の出入りすることのできない管路等に通信ケーブルや電

力ケーブルを引き込んだものは該当しない。 

また、「共同溝」とは、共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和３８年法律第８１号）第２

条第５項に規定する「２以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下

に設ける施設」をいうもので、人が出入りする隧道をいうものである。 
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第６章 雑則 

 

３ 届出の対象となる洞道等は、前述の洞道等のうち消防長が、「火災が発生した場合に消火活動

に重大な支障を生ずるおそれのあるもの」として指定したものであり、「火災が発生した場合に

重大な支障を生ずるおそれ」の有無については消防長が洞道等及び消防力等の実情から判断す

べきである。 

指定の方法としては、規模等に着目して一定の洞道を指定するか、個々の洞道等を個別に指

定するかは、同様に、実情により判断すべきである。 

なお、「洞道」、「共同溝」及び「その他これらに類する地下の工作物」のいずれも指定を必要

とし、「地下の工作物」の次のかっこ書（通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出

入りする隧道に限る。）の規定は、本条の趣旨から「その他これらに類する工作物」だけに係る

ものではなく、「洞道」及び「共同溝」にも係ると解せられる。また、一の洞道等で二以上の市

町村の区域にわたって設置されるものの指定に当たっては、関係市町村の消防長等が相互に連

絡を密にすることが必要である。 

４ 届出者は、指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する者であるが、次の届出様式により、通信

ケーブル等を管轄する事業所の代表者で足りるものである。 

５ 「届出事項」は、次のとおりである。 

（１）指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置第１号の届出事項については、洞道等の平

面的な経路を把握するとともに、出入口、換気口等の位置を把握することにより、火災時に

おける進入路及び排煙口の設定等に係る検討に資するものであるが、その内容は、図１の例

に示されている程度で足りるものである。 

これは、届出に係る洞道等が社会的に極めて重要な役割を担っていることから、その情報

の取扱いについて特に慎重を期する必要があるための措置である。したがって、洞道等の状

況に応じ、立入り等により実態を把握すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 洞道経路図 

 

 

（２）指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件第２号の届出を要する主要な物件としては、

敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等について、これらの概要が

記されていれば足りることとし、敷設ケーブルの具体的な種類、材質、径、条数等に係る事

項の記載は要しないものである（表１参照）。 

これは前号と同じ趣旨によるものである。 
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第４５条の２ （指定洞道等の届出） 

 

表１ 主要な敷設物件の記載例 

敷設物件とその概要 

敷 設 物 件 概 要 

通信用ケーブル 
難燃シートでカバーされている。 

難燃ケーブルが敷設されている。 

電 気 設 備 洞道内の照明及び他の施設の電源となっている。 

排 水 設 備 排水ポンプにより洞道外に排水する。 

換 気 設 備 送風機により洞道内を換気する。 

防 水 設 備 換気口に防水設備を設置している。 

金 物 設 備 金物によりケーブルを支持し、又は、作業台、階段等を設置している。 

連絡電話設備  洞道内における相互の連絡及び外部との連絡用に設置されている。 

消 火 設 備 洞道内の出入口の近傍に消火器を常備している。 

 

（３）指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策第３号の届出事項については、関係

者による指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策を把握し、消防機関が適切な

指導を行えるように規定されたものである。 安全管理対策としては、次に掲げる事項が明ら

かとされているものであること。 

ア 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。なお、通

信ケーブル等の難燃措置に関して、本条の【解釈及び運用】７に説明する難燃特性を有す

るケーブル又はケーブル被覆材を用いている場合は、その旨記載させること。 

イ 指定洞道等の内部において火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火

防止に関すること。 

ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への

情報提供等に関すること。 

エ 職員の教育及び訓練に関すること。 

    

２ 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。 

【解釈及び運用】 

６ 第２項の「重要な変更」とは、指定洞道等の延長等による経路の変更、出入口、換気口等の

新設又は撤去等消防活動対策の見直しを要する変更などが考えられるものである。また、通信

ケーブル等の難燃措置の実施又は変更その他安全管理対策に重大な変更が行われる場合におい

ても同様に変更の届出を要するものである。 

いずれにしても本条の届出は、消防機関が消防活動対策上及び安全管理指導上最低限必要な 

  事項について届出させることを想定したものである。 

 

７ ケーブル及びケーブル被覆材については、次の難燃特性を有するものが適切である。 

（１）燃焼性 

燃焼性については、米国電気電子学会（Institute of Electrical and Electronics 

Engineers,略称 IEEE）の規格３８３に適合するもの 
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第６章 雑則 

 

（２）発煙濃度 

発煙濃度については、米国基準局（National Bureau of Standard, 略称 NBS）の発煙濃度

試験法（American Society for Testing and Materia's, 略称 ASTM の規格Ｅ６６２）によ

り測定された濃度が４００以下のもの 

（３）ハロゲン化水素発生量 ハロゲン化水素発生量については、ハロゲン化水素（ふっ化水素を

除く）発生量が３５０㎎／ｇ以下で、かつ、ふっ化水素発生量が２００㎎／ｇ以下のもの 

 

 

第４６条 （指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等） 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、第４章の規制の対象となる物品の貯蔵及び取扱いに係る消防長への届出義務を定め

たものである。 

２ 少量危険物貯蔵取扱所（ミニローリー含む。）における貯蔵又は取り扱う危険物の変更に係る

処理方法については以下のとおりとする。なお、品名とは法別表の品名欄に掲げるもの（第１

石油類、第２石油類、第３石油類等）、化学名又はその他の一般的名称とは法別表の品名欄に掲

げるもの以外の名称（ガソリン、灯油、軽油、 重油等）をいうものである。 

（１）少量危険物貯蔵取扱所（ミニローリーを含む。）において危険物の類、品名、貯蔵取扱数量

の全て又はいずれかを変更しようとする場合は、届出内容に変更を生じるため、これによる

位置、構造及び設備の変更の有無に関わらず、既設届出書に対する少量危険物貯蔵取扱廃止

届出書、及び新たに少量危険物貯蔵取扱届出書を提出させる。 

【例】灯油（第２石油類）からガソリン（第１石油類）に変更する場合等。 

（２）危険物の類、品名、貯蔵取扱数量に変更がなく、化学名又はその他の一般的名称のみを変

更しようとする場合で、適用される位置、構造及び設備の技術上の基準が変わらない場合に

は、化学名又はその他の一般的名称が変更になった旨の資料を１部提出させ、既設届出書に

添付し、査察簿に明記する。 

また、掲示板に化学名又はその他の一般的名称が記載してある場合は書き換えを指導する。 

【例】軽油（第２石油類）を灯油（第２石油類）に変更する場合等。 

 

（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等） 

第４６条 指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定

数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物及び別表第８で定める数量の５倍以上（再生資源

燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上）の指定可燃物を貯

蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。 

【解釈及び運用】 

３ 第１項は、指定数量の５分の１以上（個人の住居での貯蔵及び取扱いの場合は指定数量の２

分の１以上）指定数量未満の危険物及び別表第８で定める数量の５倍以上（可燃性固体類等及

び合成樹脂類は同表の数量以上）の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱おうとする者の届出につい

ての規定である。 

なお、個人の住居においての届出の規定は、危険物が広く家庭にまで存在している実態を考

慮し高齢化社会に向けて個人の住居の火災予防を推進するためのものである。 

 

２ 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。 

【解釈及び運用】 

４ 第２項は、第１項の規定により届け出た貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出を規定したも

のである。 
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第４７条 （タンクの水張検査等） 

 

第４７条（タンクの水張検査等） 

（タンクの水張検査等） 

第４７条 消防長は、前条第１項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、

又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査

又は水圧検査を行うことができる。 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、従来から、いくつかの市町村においては指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯

蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を実施していたが、昭和６３年法改正で指

定数量の見直しが行われたこともあり、指定数量未満の危険物のタンクの検査が増加すること

が予想されることから、平成元年改正で規定を整備したものである。 

２ 検査に係る手数料を徴収する旨及びその額については、地方自治法第２２８条第１項の規定

により、福知山市消防手数料条例（平成１２年３月２９日条例第２７号）で規定している。 

 

 

第４７条の２（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第４７条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、

当該防火対象物の消防用設備等（法第１７条第１項に規定する消防用設備等をいう。）の状況

が、法、令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができる。 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、重大な消防法令違反のある防火対象物について、利用者等に当該防火対象物の危険

性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の

軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すものである。 

２ 命令を行った場合の公示との違い 

違反対象物に対して消防機関が命令を行った場合、その対象物等に関する命令内容を公示す

ることになるが、命令に係る公示に至るまでには相当な時間を要することから、その間、当該

防火対象物の危険性に関する情報が利用者等に提供されない状況となる。 

このため、違反処理とは別の情報公開制度の一環として、早期に違反を公表するため本条を 

  規定したものである。 

 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該防火対象物の関係

者にその旨を通知するものとする。 

 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続につい

て必要な事項は、規則で定める。 

【解釈及び運用】 

３ 公表の対象となる法令違反の内容 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が、法第１７条第１項に基づく

令第１１条、第１２条若しくは第２１条で定める技術上の基準に従って設置されていないもの

が公表の対象となる違反である。「設置されていないもの」とは、それぞれの設備を構成する機

器等が一切設置されていないことをいう。 

   規則とは、福知山市消防法等施行細則を示すものである。 
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第６章 雑則 

 

第４８条（委任） 

（委任） 

第４８条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、市長が定め

る。 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、この条例の実施手続等その施行細目について、市長への委任を規定したものである。 

２ 本条に基づいて、第４３条から第４６条までに規定する各種届出の様式、第１１条第１項第

５号及び第３項、第１２条第２項及び第３項、第１３条第２項及び第４項、第１７条第３号、

第２３条第２項及び第４項、第３１条の２第１号、第３３条第２項、第３４条第５号並びに第

３９条第４号に規定する標識類の様式等が福知山市消防法等施行細則に定められている。 

３ 届出を一定の書面（届出書）による様式行為とすることはもちろん、添付書類を要求するこ

とも、本条に基づく規則中に規定することができる。この場合、添付書類の提出については、

各条において規定することもでき、届出書の様式の備考中に規定することもできる。 
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第４９条 （罰則） 

 

第７章 罰則 

 

 

第４９条（罰則） 

（罰則） 

第４９条 次の各号の一に該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第３０条の規定に違反して指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は

取り扱った者 

（２）第３１条の規定に違反した者 

（３）第３３条又は第３４条の規定に違反した者 

【解釈及び運用】 

１ 本条第１号から第３号までは、第３０条（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）

の規定に違反して指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱った者、

第３１条から第３１条の７（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物）、第３３条（可燃

性液体類等）又は第３４条（綿花類等）の規定に違反した者に対する罰則を規定している。 

２ 本条は、少量危険物等に関する基準の違反行為者に対して適用される。 

 

（４）第４２条の３第２項の規定に違反して、同条第１項に規定する火災予防上必要な業務に関

する計画を提出しなかった者 

【解釈及び運用】 

 ３ 本条第４号は、第４２条の３第１項の規定による計画が、当該催しを主催する者による火災

予防の基礎となるものであることから、同条第２項の規定に違反して当該計画の届出をしなか

った者に対する罰則を規定している。 

 

 

第５０条（罰則） 

（罰則） 

第５０条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項にお

いて同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても、同条の刑を科する。 

【解釈及び運用】 

１ 本条は、第４９条に規定する行為者のほかに、法人又は使用主に対する両罰規定を定めたも

のである。 

２ 行政目的を達成するためには行為者のほか、必要限度内において違反者の範囲を拡張するこ

とが認められるべきであり、また、現行行政法規はこのような両罰規定を設けて行政目的の実

現を担保しているところである。したがって、本条においても法人又は人の代理人、使用人、

その他の従業員の違反行為について、業務主たる法人又は人を処罰する規定を設けている。 

３ 「人の代理人」には、委任による代理人のみならず、法定代理人も含まれる。 

 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その

訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。 

 

 



別表第３

上方 側方 前方 後方 備考

250 200 300 200

150 150 200 150

100 100 100 100

250 200 300 200

150 100 200 100

100 50 100 50

― 15
注

15 15

― ― 60 ―

― 15 15 15

― 15 60 15

― 15 60 ―

― 2
注

2 2

60 15 15 15

― 4.5
注

― 4.5

― ― ― ―

― 4.5 ― 4.5

― 4.5 ― 4.5

― ― ― ―

―
2
注

― 2

30 4.5 ― 4.5

60 15 15 15

50 5 ― 5

60 15 60 15

注：浴槽との
離隔距離は0
ｃｍとするが、
合成樹脂浴
槽（ポリプロピ
レン浴槽等）
の場合は
2ｃｍとする。

使用温度が300℃未満のもの

―

―

離隔距離（㎝）

種類

使用温度が300℃以上
           800℃未満のもの

使用温度が300℃未満のもの

―

―

―
炉

開放炉

開放炉以外

使用温度が800℃以上のもの

―

入力

使用温度が800℃以上のもの

使用温度が300℃以上
            800℃未満のもの

半
密
閉
式

浴室
内
設置

浴室
外
設置

外がまでバーナー取り出し口
のないもの

内がま

外がまでバーナー取り出し口
のないもの

外がまでバーナー取り出し口
のあるもの

内がま

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては42kw以下）

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては42kw以下）

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

屋外用

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

半
密
閉
式

浴室
内
設置

外がまでバーナー取り出し口
のないもの

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては42kw以下）

内がま
21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては42kw以下）

浴室
外
設置

密閉式

39ｋｗ以下

外がまでバーナー取り出し口
のないもの

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

外がまでバーナー取り出し口
のあるもの

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

内がま

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

ふ
ろ
が
ま

資料　１－１

上記に分類されないもの ―

不
燃
以
外

不
燃

液
体
燃
料

気
体
燃
料

密閉式

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

屋外用

21kw以下（ふろ用以外のバーナー
をもつものにあっては当該バー
ナーが70ｋｗ以下であって、かつ、
ふろ用バーナーが21kw以下）

不燃以外

不燃

39ｋｗ以下



別表第３

上方 側方 前方 後方 備考

100 15 150 15

100 15 100
注１

15

100 150 150 150

60 10 100 10

60 10 100 10

80 5 ― 5

80 150 ― 150

50 5 ― 5

50 5 ― 5

100 60 60
注２

60

100 15
注

15 15
注

80 0 ― 0

以
外

不
燃

100 50 50 50

不
燃

80 30 ― 30

250 200 300 200

150 100 200 100

100 50 100 50

40 4.5 4.5 4.5

15 4.5 4.5 4.5

― 15 15 15

― 4.5 4.5 4.5

4.5 4.5 4.5 4.5

60 15 15 15

15 15 15 15

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

― 4.5 ― 4.5

4.5 4.5 ― 4.5

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

60 15 15 15

40 4.5 15 4.5

50 5 ― 5

20 1.5 ― 1.5

120 45 150 45

120 30 100 30

注：機器本体
上方の側方
又は後方の
隔離距離を示
す。

ボ
イ
ラ
ー

気
体
燃
料

不
燃
以
外

不
燃

開放式
フードを付けない場合

フードを付ける場合

半密閉式

密閉式

屋外用

開放式
フードを付けない場合

フードを付ける場合

半密閉式

密閉式

屋外用

上記に分類されないもの

液
体
燃
料

不燃以外

不燃

7kw以下

14ｋｗ以下

14ｋｗ以下

15
注

80 0 ― 0

―

―

―

―

―

資料　１－2

離隔距離（㎝）

種類 入力

気
体
燃
料

不
燃
以
外

不
燃

開放式

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリ
ドル付こんろ、キャビネット型こん
ろ・グリル付こんろ・グリドル付こん

ろ

据置型レンジ

据置型レンジ

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリ
ドル付こんろ、キャビネット型こん
ろ・グリル付こんろ・グリドル付こん

ろ

19kw以下

不
燃
以
外
・
不
燃

気
体
燃
料

温
風
暖
房
機

2１ｋｗ以下

2１ｋｗ以下

26ｋｗ以下

26ｋｗ以下

―

26ｋｗ以下

23ｋｗ以下

注１：風道を
使用するもの
にあっては１５
㎝とする。

12ｋｗ以下

12ｋｗを超え70kw以下

12ｋｗ以下

23ｋｗを超える

42ｋｗ以下

フードを付けない場合 42ｋｗ以下

フードを付ける場合 42ｋｗ以下

12ｋｗを超え70kw以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

70ｋｗ以下

42ｋｗ以下

12ｋｗを超え42kw以下

12ｋｗ以下

42ｋｗ以下

フードを付けない場合 42ｋｗ以下

フードを付ける場合 42ｋｗ以下

7ｋｗ以下

4.5 4.5 60 4.5

26ｋｗ以下

強制給排気型

半密閉式

26ｋｗを超え70kw以下

26ｋｗ以下

26ｋｗ以下

26ｋｗ以下

半密
閉式
・密閉

式

バー
ナー
が隠
ぺい

半密閉式
強制
対流
型

密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き
出すもの

温風を全周方向に吹き
出すもの

強制排気型

注２：ダクト接
続型以外の
場合にあって
は１００㎝とす
る。

厨
房
設
備

強制
対流
型

温風を前方向に吹き
出すもの
温風を全周方向に吹き
出すもの

強制排気型

密閉式 強制給排気型

液
体
燃
料

上記に分類されないもの

不
燃
以
外

不
燃

上記に分類されないもの

使用温度が８００℃以上のもの

使用温度が３００℃以上
         ８００℃未満のもの

使用温度が３００℃未満のもの

固
体
燃
料

木炭を燃料とするもの

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

炭火焼き器

100 15
注

15



別表第３

上方 側方 前方 後方 備考

開放
式

30 60 100 4.5

半密閉
式・密
閉式

60 4.5 4.5
注

4.5

開放
式

15 15 80 4.5

半密閉
式・密
閉式

60 4.5 4.5
注

4.5

150 100 100 100

150 15 100 15

120 100 ― 100

120 5 ― 5

150 100 150 100

不
燃
以
外

15 4.5 4.5 4.5

不
燃

15 4.5 ― 4.5

100 50 100 50

50 30 50 30

40 4.5 4.5 4.5

15 4.5 4.5 4.5

40 4.5 4.5 4.5

15 4.5 4.5 4.5

― 4.5 4.5 4.5

4.5 4.5 4.5 4.5

― 0 ― 0

4.5 4.5 4.5 4.5

60 15 15 15

15 15 15 15

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

― 4.5 ― 4.5

4.5 4.5 ― 4.5

― 0 ― 0

壁掛け型、据置型 4.5 4.5 ― 4.5

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

40 4.5 15 4.5

20 1.5 ― 1.5

気
体
燃
料

開放式

開放式

5.8ｋｗ以下

5.8ｋｗ以下

機器の上方又は前方
に熱を放散するもの

半密閉式

機器の全周から熱を
放散するもの

機器の上方又は前方
に熱を放散するもの

―

―

資料　１－3

離隔距離（㎝）

種類 入力

気
体
燃
料

不
燃
以
外

不
燃

注：熱対流方
向が一方向
に集中する場
合にあっては
60㎝とする。

7ｋｗ以下

19ｋｗ以下

7ｋｗ以下

19ｋｗ以下

バーナーが露
出

壁掛け型、つり下げ型

バーナーが露
出

液
体
燃
料

上記に分類されないもの

自然対
流型

自然対
流型

39ｋｗ以下

―

ス
ト
ー

ブ

39ｋｗ以下

不
燃
以
外

不
燃

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

半密閉式 12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

密閉式

フードを付けない場合

フードを付ける場合
屋外用

瞬間型

常圧貯蔵型

調理台型

開放式

39ｋｗ以下

39ｋｗ以下

乾
燥
設
備

簡
易
湯
沸
設
備

上記に分類されないもの

内部容積が１立方メートル以
上のもの
内部容積が１立方メートル未
満のもの

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

12ｋｗ以下

気
体
燃
料

液
体
燃
料

不
燃
以
外

開放式

常圧貯蔵型

瞬間型

フードを付けない場合

フードを付ける場合

フードを付けない場合

フードを付ける場合

半密閉式

密閉式

常圧貯蔵型
フードを付けない場合

フードを付ける場合

フードを付けない場合

フードを付ける場合

調理台型

壁掛け型、据置型

フードを付けない場合

フードを付ける場合

バーナーが隠
ぺい

自然対流型

自然対流型
バーナーが隠

ぺい

機器の全周から熱を
放散するもの

半密閉式

不
燃

不燃以外

不燃

瞬間型

常圧貯蔵型

屋外用

瞬間型

壁掛け型、つり下げ型

衣類乾燥機

衣類乾燥機



別表第３

上方 側方 前方 後方 備考

― 15 15 15

― 15 15 15

4.5 4.5 4.5 4.5

― 0 ― 0

4.5 4.5 4.5 4.5

60 15 15 15

15 15 15 15

60 15 15 15

15 15 15 15

― 4.5 ― 4.5

― 4.5 ― 4.5

4.5 4.5 ― 4.5

― 0 ― 0

4.5 4.5 ― 4.5

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

30 4.5 ― 4.5

10 4.5 ― 4.5

60 15 15 15

50 5 ― 5

60 15 60 15

100 30 100 4.5

100 100 100 100

100 4.5 4.5
注１

4.5

4.5 4.5 60 4.5

80 15 80 4.5

80 80 80 80

80 4.5 4.5
注１

4.5

4.5 4.5 60 4.5

100 50 100 20

150 100 100 100

100 50 50 50

100 15 100 15

100 150 150 150

100 100 100 100

80 30 ― 5

120 100 ― 100

80 30 ― 30

80 5 ― 5

80 150 ― 150

80 100 ― 100

100 50
注２

50
注２

50
注２

―

注２：方向性
を有するもの
にあっては
100㎝とする。

7ｋｗ以下

7ｋｗを超え12ｋｗ以下

7ｋｗ以下

12ｋｗ以下

7Kｗを超え12ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗを超え12ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7Kｗを超え12ｋｗ以下

注１：熱対流
方向が一方
向に集中する
場合にあって
は
60㎝とする。

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

12ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え42ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え42ｋｗ以下

半密
閉式

密閉式

7ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

―

壁掛け型、据置型

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

瞬間型
フードを付ける場合

12kwを超え42ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え42ｋｗ以下

フードを付けない場合 12kwを超え42ｋｗ以下

フードを付ける場合 12kwを超え42ｋｗ以下

壁掛け型、据置型

常圧貯蔵型

瞬間型

常圧貯蔵型

瞬間型

常圧貯蔵型

調理台型

12kwを超え42ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

12kwを超え42ｋｗ以下

12kwを超え70ｋｗ以下

資料　１－4
離隔距離（㎝）

種類 入力

給
湯
湯
沸
設
備

上記に分類されないもの

液
体
燃
料

不燃以外

不燃

気
体
燃
料

不
燃
以
外

不
燃

半密
閉式

密閉
式

屋外
用

常圧貯蔵型

瞬間型

常圧貯蔵型

瞬間型
調理台型

フードを付けない場合
屋外用

温風を全周方向に吹
き出すもの

開放式

前方放射型

全周放射型

自然対流型

強制対流型

前方放射型

常圧貯蔵型

瞬間型

フードを付けない場合

フードを付ける場合

フードを付けない場合

フードを付ける場合

放射型

自然対流型

強制
対流
型

温風を全周方向に吹
き出すもの

放射型

自然対流型

強制
対流
型

全周放射型

移
動
式
ス
ト
ー

ブ

気
体
燃
料

液
体
燃
料

固体燃料

不
燃
以
外

不
燃

不
燃
以
外

不
燃

開放式

開放式

バー
ナーが
露出

バー
ナーが
隠ぺい

バー
ナーが
露出

バー
ナーが
隠ぺい

開放式
温風を前方向に吹き出
すもの

温風を前方向に吹き出
すもの

自然対流型

強制対流型
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上方 側方 前方 後方 備考

100 15 15 15

加熱部
が開放

100 15 15 15

80 0 ― 0

加熱部
が開放

80 0 ― 0

100 15 15 15

80 0 ― 0

100 30 30 30

4.5
注

4.5
注

4.5
注

4.5
注

0
注

0
注

―
注

0
注

100 2 2 2

― 20
注１

― 20
注１

― 10
注2

― 10
注2

100 2 2 2

― 15
注１

― 15
注１

― 10
注2

― 10
注2

100 2 2 2

― 10
注１、２

― 10
注１、２

100 2 2 2

― 10
注２

― 10
注２

80 0 ― 0

― 0
注１、２

― 0
注１、２

80 0 ― 0

― 0
注２

― 0
注２

不
燃

電気こんろ、電気レン
ジ、電磁誘導加熱式調
理器(こんろ形態のもの
に限る。)

こんろ部分の全部又は一
部が電磁誘導加熱式調
理器でないもの

こんろ部分の全部が
電磁誘導加熱式調理
器のもの

5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)

電
気
調
理
用
機
器

電
気

注１：機器本体上
方の側方又は後
方の離隔距離(こ
んろ部分が電磁
誘導加熱式調理
器でない場合に
おける発熱体の
外周からの距離)
を示す。
注２：機器本体上
方の側方又は後
方の離隔距離(こ
んろ部分が電磁
誘導加熱式調理
器の場合におけ
る発熱体の外周
からの距離)を示
す。

こんろ部分の全部又
は一部が電磁誘導加
熱式調理器でないも
の

不
燃
以
外

電気こんろ、電気レン
ジ、電磁誘導加熱式調
理器(こんろ形態のもの
に限る。)

こんろ部分の全部が
電磁誘導加熱式調理
器のもの

5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)

4.8ｋｗ以下（１口当たり2ｋｗを超
え
3ｋｗ以下）

4.8ｋｗ以下（１口当たり1ｋｗを超
え
2ｋｗ以下）

4.8ｋｗ以下（１口当たり1ｋｗ以
下）

4.8ｋｗ以下（１口当たり3ｋｗ以
下）

注：温風の吹き
出し方向にあっ
ては60㎝とする。

加熱部
が隠ぺ
い

バー
ナー
が隠
ぺい

バーナーが露
出

資料　１－5

離隔距離（㎝）

種類 入力

卓上型こんろ（１口）
バーナーが露

出
卓上型こんろ（２口以上）・グ
リル付こんろ・グリドル付こん
ろ

卓上型オーブン・グリ
ル（フードを付けない

場合）

卓上型オーブン・グリ
ル（フードを付ける場
合）

炊飯器（炊飯容量4
リットル以下）

圧力調理器(内容積10
リットル以下

5.8ｋｗ以下

卓上型グリル 7ｋｗ以下

開放
式

不
燃
以
外

不
燃

気
体
燃
料

注：機器本体上
方の側方又は後
方の離隔距離を
示す。

不燃

固体燃料

加熱部
が隠ぺ
い

卓上型こんろ（１口）

　

温
風
機

電
気 電

気

不燃以外

不燃 2ｋｗ以下

6ｋｗ以下

―

7ｋｗ以下

2ｋｗ以下

6ｋｗ以下

卓上型オーブン・グリ
ル（フードを付けない

場合）

卓上型オーブン・グリ
ル（フードを付ける場
合）

炊飯器（炊飯容量4
リットル以下）

圧力調理器(内容積10
リットル以下

卓上型グリル

5.8ｋｗ以下

卓上型こんろ（２口以
上）・グリル付こんろ・
グリドル付こんろ

―

バー
ナー
が隠
ぺい

14ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

4.7ｋｗ以下

―

14ｋｗ以下

7ｋｗ以下

7ｋｗ以下

4.7ｋｗ以下

開放
式

調
理
用
器
具

　
こ
ん
ろ

移
動
式

液
体
燃
料

不燃以外

10

10 10 10

0 ― 0

15
注

15

50

15

30

30

80

30

10

10 10

4.5 ―15

15

4.5

15
注

4.5 4.5 4.5

4.5 4.5 4.5

4.5

4.5 ― 4.5

4.5 ― 4.5

4.5 ―

100
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上方 側方 前方 後方 備考

10 4.5
注

4.5
注

4.5
注

10 4.5
注

― 4.5
注

10 4.5
注

4.5
注

4.5
注

10 4.5
注

― 4.5
注

4.5 4.5 4.5 4.5

0 0 ― 0

4.5 0 0 0

0 0 ― 0

備考

注１：前面に排
気口を有する
機器にあっては
0㎝とする。
注２：排気口面
にあっては
4.5㎝とする。

10kw以下

10kw以下

衣類乾燥機、食器乾燥機、
食器洗い乾燥機

衣類乾燥機、食器乾燥機、
食器洗い乾燥機

温度過昇防止装置を有するもの

温度過昇防止装置を有するもの

3kw以下

3kw以下

4.5

4.5
注１

4.5

2kw以下

2kw以下

2kw以下

電
気
天
火

電
気

不燃以外

不燃

0

資料　１－6
離隔距離（㎝）

種類 入力

2kw以下

注：排気口面に
あっては
10㎝とする。

2kw以下

2kw以下

2kw以下

2kw以下

―

―

―

80

100

注：排気口面に
あっては
10㎝とする。

　
レ
ン
ジ

電
子 電

気

不燃以外

不燃

電熱装置を有するもの

電熱装置を有するもの

前方放射型（壁取付式及び
天井取付式のものを除く。）

不燃以外
全周放射型（壁取付式及び
天井取付式のものを除く。）

自然対流型（壁取付式及び
天井取付式のものを除く。）

100

100

100

4.5

100

4.5

80

2kw以下

4.5

0

１　「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃
　料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

２　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げ
　をした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

３　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距
　離をいう。

4.5 4.5

0
注２

―
注２

0
注２

80

80

80

不燃

電
気

電
気

不燃以外

不燃

食器乾燥機

食器乾燥機

2kw以下

1kw以下

1ｋｗ以下

4.5

電
気
乾
燥
機

温
水
器

電
気

電
気

不燃以外

不燃

不燃以外

不燃

電
気

100

電
気
ス
ト
ー

ブ

乾
燥
機

電
気

2kw以下

2kw以下

自然対流型（壁取付式及び
天井取付式のものを除く。）

2kw以下

2kw以下

2kw以下

2kw以下前方放射型（壁取付式及び
天井取付式のものを除く。）

全周放射型（壁取付式及び
天井取付式のものを除く。）

30

100

4.5

15



火気設備・器具設置例

種 類 設 置 例 （ ）内の数値は不燃材料との離隔距離 単位：ｃｍ

ふ 気 半 浴 外
ろ 体 密 室 が
が 燃 閉 内 ま
ま 料 式 設 で

置 バ
ー
ナ
ー
取
り
出
し
口
の
な
い
も
の

内
が
ま

浴 外
室 が
外 ま
設 で
置 バ

ー
ナ
ー
取
り
出
し
口
の
な
い
も
の

外
が
ま
で
バ
ー
ナ
ー
取
り
出
し
口
の
あ
る
も
の

注１：浴槽との離隔距離は０㎝とす
るが、合成樹脂浴槽（ポリプ
ロピレン浴槽等）の場合は２
㎝とする。
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ふ 気 半 浴 内
ろ 体 密 室 が
が 燃 閉 外 ま
ま 料 式 設

置

密
閉
式

屋
外
用

液
体
燃
料

注１：浴槽との離隔距離は０㎝とす
るが、合成樹脂浴槽（ポリプ
ロピレン浴槽等）の場合は２
㎝とする。
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温 気 半 バ 強
風 体 密 制 半密閉式ー
暖 燃 閉 ナ 対
房 料 式 流ー
機 ・ が 型

密 隠
閉 ぺ
式 い

密閉式

液 半 強 温
体 密 制 風 入力２６ｋＷ以下
燃 閉 対 を
料 式 流 前

型 方
向
に
吹
き
出
す
も
の

入力２６ｋＷを超え７０ｋＷ以下

注２：風道を使用するものにあって
は１５㎝とする。
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温 液 半 強 温
風 体 密 制 風
暖 燃 閉 対 を
房 料 式 流 全
機 型 周

方
向
に
吹
き
出
す
も
の

強
制
排
気
型

密 強
閉 制
式 給

排
気
型
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厨 気 開 ド キ
房 体 放 ロ ャ
設 燃 式 ッ ビ
備 料 プ ネ

イ ッ
ン ト
式 型
こ グ
ん リ
ろ ル

付、
こ
ん
ろ

据
置
型
レ
ン
ジ

注４：機器本体上方の側方又は後方
の離隔距離を示す。

注４：機器本体上方の側方又は後方
の離隔距離を示す。
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ボ 気 開 フ
イ 体 放 ー
ラ 燃 式 ド

料 をー
付
け
な
い
場
合

フ
ー
ド
を
付
け
る
場
合

半
密 入力１２ｋＷを超え４２ｋＷ以下
閉
式

密
閉
式
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ボ 気 屋 フ
イ 体 外 ー
ラ 燃 用 ド

料 をー
付
け
な
い
場
合

フ
ー
ド
を
付
け
る
場
合

液
体 入力１２ｋＷを超え７０ｋＷ以下
燃
料



-8資料２

ス 気 開 バ 壁
ト 体 放 掛ー

燃 式 ナ けー
ブ 料 型ー

が 、
露 つ
出 り

下
げ
型

半 バ 自
密 然 半密閉式ー
閉 ナ 対
式 流ー
・ が 型
密 隠
閉 ぺ
式 い

密閉式

液 半 自 機
体 密 然 器
燃 閉 対 の
料 式 流 全

型 周
か
ら
放
散
す
る
も
の

機
器
の
上
方
又
は
前
方
に
熱
を
放
散
す
る
も
の

注５：熱対流方向が一方向に集中す
る場合にあっては６０㎝とす
る。
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乾 気 開 衣
燥 体 放 類
設 燃 式 乾
備 料 燥

機

簡 気 開 常 フ
易 体 放 圧 ー
湯 燃 式 貯 ド
沸 料 蔵 を
設 型 付
備 け

な
い
場
合

フ
ー
ド
を
付
け
る
場
合

瞬 フ
間 ー
型 ド

を
付
け
な
い
場
合

フ
ー
ド
を
付
け
る
場
合



-10資料２

簡 気 半
易 体 密 常圧貯蔵型（据置型） 瞬間型（壁掛け型）
湯 燃 閉
沸 料 式
設
備

密 常
閉 圧
式 貯

蔵
型

瞬 調
間 理
型 台

型

壁
掛 壁掛け型
け
型
、
据
置
型
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簡 気 屋 フ
易 体 外 ー
湯 燃 用 ド
沸 料 を
設 付
備 け

な
い
場
合

フ
ー
ド
を
付
け
る
場
合

液
体 壁掛け型
燃
料

据置型
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給 気 半 常
湯 体 密 圧
湯 燃 閉 貯
沸 料 式 蔵
設 型
備

瞬
間
型

密 常
閉 圧
式 貯

蔵
型

瞬 調
間 理
型 台

型
壁
掛
け据
型置

型、

屋
外 ※ 屋外用の設置例については、簡易湯沸設備の設置例を参考とすること。
用

液
体 屋内設置例 屋外設置例
燃
料
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移 気 開 バ 前
動 体 放 方ー
式 燃 式 ナ 放
ス 料 射ー
ト が 型

露ー
ブ 出

全
周
放
射
型

バ 自
然ー

ナ 対
流ー

が 型
隠
ぺ
い

強
制
対
流
型

液 開 放
体 放 射
燃 式 型
料

注５：熱対流方向が一方向に集中す
る場合にあっては６０㎝とす
る。
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移 液 開 自
動 体 放 然 入力７ｋＷを超え１２ｋＷ以下 入力７ｋＷ以下
式 燃 式 対
ス 料 流
ト 型
ー
ブ

強 温
制 風
対 を
流 前
型 方

向
に
吹
き
出
す
も
の

温
風 入力７ｋＷ以下
を
全
周
方
向
に
吹
き
出
す
も
の
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調 気 開 バ 卓
理 体 放 上ー
用 燃 式 ナ 型
器 料 こー
具 が ん

露 ろ
出 （

１
口
）

卓
上
こ
ん
ろ
（
２
口
以
上
）
、
卓
上
型
グ
リ
ル
付
こ
ん
ろ

バ 加 卓
熱 上ー

ナ 部 型
が グー

が 開 リ
隠 放 ル
ぺ
い

加 卓
熱 上
部 型
が オ
隠 ー
ぺ ブ
い ン

・
グ
リ
ル
（
フ
ー
ド
を
付
け
な
い
場
合
）

注４：機器本体上方の側方又は後方
の離隔距離を示す。
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調 気 開 バ 加 卓
理 体 放 熱 上ー
用 燃 式 ナ 部 型
器 料 が オー
具 が 隠 ー

隠 ぺ ブ
ぺ い ン
い ・

グ
リ
ル
（
フ
ー
ド
を
付
け
る
場
合
）
炊
飯
器
（
炊
飯
容
量
４
リ
ッ
ト
ル
以
下
）
圧
力
調
理
器
（
内
容
積
10
リ
ッ
ト
ル
以
下
）

移 液
動 体
式 燃
こ 料
ん
ろ



対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準

（平成１４年３月６日 消防庁告示第１号）

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する

基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）第５条及び第２０条の規定に基づき、対象火気設

備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準を次のとおり定める。

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準

趣旨第１

この告示は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令第５条及び第２０条の規定に基づき、対象火気設備等及び対象火

気器具等（以下「対象火気設備、器具等」という。）の離隔距離に関する基準を定めるものとする。

用語の定義第２

この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

１ 離隔距離 対象火気設備、器具等の設置の際に、当該対象火気設備、器具等と建築物その他の

土地に定着する工作物及び可燃物との間に保つべき火災予防上安全な距離をいう。

２ 安全装置 対象火気設備、器具等に設けられるその安全を確保する装置であって、対象火気設

備、器具等が故障等により異常となった際に、自動的に燃焼部への燃料又は発熱部への電力の供

給を遮断し、かつ、当該供給を自動的に再開しない装置又はシステムをいう。

３ 定常燃焼 測定する位置における温度上昇が３０分間につき０．５度以下になった状態をいう。

４ 通常燃焼 気体燃料、液体燃料又は固体燃料を使用する対象火気設備、器具等にあっては通常

想定される使用における最大の燃焼となる状態を、電気を熱源とする対象火気設備、器具等にあ

っては通常想定される使用における最大の発熱となる運転をいう。

５ 異常燃焼 気体燃料、液体燃料又は固体燃料を使用する対象火気設備、器具等にあっては温度

制御装置等が異常となった場合において最大の燃焼となる状態を、電気を熱源とする対象火気設

備、器具等にあっては温度制御装置等が異常となった場合において最大の発熱となる運転をいう。

６ 試験周囲温度 対象火気設備、器具等の試験を行う場合の当該対象火気設備、器具等の周囲の

温度のことをいう。

７ 許容最高温度 通常燃焼の場合又は異常燃焼で安全装置を有しない場合にあっては１００度を、

異常燃焼で安全装置を有する場合にあっては次の表の上欄に掲げる対象火気設備、器具等の種別

に応じそれぞれ同表の下欄に定める温度をいう。

対象火気設備、器具等の種別 温度

気体燃料を使用するもの １３５度

液体燃料を使用するもの １３５度

電気を熱源とするもの １５０度
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離隔距離の決定第３

対象火気設備、器具等の離隔距離は、次の各号に定める距離のうち、いずれか長い距離とする。

１ 通常燃焼時において、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃

物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長

い距離

２ 異常燃焼時において、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したときに、

近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のう

ちいずれか長い距離。ただし、対象火気設備、器具等が安全装置を有しない場合にあっては、近

接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温

度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離

運用上の注意第４

１ 基準周囲温度は、３５度とする。

２ 試験周囲温度が基準周囲温度未満の場合においては、許容最高温度と基準周囲温度の差を試験

周囲温度に加えた温度により、試験を行うものとする。

３ 異常燃焼時において、複数の温度制御装置等を有する対象火気設備、器具等については、その

うち一の温度制御装置等のみを無効とした状態でそれぞれ試験を行い、それらの場合に判定され

る距離のうちいずれか長いものにより離隔距離を判定する。

４ 異常燃焼時において、複数の安全装置を有する対象火気設備、器具等については、そのうち一

の安全装置を有効とした状態でそれぞれ試験を行い、それらの場合に判定される距離のうちいず

れか長いものにより離隔距離を判定する。ただし、対象火気設備、器具等が確実に作動する安全

装置を有する場合にあっては、当該安全装置を有効とした状態で試験を行う場合に判定される距

離により離隔距離を判定することができる。

附 則

この告示は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

施行に関する基準を定める省令の施行日（平成１５年１月１日）から施行する。
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                              資料 ４ 

単位の目安換算表 

 

 

０．１ Ｍｐａ   ＝ １．０１９７２   ｋｇｆ／ｃ㎡ 

    １０ ｋｇｆ／ｃ㎡ ＝ ０．９８０６６５  Ｍｐａ 

     １ ｂａｒ   ＝ １．０１９７２   ｋｇｆ／ｃ㎡ 

     １ ｍｂａｒ  ＝ ０．００１０１９７ ｋｇｆ／ｃ㎡ 

 

 

ｋＷ ｋＪ ｋｃａｌ 

１ ３６００ ８６０（Kcal／ｈ） 

 ４．２ １ 

 

 

 

 

Ｐａ ｋＰａ Ｍｐａ 
（ｂａｒ） 

ｋｇｆ／ｃ㎡ 

ｍｍＡｑ 

ｍｍＨ２Ｏ 
ｃｍＨｇ 

１   ０．００００１ ０．１  

１０   ０．０００１ １  

１００   ０．００１ １０  

１０００ １ ０．００１ ０．０１ １００  

１００００ １０ ０．０１ ０．１ １０００  

１０００００ １００ ０．１ １ １００００ ７６ 

１００００００ １０００ １ １０   

  １０ １００   

  １００ １０００   

  １０００ １００００   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市火災予防条例運用基準 
平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ 日 運 用 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 改 訂 

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ０ 日 改 訂 
 


